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「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」等

の一部改正について

介護保険法等の一部を改正する法律（平成１７年法律第７７号）第３条等の規定

が平成１８年４月１日から施行されることに伴い、当該改正法に基づく指定居宅サ

ービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成

１８年厚生労働省令第３３号 、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び）

運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準(平成１８年厚生労働省令第３６号）等が公布され、平成１８年４月１

日から施行されることから、関係通知の一部を別添のとおり改正し、同日より適用

することとしたので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知

徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。



（別添）

１ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について

（平成１１年老企第２５号）の一部改正

別紙１のとおり改正する。

２ 指定居宅介護支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について

（平成１１年老企第２２号）の一部改正

別紙２のとおり改正する。

３ 介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて（平

成１２年老企第３４号）の一部改正

別紙３のとおり改正する。

４ 居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の支給について（平成１２

年老企第４２号）の一部改正

別紙４のとおり改正する。

５ 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について（平

成１２年老企第４３号）の一部改正

別紙５のとおり改正する。

６ 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準につい

て（平成１２年老企第４４号）の一部改正

別紙６のとおり改正する。

７ 指定介護療養型医療施設の人員 設備及び運営に関する基準について 平、 （

成１２年老企第４５号）の一部改正

別紙７のとおり改正する。

８ 特定施設入所者生活介護事業者が受領する介護保険の給付対象外の介護

サービス費用について（平成１２年老企第５２号）の一部改正

別紙８のとおり改正する。

９ 通所介護等における日常生活費に要する費用の取扱いについて（平成１

２年老企第５４号）の一部改正

別紙９のとおり改正する。

10 介護保険施設等におけるおむつ代に係る利用料の徴収（平成１２年老振

２５号・老健第９４号）の一部改正

別紙10のとおり改正する。



11 介護保険施設等における日常生活費等の受領について（平成１２年老振

第７５号・老健第１２２号）の一部改正

別紙11のとおり改正する。
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（ 別 紙 １ ）

○ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について(平成１２年老企第２５号)

１．標題の変更

標題を以下のように改める。

「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」

２．内容の変更

以下の新旧対照表のとおり改正する。

＜新旧対照表＞

（傍線の部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

第１ 基準の性格 第１ 基準の性格

１ 基準は、指定居宅サービスの事業がその目的を達成するために必要 １ 基準は、指定居宅サービスの事業がその目的を達成するために必要

な最低限度の基準を定めたものであり、指定居宅サービス事業者は、 な最低限度を定めたものであり、指定居宅サービス事業者は、常にそ

常にその事業の運営の向上に努めなければならないこと。 の事業の運営の向上に努めなければならないこと。

２ 指定居宅サービスの事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき ２ 指定居宅サービスの事業を行う者が満たすべき基準を満たさない場

基準等を満たさない場合には、指定居宅サービスの指定又は更新は受 合には、指定居宅サービスの指定は受けられず、また、運営開始後、

けられず、また、基準に違反することが明らかになった場合には、① 基準に違反することが明らかになった場合には、都道府県知事の指導

相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を行い、②相当の期間内 等の対象となり、この指導等に従わない場合には、当該指定を取り消

に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、当該勧 すことができるものであること。

告に対する対応等を公表し、③正当な理由が無く、当該勧告に係る措

置を採らなかったときは、相当の期限を定めて当該勧告に係る措置を

採るよう命令することができるものであること。また、③の命令をし

、 。た場合には事業者名 命令に至った経緯等を公示しなければならない

なお、③の命令に従わない場合には、当該指定を取り消すこと、又は

取消しを行う前に相当の期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力

を停止すること（不適正なサービスが行われていることが判明した場

合、当該サービスに関する介護報酬の請求を停止させること）ができ

る。ただし、次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができな ただし、次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなく

くなったものとして、直ちに指定を取り消すこと又は指定の全部若し なったものとして、直ちに取り消すことができるものであること。

くは一部の効力を停止することができるものであること。

① 次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために基準に ① 次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために基準に

違反したとき 違反したとき
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イ 指定居宅サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払 イ 指定居宅サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払

を適正に受けなかったとき を適正に受けなかったとき

ロ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特 ロ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特

定の事業者によるサービスを利用させることの代償として、金品 定の事業者によるサービスを利用させることの代償として、金品

その他の財産上の利益を供与したとき その他の財産上の利益を供与したとき

② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき ② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき

③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき ③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき

３ 運営に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の方法に関す ３ 運営に関する基準に従って事業の運営をすることができなくなった

る基準に従って事業の運営をすることができなくなったことを理由と ことを理由として指定が取り消された直後に再度当該事業者から当該

して指定が取り消され、法に定める期間の経過後に再度当該事業者か 事業所について指定の申請がなされた場合には、当該事業者が運営に

ら当該事業所について指定の申請がなされた場合には、当該事業者が 関する基準を遵守することを確保することに特段の注意が必要であ

運営に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する り、その改善状況等が確認されない限り指定を行わないものとするこ

基準を遵守することを確保することに特段の注意が必要であり、その と。

改善状況等が確認されない限り指定を行わないものとすること。

４ 特に、居宅サービスの事業の多くの分野においては、基準に合致す ４ 特に、居宅サービスの事業の多くの分野においては、基準に合致す

ることを前提に自由に事業への参入を認めていること等にかんがみ、 ることを前提に自由に事業への参入を認めていること等にかんがみ、

基準違反に対しては、厳正に対応すべきであること。 基準違反に対しては、厳正に対応すべきであること。

第２ 総論 第２ 総論

１ 事業者指定の単位について １ 事業者指定の単位について

事業者の指定は、原則としてサービス提供の拠点ごとに行うものと 事業者の指定は、原則としてサービス提供の拠点ごとに行うものと

するが、例外的に、待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等であ するが、例外的に、待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等であ

って、次の要件を満たすものについては、一体的なサービス提供の単 って、次の要件を満たすものについては、一体的なサービス提供の単

位として「事業所」に含めて指定することができる取扱いとする。 位として「事業所」に含めて指定することができる取扱いとする。

① 利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する ① 利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する

技術指導等が一体的に行われること。 技術指導等が一体的に行われること。

② 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。必要な ② 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。必要な

場合に随時、主たる事業所や他の出張所等との間で相互支援が行え 場合に随時、主たる事業所や他の出張所等との間で相互支援が行え

る体制（例えば、当該出張所等の従業者が急病等でサービスの提供 る体制(例えば、当該出張所等の従業者が急病等でサービスの提供

ができなくなった場合に、主たる事業所から急遽代替要員を派遣で ができなくなった場合に、主たる事業所から急遽代替要員を派遣で

きるような体制）にあること。 きるような体制)にあること。



- 3 -

③ 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあ ③ 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあ

ること。 ること。

④ 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同 ④ 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同

一の運営規程が定められること。 一の運営規程が定められること。

⑤ 人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に ⑤ 人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に

行われること。 行われること。

2 用語の定義 2 用語の定義

基準第2条において、一定の用語についてその定義を明らかにして 基準第2条において、一定の用語についてその定義を明らかにして

いるところであるが、以下は、同条に定義が置かれている用語につい いるところであるが、以下は、同条に定義が置かれている用語につい

て、その意味をより明確なものとするとともに、基準中に用いられて て、その意味をより明確なものとするとともに、基準中に用いられて

いる用語であって、定義規定が置かれていないものの意味を明らかに いる用語であって、定義規定が置かれていないものの意味を明らかに

するものである。 するものである。

(1) 「常勤換算方法」 (1) 「常勤換算方法」

当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の

従業者が勤務すべき時間数（32時間を下回る場合は32時間を基本と 従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本と

する ）で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の する。)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の。

従業者の員数に換算する方法をいうものである。この場合の勤務延 従業者の員数に換算する方法をいうものである。この場合の勤務延

時間数は、当該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務 時間数は、当該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務

時間の延べ数であり、例えば、当該事業所が訪問介護と訪問看護の 時間の延べ数であり、例えば、当該事業所が訪問介護と訪問看護の

指定を重複して受ける場合であって、ある従業者が訪問介護員等と 指定を重複して受ける場合であって、ある従業者が訪問介護員等と

看護師等を兼務する場合、訪問介護員等の勤務延時間数には、訪問 看護師等を兼務する場合、訪問介護員等の勤務延時間数には、訪問

介護員等としての勤務時間だけを算入することとなるものであるこ 介護員等としての勤務時間だけを算入することとなるものであるこ

と。 と。

(2) 「勤務延時間数」 (2) 「勤務延時間数」

勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当 勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当

該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間（待機の時 該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間(待機の時

。） 。 。 。間を含む として明確に位置付けられている時間の合計数とする 間を含む )として明確に位置付けられている時間の合計数とする

なお、従業者1人につき、勤務延時間数に算入することができる時 なお、従業者1人につき、勤務延時間数に算入することができる時

間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数 間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数

を上限とすること。 を上限とすること。

(3) 「常勤」 (3) 「常勤」

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められて 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められて

いる常勤の従業者が勤務すべき時間数（32時間を下回る場合は32時 いる常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時

間を基本とする ）に達していることをいうものである。同一の事 間を基本とする。)に達していることをいうものである。同一の事。

業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該 業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該
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事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えら 事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えら

れるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業 れるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業

者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすもので 者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすもので

あることとする。例えば、一の事業者によって行われる指定訪問介 あることとする。例えば、一の事業者によって行われる指定訪問介

護事業所と指定居宅介護支援事業所が併設されている場合、指定訪 護事業所と指定居宅介護支援事業所が併設されている場合、指定訪

問介護事業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務し 問介護事業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務し

ている者は、その勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常 ている者は、その勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常

勤要件を満たすこととなる。 勤要件を満たすこととなる。

(4) 「専ら従事する 「専ら提供に当たる」 (4) 「専ら従事する 「専ら提供に当たる」」 」

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職 原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職

務に従事しないことをいうものである。この場合のサービス提供時 務に従事しないことをいうものである。この場合のサービス提供時

間帯とは、当該従事者の当該事業所における勤務時間「指定通所介 間帯とは、当該従事者の当該事業所における勤務時間「指定通所介

護及び指定通所リハビリテーションについては、サービスの単位ご 護及び指定通所リハビリテーションについては、サービスの単位ご

との提供時間）をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別 との提供時間)をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別

を問わない。ただし、通所介護及び通所リハビリテーションについ を問わない。ただし、通所介護及び通所リハビリテーションについ

ては、あらかじめ計画された勤務表に従って、サービス提供時間帯 ては、あらかじめ計画された勤務表に従って、サービス提供時間帯

の途中で同一職種の従業者と交代する場合には、それぞれのサービ の途中で同一職種の従業者と交代する場合には、それぞれのサービ

ス提供時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをも ス提供時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをも

って足りるものである。 って足りるものである。

(5) 「前年度の平均値」 (5) 「前年度の平均値」

① 基準第121条第4項（指定短期入所生活介護に係る生活相談員、 ① 基準第121条第3項(指定短期入所生活介護に係る生活相談員、

介護職員又は看護職員の員数を算定する場合の利用者の数の算定 介護職員又は看護職員の員数を算定する場合の利用者の数の算定

方法 、第142条第3項（老人性認知症疾患療養病棟を有する病院 方法)、第142条第2項(老人性認知症療養病棟を有する病院であっ）

であって介護療養型医療施設でない指定短期入所療養介護事業所 て介護療養型医療施設でない指定短期入所療養介護事業所におけ

における看護職員又は介護職員の員数を算定する場合の入院患者 る看護職員又は介護職員の員数を算定する場合の入院患者の数の

の数の算定方法）及び第175条第3項（指定特定施設における生活 算定方法)、第157条第2項(指定認知症対応型共同生活介護に係る

相談員、看護職員若しくは介護職員の人員並びに計画作成担当者 共同生活住居における介護従業者の員数を算定する場合の利用者

の人員の標準を算定する場合の利用者の数の算定方法）における の数の算定方法)及び第175条第2項(指定特定施設における生活相

「前年度の平均値」は、当該年度の前年度（毎年4月1日に始まり 談員、看護職員若しくは介護職員の人員並びに計画作成担当者の

翌年3月31日をもって終わる年度とする。以下同じ ）の平均を用 人員の標準を算定する場合の利用者の数の算定方法)における 前。 「

いる。この場合、利用者数等の平均は、前年度の全利用者等の延 年度の平均値」は、当該年度の前年度(毎年4月1日に始まり翌年3

。 。 。数を当該前年度の日数で除して得た数とする。この平均利用者数 月31日をもって終わる年度とする 以下同じ )の平均を用いる

等の算定に当たっては、小数点第2位以下を切り上げるものとす この場合、利用者数等の平均は、前年度の全利用者等の延数を当

る。 該前年度の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算

定に当たっては、小数点第2位以下を切り上げるものとする。
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② 新たに事業を開始し、若しくは再開し、又は増床した事業者又 ② 新たに事業を開始し、若しくは再開し、又は増床した事業者又

は施設においては、新設又は増床分のベッドに関しては、前年度 は施設においては、新設又は増床分のベッドに関しては、前年度

において1年未満の実績しかない場合（前年度の実績が全くない において1年未満の実績しかない場合(前年度の実績が全くない場

場合を含む ）の利用者数等は、新設又は増床の時点から6月未満 合を含む。)の利用者数等は、新設又は増床の時点から6月未満の。

の間は、便宜上、ベッド数の90％を利用者数等とし、新設又は増 間は、便宜上、ベッド数の90％を利用者数等とし、新設又は増床

床の時点から6月以上1年未満の間は、直近の6月における全利用 の時点から6月以上1年未満の間は、直近の6月における全利用者

者等の延数を6月間の日数で除して得た数とし、新設又は増床の 等の延数を6月間の日数で除して得た数とし、新設又は増床の時

時点から1年以上経過している場合は、直近1年間における全利用 点から1年以上経過している場合は、直近1年間における全利用者

者等の延数を1年間の日数で除して得た数とする。また、減床の 等の延数を1年間の日数で除して得た数とする。また、減床の場

場合には、減床後の実績が3月以上あるときは、減床後の利用者 合には、減床後の実績が3月以上あるときは、減床後の利用者数

数等の延数を延日数で除して得た数とする。ただし、短期入所生 等の延数を延日数で除して得た数とする。ただし、短期入所生活

活介護及び特定施設入居者生活介護については、これらにより難 介護及び特定施設入所者生活介護については、これらにより難い

い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により利用者数 合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により利用者数を

を推定するものとする。 推定するものとする。

3 指定居宅サービスと指定介護予防サービス等の一体的運営等につい

て

指定居宅サービス又は基準該当居宅サービスに該当する各事業を行

う者が、指定介護予防サービス又は基準該当介護予防サービスに該当

する各事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅サービス又は基準

該当居宅サービスの各事業と指定介護予防サービス又は基準該当介護

予防サービスの各事業とが同じ事業所で一体的に運営されている場合

については、介護予防における各基準を満たすことによって、基準を

満たしているとみなすことができる等の取扱いを行うことができると

とされたが、その意義は次のとおりである。

例えば、訪問介護においては、指定居宅サービスにおいても、指定

介護予防サービスにおいても、訪問介護員等を常勤換算方法で２．５

人以上配置しなければならないとされているが、同じ事業所で一体的

に運営している場合には、合わせて常勤換算方法で５人以上を置かな

ければならないという趣旨ではなく、常勤換算方法で２．５人以上配

置していることで、指定居宅サービスに該当する訪問介護も、指定介

護予防サービスに該当する訪問介護も、双方の基準を満たすこととす

るという趣旨である。また、通所介護において、例えば、要介護の利

用者が１６人、要支援の利用者が４人である場合、それぞれが独立し
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て基準を満たすためには、指定通所介護事業所にあっては、生活相談

員１人、看護職員１人、介護職員２人を配置することが必要となり、

指定介護予防通所介護事業所にあっては、生活相談員１人、介護職員

１人を配置することが必要となるが、一体的に事業を行っている場合

については、それぞれの事業所において、要介護の利用者と要支援の

利用者とを合算し、利用者を２０人とした上で、生活相談員１人、看

護職員１人、介護職員２人を配置することによって、双方の基準を満

たすこととするという趣旨である （機能訓練指導員については、い。

ずれかの職種の者が兼務することとした場合 ）。

設備、備品についても同様であり、例えば、定員３０人の指定通所

介護事業所においては、機能訓練室の広さは３０人×３㎡＝９０㎡を

確保する必要があるが、この３０人に介護予防通所介護事業所の利用

者も含めて通算することにより、要介護者１５人、要支援者１５人で

あっても、あるいは要介護者２０人、要支援者１０人の場合であって

も、合計で９０㎡が確保されていれば、基準を満たすこととするとい

う趣旨である。

要するに、人員についても、設備、備品についても、同一の事業所

で一体的に運営する場合にあっては、例えば、従前から、指定居宅サ

ービス事業を行っている者が、従来通りの体制を確保していれば、指

定介護予防サービスの基準も同時に満たしていると見なすことができ

るという趣旨である。

なお、居宅サービスと介護予防サービスを同一の拠点において運営

されている場合であっても、完全に体制を分離して行われており一体

的に運営されているとは評価されない場合にあっては、人員について

も設備、備品についてもそれぞれが独立して基準を満たす必要がある

ので留意されたい。

第３ 介護サービス

一 訪問介護 第３ 訪問介護

１ 人員に関する基準 １ 人員に関する基準

(1) 訪問介護員等の員数(居宅基準第5条第1項) (1) 訪問介護員等の員数(基準第5条第1項)

① 指定訪問介護事業所における訪問介護員等の員数については、 ① 指定訪問介護事業所における訪問介護員等の員数については、

常勤換算方法で2･5人以上と定められたが、これについては、職 常勤換算方法で2･5人以上と定められたが、これについては、職

員の支援体制等を考慮した最小限の員数として定められたもので 員の支援体制等を考慮した最小限の員数として定められたもので

あり、各地域におけるサービス利用の状況や利用者数及び指定訪 あり、各地域におけるサービス利用の状況や利用者数及び指定訪
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問介護の事業の業務量を考慮し、適切な員数の職員を確保するも 問介護の事業の業務量を考慮し、適切な員数の職員を確保するも

のとする。 のとする。

② 勤務日及び勤務時間が不定期な訪問介護員等(以下「登録訪問 ② 勤務日及び勤務時間が不定期な訪問介護員等(以下「登録訪問

」 。 、 」 。 、介護員等 という )についての勤務延時間数の算定については 介護員等 という )についての勤務延時間数の算定については

次のとおりの取扱いとする。 次のとおりの取扱いとする。

イ 登録訪問介護員等によるサービス提供の実績がある事業所に イ 登録訪問介護員等によるサービス提供の実績がある事業所に

ついては、登録訪問介護員等1人当たりの勤務時間数は、当該 ついては、登録訪問介護員等1人当たりの勤務時間数は、当該

事業所の登録訪問介護員等の前年度の週当たりの平均稼働時間 事業所の登録訪問介護員等の前年度の週当たりの平均稼働時間

(サービス提供時間及び移動時間をいう。)とすること。 (サービス提供時間及び移動時間をいう。)とすること。

ロ 登録訪問介護員等によるサービス提供の実績がない事業所又 ロ 登録訪問介護員等によるサービス提供の実績がない事業所又

は極めて短期の実績しかない等のためイの方法によって勤務延 は極めて短期の実績しかない等のためイの方法によって勤務延

時間数の算定を行うことが適当でないと認められる事業所につ 時間数の算定を行うことが適当でないと認められる事業所につ

いては、当該登録訪問介護員等が確実に稼働できるものとして いては、当該登録訪問介護員等が確実に稼働できるものとして

勤務表に明記されている時間のみを勤務延時間数に算入するこ 勤務表に明記されている時間のみを勤務延時間数に算入するこ

と。なお、この場合においても、勤務表上の勤務時間数は、サ と。なお、この場合においても、勤務表上の勤務時間数は、サ

ービス提供の実績に即したものでなければならないため、勤務 ービス提供の実績に即したものでなければならないため、勤務

表上の勤務時間と実態が乖離していると認められる場合には、 表上の勤務時間と実態が乖離していると認められる場合には、

勤務表上の勤務時間の適正化の指導の対象となるものであるこ 勤務表上の勤務時間の適正化の指導の対象となるものであるこ

と。 と。

③ 出張所等があるときは、常勤換算を行う際の事業所の訪問介護 ③ 出張所等があるときは、常勤換算を行う際の事業所の訪問介護

員等の勤務延時間数には、出張所等における勤務延時間数も含め 員等の勤務延時間数には、出張所等における勤務延時間数も含め

るものとする。 るものとする。

(2) サービス提供責任者(居宅基準第5条第2項) (2) サービス提供責任者(基準第5条第2項)

事業の規模に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としなけ 事業の規模に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としなけ

、 。 、 。ればならないこととされたが その具体的取扱は次のとおりとする ればならないこととされたが その具体的取扱は次のとおりとする

① 管理者がサービス提供責任者を兼務することは差し支えないこ ① 管理者がサービス提供責任者を兼務することは差し支えないこ

と。 と。

② サービス提供責任者の配置の基準は、以下のいずれかに該当す ② サービス提供責任者の配置の基準は、以下のいずれかに該当す

る員数を置くこととする。 る員数を置くこととする。

イ 当該事業所の月間の延べサービス提供時間(事業所における イ 当該事業所の月間の延べサービス提供時間(事業所における

待機時間や移動時間を除く。)が概ね450時間又はその端数を増 待機時間や移動時間を除く。)が概ね450時間又はその端数を増

すごとに1人以上 すごとに1人以上

ロ 当該事業所の訪問介護員等の数が10人又はその端数を増すご ロ 当該事業所の訪問介護員等の数が10人又はその端数を増すご

とに1人以上 とに1人以上

従って、例えば、常勤割合が比較的高いなど、訪問介護員等 従って、例えば、常勤割合が比較的高いなど、訪問介護員等
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1人当たりのサービス提供時間が多い場合は、月間の延べサー 1人当たりのサービス提供時間が多い場合は、月間の延べサー

ビス提供時間が450時間を超えていても、訪問介護員等の人数 ビス提供時間が450時間を超えていても、訪問介護員等の人数

が10人以下であれば、ロの基準によりサービス提供責任者は1 が10人以下であれば、ロの基準によりサービス提供責任者は1

人で足りることとなる(具体的には、例えば、常勤職員4人で、 人で足りることとなる(具体的には、例えば、常勤職員4人で、

、 、 、 、そのサービス提供時間が合わせて320時間 非常勤職員が6人で そのサービス提供時間が合わせて320時間 非常勤職員が6人で

そのサービス提供時間が合わせて200時間である場合、当該事 そのサービス提供時間が合わせて200時間である場合、当該事

業所の延べサービス提供時間は520時間となるが、ロの基準に 業所の延べサービス提供時間は520時間となるが、ロの基準に

より、配置すべきサービス提供責任者は1人で足りることとな より、配置すべきサービス提供責任者は1人で足りることとな

る)。 る)。

なお、指定訪問介護事業者が、指定介護予防訪問介護事業者

の指定も併せて受け、かつ、これらの各事業が同じ事業所で一

体的に運営されている場合については、第２の３の定めるとこ

ろにより、これらの各事業の訪問介護員等の人数又はサービス

提供時間を合算して計算することができるものとする。

③ サービス提供責任者については、次のいずれかに該当する常勤 ③ サービス提供責任者については、次のいずれかに該当する常勤

の職員から選任するものとすること。 の職員から選任するものとすること。

イ 介護福祉士 イ 介護福祉士

ロ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第 ロ 訪問介護員に関する省令(平成12年厚生省令第23号)第1条に

１項に規定する介護職員基礎研修を修了した者 規定する1級課程の研修を修了した者

ハ 同項に規定する1級課程の研修を修了した者 ハ 同条に規定する2級課程の研修を修了した者であって、3年以

上介護等の業務に従事したもの

ニ 同項に規定する2級課程の研修を修了した者であって、3年以

上介護等の業務に従事したもの

④ ③のニに掲げる「2級課程の研修を修了した者であって、3年以 ④ ③のハに掲げる「2級課程の研修を修了した者であって、3年以

上介護等の業務に従事したもの」とは、社会福祉士及び介護福祉 上介護等の業務に従事したもの」とは、社会福祉士及び介護福祉

士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号に規定する「3年以 士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号に規定する「3年以

上介護等の業務に従事した者」と同様とし、その具体的取扱いに 上介護等の業務に従事した者」と同様とし、その具体的取扱いに

ついては 「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験 ついては 「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験、 、

の受験資格に係る介護等の業務の範囲等について」(昭和63年2月 の受験資格に係る介護等の業務の範囲等について」(昭和63年2月

12日社庶第29号厚生省社会局長、児童家庭局長連名通知)の別添2 12日社庶第29号厚生省社会局長、児童家庭局長連名通知)の別添2

「 」 「 」介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等 介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等

を参考とされたい。 を参考とされたい。

なお、3年間の実務経験の要件が達成された時点と2級課程の研 なお、3年間の実務経験の要件が達成された時点と2級課程の研

修修了時点との前後関係は問わないものであること。 修修了時点との前後関係は問わないものであること。

また、介護等の業務に従事した期間には、ボランティアとして また、介護等の業務に従事した期間には、ボランティアとして
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介護等を経験した期間は原則として含まれないものであるが、特 介護等を経験した期間は原則として含まれないものであるが、特

定非営利活動法(平成10年法律第1号)に基づき設立された特定非 定非営利活動法(平成10年法律第1号)に基づき設立された特定非

営利活動法人が法第70条第1項の規定に基づき訪問介護に係る指 営利活動法人が法第70条第1項の規定に基づき訪問介護に係る指

定を受けている又は受けることが確実に見込まれる場合であっ 定を受けている又は受けることが確実に見込まれる場合であっ

、 、 、 、て 当該法人が指定を受けて行うことを予定している訪問介護と て 当該法人が指定を受けて行うことを予定している訪問介護と

それ以前に行ってきた事業とに連続性が認められるものについて それ以前に行ってきた事業とに連続性が認められるものについて

は、例外的に、当該法人及び法人格を付与される前の当該団体に は、例外的に、当該法人及び法人格を付与される前の当該団体に

所属して当該事業を担当した経験を有する者の経験を、当該者の 所属して当該事業を担当した経験を有する者の経験を、当該者の

3年の実務経験に算入して差し支えないものとする。 3年の実務経験に算入して差し支えないものとする。

なお、この場合において、介護福祉士国家試験の受験資格とし なお、この場合において、介護福祉士国家試験の受験資格とし

ても実務経験の算入を認められたものと解してはならないこと。 ても実務経験の算入を認められたものと解してはならないこと。

⑤ 2級課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に ⑤ 2級課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に

従事したものをサービス提供責任者とする取扱いは暫定的なもの 従事したものをサービス提供責任者とする取扱いは暫定的なもの

であることから、指定訪問介護事業者は、できる限り早期に、こ であることから、指定訪問介護事業者は、できる限り早期に、こ

れに該当するサービス提供責任者に介護職員基礎研修若しくは1 れに該当するサービス提供責任者に1級課程の研修を受講させ、

級課程の研修を受講させ、又は介護福祉士の資格を取得させるよ 又は介護福祉士の資格を取得させるよう努めなければならないこ

う努めなければならないこと。 と。

(3) 管理者(居宅基準第6条) (3) 管理者(基準第6条)

指定訪問介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専 指定訪問介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専

ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。ただし、以下の場 ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。ただし、以下の場

合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務 合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務

を兼ねることができるものとする。なお、管理者は、訪問介護員等 を兼ねることができるものとする。なお、管理者は、訪問介護員等

である必要はないものである。 である必要はないものである。

① 当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等としての職務に従事す ① 当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等としての職務に従事す

る場合 る場合

② 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業 ② 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業

所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施 所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施

設等がある場合に、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者 設等がある場合に、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者

としての職務に従事する場合(この場合の他の事業所、施設等の としての職務に従事する場合(この場合の他の事業所、施設等の

事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰で 事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰で

あると個別に判断される場合や、併設される入所施設において入 あると個別に判断される場合や、併設される入所施設において入

所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合な 所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合な

どは、管理業務に支障があると考えられる。ただし、施設におけ どは、管理業務に支障があると考えられる。ただし、施設におけ

る勤務時間が極めて限られている職員である場合等、個別に判断 る勤務時間が極めて限られている職員である場合等、個別に判断

の上、例外的に認める場合があっても差し支えない。) の上、例外的に認める場合があっても差し支えない。)
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2 設備に関する基準(居宅基準第7条) 2 設備に関する基準(基準第7条)

(1) 指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な面積 (1) 指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な面積

を有する専用の事務室を設けることが望ましいが、間仕切りする等 を有する専用の事務室を設けることが望ましいが、間仕切りする等

他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と 他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と

同一の事務室であっても差し支えない。なお、この場合に、区分が 同一の事務室であっても差し支えない。なお、この場合に、区分が

されていなくても業務に支障がないときは、指定訪問介護の事業を されていなくても業務に支障がないときは、指定訪問介護の事業を

行うための区画が明確に特定されていれば足りるものとする。 行うための区画が明確に特定されていれば足りるものとする。

(2) 事務室又は区画については、利用申込の受付、相談等に対応す (2) 事務室又は区画については、利用申込の受付、相談等に対応す

るのに適切なスペースを確保するものとする。 るのに適切なスペースを確保するものとする。

(3) 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護に必要な設備及び備品等 (3) 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護に必要な設備及び備品等

を確保するものとする。特に、手指を洗浄するための設備等感染症 を確保するものとする。特に、手指を洗浄するための設備等感染症

予防に必要な設備等に配慮すること。ただし、他の事業所、施設等 予防に必要な設備等に配慮すること。ただし、他の事業所、施設等

と同一敷地内にある場合であって、指定訪問介護の事業又は当該他 と同一敷地内にある場合であって、指定訪問介護の事業又は当該他

の事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施 の事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施

設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができるもの 設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができるもの

とする。 とする。

なお、事務室・区画、又は設備及び備品等については、必ずしも なお、事務室・区画、又は設備及び備品等については、必ずしも

事業者が所有している必要はなく、貸与を受けているものであって 事業者が所有している必要はなく、貸与を受けているものであって

も差し支えない。 も差し支えない。

3 運営に関する基準 3 運営に関する基準

(1) 内容及び手続の説明及び同意 (1) 内容及び手続の説明及び同意

居宅基準第8条は、指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な 基準第8条は、指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定

指定訪問介護を提供するため その提供の開始に際し あらかじめ 訪問介護を提供するため、その提供の開始に際し、あらかじめ、利、 、 、

利用申込者又はその家族に対し、当該指定訪問介護事業所の運営規 用申込者又はその家族に対し、当該指定訪問介護事業所の運営規程

程の概要、訪問介護員等の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理 の概要、訪問介護員等の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の

の体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項 体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項に

について、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して ついて、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇

懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から指定訪問介護の提供を受け 切丁寧に説明を行い、当該事業所から指定訪問介護の提供を受ける

。 、ることにつき同意を得なければならないこととしたものである。な ことにつき同意を得なければならないこととしたものである なお

お、当該同意については、利用者及び指定訪問介護事業者双方の保 当該同意については、利用者及び指定訪問介護事業者双方の保護の

護の立場から書面によって確認することが望ましいものである。 立場から書面によって確認することが望ましいものである。

(2) 提供拒否の禁止 (2) 提供拒否の禁止

居宅基準第9条は、指定訪問介護事業者は、原則として、利用申 基準第9条は、指定訪問介護事業者は、原則として、利用申込に

込に対しては応じなければならないことを規定したものであり、特 対しては応じなければならないことを規定したものであり、特に、

に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否すること 要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁
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を禁止するものである。提供を拒むことのできる正当な理由がある 止するものである。提供を拒むことのできる正当な理由がある場合

場合とは ①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合 とは、①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合、②、 、

②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外であ 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である

る場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供す 場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供する

ることが困難な場合である。 ことが困難な場合である。

(3) サービス提供困難時の対応 (3) サービス提供困難時の対応

指定訪問介護事業者は、居宅基準第9条の正当な理由により、利 指定訪問介護事業者は、基準第9条の正当な理由により、利用申

用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であ 込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると

ると認めた場合には、居宅基準第10条の規定により、当該利用申込 認めた場合には、基準第10条の規定により、当該利用申込者に係る

者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問介護事 居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問介護事業者等の

業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない 紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならないものであ

ものである。 る。

(4) 受給資格等の確認 (4) 受給資格等の確認

① 居宅基準第11条第1項は、指定訪問介護の利用に係る費用につ ① 基準第11条第1項は、指定訪問介護の利用に係る費用につき保

き保険給付を受けることができるのは、要介護認定を受けている 険給付を受けることができるのは、要介護認定又は要支援認定を

被保険者に限られるものであることを踏まえ、指定訪問介護事業 受けている被保険者に限られるものであることを踏まえ、指定訪

者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用者の提示する被保 問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用者の提

険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認 示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無

定の有効期間を確かめなければならないこととしたものである。 及び要介護認定等の有効期間を確かめなければならないこととし

たものである。

② 同条第2項は、利用者の被保険者証に、指定居宅サービスの適 ② 同条第2項は、利用者の被保険者証に、指定居宅サービスの適

切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項に係る 切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項に係る

、 、 、 、認定審査会意見が記載されているときは 指定訪問介護事業者は 認定審査会意見が記載されているときは 指定訪問介護事業者は

これに配慮して指定訪問介護を提供するように努めるべきことを これに配慮して指定訪問介護を提供するように努めるべきことを

規定したものである。 規定したものである。

(5) 要介護認定の申請に係る援助 (5) 要介護認定等の申請に係る援助

① 居宅基準第12条第1項は 要介護認定の申請がなされていれば ① 基準第12条第1項は、要介護認定等の申請がなされていれば、、 、

要介護認定の効力が申請時に遡ることにより、指定訪問介護の利 要介護認定等の効力が申請時に遡ることにより、指定訪問介護の

用に係る費用が保険給付の対象となり得ることを踏まえ、指定訪 利用に係る費用が保険給付の対象となりうることを踏まえ、指定

問介護事業者は、利用申込者が要介護認定を受けていないことを 訪問介護事業者は、利用申込者が要介護認定等を受けていないこ

確認した場合には、要介護認定の申請が既に行われているかどう とを確認した場合には、要介護認定等の申請が既に行われている

かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意 か否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者

思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わ の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を

なければならないこととしたものである。 行わなければならないこととしたものである。

② 同条第2項は、要介護認定の有効期間が原則として６か月ごと ② 同条第2項は、要介護認定等の有効期間が原則として６か月ご
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に終了し、継続して保険給付を受けるためには要介護更新認定を とに終了し、継続して保険給付を受けるためには要介護更新認定

受ける必要があること及び当該認定が申請の日から30日以内に行 又は要支援更新認定を受ける必要があること及び当該認定が申請

われることとされていることを踏まえ、指定訪問介護事業者は、 の日から30日以内に行われることとされていることを踏まえ、指

居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対し 定訪問介護事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを

て行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護 含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要

認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認 と認めるときは、要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利

定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を 用者が受けている要介護認定等の有効期間が終了する30日前には

行わなければならないこととしたものである。 なされるよう、必要な援助を行わなければならないこととしたも

のである。

(6) 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助 (6) 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助

居宅基準第15条は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36 基準第15条は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。

号。以下「施行規則」という。)第64条第1号イ又はロに該当する利 以下「施行規則」という。)第64条第1号イからロまでのいずれかに

用者は、指定訪問介護の提供を法定代理受領サービスとして受ける 該当する利用者は、指定訪問介護の提供を法定代理受領サービスと

ことができることを踏まえ、指定訪問介護事業者は、施行規則第64 して受けることができることを踏まえ、指定訪問介護事業者は、施

条第1号イ又はロに該当しない利用申込者又はその家族に対し、指 行規則第64条第1号イからロまでのいずれにも該当しない利用申込

定訪問介護の提供を法定代理受領サービスとして受けるための要件 者又はその家族に対し、指定訪問介護の提供を法定代理受領サービ

の説明、居宅介護支援事業者に関する情報提供その他の法定代理受 スとして受けるための要件の説明、居宅介護支援事業者に関する情

領サービスを行うために必要な援助を行わなければならないことと 報提供その他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行

したものである。 わなければならないこととしたものである。

(7) 居宅サービス計画等の変更の援助 (7) 居宅サービス計画等の変更の援助

居宅基準第17条は、指定訪問介護を法定代理受領サービスとして 基準第17条は、指定訪問介護を法定代理受領サービスとして提供

提供するためには当該指定訪問介護が居宅サービス計画に位置付け するためには当該指定訪問介護が居宅サービス計画に位置付けられ

られている必要があることを踏まえ、指定訪問介護事業者は、利用 ている必要があることを踏まえ、指定訪問介護事業者は、利用者が

者が居宅サービス計画の変更を希望する場合(利用者の状態の変化 居宅サービス計画の変更を希望する場合(利用者の状態の変化等に

等により追加的なサービスが必要となり、当該サービスを法定代理 より追加的なサービスが必要となり、当該サービスを法定代理受領

受領サービスとして行う等のために居宅サービス計画の変更が必要 サービスとして行う等のために居宅サービス計画の変更が必要とな

となった場合で、指定訪問介護事業者からの当該変更の必要性の説 った場合で、指定訪問介護事業者からの当該変更の必要性の説明に

明に対し利用者が同意する場合を含む。)は、当該利用者に係る居 対し利用者が同意する場合を含む。)は、当該利用者に係る居宅介

宅介護支援事業者への連絡、サービスを追加する場合に当該サービ 護支援事業者への連絡、サービスを追加する場合に当該サービスを

スを法定代理受領サービスとして利用する場合には支給限度額の範 法定代理受領サービスとして利用する場合には支給限度額の範囲内

囲内で居宅サービス計画を変更する必要がある旨の説明その他の必 で居宅サービス計画を変更する必要がある旨の説明その他の必要な

要な援助を行わなければならないこととしたものである。 援助を行わなければならないこととしたものである。

(8) 身分を証する書類の携行 (8) 身分を証する書類の携行

居宅基準第18条は、利用者が安心して指定訪問介護の提供を受け 基準第18条は、利用者が安心して指定訪問介護の提供を受けられ

られるよう、指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の訪 るよう、指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の訪問介
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問介護員等に身分を明らかにする証書や名札等を携行させ、初回訪 護員等に身分を明らかにする証書や名札等を携行させ、初回訪問時

問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示す 及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき

べき旨を指導しなければならないこととしたものである。この証書 旨を指導しなければならないこととしたものである。この証書等に

等には、当該指定訪問介護事業所の名称、当該訪問介護員等の氏名 は、当該指定訪問介護事業所の名称、当該訪問介護員等の氏名を記

を記載するものとし、当該訪問介護員等の写真の貼付や職能の記載 載するものとし、当該訪問介護員等の写真の貼付や職能の記載を行

を行うことが望ましい。 うことが望ましい。

(9) サービスの提供の記録 (9) サービスの提供の記録

① 居宅基準第19条は、利用者及びサービス事業者が、その時点で ① 基準第19条は、利用者及びサービス事業者が、その時点での支

の支給限度額の残額やサービスの利用状況を把握できるようにす 給限度額の残額やサービスの利用状況を把握できるようにするた

るために、指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際に めに、指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、

は、当該指定訪問介護の提供日、内容(例えば身体介護と家事援 当該指定訪問介護の提供日、内容(例えば身体介護と家事援助の

助の別)、保険給付の額その他必要な事項を、利用者の居宅サー 別)、保険給付の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス

ビス計画の書面又はサービス利用票等に記載しなければならない 計画の書面又はサービス利用票等に記載しなければならないこと

こととしたものである。 としたものである。

② 同条第2項は、当該指定訪問介護の提供日、提供した具体的な ② 同条第2項は、当該指定訪問介護の提供日、提供した具体的な

サービスの内容、利用者の心身の状況その他必要な事項を記録す サービスの内容、利用者の心身の状況その他必要な事項を記録す

るとともに、サービス事業者間の密接な連携等を図るため、利用 るとともに、サービス事業者間の密接な連携等を図るため、利用

者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法に 者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法に

より、その情報を利用者に対して提供しなければならないことと より、その情報を利用者に対して提供しなければならないことと

したものである。 したものである。

また 「その他適切な方法」とは、例えば、利用者の用意する また 「その他適切な方法」とは、例えば、利用者の用意する、 、

手帳等に記載するなどの方法である。 手帳等に記載するなどの方法である。

なお、提供した具体的なサービスの内容等の記録は、基準第39 なお、提供した具体的なサービスの内容等の記録は、基準第39

条第2項の規定に基づき、2年間保存しなければならない。 条第2項の規定に基づき、2年間保存しなければならない。

(10) 利用料等の受領 (10) 利用料等の受領

① 居宅基準第20条第1項は、指定訪問介護事業者は、法定代理受 ① 基準第20条第1項は、指定訪問介護事業者は、法定代理受領サ

領サービスとして提供される指定訪問介護についての利用者負担 ービスとして提供される指定訪問介護についての利用者負担とし

として、居宅介護サービス費用基準額の1割(法第50条若しくは第 て、居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準

60条又は第69条第3項の規定の適用により保険給付の率が9割でな 額の1割(法第50条若しくは第60条又は第69条第3項の規定の適用

い場合については、それに応じた割合)の支払を受けなければな により保険給付の率が9割でない場合については、それに応じた

。らないことを規定したものである。 割合)の支払を受けなければならないことを規定したものである

② 居宅基準第20条第2項は、利用者間の公平及び利用者の保護の ② 基準第20条第2項は、利用者間の公平及び利用者の保護の観点

、 、観点から、法定代理受領サービスでない指定訪問介護を提供した から 法定代理受領サービスでない指定訪問介護を提供した際に

際に、その利用者から支払を受ける利用料の額と、法定代理受領 その利用者から支払を受ける利用料の額と、法定代理受領サービ
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サービスである指定訪問介護に係る費用の額の間に、一方の管理 スである指定訪問介護に係る費用の額の間に、一方の管理経費の

経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けてはならないこ 他方への転嫁等による不合理な差額を設けてはならないこととし

ととしたものである。 たものである。

なお、そもそも介護保険給付の対象となる指定訪問介護のサー なお、そもそも介護保険給付の対象となる指定訪問介護のサー

ビスと明確に区分されるサービスについては、次のような方法に ビスと明確に区分されるサービスについては、次のような方法に

より別の料金設定をして差し支えない。 より別の料金設定をして差し支えない。

、 、 、 、イ 利用者に 当該事業が指定訪問介護の事業とは別事業であり イ 利用者に 当該事業が指定訪問介護の事業とは別事業であり

当該サービスが介護保険給付の対象とならないサービスである 当該サービスが介護保険給付の対象とならないサービスである

ことを説明し、理解を得ること。 ことを説明し、理解を得ること。

ロ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定訪問介護事業 ロ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定訪問介護事業

所の運営規程とは別に定められていること。 所の運営規程とは別に定められていること。

ハ 会計が指定訪問介護の事業の会計と区分されていること。 ハ 会計が指定訪問介護の事業の会計と区分されていること。

③ 同条第3項は、指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に ③ 同条第3項は、指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に

関して、前2項の利用料のほかに、利用者の選定により通常の事 関して、前2項の利用料のほかに、利用者の選定により通常の事

業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合 業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合

の交通費(移動に要する実費)の支払を利用者から受けることがで の交通費(移動に要する実費)の支払を利用者から受けることがで

きることとし、保険給付の対象となっているサービスと明確に区 きることとし、保険給付の対象となっているサービスと明確に区

分されないあいまいな名目による費用の支払を受けることは認め 分されないあいまいな名目による費用の支払を受けることは認め

ないこととしたものである。 ないこととしたものである。

④ 同条第4項は、指定訪問介護事業者は、前項の交通費の支払を ④ 同条第4項は、指定訪問介護事業者は、前項の交通費の支払を

受けるに当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対して 受けるに当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対して

その額等に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならな その額等に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならな

いこととしたものである。 いこととしたものである。

(11) 保険給付の請求のための証明書の交付 (11) 保険給付の請求のための証明書の交付

居宅基準第21条は、利用者が市町村に対する保険給付の請求を容 基準第21条は、利用者が市町村に対する保険給付の請求を容易に

易に行えるよう、指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスで 行えるよう、指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスでない

ない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指 指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪

定訪問介護の内容、費用の額その他利用者が保険給付を請求する上 問介護の内容、費用の額その他利用者が保険給付を請求する上で必

で必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に 要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対し

対して交付しなければならないこととしたものである。 て交付しなければならないこととしたものである。

(12) 指定訪問介護の基本的取扱方針及び具体的取扱方針 (12) 指定訪問介護の基本的取扱方針及び具体的取扱方針

居宅基準第22条及び第23条にいう指定訪問介護の取扱方針につい 基準第22条及び第23条にいう指定訪問介護の取扱方針について、

て、特に留意すべきことは、次のとおりである。 特に留意すべきことは、次のとおりである。

① 提供された介護サービスについては、目標達成の度合いや利用 ① 提供された介護サービスについては、目標達成の度合いや利用

者及びその家族の満足度等について常に評価を行うとともに、訪 者及びその家族の満足度等について常に評価を行うとともに、訪
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問介護計画の修正を行うなど、その改善を図らなければならない 問介護計画の修正を行うなど、その改善を図らなければならない

ものであること。 ものであること。

② 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応した ② 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応した

、 、 、 、適切なサービスが提供できるよう 常に新しい技術を習得する等 適切なサービスが提供できるよう 常に新しい技術を習得する等

研鑽を行うべきものであること。 研鑽を行うべきものであること。

(13) 訪問介護計画の作成 (13) 訪問介護計画の作成

① 居宅基準第24条第1項は、サービス提供責任者は、訪問介護計 ① 基準第24条第1項は、サービス提供責任者は、訪問介護計画を

画を作成しなければならないこととしたものである。訪問介護計 作成しなければならないこととしたものである。訪問介護計画の

画の作成に当たっては、利用者の状況を把握・分析し、訪問介護 作成に当たっては、利用者の状況を把握・分析し、訪問介護の提

の提供によって解決すべき問題状況を明らかにし（アセスメン 供によって解決すべき問題状況を明らかにし（アセスメント 、）

ト 、これに基づき、援助の方向性や目標を明確にし、担当する これに基づき、援助の方向性や目標を明確にし、担当する訪問介）

訪問介護員等が提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程 護員等が提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等を明

等を明らかにするものとする。なお、訪問介護計画の様式につい らかにするものとする。なお、訪問介護計画の様式については、

ては、各事業所ごとに定めるもので差し支えない。 各事業所ごとに定めるもので差し支えない。

② 同条第2項は、訪問介護計画は、居宅サービス計画（法第７条 ② 同条第2項は、訪問介護計画は、居宅サービス計画（法第７条

第１８項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ ）に沿 第１８項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ ）に沿。 。

って作成されなければならないこととしたものである。 って作成されなければならないこととしたものである。

③ 同条第3項は、訪問介護計画は、利用者の日常生活全般の状況 ③ 同条第3項は、訪問介護計画は、利用者の日常生活全般の状況

及び希望を踏まえて作成されなければならないものであり、その 及び希望を踏まえて作成されなければならないものであり、その

内容について説明を行った上で利用者の同意を得ることを義務づ 内容について説明を行った上で利用者の同意を得ることを義務づ

けることにより、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会 けることにより、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会

を保障しようとするものである。したがって、サービス提供責任 を保障しようとするものである。したがって、サービス提供責任

者は、訪問介護計画の目標や内容等については、利用者又はその 者は、訪問介護計画の目標や内容等については、利用者又はその

家族に、理解しやすい方法で説明を行うとともに、その実施状況 家族に、理解しやすい方法で説明を行うとともに、その実施状況

や評価についても説明を行うものとする。 や評価についても説明を行うものとする。

④ 同条第4項は、訪問介護計画を作成した際には、遅滞なく利用 ④ 同条第4項は、訪問介護計画を作成した際には、遅滞なく利用

者に交付しなければならないこととしたものである。 者に交付しなければならないこととしたものである。

なお 訪問介護計画は 居宅基準第39条第2項の規定に基づき なお、訪問介護計画は、基準第39条第2項の規定に基づき、2年、 、 、

2年間保存しなければならない。 間保存しなければならない。

⑤ サービス提供責任者は、他の訪問介護員等の行うサービスが訪 ⑤ サービス提供責任者は、他の訪問介護員等の行うサービスが訪

問介護計画に沿って実施されているかについて把握するととも 問介護計画に沿って実施されていいるかについて把握するととも

に、助言、指導等必要な管理を行わなければならない。 に、助言、指導等必要な管理を行わなければならない。

(14) 利用者に関する市町村への通知 (14) 利用者に関する市町村への通知

居宅基準第26条は、偽りその他不正な行為によって保険給付を受 基準第26条は、偽りその他不正な行為によって保険給付を受けた

けた者及び自己の故意の犯罪行為又は重大な過失等により、要介護 者及び自己の故意の犯罪行為又は重大な過失等により、要介護状態
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状態又はその原因となった事故を生じさせるなどした者について 等又はその原因となった事故を生じさせるなどした者については、

は、市町村が、法第22条第1項に基づく既に支払った保険給付の徴 市町村が、法第22条第1項に基づく既に支払った保険給付の徴収又

収又は法第64条に基づく保険給付の制限を行うことができることに は法第64条に基づく保険給付の制限を行うことができることに鑑

鑑み、指定訪問介護事業者が、その利用者に関し、保険給付の適正 み、指定訪問介護事業者が、その利用者に関し、保険給付の適正化

化の観点から市町村に通知しなければならない事由を列記したもの の観点から市町村に通知しなければならない事由を列記したもので

である。 ある。

(15) 緊急時等の対応 (15) 緊急時等の対応

居宅基準第27条は、訪問介護員等が現に指定訪問介護の提供を行 基準第27条は、訪問介護員等が現に指定訪問介護の提供を行って

っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合 いるときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、

は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づき速やかに主治 運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づき速やかに主治の医

の医師(以下「主治医」という。)への連絡を行う等の必要な措置を 師(以下「主治医」という。)への連絡を行う等の必要な措置を講じ

講じなければならないこととしたものである。 なければならないこととしたものである。

(16) 管理者及びサービス提供責任者の責務 (16) 管理者及びサービス提供責任者の責務

居宅基準第28条は、指定訪問介護事業所の管理者とサービス提供 基準第28条は、指定訪問介護事業所の管理者とサービス提供責任

責任者の役割分担について規定したものであり、管理者は、従業者 者の役割分担について規定したものであり、管理者は、従業者及び

及び業務の一元的管理並びに従業者に居宅基準第2章第４節(運営に 業務の一元的管理並びに従業者に基準第2章第４節(運営に関する基

関する基準)を遵守させるための指揮命令を、サービス提供責任者 準)を遵守させるための指揮命令を、サービス提供責任者は、指定

は、指定訪問介護に関するサービス内容の管理について必要な業務 訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指

等として、居宅基準第28条第3項各号に具体的に列記する業務を行 導等のサービスの内容の管理を行うものである。

うものである。

なお、サービス提供責任者は、利用者に対して適切な訪問介護サ

ービスを提供するために重要な役割を果たすことにかんがみ、その

業務を画一的にとらえるのではなく、訪問介護事業所の状況や実施

体制に応じて適切かつ柔軟に業務を実施するよう留意するととも

、 。に 常に必要な知識の修得及び能力の向上に努めなければならない

(17) 運営規程 (17) 運営規程

居宅基準第29条は、指定訪問介護の事業の適正な運営及び利用者 基準第29条は、指定訪問介護の事業の適正な運営及び利用者に対

に対する適切な指定訪問介護の提供を確保するため、同条第1号か する適切な指定訪問介護の提供を確保するため、同条第1号から第

ら第７号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定訪 ７号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定訪問介

問介護事業所ごとに義務づけたものであるが、特に次の点に留意す 護事業所ごとに義務づけたものであるが、特に次の点に留意するも

るものとする。なお、同一事業者が同一敷地内にある事業所におい のとする。なお、同一事業者が同一敷地内にある事業所において、

て、複数のサービス種類について事業者指定を受け、それらの事業 複数のサービス種類について事業者指定を受け、それらの事業を一

を一体的に行う場合においては、運営規程を一体的に作成すること 体的に行う場合においては、運営規程を一体的に作成することも差

も差し支えない(この点については他のサービス種類についても同 し支えない(この点については他のサービス種類についても同様と

様とする。)。 する。)。
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① 指定訪問介護の内容(第４号) ① 指定訪問介護の内容(第４号)

「指定訪問介護の内容」とは、身体介護、家事援助等のサービ 「指定訪問介護の内容」とは、身体介護、家事援助等のサービ

スの内容を指すものであること。 スの内容を指すものであること。

② 利用料その他の費用の額(第４号) ② 利用料その他の費用の額(第４号)

「利用料」としては、法定代理受領サービスである指定訪問介 「利用料」としては、法定代理受領サービスである指定訪問介

護に係る利用料(1割負担)及び法定代理受領サービスでない指定 護に係る利用料(1割負担)及び法定代理受領サービスでない指定

訪問介護の利用料を 「その他の費用の額」としては、居宅基準 訪問介護の利用料を 「その他の費用の額」としては、基準第20、 、

第20条第3項により徴収が認められている交通費の額及び必要に 条第3項により徴収が認められている交通費の額及び必要に応じ

応じてその他のサービスに係る費用の額を規定するものであるこ てその他のサービスに係る費用の額を規定するものであること

と(以下、他のサービス種類についても同趣旨)。 (以下、他のサービス種類についても同趣旨)。

③ 通常の事業の実施地域(第５号) ③ 通常の事業の実施地域(第５号)

通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定されるもの 通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定されるもの

とすること。なお、通常の事業の実施地域は、利用申込に係る調 とすること。なお、通常の事業の実施地域は、利用申込に係る調

整等の観点からの目安であり、当該地域を越えてサービスが行わ 整等の観点からの目安であり、当該地域を越えてサービスが行わ

れることを妨げるものではないものであること(以下、居宅基準 れることを妨げるものではないものであること(以下、基準第53

第53条第５号、第73条第５号、第82条第５号、第100条第６号、 条第５号、第73条第５号、第82条第５号、第100条第６号、第117

第117条第６号及び第200条第５号についても同趣旨。)。 条第６号及び第200条第５号についても同趣旨。)。

(18) 介護等の総合的な提供 (18) 介護等の総合的な提供

居宅基準第29条の2は、居宅基準第４条の基本方針等を踏まえ、 基準第29条の2は、基準第４条の基本方針等を踏まえ、指定訪問

指定訪問介護の事業運営に当たっては、多種多様な訪問介護サービ 介護の事業運営に当たっては、多種多様な訪問介護サービスの提供

スの提供を行うべき旨を明確化したものである。指定訪問介護事業 を行うべき旨を明確化したものである。指定訪問介護事業は、生活

は、生活全般にわたる援助を行うものであることから、指定訪問介 全般にわたる援助を行うものであることから、指定訪問介護事業者

護事業者は、入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)又は調理、洗 は、入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)又は調理、洗濯、掃除

濯、掃除等の家事(家事援助)を総合的に提供しなければならず、ま 等の家事(家事援助)を総合的に提供しなければならず、また、指定

た、指定訪問介護事業所により提供しているサービスの内容が、身 訪問介護事業所により提供しているサービスの内容が、身体介護の

体介護のうち特定のサービス行為に偏ったり、家事援助のうち特定 うち特定のサービス行為に偏ったり、家事援助のうち特定のサービ

のサービス行為に偏ったりしてはならないこととしたものである。 ス行為に偏ったりしてはならないこととしたものである。また、サ

また、サービス提供の実績から特定のサービス行為に偏っているこ ービス提供の実績から特定のサービス行為に偏っていることが明ら

とが明らかな場合に限らず、事業運営の方針、広告、従業者の勤務 かな場合に限らず、事業運営の方針、広告、従業者の勤務体制、当

体制、当該事業者の行う他の事業との関係等の事業運営全般から判 該事業者の行う他の事業との関係等の事業運営全般から判断して、

断して、特定のサービス行為に偏ることが明らかであれば、本条に 特定のサービス行為に偏ることが明らかであれば、本条に抵触する

抵触することとなる。 こととなる。

なお 「偏っている」とは、特定のサービス行為のみを専ら行う なお 「偏っている」とは、特定のサービス行為のみを専ら行う、 、

ことはもちろん、特定のサービス行為に係るサービス提供時間が月 ことはもちろん、特定のサービス行為に係るサービス提供時間が月

単位等一定期間中のサービス提供時間の大半を占めていれば、これ 単位等一定期間中のサービス提供時間の大半を占めていれば、これ
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に該当するものである。 に該当するものである。

また、居宅基準第29条の2は、基準該当訪問介護事業者には適用 また、基準第29条の2は、基準該当訪問介護事業者には適用され

されない。 ない。

(19) 勤務体制の確保等 (19) 勤務体制の確保等

居宅基準第30条は、利用者に対する適切な指定訪問介護の提供を 基準第30条は、利用者に対する適切な指定訪問介護の提供を確保

確保するため、職員の勤務体制等について規定したものであるが、 するため、職員の勤務体制等について規定したものであるが、次の

次の点に留意する必要がある。 点に留意する必要がある。

① 指定訪問介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成 ① 指定訪問介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成

し、訪問介護員等については、日々の勤務時間、職務の内容、常 し、訪問介護員等については、日々の勤務時間、職務の内容、常

勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、サービス提供責任者であ 勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、サービス提供責任者であ

る旨等を明確にすること。 る旨等を明確にすること。

② 同条第2項は、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によっ ② 同条第2項は、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によっ

て指定訪問介護を提供するべきことを規定したものであるが、指 て指定訪問介護を提供するべきことを規定したものであるが、指

定訪問介護事業所の訪問介護員等とは、雇用契約その他の契約に 定訪問介護事業所の訪問介護員等とは、雇用契約その他の契約に

より、当該事業所の管理者の指揮命令下にある訪問介護員等を指 より、当該事業所の管理者の指揮命令下にある訪問介護員等を指

すものであること。 すものであること。

③ 同条第3項は、当該指定訪問介護事業所の従業者たる訪問介護 ③ 同条第3項は、当該指定訪問介護事業所の従業者たる訪問介護

員等の質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該事業 員等の質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該事業

所内の研修への参加の機会を計画的に確保することとしたもので 所内の研修への参加の機会を計画的に確保することとしたもので

あること。特に、訪問介護員のうち、3級課程の研修を修了した あること。特に、訪問介護員のうち、3級課程の研修を修了した

者については、できる限り早期に2級課程の研修若しくは介護職 者について、身体介護を担当することは、暫定的な措置であるこ

員基礎研修を受講させ、又は介護福祉士の資格を取得させるよう とにかんがみ、できる限り早期に2級課程の研修を受講させ、又

努めなければならないこと。 は介護福祉士の資格を取得させるよう努めなければならないこ

と。

(20) 衛生管理等 (20) 衛生管理等

居宅基準第31条は、指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔 基準第31条は、指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保

の保持及び健康状態の管理並びに指定訪問介護事業所の設備及び備 持及び健康状態の管理並びに指定訪問介護事業所の設備及び備品等

品等の衛生的な管理に努めるべきことを規定したものである 特に の衛生的な管理に努めるべきことを規定したものである。特に、指。 、

指定訪問介護事業者は 訪問介護員等が感染源となることを予防し 定訪問介護事業者は、訪問介護員等が感染源となることを予防し、、 、

また訪問介護員等を感染の危険から守るため、使い捨ての手袋等感 また訪問介護員等を感染の危険から守るため、使い捨ての手袋等感

染を予防するための備品等を備えるなど対策を講じる必要がある。 染を予防するための備品等を備えるなど対策を講じる必要がある。

(21) 秘密保持等 (21) 秘密保持等

① 居宅基準第33条第1項は、指定訪問介護事業所の訪問介護員等 ① 基準第33条第1項は、指定訪問介護事業所の訪問介護員等その

その他の従業者に、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘 他の従業者に、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密の

密の保持を義務づけたものである。 保持を義務づけたものである。
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② 同条第2項は、指定訪問介護事業者に対して、過去に当該指定 ② 同条第2項は、指定訪問介護事業者に対して、過去に当該指定

訪問介護事業所の訪問介護員等その他の従業者であった者が、そ 訪問介護事業所の訪問介護員等その他の従業者であった者が、そ

の業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがない の業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがない

、 、 、 、よう必要な措置を取ることを義務づけたものであり 具体的には よう必要な措置を取ることを義務づけたものであり 具体的には

指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等

その他の従業者が、従業者でなくなった後においてもこれらの秘 その他の従業者が、従業者でなくなった後においてもこれらの秘

密を保持すべき旨を、従業者との雇用時等に取り決め、例えば違 密を保持すべき旨を、従業者との雇用時等に取り決め、例えば違

約金についての定めをおくなどの措置を講ずべきこととするもの 約金についての定めをおくなどの措置を講ずべきこととするもの

である。 である。

、 、 、 、③ 同条第3項は 訪問介護員等がサービス担当者会議等において ③ 同条第3項は 訪問介護員等がサービス担当者会議等において

課題分析情報等を通じて利用者の有する問題点や解決すべき課題 課題分析情報等を通じて利用者の有する問題点や解決すべき課題

等の個人情報を、介護支援専門員や他のサービスの担当者と共有 等の個人情報を、介護支援専門員や他のサービスの担当者と共有

するためには、指定訪問介護事業者は、あらかじめ、文書により するためには、指定訪問介護事業者は、あらかじめ、文書により

利用者又はその家族から同意を得る必要があることを規定したも 利用者又はその家族から同意を得る必要があることを規定したも

のであるが、この同意は、サービス提供開始時に利用者及びその のであるが、この同意は、サービス提供開始時に利用者及びその

家族から包括的な同意を得ておくことで足りるものである。 家族から包括的な同意を得ておくことで足りるものである。

(22) 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止 (22) 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止

居宅基準第35条は 居宅介護支援の公正中立性を確保するために 基準第35条は、居宅介護支援の公正中立性を確保するために、指、 、

指定訪問介護事業者は 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し 定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、、 、

利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対 利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対

償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならないことと 償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならないことと

したものである。 したものである。

(23) 苦情処理 (23) 苦情処理

① 居宅基準第36条第1項にいう 必要な措置 とは 具体的には ① 基準第36条第1項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相「 」 、 、

相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所における苦情を 談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所における苦情を処

処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、利用申込 理するために講ずる措置の概要について明らかにし、利用申込者

者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する 又はその家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する措

措置の概要についても併せて記載するとともに、事業所に掲示す 置の概要についても併せて記載するとともに、事業所に掲示する

ること等である。 こと等である。

② 同条第2項は、利用者及びその家族からの苦情に対し、指定訪 ② 同条第2項は、利用者及びその家族からの苦情に対し、指定訪

問介護事業者が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦 問介護事業者が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦

情（指定訪問介護事業者が提供したサービスとは関係のないもの 情（指定訪問介護事業者が提供したサービスとは関係のないもの

を除く ）の受付日、その内容等を記録することを義務づけたも を除く ）の受付日、その内容等を記録することを義務づけたも。 。

のである。 のである。

また、指定訪問介護事業者は、苦情がサービスの質の向上を図 また、指定訪問介護事業者は、苦情がサービスの質の向上を図
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、 、 、 、る上での重要な情報であるとの認識に立ち 苦情の内容を踏まえ る上での重要な情報であるとの認識に立ち 苦情の内容を踏まえ

サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきである。 サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきである。

なお、居宅基準第39条第2項の規定に基づき、苦情の内容等の なお、基準第39条第2項の規定に基づき、苦情の内容等の記録

記録は、2年間保存しなければならない。 は、2年間保存しなければならない。

③ 同条第3項は、介護保険法上、苦情処理に関する業務を行うこ ③ 同条第3項は、介護保険法上、苦情処理に関する業務を行うこ

とが位置付けられている国民健康保険団体連合会のみならず、住 とが位置付けられている国民健康保険団体連合会のみならず、住

民に最も身近な行政庁であり、かつ、保険者である市町村が、サ 民に最も身近な行政庁であり、かつ、保険者である市町村が、サ

ービスに関する苦情に対応する必要が生ずることから、市町村に ービスに関する苦情に対応する必要が生ずることから、市町村に

ついても国民健康保険団体連合会と同様に、指定訪問介護事業者 ついても国民健康保険団体連合会と同様に、指定訪問介護事業者

に対する苦情に関する調査や指導、助言を行えることを運営基準 に対する苦情に関する調査や指導、助言を行えることを運営基準

上、明確にしたものである。 上、明確にしたものである。

(24) 事故発生時の対応 (24) 事故発生時の対応

居宅基準第37条は、利用者が安心して指定訪問介護の提供を受け 基準第37条は、利用者が安心して指定訪問介護の提供を受けられ

られるよう事故発生時の速やかな対応を想定したものである。指定 るよう事故発生時の速やかな対応を想定したものである。指定訪問

訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故 介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発

が発生した場合には、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係 生した場合には、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居

る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行う等の必要な措置を講じ 宅介護支援事業者等に対して連絡を行う等の必要な措置を講じるべ

るべきこととするとともに、当該事故の状況及び事故に際して採っ きこととするとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った処

た処置について記録しなければならないこととしたものである。 置について記録しなければならないこととしたものである。

また、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故 また、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故

が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならないこ が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならないこ

ととしたものである。 ととしたものである。

なお、基準第３９条第２項の規定に基づき、事故の状況及び事故 なお、基準第３９条第２項の規定に基づき、事故の状況及び事故

に際して採った処置についての記録は、２年間保存しなければなら に際して採った処置についての記録は、２年間保存しなければなら

ない。 ない。

このほか、以下の点に留意するものとする。 このほか、以下の点に留意するものとする。

① 利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合 ① 利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合

の対応方法については、あらかじめ指定訪問介護事業者が定めて の対応方法については、あらかじめ指定訪問介護事業者が定めて

おくことが望ましいこと。 おくことが望ましいこと。

② 指定訪問介護事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償 ② 指定訪問介護事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償

を行うため、損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有 を行うため、損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有

することが望ましいこと。 することが望ましいこと。

、 、 、 、③ 指定訪問介護事業者は 事故が生じた際にはその原因を解明し ③ 指定訪問介護事業者は 事故が生じた際にはその原因を解明し

再発生を防ぐための対策を講じること。 再発生を防ぐための対策を講じること。

(25) 会計の区分 (25) 会計の区分
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居宅基準第38条は、指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所 基準第38条は、指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごと

ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその に経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の

他の事業の会計を区分しなければならないこととしたものである 事業の会計を区分しなければならないこととしたものであるが、具

が、具体的な会計処理の方法等については、別に通知するところに 体的な会計処理の方法等については、別に通知するところによるも

よるものであること。 のであること。

4 基準該当訪問介護に関する基準 4 基準該当訪問介護に関する基準

(1) 訪問介護員等の員数(居宅基準第40条) (1) 訪問介護員等の員数(基準第40条)

基準該当訪問介護事業所における訪問介護員等の員数について 基準該当訪問介護事業所における訪問介護員等の員数について

は、3人以上と定められたが、これについては、訪問介護員等の勤 は、3人以上と定められたが、これについては、訪問介護員等の勤

務時間の多寡にかかわらず員数として3人以上確保すれば足りるも 務時間の多寡にかかわらず員数として3人以上確保すれば足りるも

のである。ただし、各地域におけるサービス利用の状況や利用者数 のである。ただし、各地域におけるサービス利用の状況や利用者数

等を考慮し、適切な員数の職員を確保するものとする。その他につ 等を考慮し、適切な員数の職員を確保するものとする。その他につ

いては 指定訪問介護事業所の場合と同趣旨であるため第3の1の(1) いては 指定訪問介護事業所の場合と同趣旨であるため第3の1の(1)、 、

及び(2)に準じて取り扱うべきものである。 及び(2)に準じて取り扱うべきものである。

、 、 、 、 、 、なお サービス提供責任者については 常勤である必要はないが なお サービス提供責任者については 常勤である必要はないが

指定訪問介護における配置に準じて配置することが望ましい。 指定訪問介護における配置に準じて配置することが望ましい。

(2) 管理者(居宅基準第41条) (2) 管理者(基準第41条)

指定訪問介護の場合と基本的に同趣旨であるため、第3の1の(3) 指定訪問介護の場合と基本的に同趣旨であるため、第3の1の(3)

を参照されたい。ただし、管理者は常勤である必要はないことに留 を参照されたい。ただし、管理者は常勤である必要はないことに留

意するものとする。 意するものとする。

(3) 設備及び備品等 (3) 設備及び備品等

居宅基準第42条は、基準該当訪問介護事業所の設備及び備品等に 基準第42条は、基準該当訪問介護事業所の設備及び備品等につい

ついての規定であるが、指定訪問介護事業所の場合と基本的に同趣 ての規定であるが、指定訪問介護事業所の場合と基本的に同趣旨で

旨であるため、第3の2を参照されたい。 あるため、第3の2を参照されたい。

(4) 同居家族に対するサービス提供の制限 (4) 同居家族に対するサービス提供の制限

居宅基準第42条の2は、同条第1項各号に定める場合に限り、同居 基準第42条の2は、同条第1項各号に定める場合に限り、同居家族

家族である利用者に対するサービス提供を例外的に認めることを定 である利用者に対するサービス提供を例外的に認めることを定めた

めたものである。 ものである。

特に、同条第1項第1号にあるとおり、離島、山間のへき地その他 特に、同条第1項第1号にあるとおり、離島、山間のへき地その他

の地域であって、指定訪問介護による訪問介護だけでは必要な訪問 の地域であって、指定訪問介護による訪問介護だけでは必要な訪問

介護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めた地域に 介護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めた地域に

おいて認められるものであり、市町村は、その運用に際して次に掲 おいて認められるものであり、市町村は、その運用に際して次に掲

げる点に留意するとともに、当該地域における指定訪問介護の確保 げる点に留意するとともに、当該地域における指定訪問介護の確保

に努めることとする。 に努めることとする。

① 市町村は、同居家族に対する訪問介護を行おうとする訪問介護 ① 市町村は、同居家族に対する訪問介護を行おうとする訪問介護
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、 、 、 、員等が所属する訪問介護事業所から 居宅サービス計画の写し等 員等が所属する訪問介護事業所から 居宅サービス計画の写し等

同居家族に対する訪問介護が認められるための要件に満たされて 同居家族に対する訪問介護が認められるための要件に満たされて

いることを確認できる書類を届け出させ、これに基づき基準該当 いることを確認できる書類を届け出させ、これに基づき基準該当

居宅サービスとしての実施を認めるものとする。 居宅サービスとしての実施を認めるものとする。

、 、 、 、② 市町村は いったん認めた同居家族に対する訪問介護について ② 市町村は いったん認めた同居家族に対する訪問介護について

事後的にその要件を満たしていないと認めるときは、保険給付を 事後的にその要件を満たしていないと認めるときは、保険給付を

行わず、又は既に行った保険給付の返還を求めるものとする。 行わず、又は既に行った保険給付の返還を求めるものとする。

③ 市町村は、居宅基準第42条の2第1項各号に規定する要件に反し ③ 市町村は、基準第42条の2第1項各号に規定する要件に反した訪

た訪問介護が行われている場合の是正の指導のほか、当該同居家 問介護が行われている場合の是正の指導のほか、当該同居家族に

族に対して行われている居宅サービスとして、当該訪問介護員等 対して行われている居宅サービスとして、当該訪問介護員等によ

による訪問介護のほか、他の居宅サービスが適切に組み合わされ る訪問介護のほか、他の居宅サービスが適切に組み合わされてい

ているかどうか等を点検し、状況に応じて必要な助言を当該同居 るかどうか等を点検し、状況に応じて必要な助言を当該同居家族

家族及び基準該当訪問介護事業者に対して行うものとする。 及び基準該当訪問介護事業者に対して行うものとする。

④ 居宅基準第42条の2第1項第5号に規定する、訪問介護員等が同 ④ 基準第42条の2第1項第5号に規定する、訪問介護員等が同居家

居家族の訪問介護に従事する時間の合計時間が当該訪問介護員等 族の訪問介護に従事する時間の合計時間が当該訪問介護員等が訪

が訪問介護に従事する時間の合計時間のおおむね2分の1を超えな 問介護に従事する時間の合計時間のおおむね2分の1を超えないと

いという要件は 同居家族の訪問介護が 身内の世話 ではなく いう要件は 同居家族の訪問介護が 身内の世話 ではなく 訪、 「 」 、 、 「 」 、「

「訪問介護事業所の従業者による介護」として行われることを担 問介護事業所の従業者による介護」として行われることを担保す

保する趣旨で設けられたものであるが、こうした趣旨を踏まえつ る趣旨で設けられたものであるが、こうした趣旨を踏まえつつ、

つ、当該市町村の訪問介護の基盤整備の状況など地域の実情に応 当該市町村の訪問介護の基盤整備の状況など地域の実情に応じ

じて、当該要件をある程度の幅をもって運用することは差し支え て、当該要件をある程度の幅をもって運用することは差し支えな

ないものとする。 いものとする。

(5) 運営に関する基準 (5) 運営に関する基準

居宅基準第43条の規定により、居宅基準第15条、第20条第1項、 基準第43条の規定により、基準第15条、第20条第1項、第25条、

第25条、第29条の2並びに第36条第5項及び第6項を除き、指定訪問 第29条の2並びに第36条第5項及び第6項を除き、指定訪問介護の運

介護の運営に関する基準が基準該当訪問介護に準用されるものであ 営に関する基準が基準該当訪問介護に準用されるものであるため、

るため、第3の3の(1)から(5)まで及び(7)から(25)まで((10)の①及 第3の3の(1)から(5)まで及び(7)から(25)まで((10)の①及び(18)を

び(18)を除く。)を参照されたい。この場合において、準用される 除く。)を参照されたい。この場合において、準用される基準第20

居宅基準第20条第2項の規定は、基準該当訪問介護事業者が利用者 条第2項の規定は、基準該当訪問介護事業者が利用者から受領する

から受領する利用料について、当該サービスが結果的に保険給付の 利用料について、当該サービスが結果的に保険給付の対象となる場

対象となる場合もならない場合も、特例居宅介護サービス費を算定 合もならない場合も、特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サ

するための基準となる費用の額(100分の90を乗ずる前の額)との間 ービス費を算定するための基準となる費用の額(100分の90を乗ずる

に不合理な差額が生じることを禁ずることにより、結果的に保険給 前の額)との間に不合理な差額が生じることを禁ずることにより、

付の対象となるサービスの利用料と、保険給付の対象とならないサ 結果的に保険給付の対象となるサービスの利用料と、保険給付の対

ービスの利用料との間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による 象とならないサービスの利用料との間に、一方の管理経費の他方へ
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不合理な差額を設けることを禁止する趣旨である。なお、当該事業 の転嫁等による不合理な差額を設けることを禁止する趣旨である。

所による訪問介護が複数の市町村において基準該当訪問介護と認め なお、当該事業所による訪問介護が複数の市町村において基準該当

られる場合には、利用者の住所地によって利用料が異なることは認 訪問介護と認められる場合には、利用者の住所地によって利用料が

められないものである。 異なることは認められないものである。

二 訪問入浴介護 第４ 訪問入浴介護

1 人員に関する基準 1 人員に関する基準

(1) 従業者の員数(居宅基準第45条) (1) 従業者の員数(基準第45条)

指定訪問入浴介護事業所における訪問入浴介護従業者の員数につ 指定訪問入浴介護事業所における訪問入浴介護従業者の員数につ

いては、最低限必要の数を定めたものであり、訪問入浴介護の提供 いては、最低限必要の数を定めたものであり、訪問入浴介護の提供

量に応じて、居宅基準第50条第４号の規定に基づく体制に必要な員 量に応じて、基準第50条第４号の規定に基づく体制に必要な員数を

数を確保するものとする。 確保するものとする。

(2) 管理者(居宅基準第46条) (2) 管理者(基準第46条)

訪問介護の場合と同趣旨であるため、第3の1の(3)を参照された 訪問介護の場合と同趣旨であるため、第3の1の(3)を参照された

い。 い。

2 設備に関する基準(居宅基準第47条) 2 設備に関する基準(基準第47条)

(1) 指定訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な (1) 指定訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な

面積を有する専用の事務室を設けることが望ましいが、間仕切りを 面積を有する専用の事務室を設けることが望ましいが、間仕切りを

する等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の する等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の

事業と同一の事務室であっても差し支えない。なお、この場合に、 事業と同一の事務室であっても差し支えない。なお、この場合に、

区分がされていなくても業務に支障がないときは、指定訪問入浴介 区分がされていなくても業務に支障がないときは、指定訪問入浴介

護の事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りるものと 護の事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りるものと

する。 する。

(2) 専用の事務室又は区画については、利用申込の受付、相談等に (2) 専用の事務室又は区画については、利用申込の受付、相談等に

対応するのに適切なスペース及び浴槽等の備品・設備等を保管する 対応するのに適切なスペース及び浴槽等の備品・設備等を保管する

ために必要なスペースを確保する必要がある。 ために必要なスペースを確保する必要がある。

(3) 専用の事務室又は区画については、指定訪問入浴介護に必要な (3) 専用の事務室又は区画については、指定訪問入浴介護に必要な

浴槽(身体の不自由な者が入浴するのに適したもの)、車両(浴槽を 浴槽(身体の不自由な者が入浴するのに適したもの)、車両(浴槽を

運搬し又は入浴設備を備えたもの)等の設備及び備品等を確保する 運搬し又は入浴設備を備えたもの)等の設備及び備品等を確保する

必要がある。特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要 必要がある。特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要

な設備等に配慮する必要がある。ただし、他の事業所、施設等と同 な設備等に配慮する必要がある。ただし、他の事業所、施設等と同

1敷地内にある場合であって、指定訪問入浴介護の事業及び当該他 1敷地内にある場合であって、指定訪問入浴介護の事業及び当該他

の事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施 の事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施

設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができるもの 設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができるもの

とする。 とする。
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3 運営に関する基準 3 運営に関する基準

(1) 利用料等の受領 (1) 利用料等の受領

① 居宅基準第48条第1項、第2項及び第4項は、指定訪問介護に係 ① 基準第48条第1項、第2項及び第4項は、指定訪問介護に係る第2

る第20条第1項 第2項及び第4項と同趣旨であるため 第3の3の(1 0条第1項、第2項及び第4項と同趣旨であるため、第3の3の(10)の、 、

0)の①、②及び④を参照されたい。 ①、②及び④を参照されたい。

② 居宅基準第48条第3項は、指定訪問入浴介護事業者は、指定訪 ② 基準第48条第3項は、指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入

問入浴介護の提供に関して、利用者の選定により通常の事業の実 浴介護の提供に関して、利用者の選定により通常の事業の実施地

施地域以外の地域の居宅において指定訪問入浴介護を行う場合の 域以外の地域の居宅において指定訪問入浴介護を行う場合の交通

交通費、及び利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係 費、及び利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費

る費用については、前2項の利用料のほかに利用者から支払を受 用については、前2項の利用料のほかに利用者から支払を受ける

けることができることとし、保険給付の対象となっているサービ ことができることとし、保険給付の対象となっているサービスと

スと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払を受け 明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払を受けるこ

ることは認めないこととしたものである。 とは認めないこととしたものである。

(2) 指定訪問入浴介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針 (2) 指定訪問入浴介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針

指定訪問入浴介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針について 指定訪問入浴介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針について

は、居宅基準第49条及び50条の定めるところによるほか、次の点に は、基準第49条及び50条の定めるところによるほか、次の点に留意

留意するものとする。 するものとする。

① 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況に ① 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況に

より、訪問時に全身入浴が困難な場合は、利用者の希望により、 より、訪問時に全身入浴が困難な場合は、利用者の希望により、

「 」 「 、 、 」 、 「 」 「 、 、 」 、清しき 又は 部分浴(洗髪 陰部 足部等) を実施するなど 清しき 又は 部分浴(洗髪 陰部 足部等) を実施するなど

適切なサービス提供に努めること。 適切なサービス提供に努めること。

② 居宅基準第50条第2号に定める サービスの提供方法等 とは ② 基準第50条第2号に定める「サービスの提供方法等」とは、入「 」 、

入浴方法等の内容、作業手順、入浴後の留意点などを含むもので 浴方法等の内容、作業手順、入浴後の留意点などを含むものであ

あること。 ること。

③ 居宅基準第50条第4号に定める「サービスの提供の責任者」に ③ 基準第50条第4号に定める「サービスの提供の責任者」につい

ついては、入浴介護に関する知識や技術を有した者であって、衛 ては、入浴介護に関する知識や技術を有した者であって、衛生管

生管理や入浴サービスの提供に当たって他の従業者に対し作業手 理や入浴サービスの提供に当たって他の従業者に対し作業手順な

順など適切な指導を行うとともに、利用者が安心してサービス提 ど適切な指導を行うとともに、利用者が安心してサービス提供を

供を受けられるように配慮すること。また、同号に定める「主治 受けられるように配慮すること。また、同号に定める「主治の医

の医師の意見の確認」については、利用者又は利用者の承諾を得 師の意見の確認」については、利用者又は利用者の承諾を得て当

て当該事業者が、利用者の主治医に確認することとし、併せて、 該事業者が、利用者の主治医に確認することとし、併せて、次に

次に確認すべき時期についても確認しておくこと。 確認すべき時期についても確認しておくこと。

④ 居宅基準第50条第5号に定める サービスの提供に用いる設備 ④ 基準第50条第5号に定める「サービスの提供に用いる設備、器「 、

器具その他の用品」の安全衛生については、特に次の点について 具その他の用品」の安全衛生については、特に次の点について留

留意すること。 意すること。
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イ 浴槽など利用者の身体に直に接触する設備・器具類は、利用 イ 浴槽など利用者の身体に直に接触する設備・器具類は、利用

者1人ごとに消毒した清潔なものを使用し、使用後に洗浄及び 者1人ごとに消毒した清潔なものを使用し、使用後に洗浄及び

消毒を行うこと。また、保管に当たっても、清潔保持に留意す 消毒を行うこと。また、保管に当たっても、清潔保持に留意す

ること。 ること。

ロ 皮膚に直に接するタオル等については、利用者1人ごとに取 ロ 皮膚に直に接するタオル等については、利用者1人ごとに取

り替えるか個人専用のものを使用する等、安全清潔なものを使 り替えるか個人専用のものを使用する等、安全清潔なものを使

用すること。 用すること。

ハ 消毒方法等についてマニュアルを作成するなど、当該従業者 ハ 消毒方法等についてマニュアルを作成するなど、当該従業者

に周知させること。 に周知させること。

(3) 緊急時等の対応 (3) 緊急時等の対応

居宅基準第51条は、訪問入浴介護従業者が現に指定訪問入浴介護 基準第51条は、訪問入浴介護従業者が現に指定訪問入浴介護の提

の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他 供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要

必要な場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づき速 な場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づき速やか

やかに主治医又はあらかじめ当該指定訪問入浴介護事業者が定めた に主治医又はあらかじめ当該指定訪問入浴介護事業者が定めた協力

協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならな 医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならないこ

いこととしたものである。協力医療機関については、次の点に留意 ととしたものである。協力医療機関については、次の点に留意する

するものとする。 ものとする。

① 協力医療機関は、事業の通常の実施地域内にあることが望まし ① 協力医療機関は、事業の通常の実施地域内にあることが望まし

いものであること。 いものであること。

② 緊急時において円滑な協力を得るため、当該協力医療機関との ② 緊急時において円滑な協力を得るため、当該協力医療機関との

間であらかじめ必要な事項を取り決めておくこと。 間であらかじめ必要な事項を取り決めておくこと。

(4) 管理者の責務 (4) 管理者の責務

居宅基準第52条は、指定訪問入浴介護事業所の管理者の責務を、 基準第52条は、指定訪問入浴介護事業所の管理者の責務を、指定

指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利 訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の

用の申込みに係る 申込みに係る

調整、業務の実施状況の把握その他の管理を1元的に行うととも 調整、業務の実施状況の把握その他の管理を1元的に行うととも

に、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者に居宅基準の第3章第４ に、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者に基準の第3章第４節の

節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うこととしたもので 規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うこととしたものであ

ある。 る。

(5) 運営規程 (5) 運営規程

居宅基準第53条は、指定訪問入浴介護の事業の適正な運営及び利 基準第53条は、指定訪問入浴介護の事業の適正な運営及び利用者

用者に対する適切な指定訪問入浴介護の提供を確保するため、同条 に対する適切な指定訪問入浴介護の提供を確保するため、同条第1

第1号から第8号までに掲げる事項を内容とする規定を定めることを 号から第8号までに掲げる事項を内容とする規定を定めることを指

指定訪問入浴介護事業所ごとに義務づけたものであるが、居宅基準 定訪問入浴介護事業所ごとに義務づけたものであるが、基準第53条

第53条第6号の「サービスの利用に当たっての留意事項」とは、利 第6号の「サービスの利用に当たっての留意事項」とは、利用者が
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用者が指定訪問入浴介護の提供を受ける際に、利用者側が留意すべ 指定訪問入浴介護の提供を受ける際に、利用者側が留意すべき事項

き事項(入浴前の食事の摂取に関すること等)を指すものであること (入浴前の食事の摂取に関すること等)を指すものであることに留意

に留意するものとする。 するものとする。

(6) 準用 (6) 準用

居宅基準第54条の規定により、居宅基準第8条から第19条まで、 基準第54条の規定により、基準第8条から第19条まで、第21条、

第21条、第26条及び第30条から第39条までの規定は、指定訪問入浴 第26条及び第30条から第39条までの規定は、指定訪問入浴介護の事

介護の事業について準用されるため、第3の3の(1)から(9)まで、(1 業について準用されるため、第3の3の(1)から(9)まで、(11)、(14)

1) (14)及び(18)から(25)までを参照されたい この場合において 及び(18)から(25)までを参照されたい。この場合において、基準第、 。 、

居宅基準第31条中「設備及び備品等」とあるのは「指定訪問入浴介 31条中「設備及び備品等」とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる

護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と読み替えられることに 浴槽その他の設備及び備品等」と読み替えられることに留意するも

留意するものとする。 のとする。

4 基準該当訪問入浴介護に関する基準 4 基準該当訪問入浴介護に関する基準

(1) 従業者の員数(居宅基準第55条) (1) 従業者の員数(基準第55条)

基準該当訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者の員数につい 基準該当訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者の員数につい

ては、最低限必要な数を定めたものであり、訪問入浴介護の提供量 ては、最低限必要な数を定めたものであり、訪問入浴介護の提供量

に応じて、第58条により準用する居宅基準第50条第4号の規定に基 に応じて、第58条により準用する基準第50条第4号の規定に基づく

づく体制に必要な員数を確保するものとする。 体制に必要な員数を確保するものとする。

(2) 管理者(居宅基準第56条) (2) 管理者(基準第56条)

指定訪問入浴介護の場合と基本的に同趣旨であるため、第４の1 指定訪問入浴介護の場合と基本的に同趣旨であるため、第４の1

の(2)を参照されたい。ただし、管理者は常勤である必要はないこ の(2)を参照されたい。ただし、管理者は常勤である必要はないこ

とに留意するものとする。 とに留意するものとする。

(3) 設備及び備品等(居宅基準第57条) (3) 設備及び備品等(基準第57条)

指定訪問入浴介護の場合と基本的に同趣旨であるため、第４の2 指定訪問入浴介護の場合と基本的に同趣旨であるため、第４の2

を参照されたい。 を参照されたい。

(4) 運営に関する基準 (4) 運営に関する基準

居宅基準第58条の規定により、居宅基準第８条から第14条まで、 基準第58条の規定により、基準第８条から第14条まで、第16条か

第16条から第19条まで、第21条、第26条、第30条から第35条まで、 ら第19条まで、第21条、第26条、第30条から第35条まで、第36条第

第36条第1項及び第2項、第37条から第39条まで、第44条並びに第４ 1項及び第2項、第37条から第39条まで、第44条並びに第４節(第48

節(第48条第1項及び第54条を除く。)の規定は、基準該当訪問入浴 条第1項及び第54条を除く。)の規定は、基準該当訪問入浴介護の事

介護の事業について準用されるものであるため、第3の3の(1)から 業について準用されるものであるため、第3の3の(1)から(5)まで、

(5)まで、(7)から(9)まで、(11)、(14)及び(18)から(25)まで並び (7)から(9)まで、(11)、(14)及び(18)から(25)まで並びに第４の3

に第４の3を参照されたい。この場合において、準用される居宅基 を参照されたい。この場合において、準用される基準第48条第2項

準第48条第2項の規定は、基準該当訪問入浴介護事業者が利用者か の規定は、基準該当訪問入浴介護事業者が利用者から受領する利用

ら受領する利用料について、当該サービスが結果的に保険給付の対 料について、当該サービスが結果的に保険給付の対象となる場合も

象となる場合もならない場合も、特例居宅介護サービス費を算定す ならない場合も、特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービ



- 27 -

るための基準となる費用の額(100分の90を乗ずる前の額)との間に ス費を算定するための基準となる費用の額(100分の90を乗ずる前の

不合理な差額が生じることを禁ずることにより、結果的に保険給付 額)との間に不合理な差額が生じることを禁ずることにより、結果

の対象となるサービスの利用料と、保険給付の対象とならないサー 的に保険給付の対象となるサービスの利用料と、保険給付の対象と

ビスの利用料との間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不 ならないサービスの利用料との間に、一方の管理経費の他方への転

。 、合理な差額を設けることを禁止する趣旨である。なお、当該事業所 嫁等による不合理な差額を設けることを禁止する趣旨である なお

による訪問入浴介護が複数の市町村において基準該当訪問入浴介護 当該事業所による訪問入浴介護が複数の市町村において基準該当訪

と認められる場合には、利用者の住所地によって利用料が異なるこ 問入浴介護と認められる場合には、利用者の住所地によって利用料

とは認められないものである。 が異なることは認められないものである。

三 訪問看護 第５ 訪問看護

1 人員に関する基準 1 人員に関する基準

⑴ 看護師等の員数（居宅基準第60条） ⑴ 看護師等の員数（基準第60条）

① 指定訪問看護ステーションの場合 居宅基準第60条第1項第1号 ① 指定訪問看護ステーションの場合（基準第60条第1項第1号）（ ）

イ 指定訪問看護ステーションにおける保健師、看護師又は准看 イ 指定訪問看護ステーションにおける保健師、看護師又は准看

護師（以下「看護職員」という ）の員数については、常勤換 護師（以下「看護職員」という ）の員数については、常勤換。 。

算方法で2･5人以上と定められたが、これについては、職員の 算方法で2･5人以上と定められたが、これについては、職員の

支援体制等を考慮した最小限の員数として定められたものであ 支援体制等を考慮した最小限の員数として定められたものであ

り、各地域におけるサービス利用の状況や利用者数及び指定訪 り、各地域におけるサービス利用の状況や利用者数及び指定訪

問看護の事業の業務量を考慮し、適切な員数の人員を確保する 問看護の事業の業務量を考慮し、適切な員数の人員を確保する

ものとする。 ものとする。

ロ 勤務日及び勤務時間が不定期な看護師等についての勤務延時 ロ 勤務日及び勤務時間が不定期な看護師等についての勤務延時

間数の算定については、指定訪問介護の場合と同様である。 間数の算定については、指定訪問介護の場合と同様である。

ハ 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、実情に ハ 理学療法士及び作業療法士については、実情に応じた適当数

応じた適当数を配置するものとする（配置しないことも可能で を配置するものとする（配置しないことも可能である 。。）

ある 。。）

ニ 出張所等があるときは、常勤換算を行う際の事業所の看護職 ニ 出張所等があるときは、常勤換算を行う際の事業所の看護職

員の勤務延時間数とは、出張所等における勤務延時間数も含め 員の勤務延時間数とは、出張所等における勤務延時間数も含め

るものとする。 るものとする。

② 指定訪問看護を担当する医療機関の場合（居宅基準第60条第1 ② 指定訪問看護を担当する医療機関の場合（基準第60条第1項第2

項第2号） 号）

指定訪問看護事業所ごとに、指定訪問看護の提供に当たる看護 指定訪問看護事業所ごとに、指定訪問看護の提供に当たる看護

職員を適当数置かなければならない。 職員を適当数置かなければならない。

⑵ 指定訪問看護ステーションの管理者（居宅基準第61条） ⑵ 指定訪問看護ステーションの管理者（基準第61条）

① 訪問看護ステーションの管理者は常勤であり、かつ、原則とし ① 訪問看護ステーションの管理者は常勤であり、かつ、原則とし

て専ら当該指定訪問看護ステーションの管理業務に従事するもの て専ら当該指定訪問看護ステーションの管理業務に従事するもの
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とする。ただし、以下の場合であって、当該指定訪問看護ステー とする。ただし、以下の場合であって、当該指定訪問看護ステー

ションの管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることが ションの管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることが

できるものとする。 できるものとする。

イ 当該指定訪問看護ステーションの看護職員としての職務に従 イ 当該指定訪問看護ステーションの看護職員としての職務に従

事する場合 事する場合

ロ 当該指定訪問看護ステーションが健康保険法による指定を受 ロ 当該指定訪問看護ステーションが健康保険法による指定を受

けた訪問看護ステーションである場合に、当該訪問看護ステー けた訪問看護ステーションである場合に、当該訪問看護ステー

ションの管理者又は看護職員としての職務に従事する場合 ションの管理者又は看護職員としての職務に従事する場合

ハ 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該指 ハ 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該指

定訪問看護ステーションの管理業務に支障がないと認められる 定訪問看護ステーションの管理業務に支障がないと認められる

範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、当該他の事業所等 範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、当該他の事業所等

の管理者又は従業者としての職務に従事する場合（この場合の の管理者又は従業者としての職務に従事する場合（この場合の

他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、併設 他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、併設

される入所施設における看護業務（管理業務を含む ）との兼 される入所施設における看護業務（管理業務を含む ）との兼。 。

務は管理者の業務に支障があると考えられるが、施設における 務は管理者の業務に支障があると考えられるが、施設における

勤務時間が極めて限られている職員の場合には、例外的に認め 勤務時間が極めて限られている職員の場合には、例外的に認め

られる場合もありうる ） られる場合もありうる ）。 。

② 指定訪問看護ステーションの管理者は、管理者としてふさわし ② 指定訪問看護ステーションの管理者は、管理者としてふさわし

いと認められる保健師又は看護師であって、保健師助産師看護師 いと認められる保健師又は看護師であって、保健師助産師看護師

法（昭和23年法律第203号）第14条第3項の規定により保健師又は 法（昭和23年法律第203号）第14条第3項の規定により保健師又は

看護師の業務の停止を命ぜられ、業務停止の期間終了後2年を経 看護師の業務の停止を命ぜられ、業務停止の期間終了後2年を経

過しない者に該当しないものである。 過しない者に該当しないものである。

③ 管理者の長期間の傷病又は出張等の緊急やむを得ない理由があ ③ 管理者の長期間の傷病又は出張等の緊急やむを得ない理由があ

る場合には、老人の福祉の向上に関し相当の知識、経験及び熱意 る場合には、老人の福祉の向上に関し相当の知識、経験及び熱意

を有し、過去の経歴等を勘案して指定訪問看護ステーションの管 を有し、過去の経歴等を勘案して指定訪問看護ステーションの管

理者としてふさわしいと都道府県知事に認められた者であれば、 理者としてふさわしいと都道府県知事に認められた者であれば、

管理者として保健師及び看護師以外の者をあてることができるも 管理者として保健師及び看護師以外の者をあてることができるも

のとする。ただし、この場合においても、可能な限り速やかに常 のとする。ただし、この場合においても、可能な限り速やかに常

勤の保健師及び看護師の管理者が確保されるように努めなければ 勤の保健師及び看護師の管理者が確保されるように努めなければ

ならないものである。 ならないものである。

、 、 、 、④ 指定訪問看護ステーションの管理者は 医療機関における看護 ④ 指定訪問看護ステーションの管理者は 医療機関における看護

訪問看護又は老人保健法第19条の訪問指導の業務に従事した経験 訪問看護又は老人保健法第19条の訪問指導の業務に従事した経験

のある者である必要がある。さらに、管理者としての資質を確保 のある者である必要がある。さらに、管理者としての資質を確保

するために関連機関が提供する研修等を受講していることが望ま するために関連機関が提供する研修等を受講していることが望ま

しい。 しい。
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2 設備に関する基準 2 設備に関する基準

⑴ 指定訪問看護ステーションの場合（居宅基準第62条第1項） ⑴ 指定訪問看護ステーションの場合（基準第62条第1項）

① 指定訪問看護ステーションには、運営に必要な面積を有する専 ① 指定訪問看護ステーションには、運営に必要な面積を有する専

用の事務室を設ける必要がある。ただし、当該指定訪問看護ステ 用の事務室を設ける必要がある。ただし、当該指定訪問看護ステ

ーションが健康保険法による指定を受けた訪問看護ステーション ーションが健康保険法による指定を受けた訪問看護ステーション

である場合には、両者を共用することは差し支えない。また、当 である場合には、両者を共用することは差し支えない。また、当

該指定訪問看護ステーションが、他の事業の事業所を兼ねる場合 該指定訪問看護ステーションが、他の事業の事業所を兼ねる場合

には、必要な広さの専用の区画を有することで差し支えないもの には、必要な広さの専用の区画を有することで差し支えないもの

とする。なお、この場合に、区分されていなくても業務に支障が とする。なお、この場合に、区分されていなくても業務に支障が

ないときは、指定訪問看護の事業を行うための区画が明確に特定 ないときは、指定訪問看護の事業を行うための区画が明確に特定

されていれば足りるものである。 されていれば足りるものである。

② 事務室については、利用申込みの受付、相談等に対応するのに ② 事務室については、利用申込みの受付、相談等に対応するのに

適切なスペースを確保するものとする。 適切なスペースを確保するものとする。

③ 指定訪問看護に必要な設備及び備品等を確保する必要がある。 ③ 指定訪問看護に必要な設備及び備品等を確保する必要がある。

、 。 、 、 。 、特に 感染症予防に必要な設備等に配慮する必要がある ただし 特に 感染症予防に必要な設備等に配慮する必要がある ただし

他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、指定訪問 他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、指定訪問

看護の事業又は当該他の事業所、施設等の運営に支障がない場合 看護の事業又は当該他の事業所、施設等の運営に支障がない場合

は、当該他の事業所、施設等に備え付けられた設備及び備品等を は、当該他の事業所、施設等に備え付けられた設備及び備品等を

使用することができるものとする。 使用することができるものとする。

⑵ 指定訪問看護を担当する医療機関の場合 居宅基準第62条第2項 ⑵ 指定訪問看護を担当する医療機関の場合（基準第62条第2項）（ ）

① 指定訪問看護を担当する病院又は診療所には、指定訪問看護の ① 指定訪問看護を担当する病院又は診療所には、指定訪問看護の

事業を行うために必要な専用の区画を設ける必要がある。なお、 事業を行うために必要な専用の区画を設ける必要がある。なお、

業務に支障がないときは、指定訪問看護の事業を行うための区画 業務に支障がないときは、指定訪問看護の事業を行うための区画

が明確に特定されていれば足りるものである。 が明確に特定されていれば足りるものである。

② 指定訪問看護事業に必要な設備及び備品等を確保する必要があ ② 指定訪問看護事業に必要な設備及び備品等を確保する必要があ

る。ただし、設備及び備品等については、当該医療機関における る。ただし、設備及び備品等については、当該医療機関における

診療用に備え付けられたものを使用することができるものであ 診療用に備え付けられたものを使用することができるものであ

る。 る。

3 運営に関する基準 3 運営に関する基準

⑴ サービス提供困難時の対応 ⑴ サービス提供困難時の対応

指定訪問看護事業者が、指定訪問看護の提供を拒否する正当な理 指定訪問看護事業者が、指定訪問看護の提供を拒否する正当な理

由としては、第3の3の（2）に示した理由のほか、利用申込者の病 由としては、第3の3の（2）に示した理由のほか、利用申込者の病

状等により、自ら適切な訪問看護の提供が困難と判断した場合が該 状等により、自ら適切な訪問看護の提供が困難と判断した場合が該

当するが、これらの場合には、居宅基準第63条の規定により、指定 当するが、これらの場合には、基準第63条の規定により、指定訪問

訪問看護事業者は 主治医及び居宅介護支援事業者への連絡を行い 看護事業者は、主治医及び居宅介護支援事業者への連絡を行い、適、 、
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適当な他の指定訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速や 当な他の指定訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やか

かに講じなければならない。 に講じなければならない。

⑵ 健康手帳への記載 ⑵ 健康手帳への記載

居宅基準第65条は、提供した指定訪問看護に関して、次のとおり 基準第65条は、提供した指定訪問看護に関して、次のとおりその

その記録を利用者の健康手帳の医療の記録に係るページに記載しな 記録を利用者の健康手帳の医療の記録に係るページに記載しなけれ

ければならないことを定めたものである。なお、健康手帳の医療に ばならないことを定めたものである。なお、健康手帳の医療に係る

係るページの様式については 「健康手帳の医療の受給資格を証す ページの様式については 「健康手帳の医療の受給資格を証するペ、 、

るページ及び医療の記録に係るページの様式 （昭和57年11月厚生 ージ及び医療の記録に係るページの様式 （昭和57年11月厚生省告」 」

省告示第192号）により定められているものである。 示第192号）により定められているものである。

① 「医療機関等名称・所在地・電話」の欄には、指定訪問看護事 ① 「医療機関等名称・所在地・電話」の欄には、指定訪問看護事

業所の名称、所在地及び電話番号を記載すること。 業所の名称、所在地及び電話番号を記載すること。

② 「外来・入退院年月日」の欄には、利用開始及び終了年月日を ② 「外来・入退院年月日」の欄には、利用開始及び終了年月日を

記載すること。 記載すること。

⑶ 利用料等の受領 ⑶ 利用料等の受領

、 、 （ ）① 居宅基準第66条第1項、第3項及び第4項については、第3の3の ① 基準第66条第1項 第3項及び第4項については 第3の3の 10

（10）の①、③及び④を参照されたいこと。 の①、③及び④を参照されたいこと。

② 居宅基準第66条第2項は、利用者間の公平及び利用者の保護の ② 基準第66条第2項は、利用者間の公平及び利用者の保護の観点

観点から、法定代理受領サービスでない指定訪問看護を提供した から、法定代理受領サービスでない指定訪問看護を提供した際に

際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び法定代理受領サ その利用者から支払を受ける利用料の額及び法定代理受領サービ

ービスである指定訪問看護に係る費用の額と、医療保険給付又は スである指定訪問看護に係る費用の額と、医療保険給付又は老人

老人訪問看護療養費の対象となる健康保険法及び老人保健法上の 訪問看護療養費の対象となる健康保険法及び老人保健法上の指定

指定訪問看護の費用の額の間に不合理な差異を設けてはならない 訪問看護の費用の額の間に不合理な差異を設けてはならないこと

こととしたものであること。 としたものであること。

なお、そもそも介護保険給付、医療保険給付又は老人訪問看護 なお、そもそも介護保険給付、医療保険給付又は老人訪問看護

療養費の給付対象となる訪問看護と明確に区分されるサービスに 療養費の給付対象となる訪問看護と明確に区分されるサービスに

ついては、第3の3の（10）の②のなお書きを参照されたいこと。 ついては、第3の3の（10）の②のなお書きを参照されたいこと。

⑷ 指定訪問看護の基本取扱方針及び具体的取扱方針 ⑷ 指定訪問看護の基本取扱方針及び具体的取扱方針

居宅基準第67条及び第68条にいう指定訪問看護の取扱方針におい 基準第67条及び第68条にいう指定訪問看護の取扱方針において、

て、特に留意すべきことは、次のとおりであること。 特に留意すべきことは、次のとおりであること。

① 指定訪問看護は、利用者の心身の状態を踏まえ、妥当適切に行 ① 指定訪問看護は、利用者の心身の状態を踏まえ、妥当適切に行

うとともにその生活の質の確保を図るよう、主治医との密接な連 うとともにその生活の質の確保を図るよう、主治医との密接な連

携のもとに訪問看護計画に沿って行うこととしたものであるこ 携のもとに訪問看護計画に沿って行うこととしたものであるこ

と。 と。

② 指定訪問看護の提供については、目標達成の度合いやその効果 ② 指定訪問看護の提供については、目標達成の度合いやその効果

等について評価を行うとともに、訪問看護計画の修正を行い改善 等について評価を行うとともに、訪問看護計画の修正を行い改善
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を図る等に努めなければならないものであること。 を図る等に努めなければならないものであること。

③ 利用者の健康状態と経過、看護の目標や内容、具体的な方法そ ③ 利用者の健康状態と経過、看護の目標や内容、具体的な方法そ

の他療養上必要な事項について利用者及び家族に理解しやすいよ の他療養上必要な事項について利用者及び家族に理解しやすいよ

う指導又は説明を行うこと。 う指導又は説明を行うこと。

④ 指定訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に沿った適切な ④ 指定訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に沿った適切な

看護技術をもって対応できるよう、新しい技術の習得等、研鑽を 看護技術をもって対応できるよう、新しい技術の習得等、研鑽を

積むことを定めたものであること。 積むことを定めたものであること。

⑤ 医学の立場を堅持し、広く一般に認められていない看護等につ ⑤ 医学の立場を堅持し、広く一般に認められていない看護等につ

いては行ってはならないこと。 いては行ってはならないこと。

⑸ 主治医との関係（居宅基準第69条） ⑸ 主治医との関係（基準第69条）

① 指定訪問看護事業所の管理者は、指示書に基づき指定訪問看護 ① 指定訪問看護事業所の管理者は、指示書に基づき指定訪問看護

が行われるよう、主治医との連絡調整、指定訪問看護の提供を担 が行われるよう、主治医との連絡調整、指定訪問看護の提供を担

当する看護師等の監督等必要な管理を行わなければならないこ 当する看護師等の監督等必要な管理を行わなければならないこ

と。なお、主治医とは、利用申込者の選定により加療している医 と。なお、主治医とは、利用申込者の選定により加療している医

師をいい、主治医以外の複数の医師から指示書の交付を受けるこ 師をいい、主治医以外の複数の医師から指示書の交付を受けるこ

とはできないものであること。 とはできないものであること。

② 居宅基準第69条第2項は、指定訪問看護の利用対象者は、その ② 基準第69条第2項は、指定訪問看護の利用対象者は、その主治

主治医が指定訪問看護の必要性を認めたものに限られるものであ 医が指定訪問看護の必要性を認めたものに限られるものであるこ

ることを踏まえ、指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の とを踏まえ、指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始

開始に際しては、利用者の主治医が発行する訪問看護指示の文書 に際しては、利用者の主治医が発行する訪問看護指示の文書（以

（以下「指示書」という ）の交付を受けなければならないこと 下「指示書」という ）の交付を受けなければならないこととし。 。

としたものであること。 たものであること。

③ 指定訪問看護事業所の管理者は、主治医と連携を図り、適切な ③ 指定訪問看護事業所の管理者は、主治医と連携を図り、適切な

指定訪問看護を提供するため、定期的に訪問看護計画書及び訪問 指定老人訪問看護を提供するため、定期的に訪問看護計画書及び

看護報告書を主治医に提出しなければならないこと。 訪問看護報告書を主治医に提出しなければならないこと。

④ 指定訪問看護の実施に当たっては、特に医療施設内の場合と異 ④ 指定訪問看護の実施に当たっては、特に医療施設内の場合と異

なり、看護師等が単独で行うことに十分留意するとともに慎重な なり、看護師等が単独で行うことに十分留意するとともに慎重な

状況判断等が要求されることを踏まえ、主治医との密接かつ適切 状況判断等が要求されることを踏まえ、主治医との密接かつ適切

な連携を図ること。 な連携を図ること。

⑤ 保険医療機関が指定訪問看護事業者である場合には、主治医の ⑤ 保険医療機関が指定訪問看護事業者である場合には、主治医の

指示は診療録に記載されるもので差し支えないこと。また、訪問 指示は診療録に記載されるもので差し支えないこと。また、訪問

看護計画書及び訪問看護報告書についても看護記録等の診療記録 看護計画書及び訪問看護報告書についても看護記録等の診療記録

に記載されるもので差し支えないこと。 に記載されるもので差し支えないこと。

⑹ 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成 ⑹ 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成

。 、 （ 。） 、① 居宅基準第70条は、看護師等（准看護師を除く ）が利用者ご ① 基準第70条は 看護師等 准看護師を除く が利用者ごとに
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とに、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成することとした 訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成することとしたもので

ものである。 ある。

② 看護師等は、訪問看護計画書には、利用者の希望、主治医の指 ② 看護師等は、訪問看護計画書には、利用者の希望、主治医の指

示及び看護目標、具体的なサービス内容等を記載する。なお、既 示及び看護目標、具体的なサービス内容等を記載する。なお、既

に居宅サービス計画等が作成されている場合には、当該計画に沿 に居宅サービス計画等が作成されている場合には、当該計画に沿

って訪問看護の計画を立案する。 って訪問看護の計画を立案する。

③ 看護師等は、訪問看護計画書の目標や内容等について、利用者 ③ 看護師等は、訪問看護計画書の目標や内容等について、利用者

及びその家族に理解しやすい方法で説明を行うとともに、その実 及びその家族に理解しやすい方法で説明を行うとともに、その実

施状況や評価についても説明を行う必要がある。 施状況や評価についても説明を行う必要がある。

④ 訪問看護計画書は、居宅サービス計画に沿って作成されなけ ④ 訪問看護計画書は、居宅サービス計画に沿って作成されなけ

ればならないこととしたものである。 ればならないこととしたものである。

なお、訪問看護計画書を作成後に居宅サービス計画が作成され なお、訪問看護計画書を作成後に居宅サービス計画が作成され

た場合は、当該訪問看護計画書が居宅サービス計画に沿ったもの た場合は、当該訪問看護計画書が居宅サービス計画に沿ったもの

であるか確認し、必要に応じて変更するものとする。 であるか確認し、必要に応じて変更するものとする。

⑤ 訪問看護計画書は、利用者の希望、主治医の指示及び心身の状 ⑤ 訪問看護計画書は、利用者の希望、主治医の指示及び心身の状

況を踏まえて作成されなければならないものであり、サービス内 況を踏まえて作成されなければならないものであり、サービス内

、 、 、 、容等への利用者の意向の反映の機会を保障するため 看護師等は 容等への利用者の意向の反映の機会を保障するため 看護師等は

訪問看護計画書の作成に当たっては、その内容等を説明した上で 訪問看護計画書の作成に当たっては、その内容等を説明した上で

利用者の同意を得なければならず、また、当該訪問看護計画書を 利用者の同意を得なければならず、また、当該訪問看護計画書を

利用者に交付しなければならない。 利用者に交付しなければならない。

なお、交付した訪問看護計画書は、居宅基準第73条の2第2項 なお、交付した訪問看護計画書は、基準第73条の2第2項の規

の規定に基づき、2年間保存しなければならない。 定に基づき、2年間保存しなければならない。

⑥ 指定訪問看護事業所が保険医療機関である場合は、居宅基準第 ⑥ 指定訪問看護事業所が保険医療機関である場合は、基準第69条

69条第4項により、主治の医師への訪問看護計画書の提出は、診 第4項により、主治の医師への訪問看護計画書の提出は、診療記

療記録への記載をもって代えることができることとされているた 録への記載をもって代えることができることとされているため、

め、居宅基準第70条第4項に基づく訪問看護計画書の交付につい 基準第７０条第４項に基づく訪問看護計画書の交付については、

ては 訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて 「訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて （平、「 」 」

（平成12年3月30日老企第55号）に定める訪問看護計画書を参考 成12年3月30日老企第55号）に定める訪問看護計画書を3考に各事

に各事業所ごとに定めるものを交付することで差し支えない。 業所ごとに定めるものを交付することで差し支えない。

⑦ 看護師等は、訪問看護報告書には、訪問を行った日、提供した ⑦ 看護師等は、訪問看護報告書には、訪問を行った日、提供した

看護内容、サービス提供結果等を記載する。なお、第70条に規定 看護内容、サービス提供結果等を記載する。なお、第70条に規定

する報告書は、訪問の都度記載する記録とは異なり、主治医に定 する報告書は、訪問の都度記載する記録とは異なり、主治医に定

期的に提出するものをいう。 期的に提出するものをいう。

⑧ 管理者にあっては、訪問看護計画に沿った実施状況を把握し、 ⑧ 管理者にあっては、訪問看護計画に沿った実施状況を把握し、

計画書及び報告書に関し、助言、指導等必要な管理を行わなけれ 計画書及び報告書に関し、助言、指導等必要な管理を行わなけれ
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ばならない。 ばならない。

⑨ 指定訪問看護事業者は、主治医との連携を図り、適切な指定訪 ⑨ 指定訪問看護事業者は、主治医との連携を図り、適切な指定訪

問看護を提供するため、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を定 問看護を提供するため、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を定

期的に主治医に提出しなければならない。 期的に主治医に提出しなければならない。

⑺ 記録の整備 ⑺ 記録の整備

指定訪問看護事業所が保険医療機関である場合は、居宅基準第73 指定訪問看護事業所が保険医療機関である場合は、基準第73条の

条の2により整備すべき記録のうち、指示書、訪問看護計画書及び 2により整備すべき記録のうち、指示書、訪問看護計画書及び訪問

訪問看護報告書については、診療録及び診療記録の保存でも差し支 看護報告書については、診療録及び診療記録の保存でも差し支えな

えない。 い。

⑻ 準用 ⑻ 準用

居宅基準第74条の規定により、居宅基準第8条、第9条、第11条か 基準第74条の規定により、基準第8条、第9条、第11条から第13条

ら第13条まで、第15条から第19条まで、第21条、第26条、第30条か まで、第15条から第19条まで、第21条、第26条、第30条から第38条

ら第38条まで及び第52条の規定は、指定訪問看護の事業について準 まで及び第52条の規定は、指定訪問看護の事業について準用される

用されるものであるため、第3の3の（1 （2 （4）から（9）ま ものであるため、第3の3の（1 （2 （4）から（9）まで （11 、）、 ）、 ）、 ）、 、 ）

で （11 （14）及び（18）から（25）まで並びに第４の3の（4） （14）及び（18）から（25）まで並びに第４の3の（4）を参照され、 ）、

を参照されたい この場合において 次の点に留意するものとする たい。この場合において、次の点に留意するものとする。。 、 。

① 居宅基準第13条（心身の状況等の把握）中「心身の状況」とあ ① 基準第13条（心身の状況等の把握）中「心身の状況」とあるの

るのは 「心身の状況、病歴」と読み替えられること。 は 「心身の状況、病歴」と読み替えられること。、 、

② 準用される居宅基準第30条については、指定訪問看護ステーシ ② 準用される基準第30条については、指定訪問看護ステーション

ョンにおいては、原則として月ごとの勤務表を作成し、看護師等 においては、原則として月ごとの勤務表を作成し、看護師等につ

については、日々の勤務時間、職務の内容、常勤．非常勤の別、 いては、日々の勤務時間、職務の内容、常勤．非常勤の別、管理

管理者との兼務関係等を明確にすること。指定訪問看護を担当す 者との兼務関係等を明確にすること。指定訪問看護を担当する医

る医療機関においては、指定訪問看護事業所ごとに、指定訪問看 療機関においては、指定訪問看護事業所ごとに、指定訪問看護に

護に従事する看護師等を明確にし、原則として月ごとの勤務表を 従事する看護師等を明確にし、原則として月ごとの勤務表を作成

作成し、それらの者の職務の内容、常勤．非常勤の別等を明確に し、それらの者の職務の内容、常勤．非常勤の別等を明確にする

すること。なお、指定訪問看護事業所の看護師等については、労 こと。なお、指定訪問看護事業所の看護師等については、労働者

働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整 派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等

備等に関する法律（昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」 に関する法律（昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」とい

。 。） 。という ）に規定する派遣労働者であってはならないものである う に規定する派遣労働者であってはならないものであること

こと。

四 訪問リハビリテーション 第６ 訪問リハビリテーション

1 人員に関する基準（居宅基準第76条） 1 人員に関する基準（基準第76条）

指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーシ 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーショ

ョン事業所ごとに、指定訪問リハビリテーションの提供に当たる理 ン事業所ごとに、指定訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療
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学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を適当数置かなければならな 法士又は作業療法士を適当数置かなければならない。

い。

2 設備に関する基準 2 設備に関する基準

⑴ 居宅基準第77条は、指定訪問リハビリテーション事業所について ⑴ 基準第77条は、指定訪問リハビリテーション事業所については、

は、 ① 病院、診療所又は介護老人保健施設であること。

① 病院、診療所又は介護老人保健施設であること。 ② 指定訪問リハビリテーションの事業の運営を行うために必要な

② 指定訪問リハビリテーションの事業の運営を行うために必要な 広さ（利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペース）

広さ（利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペース） を有する専用の区画を設けていること。なお、業務に支障がない

を有する専用の区画を設けていること。なお、業務に支障がない ときは、指定訪問リハビリテーションの事業を行うための区画が

ときは、指定訪問リハビリテーションの事業を行うための区画が 明確に特定されていれば足りるものとすること。

明確に特定されていれば足りるものとすること。 ③ 指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を

③ 指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を 備えていること。

備えていること。 としたものである。

としたものである。 ⑵ 設備及び備品等については、当該病院、診療所又は介護老人保健

⑵ 設備及び備品等については、当該病院、診療所又は介護老人保健 施設における診療用に備え付けられたものを使用することができる

施設における診療用に備え付けられたものを使用することができる ものである。

ものである。

3 運営に関する基準 3 運営に関する基準

⑴ 利用料等の受領 ⑴ 利用料等の受領

居宅基準第78条の規定は、指定訪問看護に係る居宅基準第６６条 基準第78条の規定は、指定訪問看護に係る基準第６６条の規定と

の規定と基本的に同趣旨であるため、第５の3の（3）を参照された 基本的に同趣旨であるため、第５の3の（3）を参照されたいこと。

いこと。

⑵ 指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針及び具体的取扱方針 ⑵ 指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針及び具体的取扱方針

（居宅基準第79条及び第80条） （基準第79条及び第80条）

① 指定訪問リハビリテーションは、利用者の心身の状態、生活環 ① 指定訪問リハビリテーションは、利用者の心身の状態、生活環

境を踏まえて、妥当適切に行うとともにその生活の質の確保を図 境を踏まえて、妥当適切に行うとともにその生活の質の確保を図

るよう、主治の医師との密接な連携のもとに訪問リハビリテーシ るよう、主治の医師との密接な連携のもとに訪問リハビリテーシ

ョン計画に沿って行うこととしたものであること。 ョン計画に沿って行うこととしたものであること。

② 指定訪問リハビリテーションの提供については、目標達成の度 ② 指定訪問リハビリテーションの提供については、目標達成の度

合いやその効果等について評価を行うとともに、訪問リハビリテ 合いやその効果等について評価を行うとともに、訪問リハビリテ

ーション計画の修正を行い改善を図る等に努めなければならない ーション計画の修正を行い改善を図る等に努めなければならない

ものであること。 ものであること。

③ 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、利用者の心 ③ 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、利用者の心

身状態、リハビリテーションの内容やそれを提供する目的、具体 身状態、リハビリテーションの内容やそれを提供する目的、具体

的な方法、リハビリテーションに必要な環境の整備、療養上守る 的な方法、リハビリテーションに必要な環境の整備、療養上守る



- 35 -

べき点及び療養上必要な目標等、療養上必要な事項について利用 べき点及び療養上必要な目標等、療養上必要な事項について利用

者及びその家族に理解しやすいよう指導又は説明を行うこと。 者及びその家族に理解しやすいよう指導又は説明を行うこと。

指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、別の医療機 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、別の医療機

関の医師から情報提供を受けて、指定訪問リハビリテーションを 関の医師から情報提供を受けて、指定訪問リハビリテーションを

実施する場合は、当該情報提供を行った医療機関の医師との間で 実施する場合は、当該情報提供を行った医療機関の医師との間で

十分な連携を図るものであること。 十分な連携を図るものであること。

④ 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医学の進歩 ④ 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医学の進歩

に沿った適切な技術をもって対応できるよう、新しい技術の習得 に沿った適切な技術をもって対応できるよう、新しい技術の習得

等、研鑽を積むことを定めたものであること。 等、研鑽を積むことを定めたものであること。

⑤ 指定訪問リハビリテーションを行った際には、速やかに、指定 ⑤ 指定訪問リハビリテーションを行った際には、速やかに、指定

、 、 、 、訪問リハビリテーションを実施した要介護者等の氏名 実施日時 訪問リハビリテーションを実施した要介護者等の氏名 実施日時

実施した訪問リハビリテーションの要点及び担当者の氏名を記録 実施した訪問リハビリテーションの要点及び担当者の氏名を記録

すること。 すること。

⑶ 訪問リハビリテーション計画の作成（居宅基準第81条） ⑶ 訪問リハビリテーション計画の作成（基準第81条）

① 訪問リハビリテーション計画は、利用者ごとに、利用者の心身 ① 訪問リハビリテーション計画は、利用者ごとに、利用者の心身

の状態、生活環境を踏まえて作成することとしたものである。利 の状態、生活環境を踏まえて作成することとしたものである。利

用者の希望、主治医の指示及び目標、具体的なリハビリテーショ 用者の希望、主治医の指示及び目標、具体的なリハビリテーショ

ン内容等を記載する。なお、既に居宅サービス計画等が作成され ン内容等を記載する。なお、既に居宅サービス計画等が作成され

ている場合には、当該計画に沿って訪問リハビリテーション計画 ている場合には、当該計画に沿って訪問リハビリテーション計画

を立案する。 を立案する。

② 訪問リハビリテーション計画の目標や内容等について、利用者 ② 訪問リハビリテーション計画の目標や内容等について、利用者

及びその家族に理解しやすい方法で説明を行うとともに、その実 及びその家族に理解しやすい方法で説明を行うとともに、その実

施状況や評価についても説明を行う。 施状況や評価についても説明を行う。

③ 訪問リハビリテーション計画は、居宅サービス計画に沿って ③ 訪問リハビリテーション計画は、居宅サービス計画に沿って

作成されなければならないこととしたものである。 作成されなければならないこととしたものである。

なお、訪問リハビリテーション計画を作成後に居宅サービス計 なお、訪問リハビリテーション計画を作成後に居宅サービス計

画が作成された場合は、当該訪問リハビリテーション計画が居宅 画が作成された場合は、当該訪問リハビリテーション計画が居宅

サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更す サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更す

るものとする。 るものとする。

④ 訪問リハビリテーション計画は医師の診療に基づき、利用者の ④ 訪問リハビリテーション計画は医師の診療に基づき、利用者の

病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作 病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作

成されなければならないものであり、サービス内容等への利用者 成されなければならないものであり、サービス内容等への利用者

の意向の反映の機会を保障するため、医師及び理学療法士、作業 の意向の反映の機会を保障するため、医師及び理学療法士又は作

療法士又は言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画の作成に 業療法士は、訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、

当たっては、その内容等を説明した上で利用者の同意を得なけれ その内容等を説明した上で利用者の同意を得なければならず、ま
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ばならず、また、当該訪問リハビリテーション計画を利用者に交 た、当該訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければ

付しなければならない。 ならない。

なお、交付した訪問リハビリテーション計画は、居宅基準第8 なお、交付した訪問リハビリテーション計画は、基準第82条

2条の2第2項の規定に基づき、2年間保存しなければならない。 の2第2項の規定に基づき、2年間保存しなければならない。

⑷ 記録の整備 ⑷ 記録の整備

居宅基準第82条の2第2項の指定訪問リハビリテーションの提供に 基準第82条の2第2項の指定訪問リハビリテーションの提供に関す

関する記録には診療記録が含まれるものであること。 る記録には診療記録が含まれるものであること。

⑸ 準用 ⑸ 準用

居宅基準第83条の規定により、居宅基準第8条から第13条まで、 基準第83条の規定により、基準第8条から第13条まで、第15条か

第15条から第19条まで、第21条、第26条、第30条から第33条まで、 ら第19条まで、第21条、第26条、第30条から第33条まで、第35条か

第35条から第38条まで、第52条、第64条及び第65条の規定は、指定 ら第38条まで、第52条、第64条及び第65条の規定は、指定訪問リハ

訪問リハビリテーションの事業について準用されるものであるた ビリテーションの事業について準用されるものであるため、第3の3

め、第3の3の（1）から（9）まで （11 （14）及び（18）から（2 の（1）から（9）まで （11 （14）及び（18）から（25）まで、、 ）、 、 ）、

5）まで、第４の3の（4）並びに第５の3の（2）を参照されたいこ 第４の3の（4）並びに第５の3の（2）を参照されたいこと、この場

と、この場合において、次の点に留意するものとする。 合において、次の点に留意するものとする。

① 居宅基準第13条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病 ① 基準第13条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」

歴」と読み替えられること。 と読み替えられること。

② 準用される居宅基準第13条については、指定訪問リハビリテー ② 準用される基準第13条については、指定訪問リハビリテーショ

ション事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、指定 ン事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、指定訪問

訪問リハビリテーションに従事する理学療法士、作業療法士及び リハビリテーションに従事する理学療法士及び作業療法士を明確

言語聴覚士を明確にするとともに、それらの者の職務の内容、常 にするとともに、それらの者の職務の内容、常勤・非常勤の別等

勤・非常勤の別等を明確にすること。なお、指定訪問リハビリテ を明確にすること。なお、指定訪問リハビリテーション事業所の

ーション事業所の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士につい 理学療法士及び作業療法士については、労働者派遣法に規定する

ては、労働者派遣法に規定する派遣労働者であってはならないも 派遣労働者であってはならないものであること。

のであること。

五 居宅療養管理指導 第７ 居宅療養管理指導

1 人員に関する基準（居宅基準第85条） 1 人員に関する基準（基準第85条）

指定居宅療養管理指導事業所ごとに置くべき居宅療養管理指導従 指定居宅療養管理指導事業所ごとに置くべき居宅療養管理指導従業

業者の員数は、次に掲げる指定居宅療養管理指導事業所の種類の区 者の員数は、次に掲げる指定居宅療養管理指導事業所の種類の区分に

分に応じ、次に定めるとおりとしたものである。 応じ、次に定めるとおりとしたものである。

⑴ 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所 ⑴ 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所

① 医師又は歯科医師 ① 医師又は歯科医師

② 薬剤師、歯科衛生士（歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相 ② 薬剤師、歯科衛生士（歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相

、 。 。） 、 。 。）当するものを行う保健師 看護師及び准看護師を含む 以下同じ 当するものを行う保健師 看護師及び准看護師を含む 以下同じ

又は管理栄養士 その提供する指定居宅療養管理指導の内容に応 又は管理栄養士 その提供する指定居宅療養管理指導の内容に応
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じた適当数 じた適当数

⑵ 薬局である指定居宅療養管理指導事業所 薬剤師 ⑵ 薬局である指定居宅療養管理指導事業所 薬剤師

2 設備に関する基準 2 設備に関する基準

⑴ 居宅基準第86条は、指定居宅療養管理指導事業所については、 ⑴ 基準第86条は、指定居宅療養管理指導事業所については、

① 病院、診療所又は薬局であること。 ① 病院、診療所又は薬局であること。

② 指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有している ② 指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有している

こと。 こと。

③ 指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えて ③ 指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えて

いること。 いること。

としたものである。 としたものである。

⑵ 設備及び備品等については、当該病院又は診療所における診療用 ⑵ 設備及び備品等については、当該病院又は診療所における診療用

に備え付けられたものを使用することができるものである。 に備え付けられたものを使用することができるものである。

3 運営に関する基準 3 運営に関する基準

⑴ 利用料等の受領 ⑴ 利用料等の受領

① 居宅基準第87条第1項及び第4項の規定は、居宅基準第20条第1 ① 基準第87条第1項及び第4項の規定は、基準第20条第1項及び第4

項及び第4項の規定と同趣旨であるため、第3の3の（10）の①及 項の規定と同趣旨であるため、第3の3の（10）の①及び④を参照

び④を参照されたい。 されたい。

② 居宅基準第87条第2項の規定は、居宅基準第66条第2項の規定と ② 基準第87条第2項の規定は、基準第66条第2項の規定と基本的に

基本的に同趣旨であるため 第５の3の 3 の②を参照されたい 同趣旨であるため、第５の3の（3）の②を参照されたい。、 （ ） 。

③ 居宅基準第87条第3項は、指定居宅療養管理指導の提供に関し ③ 基準第97条第3項は、指定居宅療養管理指導の提供に関して、

て、前2項の利用料のほかに、指定居宅療養管理指導の提供に要 前2項の利用料のほかに、指定居宅療養管理指導の提供に要する

する交通費（通常の事業の実施地域内の交通費を含む ）の額の 交通費（通常の事業の実施地域内の交通費を含む ）の額の支払。 。

支払を利用者から受けることができることとし、保険給付の対象 を利用者から受けることができることとし、保険給付の対象とな

となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目によ っているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費

る費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。 用の支払を受けることは認めないこととしたものである。

⑵ 指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針 ⑵ 指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針

指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針については、居宅基準第 指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針については、基準第89条

89条の定めるところによるほか、次の点に留意するものとする。 の定めるところによるほか、次の点に留意するものとする。

① 医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導は、訪問診療等 ① 医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導は、訪問診療等

により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的な医学 により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的な医学

的管理又は歯科医学的管理を行っている要介護者に対して行うも 的管理又は歯科医学的管理を行っている要介護者等に対して行う

のであり、サービスの提供状況に応じた指導又は助言が行えるよ ものであること。

う日頃から居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者と連携を ② 指定居宅療養管理指導事業者は、要介護者等にサービスを提供

図ること。 している事業者に対して、必要に応じて迅速に指導又は助言を行

② 指定居宅療養管理指導事業者は、要介護者にサービスを提供し うために、日頃からサービスの提供事業者や提供状況を把握する
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ている事業者に対して、サービス担当者会議への参加や文書の交 ように努めること。

付等を通じ、必要に応じて迅速に指導又は助言を行うために、日

頃からサービスの提供事業者や提供状況を把握するように努める

こと。

③ 薬剤師、歯科衛生士及び管理栄養士は、指定居宅療養管理指導 ③ 薬剤師、歯科衛生士及び管理栄養士は、指定居宅療養管理指導

を行った際には、速やかに、指定居宅療養管理指導を実施した要 を行った際には、速やかに、指定居宅療養管理指導を実施した要

介護者等の氏名、実施日時、実施した居宅療養管理指導の要点及 介護者等の氏名、実施日時、実施した居宅療養管理指導の要点及

び担当者の氏名を記録すること。 び担当者の氏名を記録すること。

⑶ 運営規程 ⑶ 運営規程

居宅基準第90条は、指定居宅療養管理指導の事業の適正な運営及 基準第90条は、指定居宅療養管理指導の事業の適正な運営及び利

び利用者に対する適切な指定居宅療養管理指導の提供を確保するた 用者に対する適切な指定居宅療養管理指導の提供を確保するため、

め、同条第1号から第5号までに掲げる事項を内容とする規程を定め 同条第1号から第5号までに掲げる事項を内容とする規程を定めるこ

ることを指定居宅療養管理指導事業所ごとに義務づけたものである とを指定居宅療養管理指導事業所ごとに義務づけたものであるこ

こと。なお、第4号の「指定居宅療養管理指導の種類」としては、 と。なお、第4号の「指定居宅療養管理指導の種類」としては、当

当該事業所により提供される指定居宅療養管理指導の提供者の職種 該事業所により提供される指定居宅療養管理指導の提供者の職種

（医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士）ごとの種類 （医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士）ごとの種類

を規定するものであること。 を規定するものであること。

⑷ 記録の整備 ⑷ 記録の整備

居宅基準第90条の2第2項の指定居宅療養管理指導の提供に関する 基準第90条の2第2項の指定居宅療養管理指導の提供に関する記録

記録には、診療録、医師又は歯科医師の指示に基づく薬剤管理指導 には、診療録、医師又は歯科医師の指示に基づく薬剤管理指導計画

計画及び診療記録が含まれるものであること。 及び診療記録が含まれるものであること。

⑸ 準用 ⑸ 準用

居宅基準第91条の規定により、居宅基準第8条から第13条まで、 基準第91条の規定により、基準第8条から第13条まで、第16条、

第16条 第18条 第19条 第21条 第26条 第30条から第33条まで 第18条、第19条、第21条、第26条、第30条から第33条まで、第35条、 、 、 、 、 、

第35条から第38条まで、第５2条、第64条及び第65条の規定は、指 から第38条まで、第52条、第64条及び第65条の規定は、指定居宅療

定居宅療養管理指導の事業について準用されるものであるため、第 養管理指導の事業について準用されるものであるため、第3の3の

、 ）、 ）、 ）、 （ ） （ ） 、（ ）、（ ）、（ ）、（ ） （ ） （ ）3の3の（1）から（5）まで （8 （9 （11 （14）及び（18）か 1 から 5 まで 8 9 11 14 及び 18 から 25

ら（25）まで、第４の3の（4）並びに第５の3の（2）を参照された まで、第４の3の（4）並びに第５の3の（2）を参照されたい。この

い。この場合において、次の点に留意するものとする。 場合において、次の点に留意するものとする。

① 居宅基準第13条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病 ① 基準第13条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、

歴、服薬歴」と、第18条中「初回訪問時及び利用者」とあるのは 服薬歴」と、第18条中「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利

「利用者」と読み替えられること。 用者」と読み替えられること。

、 、② 準用される居宅基準第30条については、居宅療養管理指導従業 ② 準用される基準第30条については 居宅療養管理指導従業者は

者は、その職種によっては、労働者派遣法に規定する派遣労働者 その職種によっては、労働者派遣法に規定する派遣労働者であっ

であってはならないものであること。 てはならないものであること。
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六 通所介護 第８ 通所介護

1 人員に関する基準 1 人員に関する基準

⑴ 従業者の員数（居宅基準第93条） ⑴ 従業者の員数（基準第93条）

① 指定通所介護の単位とは、同時に、一体的に提供される指定通 ① 指定通所介護の単位とは、同時に、一体的に提供される指定通

所介護をいうものであることから、例えば、次のような場合は、 所介護をいうものであることから、例えば、次のような場合は、

2単位として扱われ、それぞれの単位ごとに必要な従業者を確保 2単位として扱われ、それぞれの単位ごとに必要な従業者を確保

する必要がある。 する必要がある。

イ 指定通所介護が同時に一定の距離を置いた2つの場所で行わ イ 指定通所介護が同時に一定の距離を置いた2つの場所で行わ

れ、これらのサービスの提供が一体的に行われているといえな れ、これらのサービスの提供が一体的に行われているといえな

い場合 い場合

ロ 午前と午後とで別の利用者に対して指定通所介護を提供する ロ 午前と午後とで別の利用者に対して指定通所介護を提供する

場合 場合

ハ 一の事業所内で、認知症を有する利用者のみを対象とする指

定通所介護と、それ以外の指定通所介護を行っている場合

② 6時間以上8時間未満の通所介護の前後に連続して延長サービス ② 6時間以上8時間未満の通所介護の前後に連続して延長サービス

を行う場合にあっては、事業所の実情に応じて、適当数の従業者 を行う場合にあっては、事業所の実情に応じて、適当数の従業者

を配置するものとする。 を配置するものとする。

③ 提供時間帯を通じて専ら当該指定通所介護の提供に当たる従業 ③ 提供時間帯を通じて専ら当該指定通所介護の提供に当たる従業

者を確保するとは、指定通所介護の単位ごとに生活相談員、介護 者を確保するとは、指定通所介護の単位ごとに生活相談員、介護

職員について、提供時間帯に当該職種の従業者が常に確保される 職員について、提供時間帯に当該職種の従業者が常に確保される

よう必要な配置を行うよう定めたものである（例えば、提供時間 よう必要な配置を行うよう定めたものである（例えば、提供時間

、 、 、 、帯を通じて専従する生活相談員の場合 その員数は1人となるが 帯を通じて専従する生活相談員の場合 その員数は1人となるが

提供時間帯の2分の1ずつの時間専従する生活相談員の場合は、そ 提供時間帯の2分の1ずつの時間専従する生活相談員の場合は、そ

の員数としては2人が必要となる 。 の員数としては2人が必要となる 。。） 。）

看護職員については、提供時間帯を通じて専従する必要はない 看護職員については、提供時間帯を通じて専従する必要はない

が、当該看護職員は提供時間帯を通じて指定通所介護事業所と密 が、当該看護職員は提供時間帯を通じて指定通所介護事業所と密

接かつ適切な連携を図るものとする。 接かつ適切な連携を図るものとする。

④ なお、ここでいう利用者の数又は利用定員は、単位ごとの指定 ④ なお、ここでいう利用者の数又は利用定員は、単位ごとの指定

通所介護についての利用者の数又は利用定員をいうものであり、 通所介護についての利用者の数又は利用定員をいうものであり、

利用者の数は実人員、利用定員は、あらかじめ定めた利用者の数 利用者の数は実人員、利用定員は、あらかじめ定めた利用者の数

の上限をいうものである。従って、例えば、1日のうちの午前の の上限をいうものである。従って、例えば、1日のうちの午前の

提供時間帯に利用者10人に対して指定通所介護を提供し、午後の 提供時間帯に利用者10人に対して指定通所介護を提供し、午後の

提供時間帯に別の利用者10人に対して指定通所介護を提供する場 提供時間帯に別の利用者10人に対して指定通所介護を提供する場

合であって、それぞれの指定通所介護の定員が10人である場合に 合であって、それぞれの指定通所介護の定員が10人である場合に
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は、当該事業所の利用定員は10人、必要となる介護職員の員数は は、当該事業所の利用定員は10人、必要となる介護職員の員数は

午前午後それぞれ1人ということとなり、人員算定上午前の利用 午前午後それぞれ1人ということとなり、人員算定上午前の利用

者の数と午後の利用者の数が合算されるものではない。 者の数と午後の利用者の数が合算されるものではない。

⑤ 同一事業所で複数の単位の指定通所介護を同時に行う場合に ⑤ 同一事業所で複数の単位の指定通所介護を同時に行う場合に

は、同時に行われる単位の数の常勤の従業者が必要となるもので は、同時に行われる単位の数の常勤の従業者が必要となるもので

ある（居宅基準第93条第6項・第7項関係 。 ある（基準第93条第5項・第6項関係 。） ）

⑵ 生活相談員（居宅基準第93条第1項第1号） ⑵ 生活相談員（基準第93条第1項第1号）

生活相談員については、特別養護老人ホームの設備及び運営に関 生活相談員については、特別養護老人ホームの設備及び運営に関

する基準（平成11年厚生省令第46号）第5条第2項に定める生活相談 する基準（平成11年3月31日厚生省令第46号）第5条第2項に定める

員に準ずるものである。 生活相談員に準ずるものである。

⑶ 機能訓練指導員（居宅基準第93条第6項） ⑶ 機能訓練指導員（基準第93条第5項）

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止

するための訓練を行う能力を有する者とされたが、この「訓練を行 するための訓練を行う能力を有する者とされたが、この「訓練を行

う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、 う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する 看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する

者とする。ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を 者とする。ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を

通じて行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員又は介護 通じて行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員又は介護

職員が兼務して行っても差し支えない。 職員が兼務して行っても差し支えない。

⑷ 管理者（居宅基準第94条） ⑷ 管理者（基準第94条）

訪問介護の場合と同趣旨であるため、第３の1の（3）を参照され 訪問介護の場合と同趣旨であるため、第３の1の（3）を参照され

たい。 たい。

2 設備に関する基準（居宅基準第95条） 2 設備に関する基準（基準第95条）

⑴ 事業所 ⑴ 事業所

事業所とは、指定通所介護を提供するための設備及び備品を備え 事業所とは、指定通所介護を提供するための設備及び備品を備え

た場所をいう。原則として一の建物につき、一の事業所とするが、 た場所をいう。原則として一の建物につき、一の事業所とするが、

利用者の利便のため、利用者に身近な社会資源（既存施設）を活用 利用者の利便のため、利用者に身近な社会資源（既存施設）を活用

して、事業所の従業者が当該既存施設に出向いて指定通所介護を提 して、事業所の従業者が当該既存施設に出向いて指定通所介護を提

供する場合については、これらを事業所の一部とみなして設備基準 供する場合については、これらを事業所の一部とみなして設備基準

を適用するものである。 を適用するものである。

⑵ 食堂及び機能訓練室 ⑵ 食堂及び機能訓練室

① 指定通所介護事業所の食堂及び機能訓練室（以下「指定通所介 ① 指定通所介護事業所の食堂及び機能訓練室（以下「指定通所介

護の機能訓練室等」という ）については、3平方メートルに利用 護の機能訓練室等」という ）については、3平方メートルに利用。 。

定員を乗じて得た面積以上とすることとされたが、指定通所介護 定員を乗じて得た面積以上とすることとされたが、指定通所介護

が原則として同時に複数の利用者に対し介護を提供するものであ が原則として同時に複数の利用者に対し介護を提供するものであ

ることに鑑み、狭隘な部屋を多数設置することにより面積を確保 ることに鑑み、狭隘な部屋を多数設置することにより面積を確保
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すべきではないものである。ただし、指定通所介護の単位をさら すべきではないものである。ただし、指定通所介護の単位をさら

にグループ分けして効果的な指定通所介護の提供が期待される場 にグループ分けして効果的な指定通所介護の提供が期待される場

合はこの限りではない。 合はこの限りではない。

② 指定通所介護の機能訓練室等と、指定通所介護事業所と併設の ② 指定通所介護の機能訓練室等と、指定通所介護事業所と併設の

関係にある医療機関や介護老人保健施設における指定通所リハビ 関係にある医療機関や介護老人保健施設における指定通所リハビ

リテーションを行うためのスペースについては、以下の条件に適 リテーションを行うためのスペースについては、以下の条件に適

合するときは、これらが同一の部屋等であっても差し支えないも 合するときは、これらが同一の部屋等であっても差し支えないも

のとする。 のとする。

イ 当該部屋等において、指定通所介護の機能訓練室等と指定通 イ 当該部屋等において、指定通所介護の機能訓練室等と指定通

所リハビリテーションを行うためのスペースが明確に区分され 所リハビリテーションを行うためのスペースが明確に区分され

ていること。 ていること。

ロ 指定通所介護の機能訓練室等として使用される区分が、指定 ロ 指定通所介護の機能訓練室等として使用される区分が、指定

通所介護の設備基準を満たし、かつ、指定通所リハビリテーシ 通所介護の設備基準を満たし、かつ、指定通所リハビリテーシ

ョンを行うためのスペースとして使用される区分が、指定通所 ョンを行うためのスペースとして使用される区分が、指定通所

リハビリテーションの設備基準を満たすこと。 リハビリテーションの設備基準を満たすこと。

(3) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

消火設備その他の非常災害に際して必要な設備とは、消防法そ

の他の法令等に規定された設備を示しており、それらの設備を確

実に設置しなければならないものである。

なお、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の消防設備に関

しては、先般の火災事故を契機として、現在消防庁において「認

知症高齢者グループホーム等における防火安全対策検討会」が開

催されているところであり、消防法に基づく規制についての改正

が検討されているところである。

3 運営に関する基準 3 運営に関する基準

⑴ 利用料等の受領 ⑴ 利用料等の受領

① 居宅基準第96条第1項、第2項及び第4項の規定は、指定訪問介 ① 基準第96条第1項、第2項及び第4項の規定は、指定訪問介護に

護に係る第20条第1項、第2項及び第4項の規定と同趣旨であるた 係る第20条第1項、第2項及び第4項の規定と同趣旨であるため、

め、第3の3の（10）の①、②及び④を参照されたい。 第3の3の（10）の①、②及び④を参照されたい。

② 居宅基準第96条第3項は、指定通所介護事業者は、指定通所介 ② 基準第96条第3項は、指定通所介護事業者は、指定通所介護の

護の提供に関して、 提供に関して、

イ 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住 イ 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住

する利用者に対して行う送迎に要する費用 する利用者に対して行う送迎に要する費用

ロ 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であっ ロ 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であっ

て利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲 て利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲
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内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用 内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用

基準額を超える費用 基準額又は居宅支援サービス費用基準額を超える費用

ハ 食事の提供に要する費用 ハ 食事の提供に要する費用

ニ おむつ代 ニ おむつ代

ホ 前各号に掲げるもののほか、通所介護の提供において提供さ ホ 前各号に掲げるもののほか、通所介護の提供において提供さ

れる便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係 れる便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係

る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認めら る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認めら

れるもの れるもの

については、前2項の利用料のほかに利用者から支払を受けるこ については、前2項の利用料のほかに利用者から支払を受けるこ

とができることとし、保険給付の対象となっているサービスと明 とができることとし、保険給付の対象となっているサービスと明

確に区分されないあいまいな名目による費用の支払を受けること 確に区分されないあいまいな名目による費用の支払を受けること

は認めないこととしたものである。なお、ハの費用については、 は認めないこととしたものである。なお、ハの費用については、

居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指 居住、滞在及び食事の提供に係る利用料等に関する指針（平成17

針（平成17年厚生労働省告示第419号。以下「指針」という ）の 年厚生労働省告示第419号。以下「指針」という ）の定めるとこ。 。

定めるところによるものとし、ホの費用の具体的な範囲について ろによるものとし、ホの費用の具体的な範囲については、別に通

は、別に通知するところによるものとする。 知するところによるものとする。

⑵ 指定通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針 ⑵ 指定通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針

指定通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針については、居 指定通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針については、基

宅基準第97条及び第98条の定めるところによるほか、次の点に留意 準第97条及び第98条の定めるところによるほか、次の点に留意する

するものとする。 ものとする。

① 指定通所介護は、個々の利用者に応じて作成された通所介護計 ① 指定通所介護は、個々の利用者に応じて作成された通所介護計

画に基づいて行われるものであるが、グループごとにサービス提 画に基づいて行われるものであるが、グループごとにサービス提

供が行われることを妨げるものではないこと。 供が行われることを妨げるものではないこと。

② 居宅基準第98条第2号で定める サービスの提供方法等 とは ② 基準第98条第2号で定める「サービスの提供方法等」とは、通「 」 、

通所介護計画の目標及び内容や利用日の行事及び日課等も含むも 所介護計画の目標及び内容や利用日の行事及び日課等も含むもの

のであること。 であること。

③ 認知症の状態にある要介護者で、他の要介護者と同じグループ ③ 認知症の状態にある要介護者等で、他の要介護者等と同じグル

として、指定通所介護を提供することが困難な場合には、必要に ープとして、指定通所介護を提供することが困難な場合には、必

応じグループを分けて対応すること。 要に応じグループを分けて対応すること。

④ 指定通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則で ④ 指定通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則で

あるが、次に掲げる条件を満たす場合においては、事業所の屋外 あるが、次に掲げる条件を満たす場合においては、事業所の屋外

でサービスを提供することができるものであること。 でサービスを提供することができるものであること。

イ あらかじめ通所介護計画に位置付けられていること イ あらかじめ通所介護計画に位置付けられていること

ロ 効果的な機能訓練等のサービスが提供できること ロ 効果的な機能訓練等のサービスが提供できること

⑶ 通所介護計画の作成 ⑶ 通所介護計画の作成
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① 居宅基準第99条で定める通所介護計画については、介護の提供 ① 基準第99条で定める通所介護計画については、介護の提供に係

に係る計画等の作成に関し経験のある者や、介護の提供について る計画等の作成に関し経験のある者や、介護の提供について豊富

豊富な知識及び経験を有する者にそのとりまとめを行わせるもの な知識及び経験を有する者にそのとりまとめを行わせるものと

、 、とし、当該事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合 し 当該事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合は

は、その者に当該計画のとりまとめを行わせることが望ましい。 その者に当該計画のとりまとめを行わせることが望ましい。

② 通所介護計画は、サービスの提供に関わる従業者が共同して個 ② 通所介護計画は、サービスの提供に関わる従業者が共同して個

々の利用者ごとに作成するものである。 々の利用者ごとに作成するものである。

③ 通所介護計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなけれ ③ 通所介護計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなけれ

ばならないこととしたものである。 ばならないこととしたものである。

なお、通所介護計画を作成後に居宅サービス計画が作成された なお、通所介護計画を作成後に居宅サービス計画が作成された

場合は、当該通所介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであ 場合は、当該通所介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであ

るか確認し、必要に応じて変更するものとする。 るか確認し、必要に応じて変更するものとする。

④ 通所介護計画は利用者の心身の状況、希望及びその置かれてい ④ 通所介護計画は利用者の心身の状況、希望及びその置かれてい

る環境を踏まえて作成されなければならないものであり、サービ る環境を踏まえて作成されなければならないものであり、サービ

ス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障するため、指定通 ス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障するため、指定通

所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、そ 所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、そ

、 、 、 、の内容等を説明した上で利用者の同意を得なければならず また の内容等を説明した上で利用者の同意を得なければならず また

当該通所介護計画を利用者に交付しなければならない。 当該通所介護計画を利用者に交付しなければならない。

なお、交付した通所介護計画は、居宅基準第104条の2第2項の なお、交付した通所介護計画は、基準第82条の2第2項の規定

規定に基づき、2年間保存しなければならない。 に基づき、2年間保存しなければならない。

⑤ 通所介護計画の目標及び内容については、利用者又は家族に説 ⑤ 通所介護計画の目標及び内容については、利用者又は家族に説

明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行うも 明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行うも

のとする。 のとする。

⑷ 運営規程 ⑷ 運営規程

居宅基準第100条は、指定通所介護の事業の適正な運営及び利用 基準第100条は、指定通所介護の事業の適正な運営及び利用者に

者に対する適切な指定通所介護の提供を確保するため、同条第1号 対する適切な指定通所介護の提供を確保するため、同条第1号から

から第10号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定 第10号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定通所

通所介護事業所ごとに義務づけたものであるが、特に次の点に留意 介護事業所ごとに義務づけたものであるが、特に次の点に留意する

するものとする。 ものとする。

① 営業日及び営業時間（第3号） ① 営業日及び営業時間（第3号）

指定通所介護の営業日及び営業時間を記載すること。 指定通所介護の営業日及び営業時間を記載すること。

なお、6時間以上8時間未満の通所介護の前後に連続して延長サ なお、6時間以上8時間未満の通所介護の前後に連続して延長サ

ービスを行う指定通所介護事業所にあっては、居宅基準第93条に ービスを行う指定通所介護事業所にあっては、基準第93条にいう

いう提供時間帯とは別に当該延長サービスを行う時間を運営規程 提供時間帯とは別に当該延長サービスを行う時間を運営規程に明

に明記すること（居宅基準第11７条第3号についても同趣旨 。 記すること（基準第117条第3号についても同趣旨 。） ）
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例えば、提供時間帯（8時間）の前に連続して1時間、後に連続し 例えば、提供時間帯（８時間）の前に連続して1時間、後に連続

て1時間、合計2時間の延長サービスを行う指定通所介護事業所にあ して1時間、合計2時間の延長サービスを行う指定通所介護事業所に

っては、当該指定通所介護事業所の営業時間は10時間であるが、運 あっては、当該指定通所介護事業所の営業時間は10時間であるが、

営規程には、提供時間帯8時間、延長サービスを行う時間2時間とそ 運営規程には、提供時間帯8時間、延長サービスを行う時間2時間と

れぞれ記載するものとすること（居宅基準第11７条第3号の「営業 それぞれ記載するものとすること（基準第11７条第3号の「営業日

日及び営業時間」についても同趣旨 。 及び営業時間」についても同趣旨 。） ）

② 指定通所介護の利用定員（第4号） ② 指定通所介護の利用定員（第4号）

利用定員とは、当該指定通所介護事業所において同時に指定通 利用定員とは、当該指定通所介護事業所において同時に指定通

所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいうもの 所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいうもの

であること（居宅基準第117条第4号の「指定通所リハビリテーシ であること（基準第117条第4号の「指定通所リハビリテーション

ョンの利用定員」についても同趣旨 。 の利用定員」についても同趣旨 。） ）

③ 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額（第5号） ③ 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額（第5号）

「指定通所介護の内容」については、入浴、食事の有無等のサ 「指定通所介護の内容」については、入浴、食事の有無等のサ

ービスの内容を指すものであること（居宅基準第11７条第5号の ービスの内容を指すものであること（基準第117条第5号の「指定

「指定通所リハビリテーションの内容」についても同趣旨 。 通所リハビリテーションの内容」についても同趣旨 。） ）

④ サービス利用に当たっての留意事項（第7号） ④ サービス利用に当たっての留意事項（第7号）

利用者が指定通所介護の提供を受ける際に、利用者側が留意す 利用者が指定通所介護の提供を受ける際に、利用者側が留意す

べき事項（機能訓練室を利用する際の注意事項等）を指すもので べき事項（機能訓練室を利用する際の注意事項等）を指すもので

あること（居宅基準第11７条第7号についても同趣旨 。 あること（基準第117条第7号についても同趣旨 。） ）

⑤ 非常災害対策（第9号） ⑤ 非常災害対策

⑹の非常災害に関する具体的計画を指すものであること（居宅 ⑹の非常災害に関する具体的計画を指すものであること（基準

基準第117条第8号、第137条第8号、第153条第6号及び第189条第8 第117条第8号、第137条第8号、第153条第6号、第168条第6号及び

号についても同趣旨 。 第189条第8号についても同趣旨 。） ）

⑸ 勤務体制の確保等 ⑸ 勤務体制の確保等

居宅基準第101条は、利用者に対する適切な指定通所介護の提供 基準第101条は、利用者に対する適切な指定通所介護の提供を確

を確保するため 職員の勤務体制等について規定したものであるが 保するため、職員の勤務体制等について規定したものであるが、こ、 、

このほか次の点に留意するものとする。 のほか次の点に留意するものとする。

① 指定通所介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成 ① 指定通所介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成

し、通所介護従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従 し、通所介護従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従

の生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員の配置、 の生活相談員、看護職員及び介護職員の配置、管理者との兼務関

管理者との兼務関係等を明確にすること。 係等を明確にすること。

② 同条第2項は、原則として、当該指定通所介護事業所の従業者 ② 同条第2項は、原則として、当該指定通所介護事業所の従業者

たる通所介護従業者によって指定通所介護を提供するべきである たる通所介護従業者によって指定通所介護を提供するべきである

が、調理、洗濯等の利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務に が、調理、洗濯等の利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務に

、 。 、 。ついては 第3者への委託等を行うことを認めるものであること ついては 第3者への委託等を行うことを認めるものであること



- 45 -

⑹ 非常災害対策 ⑹ 非常災害対策

居宅基準第103条は、指定通所介護事業者は、非常災害に際して 基準第103条は、指定通所介護事業者は、非常災害に際して必要

必要な具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携体制の整備、 な具体的計画の策定、避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期さ

避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期さなければならないこと なければならないこととしたものである。なお「非常災害に関する

としたものである。関係機関への通報及び連携体制の整備とは、火 具体的計画」とは、消防法施行規則第3条に規定する消防計画（こ

災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよ れに準ずる計画を含む ）及び風水害、地震等の災害に対処するた。

う従業員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との めの計画をいう。この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防

連携を図り、火災等の際に消化・避難等に協力してもらえるような 業務の実施は、消防法第8条の規定により防火管理者を置くことと

体制作りを求めることとしたものである。なお「非常災害に関する されている指定通所介護事業所にあってはその者に行わせるものと

具体的計画」とは、消防法施行規則第3条に規定する消防計画（こ する。また、防火管理者を置かなくてもよいこととされている指定

れに準ずる計画を含む ）及び風水害、地震等の災害に対処するた 通所介護事業所においても、防火管理について責任者を定め、その。

めの計画をいう。この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防 者に消防計画に準ずる計画の樹立等の業務を行わせるものとする。

業務の実施は、消防法第8条の規定により防火管理者を置くことと

されている指定通所介護事業所にあってはその者に行わせるものと

する。また、防火管理者を置かなくてもよいこととされている指定

通所介護事業所においても、防火管理について責任者を定め、その

者に消防計画に準ずる計画の樹立等の業務を行わせるものとする。

⑺ 衛生管理等 ⑺ 衛生管理等

居宅基準第104条は、指定通所介護事業所の必要最低限の衛生管 基準第104条は、指定通所介護事業所の必要最低限の衛生管理

理等について規定したものであるが、このほか、次の点に留意する 等について規定したものであるが、このほか、次の点に留意する

ものとする。 ものとする。

① 指定通所介護事業者は、食中毒及び感染症の発生を防止するた ① 指定通所介護事業者は、食中毒及び感染症の発生を防止するた

めの措置等について、必要に応じ保健所の助言、指導を求めると めの措置等について、必要に応じ保健所の助言、指導を求めると

ともに、密接な連携を保つこと。 ともに、密接な連携を保つこと。

② 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジ ② 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジ

オネラ症対策等については、その発生及びまん延を防止するため オネラ症対策等については、その発生及びまん延を防止するため

の措置について、別途通知等が発出されているので、これに基づ の措置について、別途通知等が発出されているので、これに基づ

き、適切な措置を講ずること。 き、適切な措置を講じること。

③ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 ③ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。

⑻ 準用 ⑻ 準用

居宅基準第105条の規定により、居宅基準第8条から第17条まで、 基準第105条の規定により、基準第8条から第17条まで、第19条、

第19条、第21条、第26条、第27条、第32条から第3８条まで及び第5 第21条、第26条、第27条、第32条から第38条まで及び第52条は、指

2条は、指定通所介護の事業について準用されるものであるため、 定通所介護の事業について準用されるものであるため、第3の3の

第3の3の（1）から（7）まで （9 （11 （14 （15）及び（21） （1）から（7）まで （9 （11 （14 （15）及び（21）から（2、 ）、 ）、 ）、 、 ）、 ）、 ）、

から（25）並びに第４の3の（4）を参照されたい。 5）並びに第４の3の（4）を参照されたい。
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４ 基準該当通所介護に関する基準 ４ 基準該当通所介護に関する基準

⑴ 従業者の員数及び管理者（居宅基準第106条及び第107条） ⑴ 従業者の員数及び管理者（基準第106条及び第107条）

常勤の従業者を置く必要がない点及び管理者が常勤である必要が 常勤の従業者を置く必要がない点及び管理者が常勤である必要が

ない点を除けば、指定通所介護の基準と同様であり、第８の1を参 ない点を除けば、指定通所介護の基準と同様であり、第８の1を参

照されたい。 照されたい。

⑵ 設備に関する基準（居宅基準第108条） ⑵ 設備に関する基準（基準第108条）

指定通所介護の場合と異なり、機能訓練や食事のためのスペース 指定通所介護の場合と異なり、機能訓練や食事のためのスペース

が確保されればよく、そのスペースが「機能訓練室 「食堂」とい が確保されればよく、そのスペースが「機能訓練室 「食堂」とい」 」

えるものである必要はないが、この点を除けば、指定通所介護の基 えるものである必要はないが、この点を除けば、指定通所介護の基

準と同様であり、第８の2を参照されたい。 準と同様であり、第８の2を参照されたい。

⑶ 運営に関する基準 ⑶ 運営に関する基準

居宅基準第109条の規定により 居宅基準第８条から第1４条まで 基準第109条の規定により、基準第８条から第1４条まで、第1６、 、

第1６条、第17条、第19条、第21条、第26条、第27条、第32条から 条、第17条、第19条、第21条、第26条、第27条、第32条から第35条

第35条まで、第36条（第5項及び第6項を除く 、第37条、第38条、 まで、第36条（第5項及び第6項を除く 、第37条、第38条、第52。） 。）

第52条 第92条及び第7章第4節 第96条第1項及び第105条を除く 条、第92条及び第7章第4節（第96条第1項及び第105条を除く ）の、 （ 。） 。

の規定は、基準該当通所介護の事業について準用されるものである 規定は、基準該当通所介護の事業について準用されるものであるた

ため 第3の3の 1 から 5 まで 7 9 11 14 15 め、第3の3の（1）から（5）まで （7 （9 （11 （14 （15）、 （ ） （ ） 、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ） 、 ）、 ）、 ）、 ）、

及び（21）から（25）まで、第４の3の（4）並びに第８の3を参照 及び（21）から（25）まで、第４の3の（4）並びに第８の3を参照

されたいこと。この場合において、準用される居宅基準第96条第2 されたいこと。この場合において、準用される基準第96条第2項の

項の規定は、基準該当通所介護事業者が利用者から受領する利用料 規定は、基準該当通所介護事業者が利用者から受領する利用料につ

について、当該サービスが結果的に保険給付の対象となる場合もな いて、当該サービスが結果的に保険給付の対象となる場合もならな

らない場合も、特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービス い場合も、特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービス費を

費を算定するための基準となる費用の額（100分の90を乗ずる前の 算定するための基準となる費用の額（100分の90を乗ずる前の額）

額）との間に不合理な差額が生じることを禁ずることにより、結果 との間に不合理な差額が生じることを禁ずることにより、結果的に

的に保険給付の対象となるサービスの利用料と、保険給付の対象と 保険給付の対象となるサービスの利用料と、保険給付の対象となら

ならないサービスの利用料との間に、一方の管理経費の他方への転 ないサービスの利用料との間に、一方の管理経費の他方への転嫁等

嫁等による不合理な差額を設けることを禁止する趣旨である なお による不合理な差額を設けることを禁止する趣旨である。なお、当。 、

当該事業所による通所介護が複数の市町村において基準該当通所介 該事業所による通所介護が複数の市町村において基準該当通所介護

護と認められる場合には、利用者の住所地によって利用料が異なる と認められる場合には、利用者の住所地によって利用料が異なるこ

ことは認められないものである。 とは認められないものである。

５ 指定療養通所介護の事業

⑴ 指定療養通所介護の基本方針

指定療養通所介護の対象者は、医療及び介護双方の必要性が高い

者であることから、主治の医師並びに、現に訪問看護を利用してい

る場合は、当該事業者と密接な連携を図りつつ実施することを規定
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したものである。

⑵ 人員に関する基準

①従業者の員数（居宅基準第105条の4）

イ 指定療養通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員の員

数は、利用者2人の場合は1．3人以上、3人の場合は2人以上、5

人の場合は3．3人以上を確保することが必要であり、このよう

な体制が確保できるよう職員配置することとする。なお、小数

点以下の端数が生じる場合があるが、これはサービス提供時間

のうち職員が専従するべき時間の割合を示したものである。

ロ 常勤の看護師は、専ら指定療養通所介護の職務に従事する者

を1人以上確保することとされているが、複数の看護師が交代

で従事することにより必要数を確保することも認められる。た

だし、利用者がサービス提供に当たり常時看護師による観察が

必要な状態であることから、同一の看護師ができるだけ長時間

継続して利用者の状態を観察することが望ましく、従事する看

護師が頻回に交代する体制は望ましくない。

ハ 療養通所介護計画に位置付けられた内容の指定療養通所介護

を行うのに要する標準的な時間が短い利用者（3時間以上6時間

未満）と長い利用者（6時間以上8時間未満）が同一の日に混在

する場合、必要な療養通所介護従業者の員数は、利用者ごとの

利用時間数の合計値を1．5で除して得られる数以上の時間勤務

するのに必要と認められる数以上となる。

②管理者（居宅基準第105条の5）

イ 指定療養通所介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則

として専ら当該指定療養通所介護の管理業務に従事するものと

する。ただし、以下の場合であって、当該指定療養通所介護の

管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができる

ものとする。

(a) 当該指定療養通所介護の看護職員としての職務に従事す

る場合

(b) 訪問看護ステーションなど他の事業所、施設等が同一敷

地内にある場合に、当該他の事業所等の管理者又は従業者と

しての職務に従事する場合（この場合の他の事業所、施設等

の事業の内容は問わないが、例えば、併設される入所施設に

おける看護業務（管理業務を含む ）との兼務は管理者の業。
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務に支障があると考えられる ）。

ロ 指定療養通所介護事業所の管理者は、管理者としてふさわし

いと認められる看護師であって、保健師助産師看護師法（昭和

23年法律第203号）第14条第3項の規定により看護師の業務の停

止を命ぜられ、業務停止の期間終了後2年を経過しない者に該

当しないものである。

ハ 指定療養通所介護事業所の管理者は、訪問看護に従事した経

験のある者でなければならない。さらに、管理者としての資質

を確保するために関連機関が提供する研修等を受講しているこ

とが望ましい。

⑶ 設備に関する基準

① 利用定員等

利用定員は、あらかじめ定めた利用者の数の上限をいうもので

あり、事業所の実情に応じて5人までの範囲で定めることとする

ものである。

② 設備及び備品等

イ 指定療養通所介護を行うのにふさわしい専用の部屋とは、利

用者の状態を勘案して判断されるものであるが、利用者毎の部

屋の設置を求めるものではない。

ロ 専用の部屋の面積は、利用者1人につき8平方メートル以上で

あって、明確に区分され、他の部屋等から完全に遮蔽されてい

ること。

ハ 指定療養通所介護を行う設備は専用でなければならないが、

当該サービスの提供に支障がない場合は、この限りではない。

例えば、利用者以外の者（重症心身障害児等）をサービス提供

に支障のない範囲で受け入れることが可能である。ただしこの

場合、利用者以外の者も利用者とみなして人員及び設備の基準

を満たさなければならない。具体的には、利用者4人、利用者

以外の者1人であれば、療養通所介護従業者の員数は、提供時

． 、間帯を通じて3 3人を確保するために必要な数とするとともに

利用者の数はすでに5人とみなされていることから、これを上

限としなければならない。

⑷ 運営に関する基準

① 内容及び手続の説明及び同意

指定療養通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定療養通所
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介護を提供するため、その提供の開始に際し、あらかじめ、利用

申込者又はその家族に対し、当該指定療養通所介護事業所の運営

規程の概要、従業者等の勤務体制、緊急時対応医療機関との連絡

体制、苦情処理の体制等の利用申込者がサービスを選択するため

に必要な重要事項について、わかりやすい説明書やパンフレット

等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から指定

療養通所介護の提供を受けることにつき同意を得なければならな

いこととしたものである。なお、当該同意については、利用者及

び指定療養通所介護事業者双方の保護の立場から書面によって確

認することが望ましいものである。

② 居宅介護支援事業者等との連携

指定療養通所介護は、サービス提供に当たって常時看護師によ

る観察を要する利用者を対象としていることから、当該利用者が

引き続き当該指定療養通所介護を利用することが適切かどうか、

主治の医師を含めたサービス担当者会議において、適宜検討する

ことが重要であり、そのため、当該事業者は、サービス提供等を

通して得た利用者の心身の状態等必要な情報を当該利用者に係る

居宅介護支援事業者に提供するよう努めなければならないことを

定めたものである。

③ 指定療養通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針

指定療養通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針について

、 、は 居宅基準第97条及び第105条の11に定めるところによるほか

次の点に留意するものとする。

「 」イ 居宅基準第105条の11第2号で定める サービスの提供方法等

とは、療養通所介護計画の目標及び内容や利用日の行事及び日

課等も含むものであること。

ロ 利用者の体調の変化等を指定療養通所介護におけるサービス

内容に反映させることが重要であることから、利用者の主治の

医師や当該利用者の利用する訪問看護事業者等との密接な連携

と情報の共有を十分に図ること

ハ 指定療養通所介護は、事業所内でサービスを提供することが

原則であるが、次に掲げる条件を満たす場合においては、事業

所の屋外でサービスを提供することができるものであること。

(a) あらかじめ療養通所介護計画に位置付けられていること

(b) 効果的な機能訓練等のサービスが提供できること、
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④ 療養通所介護計画の作成

、イ 居宅基準第105条の12で定める療養通所介護計画については

管理者を含む看護師が利用者ごとにその作成にあたることとし

たものである。

ロ 療養通所介護計画は、既に訪問看護計画が作成されている

場合は、その内容と整合を図りつつ、作成されなければならな

いこととしたものである。

なお、療養通所介護計画を作成後に訪問看護計画が作成され

た場合についても、当該療養通所介護計画と訪問看護計画の内

容の整合を図り、必要に応じて変更するものとする。

ハ 療養通所介護計画は利用者の心身の状況、希望及びその置か

れている環境を踏まえて作成されなければならないものであ

り、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障する

ため、指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画

の作成に当たっては、その内容等を説明した上で利用者の同意

を得なければならず、また、当該療養通所介護計画を利用者に

交付しなければならない。

なお、交付した療養通所介護計画は、居宅基準第105条の18

第2項の規定に基づき、2年間保存しなければならない。

ニ 療養通所介護計画の目標及び内容については、利用者又は家

族に説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説

明を行うものとする。

⑤ 緊急時の対応について

緊急時の対応については、利用者個々の心身の状況やその環境

等を勘案して、あらかじめ個別に具体的な対応策を主治医ととも

に検討し、不測の事態にあっても十分な対応ができるよう、利用

者毎に定めておかなければならない。

⑥ 安全・サービス提供管理委員会

指定療養通所介護は、医療との密接な連携のもとにサービス提

供が行われることが重要であることから、安全・サービス提供管

理委員会において地域の医療関係団体（地域の医師会等）に属す

る者を委員とすることとしている。このほか、地域の保健、医療

又は福祉の分野を専門とする者、必要に応じ、指定療養通所介護

の安全かつ適切なサービスの提供を確保するために必要と認めら

れる者によって構成されるものである。
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⑦ 利用料等の受領

イ 利用料等の受領については、居宅基準第96条（第3項第2号を

除く ）を準用しているため、第８の3（1 （②ロを除く ）を。 ） 。

参照されたい。

ロ 指定療養通所介護に通常要する時間を超える指定療養通所介

護の提供に伴い必要となる費用のうち通常の指定療養通所介護

に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用については、

指定療養通所介護の利用対象者の状態を勘案すると8時間以上

のサービスを提供することは想定しにくいことから、利用者か

らの支払を受けることができるものとしては認められない。

七 通所リハビリテーション 第９ 通所リハビリテーション

1 人員に関する基準 1 人員に関する基準

⑴ 指定通所リハビリテーション事業所（居宅基準第111条第1項） ⑴ 指定通所リハビリテーション事業所（基準第111条第1項）

① 医師（第1号） ① 医師（第1号）

専任の常勤医師が1人以上勤務していること。 専任の常勤医師が1人以上勤務していること。

なお、指定通所リハビリテーションを行う介護老人保健施設で なお、指定通所リハビリテーションを行う介護老人保健施設で

あって、病院又は診療所（医師について介護老人保健施設の人員 あって、病院又は診療所（医師について介護老人保健施設の人員

基準を満たす余力がある場合に限る ）と併設されているものに 基準を満たす余力がある場合に限る ）と併設されているものに。 。

ついては、当該病院又は診療所の常勤医師との兼務で差し支えな ついては、当該病院又は診療所の常勤医師との兼務で差し支えな

いものであること。 いものであること。

② 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師、准看 ② 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師、准看

護師若しくは介護職員（以下「従事者」という （第2号） 護師若しくは介護職員（以下「従事者」という （第2号）。） 。）

イ 利用者数は、専従する従事者2人に対し1単位20人以内とし、 イ 利用者数は、専従する従事者2人に対し1単位20人以内とし、

1日2単位を限度とすること。 1日2単位を限度とすること。

ロ 専従する従事者のうち理学療法士、作業療法士又は言語聴覚 ロ 専従する従事者のうち理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士が、常勤換算方法で、0.2人以上確保されていること。 士が、常勤換算方法で、0.2人以上確保されていること。

⑵ 指定通所リハビリテーション事業所が診療所であって、指定通所 ⑵ 指定通所リハビリテーション事業所が診療所であって、指定通所

リハビリテーションの提供が同時に10人以下の利用者に対して1体 リハビリテーションの提供が同時に10人以下の利用者に対して1体

的に行われるものを単位とする場合（居宅基準第111条第2項） 的に行われるものを単位とする場合（基準第111条第2項）

① 医師（第1号） ① 医師（第1号）

イ 専任の医師が1人勤務していること。 イ 専任の医師が1人勤務していること。

ロ 利用者数は、専任の医師1人に対し1日40人以内であること。 ロ 利用者数は、専任の医師1人に対し1日40人以内であること。

② 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師、准看 ② 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師、准看

護師若しくは介護職員（以下「従事者」という （第2号） 護師若しくは介護職員（以下「従事者」という （第2号）。） 。）
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イ 利用者数は、専従する従事者1人に対し1単位10人以内とし、 イ 利用者数は、専従する従事者1人に対し1単位10人以内とし、

1日2単位を限度とする。 1日2単位を限度とする。

ロ 専従する従事者のうち理学療法士、作業療法士若しくは言語 ロ 専従する従事者のうち理学療法士、作業療法士若しくは言語

聴覚士又は経験を有する看護師が、常勤換算方法で、0.1人以 聴覚士又は経験を有する看護師が、常勤換算方法で、0.1人以

上確保されていること。 上確保されていること。

ハ 経験を有する看護師とは、診療報酬の算定方法に定める重度 ハ 経験を有する看護師とは、老人保健法の規定による医療に要

認知症患者デイケア、精神科デイケア、作業療法（老人作業療 する費用の額の算定に関する基準に定める重度認知症患者デイ

法を含む 、理学療法（老人理学療法を含む ）に係る施設基 ケア、精神科デイケア、作業療法（老人作業療法を含む 、。） 。 。）

準の届出を行った保険医療機関等又は「指定居宅サービスに要 理学療法（老人理学療法を含む ）に係る施設基準の届出を行。

する費用の額の算定に関する基準 （平成12年厚生省告示第19 った保険医療機関等又は「指定居宅サービスに要する費用の額」

号）に定める通所リハビリテーションに係る施設基準の届出を の算定に関する基準 （平成12年厚生省告示第19号）に定める」

行った指定通所リハビリテーション事業所 「指定介護予防サ 通所リハビリテーションに係る施設基準の届出を行った指定通、

ービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サー 所リハビリテーション事業所 「厚生労働大臣が定める特定診、

ビス等に係る介護予防の効果的な支援の方法に関する基準 平 療費に係る指導管理等及び単位数 （平成12年厚生省告示第3」（ 」

成1８年厚生労働省告示第35号）に定める介護予防通所リハビ ０号）に定める理学療法、作業療法に係る施設基準の届出を行

リテーションに係る施設基準の届出を行った指定介護予防通所 った介護保険施設において、それらに1年以上従事した者であ

リハビリテーション事業所 「厚生労働大臣が定める特定診療 ること。、

」（ ）費に係る指導管理等及び単位数 平成12年厚生省告示第30号

に定める理学療法、作業療法に係る施設基準の届出を行った介

、 。護保険施設において それらに1年以上従事した者であること

⑶ 経過措置（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関

する基準の一部を改正する省令（平成1５年厚生労働省令第2８号）

附則第2条）

平成15年9月30日までの間は、平成1５年４月1日の時点で現に指

定通所リハビリテーションの事業を行う事業所については、基準第

111条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができること

とした。

2 設備に関する基準 2 設備に関する基準

⑴ 指定通所リハビリテーション事業を行う事業所ごとに備える設備 ⑴ 指定通所リハビリテーション事業を行う事業所ごとに備える設備

については、専ら当該事業の用に供するものでなければならないこ については、専ら当該事業の用に供するものでなければならないこ

ととされているが、病院、診療所、介護老人保健施設が互いに併設 ととされているが、病院、診療所、介護老人保健施設が互いに併設

される場合（同一敷地内にある場合、又は公道をはさんで隣接して される場合（同一敷地内にある場合、又は公道をはさんで隣接して

いる場合をいう ）であって、そのうちの複数の施設において、指 いる場合をいう ）であって、そのうちの複数の施設において、指。 。

定通所リハビリテーション事業を行う場合には、以下の条件に適合 定通所リハビリテーション事業を行う場合には、以下の条件に適合
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するときは、それぞれの指定通所リハビリテーションを行うための するときは、それぞれの指定通所リハビリテーションを行うための

スペースが同一の部屋等であっても差し支えないものとする。 スペースが同一の部屋等であっても差し支えないものとする。

① 当該部屋等において、それぞれの指定通所リハビリテーション ① 当該部屋等において、それぞれの指定通所リハビリテーション

を行うためのスペースが明確に区分されていること。 を行うためのスペースが明確に区分されていること。

② それぞれの指定通所リハビリテーションを行うためのスペース ② それぞれの指定通所リハビリテーションを行うためのスペース

が、次に掲げる面積要件（居宅基準第112条第1項）を満たしてい が、次に掲げる面積要件（基準第112条第1項）を満たしているこ

ること。 と。

3平方メートルに利用定員を乗じた面積以上であるものを有す 3平方メートルに利用定員を乗じた面積以上であるものを有す

ること。ただし、介護老人保健施設の場合は、当該専用の部屋等 ること。ただし、介護老人保健施設の場合は、当該専用の部屋等

の面積に利用者用に確保されている食堂（リハビリテーションに の面積に利用者用に確保されている食堂（リハビリテーションに

供用されるものに限る ）の面積を加えるものとすること。 供用されるものに限る ）の面積を加えるものとすること。。 。

⑵ 指定通所リハビリテーションを行うためのスペースと、当該指定 ⑵ 指定通所リハビリテーションを行うためのスペースと、当該指定

通所リハビリテーション事業所と併設の関係にある特別養護老人ホ 通所リハビリテーション事業所と併設の関係にある特別養護老人ホ

ーム、社会福祉施設等における指定通所介護の機能訓練室等との関 ーム、社会福祉施設等における指定通所介護の機能訓練室等との関

係については、第８の2の（2）の②を参照されたい。 係については、第８の2の（2）の②を参照されたい。

(3) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備（居宅基準第112

条第2項）については、指定通所介護に係る第95条第1項と同趣旨で

あるため、第３の六の２の(3)を参照されたい。

3 運営に関する基準 3 運営に関する基準

⑴ 指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針及び通所リハビリ ⑴ 指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針及び通所リハビリ

テーション計画の作成 テーション計画の作成

居宅基準第114条及び第115条に定めるところによるほか、次の点 基準第114条及び第115条に定めるところによるほか、次の点に留

に留意するものとする。 意するものとする。

① 指定通所リハビリテーションは、個々の利用者に応じて作成さ ① 指定通所リハビリテーションは、個々の利用者に応じて作成さ

れた通所リハビリテーション計画に基づいて行われるものである れた通所リハビリテーション計画に基づいて行われるものである

が、グループごとにサービス提供が行われることを妨げるもので が、グループごとにサービス提供が行われることを妨げるもので

はないこと。 はないこと。

② 通所リハビリテーション計画は、医師の診察内容及び運動機能 ② 通所リハビリテーション計画は、医師の診察内容及び運動機能

検査等の結果を基に、指定通所リハビリテーションの提供に関わ 検査等の結果を基に、指定通所リハビリテーションの提供に関わ

る従業者が共同して個々の利用者ごとに作成するものであるこ る従業者が共同して個々の利用者ごとに作成するものであるこ

と。 と。

③ 通所リハビリテーション計画の目標及び内容については、利用 ③ 通所リハビリテーション計画の目標及び内容については、利用

者又は家族に説明を行うとともに、その実施状況や評価について 者又は家族に説明を行うとともに、その実施状況や評価について

も説明を行うこと。 も説明を行うこと。

④ 通所リハビリテーション計画は、居宅サービス計画に沿って ④ 通所リハビリテーション計画は、居宅サービス計画に沿って
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作成されなければならないこととしたものである。 作成されなければならないこととしたものである。

なお、通所リハビリテーション計画を作成後に居宅サービス計 なお、通所リハビリテーション計画を作成後に居宅サービス計

画が作成された場合は、当該通所リハビリテーション計画が居宅 画が作成された場合は、当該通所リハビリテーション計画が居宅

サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更す サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更す

るものとする。 るものとする。

⑤ 通所リハビリテーション計画は診療又は運動機能検査、作業能 ⑤ 通所リハビリテーション計画は診療又は運動機能検査、作業能

力検査等を基に、居宅基準第115条第1項にいう医師等の従業者が 力検査等を基に、基準第115条第1項にいう医師等の従業者が共同

共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境 して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏

を踏まえて作成されなければならないものであり、サービス内容 まえて作成されなければならないものであり、サービス内容等へ

等への利用者の意向の反映の機会を保障するため、指定通所リハ の利用者の意向の反映の機会を保障するため、指定通所リハビリ

ビリテーション事業所の管理者は、通所リハビリテーション計画 テーション事業所の管理者は、通所リハビリテーション計画の作

の作成に当たっては、その内容等を説明した上で利用者の同意を 成に当たっては、その内容等を説明した上で利用者の同意を得な

得なければならず、また、当該通所リハビリテーション計画を利 ければならず、また、当該通所リハビリテーション計画を利用者

用者に交付しなければならない。 に交付しなければならない。

なお、交付した通所リハビリテーション計画は、居宅基準第11 なお、交付した通所リハビリテーション計画は、基準第118条

8条の2第2項の規定に基づき、2年間保存しなければならない。 の2第2項の規定に基づき、2年間保存しなければならない。

⑥ 認知症の状態にある要介護者で、他の要介護者と同じグループ ⑥ 認知症の状態にある要介護者等で、他の要介護者と同じグルー

として、指定通所リハビリテーションを提供することが困難な場 プとして、指定通所リハビリテーションを提供することが困難な

合には、必要に応じグループを分けて対応すること。 場合には、必要に応じグループを分けて対応すること。

⑦ 指定通所リハビリテーションをより効果的に実施するため、支 ⑦ 指定通所リハビリテーションをより効果的に実施するため、支

援相談員や医療ソーシャルワーカー等の協力を得て実施すること 援相談員や医療ソーシャルワーカー等の協力を得て実施すること

が望ましいこと。 が望ましいこと。

⑧ 主として認知症等の精神障害を有する利用者を対象とした指定 ⑧ 主として認知症等の精神障害を有する利用者を対象とした指定

通所リハビリテーションにあっては、作業療法士等の従業者によ 通所リハビリテーションにあっては、作業療法士等の従業者によ

り、主として脳血管疾患等に起因する運動障害を有する利用者に り、主として脳血管疾患等に起因する運動障害を有する利用者に

あっては、理学療法士等の従業者により効果的に実施されるべき あっては、理学療法士等の従業者により効果的に実施されるべき

ものであること。 ものであること。

⑵ 管理者等の責務 ⑵ 管理者等の責務

居宅基準第116条第1項は、指定通所リハビリテーション事業所の 基準第116条第1項は、指定通所リハビリテーション事業所の管理

管理者は、医師、理学療法士、作業療法士又は専ら指定通所リハビ 者は、医師、理学療法士、作業療法士又は専ら指定通所リハビリテ

リテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要 ーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管

な管理の代行をさせることができる旨を明記したものであること。 理の代行をさせることができる旨を明記したものであること。この

、 、 。この場合、組織図等により、指揮命令系統を明確にしておく必要が 場合 組織図等により 指揮命令系統を明確にしておく必要がある

ある。

⑶ 運営規程 ⑶ 運営規程
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６時間以上８時間未満の通所リハビリテーションの前後に連続し ６時間以上８時間未満の通所リハビリテーションの前後に連続し

て延長サービスを行う指定通所リハビリテーション事業所にあって て延長サービスを行う指定通所リハビリテーション事業所にあって

は、通所介護と同様であるので、第８―3―（４）―①を参照され は、通所介護と同様であるので、第８―3―（４）―①を参照され

たい。 たい。

⑷ 衛生管理等 ⑷ 衛生管理等

居宅基準第118条第1項は、指定通所リハビリテーション事業所の 基準第118条第1項は、指定通所リハビリテーション事業所の必要

必要最低限の衛生管理等を規定したものであるが、このほか、次の 最低限の衛生管理等を規定したものであるが、このほか、次の点に

点に留意するものとする。 留意するものとする。

① 指定通所リハビリテーション事業者は、食中毒及び感染症の発 ① 指定通所リハビリテーション事業者は、食中毒及び感染症の発

生を防止するための措置等について、必要に応じ保健所の助言、 生を防止するための措置等について、必要に応じ保健所の助言、

指導を求めるとともに、密接な連携を保つこと。 指導を求めるとともに、密接な連携を保つこと。

② 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸感染症対策、レジオ ② 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸感染症対策、レジオ

ネラ症対策等については、その発生及びまん延を防止するための ネラ症対策等については、その発生及びまん延を防止するための

、 、 、 、 、 、措置について 別途通知等が発出されているので これに基づき 措置について 別途通知等が発出されているので これに基づき

適切な措置を講じること。 適切な措置を講じること。

③ 医薬品の管理については、当該指定通所リハビリテーション事 ③ 医薬品の管理については、当該指定通所リハビリテーション事

業所の実情に応じ、地域の薬局の薬剤師の協力を得て行うことも 業所の実情に応じ、地域の薬局の薬剤師の協力を得て行うことも

考えられること。 考えられること。

④ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 ④ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。

⑸ 記録の整備 ⑸ 記録の整備

居宅基準第11８条の2第2項の記録は、診療記録で差し支えないこ 基準第11８条の2第2項の記録は、診療記録で差し支えないこと。

と。 ⑹ 準用

⑹ 準用 基準第119条の規定により、基準第8条から第13条まで、第15条か

、 、 、 、 、 、 、居宅基準第119条の規定により、居宅基準第8条から第13条まで、 ら第17条まで 第19条 第21条 第26条 第27条 第32条 第33条

第15条から第17条まで 第19条 第21条 第26条 第27条 第32条 第35条から第38条まで、第64条、第65条、第96条及び第101条から、 、 、 、 、 、

第33条、第35条から第38条まで、第64条、第65条、第96条及び第10 第103条までの規定は、指定通所リハビリテーションの事業につい

1条から第103条までの規定は、指定通所リハビリテーションの事業 て準用されるものであることから、第3の3の（1）から（7）まで、

について準用されるものであることから、第3の3の（1）から（7） （9 （11 （14 （15）及び（21）から（25）まで、第５の3の）、 ）、 ）、

まで （9 （11 （14 （15）及び（21）から（25）まで、第５ （2）並びに第８の3の（1 （5）及び（6）を参照されたい。この、 ）、 ）、 ）、 ）、

の3の（2）並びに第８の3の（1 （5）及び（6）を参照されたい。 場合において、特に次の点に留意するものとする。）、

この場合において、特に次の点に留意するものとする。 ① 基準第13条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」

① 居宅基準第13条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病 と読み替えられることに留意されたいこと。

歴」と読み替えられることに留意されたいこと。 ② 準用される基準第６５条は、指定通所リハビリテーションの提

② 準用される居宅基準第65条は、指定通所リハビリテーションの 供に当たっては、これまでどおり健康手帳の医療に関するページ

提供に当たっては、これまでどおり健康手帳の医療に関するペー に、指定通所リハビリテーションの提供開始日及び指定通所リハ
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ジに、指定通所リハビリテーションの提供開始日及び指定通所リ ビリテーション事業者の名称を記載することとしたものであるこ

ハビリテーション事業者の名称を記載することとしたものである と。ただし、特定疾病の患者等で健康手帳を有さない要介護者に

こと。ただし、特定疾病の患者等で健康手帳を有さない要介護者 ついては、記載しなくてもよいこととなったこと。

については、記載しなくてもよいこととなったこと。 ③ 準用される基準第101条第1項については、指定通所リハビリテ

③ 準用される居宅基準第101条第1項については、指定通所リハビ ーション事業所ごとに、通所リハビリテーション従業者の日々の

リテーション事業所ごとに、通所リハビリテーション従業者の日 勤務時間、常勤・非常勤の別、専従の理学療法士、作業療法士、

々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従の理学療法士、作業療法 経験看護師等、看護職員及び介護職員の配置、管理者との兼務関

士、経験看護師等、看護職員及び介護職員の配置、管理者との兼 係等を勤務表上明確にし、人員に関する基準が満たされているこ

務関係等を勤務表上明確にし、人員に関する基準が満たされてい とを明らかにする必要があること。

ることを明らかにする必要があること。

八 短期入所生活介護 第１０ 短期入所生活介護

１ 人員に関する基準(居宅基準第121条及び第122条) 1 人員に関する基準(基準第121条及び第122条)

⑴ 従業者の員数 ⑴ 従業者の員数

① 居宅基準第121条第2項の適用を受ける特別養護老人ホームと ① 基準第121条第2項の適用を受ける特別養護老人ホームとは、入

は、入所者に利用されていない居室又はベッドを利用して指定短 所者に利用されていない居室又はベッドを利用して指定短期入所

期入所生活介護を行う特別養護老人ホームを意味するものであ 生活介護を行う特別養護老人ホームを意味するものである。

る。

② 併設事業所については、 ② 併設事業所については、

イ 居宅基準第121条第4項の「特別養護老人ホーム等と一体的に イ 基準第121条第4項の「特別養護老人ホーム等と一体的に運営

運営が行われる」とは、併設本体施設の事業に支障が生じない が行われる」とは、併設本体施設の事業に支障が生じない場合

場合で、かつ、夜間における介護体制を含めて指定短期入所生 で、かつ、夜間における介護体制を含めて指定短期入所生活介

活介護を提供できる場合である。 護を提供できる場合である。

ロ 医師、栄養士及び機能訓練指導員については、併設本体施設 ロ 医師、栄養士及び機能訓練指導員については、併設本体施設

に配置されている場合であって当該施設の事業に支障を来さな に配置されている場合であって当該施設の事業に支障を来さな

い場合は兼務させて差し支えない。 い場合は兼務させて差し支えない。

ハ 生活相談員、介護職員及び看護職員の員数については、併設 ハ 生活相談員、介護職員及び看護職員の員数については、併設

されているのが特別養護老人ホームである場合には、特別養護 されているのが特別養護老人ホームである場合には、特別養護

老人ホームとして確保すべき員数と指定短期入所生活介護事業 老人ホームとして確保すべき員数と指定短期入所生活介護事業

所として確保すべき員数の合計を、特別養護老人ホームの入所 所として確保すべき員数の合計を、特別養護老人ホームの入所

者と併設事業所の利用者の数とを合算した数について常勤換算 者と併設事業所の利用者の数とを合算した数について常勤換算

。 、 。 、方法により必要とされる従業者の数とするものである 例えば 方法により必要とされる従業者の数とするものである 例えば

入所者50人、利用者10人の場合の看護・介護職員の員数は、50 入所者50人、利用者10人の場合の看護・介護職員の員数は、50

÷3＝17(端数切り上げ)と10÷3＝4(端数切り上げ)の合計で21 ÷3＝17(端数切り上げ)と10÷3＝4(端数切り上げ)の合計で21

人となるのではなく、(50＋10)÷3＝20人となる。 人となるのではなく、(50＋10)÷3＝20人となる。
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、 、 、 、ニ また 併設されているのが特別養護老人ホームでない場合も ニ また 併設されているのが特別養護老人ホームでない場合も

従業者の員数の計算上、特別養護老人ホームの場合と同様の端 従業者の員数の計算上、特別養護老人ホームの場合と同様の端

数の処理を行うことができるものとする。例えば、特定施設に 数の処理を行うことができるものとする。例えば、特定施設に

併設されている場合で、特定施設入居者生活介護の利用者が11 併設されている場合で、特定施設入所者生活介護の利用者が11

0人、短期入所生活介護の利用者が20人である場合の生活相談 0人、短期入所生活介護の利用者が20人である場合の生活相談

員の員数は、110＋20＝130人について計算するため、合計で2 員の員数は、110＋20＝130人について計算するため、合計で2

人ということとなる。 人ということとなる。

⑵ 生活相談員(居宅基準第121条第1項第2号) ⑵ 生活相談員(基準第121条第1項第2号)

生活相談員については、特別養護老人ホームの設備及び運営に関 生活相談員については、特別養護老人ホームの設備及び運営に関

する基準(平成11年3月31日厚生省令第46号)第5条第2項に定める生 する基準(平成11年3月31日厚生省令第46号)第5条第2項に定める生

活相談員に準ずるものとする。 活相談員に準ずるものとする。

⑶ 機能訓練指導員(居宅基準第121条第6項) ⑶ 機能訓練指導員(基準第121条第6項)

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止

するための訓練を行う能力を有する者とされたが、この「訓練を行 するための訓練を行う能力を有する者とされたが、この「訓練を行

う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、 う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する 看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する

者とする。ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、行事等 者とする。ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、行事等

を通じて行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員又は介 を通じて行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員又は介

護職員が兼務して行っても差し支えない。 護職員が兼務して行っても差し支えない。

⑷ 栄養士 ⑷ 栄養士

居宅基準第121条第1項ただし書に規定する「他の社会福祉施設等 基準第121条第1項ただし書に規定する「他の社会福祉施設等の栄

の栄養士との連携を図ることにより当該指定短期入所生活介護事業 養士との連携を図ることにより当該指定短期入所生活介護事業所の

所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の 効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇

処遇に支障がないとき」とは、隣接の他の社会福祉施設や病院等の に支障がないとき」とは、隣接の他の社会福祉施設や病院等の栄養

栄養士との兼務や地域の栄養指導員(健康増進法第19条第1項に規定 士との兼務や地域の栄養指導員(栄養改善法第9条第1項に規定する

する栄養指導員をいう。)との連携を図ることにより、適切な栄養 栄養指導員をいう。)との連携を図ることにより、適切な栄養管理

管理が行われている場合である。 が行われている場合である。

⑸ 管理者 ⑸ 管理者

指定短期入所生活介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則 指定短期入所生活介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則

として専ら当該事業所の管理業務に従事するものである。ただし、 として専ら当該事業所の管理業務に従事するものである。ただし、

以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、 以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、

他の職務を兼ねることができるものとする。 他の職務を兼ねることができるものとする。

① 当該指定短期入所生活介護事業所の短期入所生活介護従業者と ① 当該指定短期入所生活介護事業所の短期入所生活介護従業者と

しての職務に従事する場合 しての職務に従事する場合

② 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業 ② 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業
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所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施 所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施

設等がある場合に、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者 設等がある場合に、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者

としての職務に従事する場合(この場合の他の事業所、施設等の としての職務に従事する場合(この場合の他の事業所、施設等の

事業の内容は問わないが、例えば、併設される訪問系サービスの 事業の内容は問わないが、例えば、併設される訪問系サービスの

事業所のサービス提供を行う従業者との兼務は一般的には管理業 事業所のサービス提供を行う従業者との兼務は一般的には管理業

務に支障があると考えられるが、訪問系サービス事業所における 務に支障があると考えられるが、訪問系サービス事業所における

勤務時間が極めて限られている職員の場合には、例外的に認めら 勤務時間が極めて限られている職員の場合には、例外的に認めら

れる場合もありうる。) れる場合もありうる。)

⑹ 経過措置(基準附則第2条)

平成17年3月31日までの間は、介護職員又は看護職員の員数を、

常勤換算方法で、利用者の数が4・1又はその端数を増すごとに1人

以上でよいものとされている。ただし、できるだけ早期に3:1へ移

行できるよう努めるものとする。なお、平成12年4月1日以降に新た

に開始される事業所にあっては、既存の施設に対する経過措置とし

て設けた趣旨にかんがみ、可能な限り、職員配置を3:1以上とする

ことが望ましい。

２ 設備に関する基準(居宅基準第123条及び第124条) ２ 設備に関する基準(基準第123条及び第124条)

⑴ 指定短期入所生活介護事業所の建物は、利用者が身体的、精神的 ⑴ 指定短期入所生活介護事業所の建物は、利用者が身体的、精神的

に障害を有する者であることに鑑み、利用者の日常生活のために使 に障害を有する者であることに鑑み、利用者の日常生活のために使

用しない附属の建物を除き耐火建築物としなければならない。ただ 用しない附属の建物を除き耐火建築物としなければならない。ただ

し、利用者の日常生活に充てられる居室、静養室、食堂、浴室及び し、利用者の日常生活に充てられる居室、静養室、食堂、浴室及び

機能訓練室を2階以上の階及び地階のいずれにも設けていない建物 機能訓練室を2階以上の階及び地階のいずれにも設けていない建物

については、準耐火建築物とすることができる。 については、準耐火建築物とすることができる。

(2) 第124条第1項の規定にかかわらず、耐火建築物又は準耐火建築

物とすることを要しない場合を規定している同条第2項中の「火災

」 、に係る入所者の安全性が確保されている と認めるときについては

次の点を考慮して判断されたい。

① 第124条第2項各号の要件のうち、満たしていないものについて

も、一定の配慮措置が講じられていること。

② 日常における又は火災時の火災に係る安全性の確保が、利用者

が身体的、精神的に障害を有する者であることに鑑みてなされて

いること。

③ 管理者及び防火管理者は、当該指定短期入所生活介護事業所の

建物の燃焼性に対する知識を有し、火災の際の危険性を十分認識

するとともに、職員等に対して、火気の取扱いその他火災予防に
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関する指導監督、防災意識の高揚に努めること。

④ 定期的に行うこととされている避難等の訓練は、当該短期入所

生活介護事業所の建物の燃焼性を十分に勘案して行うこと。

(3) 指定短期入所生活介護事業所の設備は、当該指定短期入所生活 ⑵ 指定短期入所生活介護事業所の設備は、当該指定短期入所生活介

介護の運営上及びサービス提供上当然設けなければならないもので 護の運営上及びサービス提供上当然設けなければならないものであ

あるが、同一敷地内に他の社会福祉施設が設置されている場合等で るが、同一敷地内に他の社会福祉施設が設置されている場合等であ

あって、当該施設の設備を利用することにより指定短期入所生活介 って、当該施設の設備を利用することにより指定短期入所生活介護

護事業所の効果的な運営が図られ、かつ、当該指定短期入所生活介 事業所の効果的な運営が図られ、かつ、当該指定短期入所生活介護

護事業所の利用者及び当該施設の入所者のサービス提供に支障がな 事業所の利用者及び当該施設の入所者のサービス提供に支障がない

い場合には、利用者が日常継続的に使用する設備以外の調理室等の 場合には、利用者が日常継続的に使用する設備以外の調理室等の設

設備について、その一部を設けないことができる。なお、指定短期 備について、その一部を設けないことができる。なお、指定短期入

入所生活介護事業者が利用する他の施設の当該設備については、本 所生活介護事業者が利用する他の施設の当該設備については、本基

基準に適合するものでなければならない。 準に適合するものでなければならない。

(4) 便所等面積又は数の定めのない設備については、それぞれの設 ⑶ 便所等面積又は数の定めのない設備については、それぞれの設備

備の持つ機能を十分に発揮し得る適当な広さ又は数を確保するよう の持つ機能を十分に発揮し得る適当な広さ又は数を確保するよう配

配慮するものとする。 慮するものとする。

(5) 指定短期入所生活介護事業所における廊下の幅は、利用者の身 ⑷ 指定短期入所生活介護事業所における廊下の幅は、利用者の身体

体的、精神的特性及び非常災害時における迅速な避難、救出の確保 的、精神的特性及び非常災害時における迅速な避難、救出の確保を

を考慮して定められたものである。なお 「中廊下」とは、廊下の 考慮して定められたものである。なお 「中廊下」とは、廊下の両、 、

両側に居室、静養室等利用者の日常生活に直接使用する設備のある 側に居室、静養室等利用者の日常生活に直接使用する設備のある廊

廊下をいう。 下をいう。

(6) 指定短期入所生活介護事業所に設置する傾斜路は、利用者の歩 ⑸ 指定短期入所生活介護事業所に設置する傾斜路は、利用者の歩行

行及び輸送車、車椅子等の昇降並びに災害発生時の避難、救出に支 及び輸送車、車椅子等の昇降並びに災害発生時の避難、救出に支障

障がないようその傾斜はゆるやかにし、表面は、粗面又はすべりに がないようその傾斜はゆるやかにし、表面は、粗面又はすべりにく

くい材料で仕上げるものとする。 い材料で仕上げるものとする。

(7) 調理室には、食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等 ⑹ 調理室には、食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を

を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けるものとす 清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けるものとす

る。 る。

(8) 汚物処理室は、他の設備と区別された1定のスペースを有すれば ⑺ 汚物処理室は、他の設備と区別された1定のスペースを有すれば

足りるものである。 足りるものである。

、 、(9) 焼却路、浄化槽その他の汚物処理設備及び便槽を設ける場合に ⑻ 焼却路 浄化槽その他の汚物処理設備及び便槽を設ける場合には

は、居室、静養室、食堂及び調理室から相当の距離を隔てて設ける 居室、静養室、食堂及び調理室から相当の距離を隔てて設けるもの

ものとする。 とする。

(10）消火設備その他の非常災害に際して必要な設備（第124条第7項

第4号）については、指定通所介護に係る第95条第1項と同趣旨であ
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るため、第３の六の２の(3)を参照されたい。

(11) 経過措置(居宅基準附則第3条) ⑼ 経過措置(基準附則第3条)

この省令の施行の際現に存する老人短期入所事業を行っている施 この省令の施行の際現に存する老人短期入所事業を行っている施

設又は老人短期入所施設(基本的な設備が完成されているものを含 設又は老人短期入所施設(基本的な設備が完成されているものを含

み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分 み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分

を除く。)については、設備基準のうち一の居室の定員に関する基 を除く。)については、設備基準のうち一の居室の定員に関する基

準(4人以下)、利用者1人当たりの床面積に関する基準(10･65平方メ 準(4人以下)、利用者1人当たりの床面積に関する基準(10･65平方メ

ートル以上)、食堂及び機能訓練室の面積に関する基準(3平方メー ートル以上)、食堂及び機能訓練室の面積に関する基準(3平方メー

トルに利用定員を乗じて得た面積以上)並びに構造設備の基準(廊下 トルに利用定員を乗じて得た面積以上)並びに構造設備の基準(廊下

の幅の基準、常夜灯の設置、傾斜路の設置等)を適用しないもので の幅の基準、常夜灯の設置、傾斜路の設置等)を適用しないもので

ある。 ある。

３ 運営に関する基準 ３ 運営に関する基準

⑴ 内容及び手続の説明及び同意 ⑴ 内容及び手続の説明及び同意

居宅基準第125条における「サービスの内容及び利用期間等につ 基準第125条における「サービスの内容及び利用期間等について

いての同意」については、書面によって確認することが望ましいも の同意」については、書面によって確認することが望ましいもので

のである。 ある。

⑵ 指定短期入所生活介護の開始及び終了 ⑵ 指定短期入所生活介護の開始及び終了

居宅基準第126条第2項は、利用者が指定短期入所生活介護の利用 基準第126条第2項は、利用者が指定短期入所生活介護の利用後に

後においても、利用前と同様のサービスを受けられるよう、指定短 おいても、利用前と同様のサービスを受けられるよう、指定短期入

期入所生活介護事業者は、居宅介護支援事業者その他保健医療サー 所生活介護事業者は、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス

ビス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短 又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入

期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続 所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に

的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援 保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に

助に努めなければならないこととしたものである。 努めなければならないこととしたものである。

⑶ 利用料等の受領 ⑶ 利用料等の受領

① 居宅基準第127条第1項及び第2項の規定は、指定訪問介護に係 ① 基準第127条第1項及び第2項の規定は、指定訪問介護に係る第2

る第20条第1項及び第2項の規定と同趣旨であるため 第３の3の(1 0条第1項及び第2項の規定と同趣旨であるため、第３の3の(10)の、

0)の①及び②を参照されたい。 ①及び②を参照されたい。

② 居宅基準第127条第3項は、指定短期入所生活介護事業者は、指 ② 基準第127条第3項は、指定短期入所生活介護事業者は、指定短

定短期入所生活介護の提供に関して、 期入所生活介護の提供に関して、

イ 食事の提供に要する費用（法第51条の2第1項又は法第61条の イ 食事の提供に要する費用（法第51条の2第1項又は法第61条の

2第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給 2第1項の規定により特定入所者介護サービス費又は特定入所者

（ 「 」 。）された場合は、法第51条の2第2項第1号に規定する食費の基準 支援サービス費 以下 特定入所者介護サービス費等 という

費用額（法第51条の2第4項の規定により当該特定入所者介護サ が利用者に支給された場合は、法第51条の2第2項第1号に規定

ービス費等が利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者 する食費の基準費用額又は法第61条の2第2項第1号に規定する
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に支払われた場合は、法第51条の2第2項第1号に規定する食費 食費の基準費用額（法第51条の2第4項（法第61条の2第4項にお

の負担限度額）を限度とする ） いて準用する場合を含む ）の規定当該特定入所者介護サービ。 。

ス費等が利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支

払われた場合は、法第51条の2第2項第1号に規定する食費の負

担限度額又は法第61条の2第2項第1号に規定する食費の負担限

度額）を限度とする ）。

ロ 滞在に要する費用（法第51条の2第1項の規定により特定入所 ロ 滞在に要する費用（法第51条の2第1項又は法第61条の2第1項

者介護サービス費等が利用者に支給された場合は、法第51条の の規定により特定入所者介護サービス費等が利用者に支給され

2第2項第2号に規定する居住費の基準費用額（法第51条の2第4 た場合は、法第51条の2第2項第2号に規定する居住費の基準費

項の規定により当該特定入所者介護サービス費等が利用者に代 用額又は法第61条の2第2項第2号に規定する滞在費の基準費用

わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、法 額（法第51条の2第4項（法第61条の2第4項において準用する場

第51条の2第2項第2号に規定する居住費の負担限度額）を限度 合を含む ）の規定により当該特定入所者介護サービス費等が。

とする ） 利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた。

場合は、法第51条の2第2項第2号に規定する居住費の負担限度

）額又は法第61条の2第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額

を限度とする ）。

ハ 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な ハ 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な

居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用 居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

ニ 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な ニ 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な

食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

（ 。） （ 。）ホ 送迎に要する費用 厚生労働大臣が別に定める場合を除く ホ 送迎に要する費用 厚生労働大臣が別に定める場合を除く

へ 理美容代 へ 理美容代

ト 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において ト 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において

提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるも 提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるも

のに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と のに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と

認められるものについては、前２項の利用料のほかに利用者か 認められるものについては、前２項の利用料のほかに利用者か

ら支払を受けることができることとし、保険給付の対象となっ ら支払を受けることができることとし、保険給付の対象となっ

ているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費 ているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費

。 、 。 、用の支払を受けることは認めないこととしたものである なお 用の支払を受けることは認めないこととしたものである なお

イからニまでの費用については、指針及び厚生労働大臣の定め イからニまでの費用については、指針及び厚生労働大臣の定め

る利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等（平成 る利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等（平成

12年厚生省告示第123号。以下「特別な居室等の基準等」とい 12年厚生省告示第123号。以下「特別な居室等の基準等」とい

う ）の定めるところによるものとし、トの費用の具体的な範 う ）の定めるところによるものとし、トの費用の具体的な範。 。

囲については、別に通知するところによるものとする。 囲については、別に通知するところによるものとする。

③ 居宅基準第127条第5項は、指定短期入所生活介護事業者は、同 ③ 基準第127条第5項は、指定短期入所生活介護事業者は、同条第
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条第3項の費用の支払を受けるに当たっては、あらかじめ、利用 3項の費用の支払を受けるに当たっては、あらかじめ、利用者又

者又はその家族に対して、その額等を記載した書類を交付して、 はその家族に対して、その額等を記載した書類を交付して、説明

説明を行い、利用者の同意を得なければならないこととしたもの を行い、利用者の同意を得なければならないこととしたものであ

である。また、同項第1号から第4号までの利用料に係る同意につ る。また、同項第1号から第4号までの利用料に係る同意について

いては 文書によって得なければならないこととしたものである は、文書によって得なければならないこととしたものである。、 。

⑷ 指定短期入所生活介護の取扱方針 ⑷ 指定短期入所生活介護の取扱方針

① 居宅基準第128条第2項で定める「相当期間以上」とは、概ね4 ① 基準第128条第2項で定める「相当期間以上」とは、概ね4日以

日以上連続して利用する場合を指すこととするが、4日未満の利 上連続して利用する場合を指すこととするが、4日未満の利用者

用者にあっても、利用者を担当する居宅介護支援事業者等と連携 にあっても、利用者を担当する居宅介護支援事業者等と連携をと

をとること等により、利用者の心身の状況等を踏まえて、他の短 ること等により、利用者の心身の状況等を踏まえて、他の短期入

期入所生活介護計画を作成した利用者に準じて、必要な介護及び 所生活介護計画を作成した利用者に準じて、必要な介護及び機能

機能訓練等の援助を行うものとする。 訓練等の援助を行うものとする。

② 居宅基準第128条第3項で定めるサービス提供方法等とは、短期 ② 基準第128条第3項で定めるサービス提供方法等とは、短期入所

入所生活介護計画の目標及び内容や利用期間内の行事及び日課等 生活介護計画の目標及び内容や利用期間内の行事及び日課等も含

も含むものである。 むものである。

③ 居宅基準第128条第4項及び5項は、当該利用者又は他の利用者 ③ 基準第128条第4項及び5項は、当該利用者又は他の利用者等の

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならな 的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない旨

い旨を定めたところであるが、緊急やむを得ず身体拘束等を行う を定めたところであるが、緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合

場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊 には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急や

急やむを得なかった理由を記録しなければならないものとする。 むを得なかった理由を記録しなければならないものとする。

なお、基準第139条の2第2項の規定に基づき、当該記録は、2年 なお、基準第139条の2第2項の規定に基づき、当該記録は、2年

間保存しなければならない。 間保存しなければならない。

⑸ 短期入所生活介護計画の作成 ⑸ 短期入所生活介護計画の作成

① 居宅基準第129条で定める短期入所生活介護計画については、 ① 基準第129条で定める短期入所生活介護計画については、介護

介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある者や、介護の提 の提供に係る計画等の作成に関し経験のある者や、介護の提供に

供について豊富な知識及び経験を有する者にそのとりまとめを行 ついて豊富な知識及び経験を有する者にそのとりまとめを行わせ

わせるものとし、当該事業所に介護支援専門員の資格を有する者 るものとし、当該事業所に介護支援専門員の資格を有する者がい

がいる場合は、その者に当該計画のとりまとめを行わせることが る場合は、その者に当該計画のとりまとめを行わせることが望ま

望ましいものである。 しいものである。

② 短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画に沿って作成され ② 短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画に沿って作成され

なければならない。 なければならない。

なお、短期入所生活介護計画を作成後に居宅サービス計画が作 なお、短期入所生活介護計画を作成後に居宅サービス計画が作

成された場合は、当該短期入所生活介護計画が居宅サービス計画 成された場合は、当該短期入所生活介護計画が居宅サービス計画

、 。 、 。に沿ったものであるか確認し 必要に応じて変更するものとする に沿ったものであるか確認し 必要に応じて変更するものとする
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③ 短期入所生活介護計画利用者の心身の状況、希望及びその置か ③ 短期入所生活介護計画利用者の心身の状況、希望及びその置か

れている環境を踏まえて作成されなければならないものであり、 れている環境を踏まえて作成されなければならないものであり、

サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保証するため、 サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保証するため、

指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画

の作成に当たっては、その内容等を説明した上で利用者の同意を の作成に当たっては、その内容等を説明した上で利用者の同意を

得なければならず、また、当該短期入所生活介護計画を利用者に 得なければならず、また、当該短期入所生活介護計画を利用者に

交付しなければならない。 交付しなければならない。

なお、交付した短期入所生活介護計画は、居宅基準第139条の2 なお、交付した短期入所生活介護計画は、基準第139条の2第2

第2項の規定に基づき、2年間保存しなければならない。 項の規定に基づき、2年間保存しなければならない。

④ 短期入所生活介護計画の作成に当たっては、居宅サービス計画 ④ 短期入所生活介護計画の作成に当たっては、居宅サービス計画

を考慮しつつ、利用者の希望を十分勘案し、利用者の日々の介護 を考慮しつつ、利用者の希望を十分勘案し、利用者の日々の介護

状況に合わせて作成するものとする。 状況に合わせて作成するものとする。

⑹ 介護 ⑹ 介護

① 居宅基準第130条で定める介護サービスの提供に当たっては、 ① 基準第130条で定める介護サービスの提供に当たっては、在宅

在宅生活へ復帰することを念頭において行うことが基本であり、 生活へ復帰することを念頭において行うことが基本であり、その

そのためには、利用者の家庭環境等を十分踏まえて、自立してい ためには、利用者の家庭環境等を十分踏まえて、自立している機

る機能の低下が起きないようにするとともに残存機能の維持向上 能の低下が起きないようにするとともに残存機能の維持向上が図

が図られるよう、適切な技術をもって介護サービスを提供し、又 られるよう、適切な技術をもって介護サービスを提供し、又は必

は必要な支援を行うものとすること。なお、介護サービス等の実 要な支援を行うものとすること。なお、介護サービス等の実施に

、 。施に当たっては、利用者の人格に十分に配慮して実施するものと 当たっては 利用者の人格に十分に配慮して実施するものとする

する。 ② 入浴は、利用者の心身の状況や自立支援を踏まえて、適切な方

② 入浴は利用者の心身の状況や自立支援を踏まえて、適切な方法 法により実施するものとする。なお、入浴の実施に当たっては、

により実施するものとする。なお、入浴の実施に当たっては、事 事前に健康管理を行い、入浴することが困難な場合は、清しきを

前に健康管理を行い、入浴することが困難な場合は、清しきを実 実施するなど利用者の清潔保持に努めるものとする。

施するなど利用者の清潔保持に努めるものとする。 ③ 排せつの介護は、利用者の心身の状況や排せつ状況などを基に

③ 排せつの介護は、利用者の心身の状況や排せつ状況などを基に 自立支援を踏まえて、トイレ誘導や排せつ介助等について適切な

自立支援を踏まえて、トイレ誘導や排せつ介助等について適切な 方法により実施するものとする。

方法により実施するものとする。 ④ 利用者がおむつを使用せざるを得ない場合には、その心身及び

④ 利用者がおむつを使用せざるを得ない場合には、その心身及び 活動状況に適したおむつを提供するとともに、おむつ交換は、頻

活動状況に適したおむつを提供するとともに、おむつ交換に当た 繁に行えばよいということではなく、利用者の排せつ状況を踏ま

っては、頻繁に行えばよいということではなく、利用者の排せつ えて実施するものとする。

状況を踏まえて実施するものとする。 ⑤ 同条第5項は、短期間の入所ではあるが、生活にメリハリをつ

⑤ 同条第5項は、短期間の入所ではあるが、生活にメリハリをつ け、生活面での積極性を向上させる観点から、1日の生活の流れ

け、生活面での積極性を向上させる観点から、1日の生活の流れ に沿って、離床、着替え、整容など利用者の心身の状況に応じた

に沿って、離床、着替え、整容など利用者の心身の状況に応じた 日常生活上の世話を適切に行うべきことを定めたものである。
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日常生活上の世話を適切に行うべきことを定めたものである。 ⑥ 同条第6項の「常時1人以上の介護職員を介護に従事させ」ると

⑥ 同条第6項の「常時1人以上の介護職員を介護に従事させ」ると は、夜間を含めて適切な介護を提供できるように介護職員の勤務

は、夜間を含めて適切な介護を提供できるように介護職員の勤務 体制を定めておかなければならないことを規定したものである。

体制を定めておかなければならないことを規定したものである。 なお、介護サービスの提供に当たっては、提供内容に応じて、

なお、介護サービスの提供に当たっては、提供内容に応じて、 職員体制を適切に行うものとする。

職員体制を適切に行うものとする。

⑺ 食事 ⑺ 食事

① 食事の提供について ① 食事の提供について

利用者の心身の状況・嗜好に応じて適切な栄養量及び内容とす 利用者の心身の状況・嗜好に応じて適切な栄養量及び内容とす
し し

ること。 ること。

また、利用者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂 また、利用者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂

で行われるよう努めなければならないこと。 で行われるよう努めなければならないこと。

② 調理について ② 調理について

調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うとともに、そ 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うとともに、そ

の実施状況を明らかにしておくこと。 の実施状況を明らかにしておくこと。

③ 適時の食事の提供について ③ 適時の食事の提供について

食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後6時以降とするこ 食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後6時以降とするこ

とが望ましいが、早くても午後5時以降とすること。 とが望ましいが、早くても午後5時以降とすること。

④ 食事の提供に関する業務の委託について ④ 食事の提供に関する業務の委託について

食事の提供に関する業務は指定短期入所生活介護事業者自らが 食事の提供に関する業務は指定短期入所生活介護事業者自らが

行うことが望ましいが、栄養管理、調理管理、材料管理、施設等 行うことが望ましいが、栄養管理、調理管理、材料管理、施設等

管理、業務管理、衛生管理、労働衛生管理について事業者自らが 管理、業務管理、衛生管理、労働衛生管理について事業者自らが

行う等、当該事業者の管理者が業務遂行上必要な注意を果たし得 行う等、当該事業者の管理者が業務遂行上必要な注意を果たし得

るような体制と契約内容により、食事サービスの質が確保される るような体制と契約内容により、食事サービスの質が確保される

場合には、当該事業者の最終的責任の下で第3者に委託すること 場合には、当該事業者の最終的責任の下で第3者に委託すること

ができること。 ができること。

⑤ 居室関係部門と食事関係部門との連携について ⑤ 居室関係部門と食事関係部門との連携について

食事提供については、利用者の嚥下や咀嚼の状況、食欲など心 食事提供については、利用者の嚥下や咀嚼の状況、食欲など心
そ し ゃ く そ し ゃ く

身の状態等を当該利用者の食事に的確に反映させるために、居室 身の状態等を当該利用者の食事に的確に反映させるために、居室

関係部門と食事関係部門との連絡が十分とられていることが必要 関係部門と食事関係部門との連絡が十分とられていることが必要

であること。 であること。

⑥ 栄養食事相談 ⑥ 栄養食事相談

利用者に対しては適切な栄養食事相談を行う必要があること。 利用者に対しては適切な栄養食事相談を行う必要があること。

⑦ 食事内容の検討について ⑦ 食事内容の検討について

食事内容については、当該事業者の医師又は栄養士を含む会議 食事内容については、当該事業者の医師又は栄養士を含む会議
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において検討が加えられなければならないこと。 において検討が加えられなければならないこと。

⑧ 検食について

医師又は栄養士等による検食が毎食前行われ、その所見が検食

簿に記載されなければならないこと。

⑻ 機能訓練 ⑻ 機能訓練

居宅基準第132条に定める機能訓練の提供に当たっては、利用者 基準第132条に定める機能訓練の提供に当たっては、利用者の家

の家庭環境等を十分に踏まえて、日常生活の自立を助けるため、必 庭環境等を十分に踏まえて、日常生活の自立を助けるため、必要に

要に応じて提供しなければならない。なお、日常生活及びレクリエ 応じて提供しなければならない。なお、日常生活及びレクリエーシ

、 、 。ーション、行事の実施等に当たっても、その効果を配慮するものと ョン 行事の実施等に当たっても その効果を配慮するものとする

する。

⑼ 健康管理 ⑼ 健康管理

① 居宅基準第133条第1項は、健康管理が、医師及び看護職員の業 ① 基準第133条第1項は、健康管理が、医師及び看護職員の業務で

務であることを明確にしたものである。 あることを明確にしたものである。

② 居宅基準第133条第2項で定める定期健康診断などの状況につい ② 基準第133条第2項で定める定期健康診断などの状況について

ては、その利用者の老人保健法の健康手帳の所要の記入欄に必要 は、その利用者の老人保健法の健康手帳の所要の記入欄に必要な

な事項を記載するものとする。これらは、医療を受けた場合や在 事項を記載するものとする。これらは、医療を受けた場合や在宅

宅復帰後に指定短期入所生活介護事業所での利用者の健康管理状 復帰後に指定短期入所生活介護事業所での利用者の健康管理状況

況を把握できるようにすることをねらいとしているものである。 を把握できるようにすることをねらいとしているものである。

⑽ 相談及び援助 ⑽ 相談及び援助

居宅基準第134条に定める相談及び援助については、常時必要な 基準第134条に定める相談及び援助については、常時必要な相談

相談及び援助を行い得る体制をとることにより、積極的に利用者の 及び援助を行い得る体制をとることにより、積極的に利用者の在宅

在宅生活の向上を図ることを趣旨とするものである。 生活の向上を図ることを趣旨とするものである。

⑾ その他のサービスの提供 ⑾ その他のサービスの提供

居宅基準第135条に定めるレクリエーション行事については、(8) 基準第135条に定めるレクリエーション行事については、(8)趣旨

趣旨を踏まえて行うものとする。 を踏まえて行うものとする。

⑿ 緊急時等の対応 ⑿ 緊急時等の対応

居宅基準第136条は、短期入所生活介護従業者が現に指定短期入 基準第136条は、短期入所生活介護従業者が現に指定短期入所生

所生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた 活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合

場合その他必要な場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法 その他必要な場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基

に基づき速やかに主治医又はあらかじめ当該指定短期入所生活介護 づき速やかに主治医又はあらかじめ当該指定短期入所生活介護事業

事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じ 者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなけ

なければならないこととしたものであるが、協力医療機関について ればならないこととしたものであるが、協力医療機関については、

は、次の点に留意するものとする。 次の点に留意するものとする。

① 協力医療機関は、緊急時等に速やかに対応できるよう、指定短 ① 協力医療機関は、緊急時等に速やかに対応できるよう、指定短

期入所生活介護事業所から近距離にあることが望ましいものであ 期入所生活介護事業所から近距離にあることが望ましいものであ
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ること。 ること。

② 緊急時において円滑な協力を得るため、当該協力医療機関との ② 緊急時において円滑な協力を得るため、当該協力医療機関との

間であらかじめ必要な事項を取り決めておくこと。 間であらかじめ必要な事項を取り決めておくこと。

⒀ 運営規程 ⒀ 運営規程

居宅基準第137条は、指定短期入所生活介護の事業の適正な運営 基準第137条は、指定短期入所生活介護の事業の適正な運営及び

及び利用者に対する適切な指定短期入所生活介護の提供を確保する 利用者に対する適切な指定短期入所生活介護の提供を確保するた

ため、同条第1号から第9号までに掲げる事項を内容とする規程を定 め、同条第1号から第9号までに掲げる事項を内容とする規程を定め

めることを指定短期入所生活介護事業所ごとに義務づけたものであ ることを指定短期入所生活介護事業所ごとに義務づけたものである

るが、特に次の点に留意するものとする。 が、特に次の点に留意するものとする。

① 利用定員(第3号) ① 利用定員(第3号)

利用定員は、指定短期入所生活介護の事業の専用の居室のベッ 利用定員は、指定短期入所生活介護の事業の専用の居室のベッ

ド数と同数とすること。 ド数と同数とすること。

② 指定短期入所生活介護の内容(第4号) ② 指定短期入所生活介護の内容(第4号)

「指定短期入所生活介護の内容」については、送迎の有無も含 「指定短期入所生活介護の内容」については、送迎の有無も含

めたサービスの内容を指すものであること(居宅基準第153条第3 めたサービスの内容を指すものであること(基準第153条第3号に

号についても同趣旨)。 ついても同趣旨)。

③ 通常の送迎の実施地域(第5号) ③ 通常の送迎の実施地域(第5号)

通常の送迎の実施地域は、客観的にその区域が特定されるもの 通常の送迎の実施地域は、客観的にその区域が特定されるもの

とすること。なお、通常の送迎の実施地域は、送迎に係る費用の とすること。なお、通常の送迎の実施地域は、送迎に係る費用の

徴収等の目安であり、当該地域以外の地域に居住する被保険者に 徴収等の目安であり、当該地域以外の地域に居住する被保険者に

対して送迎が行われることを妨げるものではないものであること 対して送迎が行われることを妨げるものではないものであること

(居宅基準第153条第4号についても同趣旨)。 (基準第153条第4号についても同趣旨)。

④ サービス利用に当たっての留意事項(第6号) ④ サービス利用に当たっての留意事項(第6号)

利用者が指定短期入所生活介護の提供を受ける際の、利用者側 利用者が指定短期入所生活介護の提供を受ける際の、利用者側

が留意すべき事項(入所生活上のルール、設備の利用上の留意事 が留意すべき事項(入所生活上のルール、設備の利用上の留意事

項等)を指すものであること(居宅基準第153条第5号、第168条第5 項等)を指すものであること(基準第153条第5号、第168条第5号、

号、第189条第6号についても同趣旨)。 第189条第6号についても同趣旨)。

⑤ その他運営に関する重要事項（第9号） ⑤ その他運営に関する重要事項（第9号）

当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊 当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊

急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続について定め 急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続について定め

ておくことが望ましい。 ておくことが望ましい。

⒁ 地域等との連携 ⒁ 地域等との連携

居宅基準第139条は、指定短期入所生活介護の事業が地域に開か 基準第139条は、指定短期入所生活介護の事業が地域に開かれた

れた事業として行われるよう、指定短期入所生活介護事業者は、地 事業として行われるよう、指定短期入所生活介護事業者は、地域の

域の住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域と 住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交
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の交流に努めなければならないこととしたものである。 流に努めなければならないこととしたものである。

⒂ 準用 ⒂ 準用

居宅基準第140条の規定により、居宅基準第9条から第13条まで、 基準第140条の規定により、基準第9条から第13条まで、第15条、

、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、第15条 第16条 第19条 第21条 第26条 第32条から第38条まで 第16条 第19条 第21条 第26条 第32条から第38条まで 第52条

第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活介護 第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活介護の事業に

、 、 、の事業について準用されるものであるため、第3の3の(2)から(6)ま ついて準用されるものであるため 第3の3の(2)から(6)まで (9)

、 、 、で、(9)、(11)、(14)及び(21)から(25)まで、第4の3の(4)並びに第 (11) (14)及び(21)から(25)まで 第4の3の(4)並びに第8の3の(5)

8の3の(5)、(6)及び(7)を参照されたい。この場合において、準用 (6)及び(7)を参照されたい。この場合において、準用される基準第

される居宅基準第101条については、 101条については、

イ 指定短期入所生活介護事業所ごとに、短期入所生活介護従業 イ 指定短期入所生活介護事業所ごとに、短期入所生活介護従業

、 、 、 、 、 、者の日々の勤務時間 常勤・非常勤の別 管理者との兼務関係 者の日々の勤務時間 常勤・非常勤の別 管理者との兼務関係

機能訓練指導員との兼務関係等を勤務表上明確にし、人員に関 機能訓練指導員との兼務関係等を勤務表上明確にし、人員に関

する基準が満たされていることを明らかにする必要があるもの する基準が満たされていることを明らかにする必要があるもの

であること。併設の指定短期入所生活介護事業所については、 であること。併設の指定短期入所生活介護事業所については、

本体施設の従業者と併せて勤務表を作成するものとすること。 本体施設の従業者と併せて勤務表を作成するものとすること。

空きベッドを利用して指定短期入所生活介護の事業を行う特別 空きベッドを利用して指定短期入所生活介護の事業を行う特別

養護老人ホームにあっては、当該特別養護老人ホームの従業者 養護老人ホームにあっては、当該特別養護老人ホームの従業者

について勤務表が作成されていればよいものであること について勤務表が作成されていればよいものであること

ロ 職員の職務体制を定めるもののうち、介護職員の勤務形態に ロ 職員の職務体制を定めるもののうち、介護職員の勤務形態に

ついては、指定短期入所生活介護が短期間の利用とはいえ、そ ついては、指定短期入所生活介護が短期間の利用とはいえ、そ

のサービスの内容は、指定介護老人福祉施設である特別養護老 のサービスの内容は、指定介護老人福祉施設である特別養護老

人ホームと基本的に同様であることから 「社会福祉施設にお 人ホームと基本的に同様であることから 「社会福祉施設にお、 、

ける防火安全対策の強化について(昭和62年9月18日社施第107 ける防火安全対策の強化について(昭和62年9月18日社施第107

号)」に定める特別養護老人ホームの夜間における勤務形態の 号)」に定める特別養護老人ホームの夜間における勤務形態の

取り扱いに準じてその体制を確保すること。 取り扱いに準じてその体制を確保すること。

また、夜間の介護職員数については、介護老人福祉施設にお また、夜間の介護職員数については、介護老人福祉施設にお

ける配置を参考に適切に配置すること。ただし、併設事業所及 ける配置を参考に適切に配置すること。ただし、併設事業所及

び居宅基準第121条第2項の適用を受ける特別養護老人ホームに び基準第121条第2項の適用を受ける特別養護老人ホームについ

ついては、本体の事業所等と一体でその取り扱いを行って差し ては、本体の事業所等と一体でその取り扱いを行って差し支え

支えないこと ないこと

ハ 指定短期入所生活介護事業所の夜間の安全、防災上の管理の ハ 指定短期入所生活介護事業所の夜間の安全、防災上の管理の

観点から、介護職員のほかに宿直員を配置することが望ましい 観点から、介護職員のほかに宿直員を配置することが望ましい

こと。ただし、併設事業所及び居宅基準第121条第2項の適用を こと。ただし、併設事業所及び基準第121条第2項の適用を受け

受ける特別養護老人ホームについては、本体の事業所等と一体 る特別養護老人ホームについては、本体の事業所等と一体でそ

でその取り扱いを行って差し支えないこと の取り扱いを行って差し支えないこと
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に留意するものとする。 に留意するものとする。

4 ユニット型指定短期入所生活介護の事業 4 ユニット型指定短期入所生活介護の事業

（1）第5節の趣旨 （1）第5節の趣旨

「ユニット型」の指定短期入所生活介護の事業は、居宅に近い居 「ユニット型」の指定短期入所生活介護の事業は、居宅に近い居

住環境の下で、居宅における生活に近い日常の生活の中でケアを行 住環境の下で、居宅における生活に近い日常の生活の中でケアを行

うこと、すなわち、生活単位と介護単位とを一致させたケアである うこと、すなわち、生活単位と介護単位とを一致させたケアである

ユニットケアを行うことに特徴があり、これまで「居住福祉型」と ユニットケアを行うことに特徴があり、これまで「居住福祉型」と

称してきたものを、その特徴をよりわかりやすく表す観点から改め 称してきたものを、その特徴をよりわかりやすく表す観点から改め

たものである。こうしたユニット型指定短期入所生活介護の事業に たものである。こうしたユニット型指定短期入所生活介護の事業に

おけるケアは、これまでの指定短期入所生活介護の事業におけるケ おけるケアは、これまでの指定短期入所生活介護の事業におけるケ

アと大きく異なることから、その基本方針並びに設備及び運営に関 アと大きく異なることから、その基本方針並びに設備及び運営に関

する基準については、第１節、第３節及び第４節ではなく、第5節 する基準については、第１節、第３節及び第４節ではなく、第5節

に定めるところによるものである。なお、人員に関する基準につい に定めるところによるものである。なお、人員に関する基準につい

ては、第2節に定めるところによるので、留意すること。 ては、第2節に定めるところによるので、留意すること。

（2）基本方針 （2）基本方針

居宅基準第140条の3は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業 基準第140条の3は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業がユ

がユニットケアを行うものであることを規定したものである。その ニットケアを行うものであることを規定したものである。その具体

具体的な内容に関しては、居宅基準第140条の7以下に、指定短期入 的な内容に関しては、基準第140条の7以下に、指定短期入所生活介

所生活介護の取扱方針、介護、食事など、それぞれについて明らか 護の取扱方針、介護、食事など、それぞれについて明らかにしてい

にしている。 る。

（3）設備の基準（居宅基準第140条の4） （3）設備の基準（基準第140条の4）

① ユニットケアを行うためには、利用者の自律的な生活を保障す ① ユニットケアを行うためには、利用者の自律的な生活を保障す

る居室（個室）と、少人数の家庭的な雰囲気の中で生活できる共 る居室（個室）と、少人数の家庭的な雰囲気の中で生活できる共

同生活室（居宅での居間に相当する部屋）が不可欠であることか 同生活室（居宅での居間に相当する部屋）が不可欠であることか

ら、ユニット型指定短期入所生活介護事業所は、事業所全体を、 ら、ユニット型指定短期入所生活介護事業所は、事業所全体を、

こうした居室と共同生活室によって一体的に構成される場所（ユ こうした居室と共同生活室によって一体的に構成される場所（ユ

ニット）を単 位として構成し、運営しなければならない。 ニット）を単位として構成し、運営しなければならない。

② 居宅基準第140条の4第2項は、指定短期入所生活介護に係る居 ② 基準第140条の4第2項第1号に掲げている「ユニット」は、居室

宅基準第124条第2項と同趣旨であるため、第３の八の２の(2)を 及び共同生活室のほか、洗面設備及び便所を含むものである。

参照されたい。 ③ 利用者が、自室のあるユニットを超えて広がりのある日常生活

、 、③ 居宅基準第140条の4第3項第1号に掲げている「ユニット」は、 を楽しむことができるよう 他のユニットの利用者と交流したり

居室及び共同生活室のほか 洗面設備及び便所を含むものである 多数の利用者が集まったりすることができる場所を設けることが、 。

④ 利用者が、自室のあるユニットを超えて広がりのある日常生活 のぞましい。

を楽しむことができるよう 他のユニットの利用者と交流したり ④ ユニット（第5項第1号）、 、

多数の利用者が集まったりすることができる場所を設けることが ユニットは、居宅に近い居住環境の下で、居宅における生活に
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のぞましい。 近い日常の生活の中でケアを行うというユニットケアの特徴を踏

⑤ ユニット（第6項第1号） まえたものでなければならない。

ユニットは、居宅に近い居住環境の下で、居宅における生活に ⑤ 居室（第1号イ）

近い日常の生活の中でケアを行うというユニットケアの特徴を踏 イ 前記①のとおりユニットケアには個室が不可欠なことから。

まえたものでなければならない。 居室の定員は1人とする。ただし、夫婦で居室を利用する場合

⑥ 居室（第1号イ） など

イ 前記①のとおりユニットケアには個室が不可欠なことから。 ロ 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニッ

居室の定員は1人とする。ただし、夫婦で居室を利用する場合 トの共同生活室に近接して一体的に設けなければならない。

など この場合 「当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に、

ロ 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニッ 設けられる居室とは、次の３つをいう。

トの共同生活室に近接して一体的に設けなければならない。 a 当該共同生活室に隣接している居室

この場合 「当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に b 当該共同生活室に隣接していないが、aの居室と隣接してい、

設けられる居室とは、次の３つをいう。 る居室

a 当該共同生活室に隣接している居室 c その他当該共同生活室に近接して一体的に設けられている

b 当該共同生活室に隣接していないが、aの居室と隣接してい 居室（他の共同生活室のa及びbに該当する居室を除く ）。

る居室 ハ ユニットの利用定員

c その他当該共同生活室に近接して一体的に設けられている ユニット型指定短期入所生活介護事業所は、各ユニットにお

居室（他の共同生活室のa及びbに該当する居室を除く ） いて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営。

ハ ユニットの利用定員 むことを支援するものであることから、一のユニットの利用定

ユニット型指定短期入所生活介護事業所は、各ユニットにお 員は、10人以下とすることを原則とする。

いて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営 ただし、敷地や建物の構造上の制約など特別の事情によりや

むことを支援するものであることから、一のユニットの利用定 むを得ない場合であって、各ユニットにおいて利用者が相互に

員は、10人以下とすることを原則とする。 社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するの

ただし、敷地や建物の構造上の制約など特別の事情によりや に支障がないと認められる場合には、利用定員が10人を超える

むを得ない場合であって、各ユニットにおいて利用者が相互に ユニットも認める。なお、この場合にあっても、次の２つの要

社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するの 件を満たさなければならない。

に支障がないと認められる場合には、利用定員が10人を超える ａ 利用定員が10人を超えるユニットにあっては 「おおむね、

ユニットも認める。なお、この場合にあっても、次の２つの要 10人」と言える範囲内の利用定員であること。

件を満たさなければならない。 ｂ 利用定員が10人を超えるユニットの数は、当該事業所の総

ａ 利用定員が10人を超えるユニットにあっては 「おおむね ユニット数の半数以下であること。、

10人」と言える範囲内の利用定員であること。 ニ ユニットの利用定員に関する既存事業所の特例

ｂ 利用定員が10人を超えるユニットの数は、当該事業所の総 平成15年4月1日に現に存する指定短期入所生活介護事業所

ユニット数の半数以下であること。 （建築中を含む ）が、その建物を同日以降に改修してユニッ。

ニ ユニットの利用定員に関する既存事業所の特例 トを造る場合にあっては、事業所を新増築したり、改築したり

平成15年4月1日に現に存する指定短期入所生活介護事業所 する場合に比べて、現にある建物の構造や敷地などの面で、よ
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（建築中を含む ）が、その建物を同日以降に改修してユニッ り大きな制約が想定されることから、前記ハのbの要件は適用。

トを造る場合にあっては、事業所を新増築したり、改築したり しない。

する場合に比べて、現にある建物の構造や敷地などの面で、よ また、平成15年4月1日に現に存する指定短期入所生活介護事

り大きな制約が想定されることから、前記ハのbの要件は適用 業所（建築中のものを含む ）が同日において現にユニットを。

しない。 有している（建築中のものを含む ）場合は、当該ユニットに。

また、平成15年4月1日に現に存する指定短期入所生活介護事 ついては、前記ハは適用しない。ただし、当該ユニットが改築

業所（建築中のものを含む ）が同日において現にユニットを されたときは、この限りでない。。

有している（建築中のものを含む ）場合は、当該ユニットに ホ 居室の床面積等。

ついては、前記ハは適用しない。ただし、当該ユニットが改築 ユニット型指定短期入所生活介護事業所では、居宅に近い居

されたときは、この限りでない。 住環境の下で、居宅における生活に近い日常の生活の中でケア

ホ 居室の床面積等 を行うため、利用者は長年使い慣れた箪笥(たんす)箪笥などの
た ん す

ユニット型指定短期入所生活介護事業所では、居宅に近い居 家具を持ち込むことを想定しており、居室は次のいずれかに分

住環境の下で、居宅における生活に近い日常の生活の中でケア 類される。

を行うため、利用者は長年使い慣れた箪笥(たんす)箪笥などの ａ．ユニット型個室
た ん す

家具を持ち込むことを想定しており、居室は次のいずれかに分 床面積は、10.65平方メートル以上（居室内に洗面設備が

類される。 設けられているときはその面積を含み、居室内に便所が設け

ａ．ユニット型個室 られているときはその面積を除く ）とすること。。

床面積は、10.65平方メートル以上（居室内に洗面設備が ｂ．ユニット型準個室

設けられているときはその面積を含み、居室内に便所が設け ユニットに属さない居室を改修してユニットを造る場合で

られているときはその面積を除く ）とすること。 あり、床面積は、10.65平方メートル以上（居室内に洗面設。

ｂ．ユニット型準個室 備が設けられているときはその面積を含み、居室内に便所が

ユニットに属さない居室を改修してユニットを造る場合で 設けられているときはその面積を除く ）とすること。この。

あり、床面積は、10.65平方メートル以上（居室内に洗面設 場合にあっては、入居者同士の視線が遮断され、入居者のプ

備が設けられているときはその面積を含み、居室内に便所が ライバシーが十分に確保されていれば、天井と壁との間に一

設けられているときはその面積を除く ）とすること。この 定の隙間が生じていても差し支えない。。

場合にあっては、入居者同士の視線が遮断され、入居者のプ 壁については、家具等のように可動のもので室内を区分し

ライバシーが十分に確保されていれば、天井と壁との間に一 ただけのものは認められず、可動でないものであって、プラ

定の隙間が生じていても差し支えない。 イバシーの確保のために適切な素材であることが必要であ

壁については、家具等のように可動のもので室内を区分し る。

ただけのものは認められず、可動でないものであって、プラ 居室であるためには、一定程度以上の大きさの窓が必要で

イバシーの確保のために適切な素材であることが必要であ あることから、多床室を仕切って窓のない居室を設けたとし

る。 ても準個室としては認められない。

居室であるためには、一定程度以上の大きさの窓が必要で また、居室への入口が、複数の居室で共同であったり、カ

あることから、多床室を仕切って窓のない居室を設けたとし ーテンなどで仕切られているに過ぎないような場合には、十

ても準個室としては認められない。 分なプライバシーが確保されているとはいえず、準個室とし
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また、居室への入口が、複数の居室で共同であったり、カ ては認められないものである。

ーテンなどで仕切られているに過ぎないような場合には、十 なお、ユニットに属さない居室を改修してユニットを造る

分なプライバシーが確保されているとはいえず、準個室とし 場合に、居室がａの要件を満たしていれば、ユニット型個室

ては認められないものである。 に分類される。

なお、ユニットに属さない居室を改修してユニットを造る ⑥共同生活室（第1号ロ）

場合に、居室がａの要件を満たしていれば、ユニット型個室 イ 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該

に分類される。 ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所

⑦共同生活室（第1号ロ） としてふさわしい形状を有するものでなければならない。この

イ 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該 ためには、次の２つの要件を満たす必要がある。

ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所 a.他のユニットの利用者が、当該共同生活室を通過することな

としてふさわしい形状を有するものでなければならない。この く、事業所内の他の場所に移動することができるようになっ

ためには、次の２つの要件を満たす必要がある。 ていること。

a.他のユニットの利用者が、当該共同生活室を通過することな b.当該ユニットの利用者全員とその介護等を行う従業者が1度

く、事業所内の他の場所に移動することができるようになっ に食事をしたり、談話等を楽しんだりすることが可能な備品

ていること。 を備えた上で、当該共同生活室内を車椅子が支障なく通行で

b.当該ユニットの利用者全員とその介護等を行う従業者が1度 きる形状が確保されていること。

に食事をしたり、談話等を楽しんだりすることが可能な備品 ロ 共同生活室には、要介護者が食事をしたり、談話等を楽しん

を備えた上で、当該共同生活室内を車椅子が支障なく通行で だりするのに適したテーブル、椅子等の備品を備えなければな

きる形状が確保されていること。 らない。

ロ 共同生活室には、要介護者が食事をしたり、談話等を楽しん また、利用者が、その心身の状況に応じて家事を行うことが

だりするのに適したテーブル、椅子等の備品を備えなければな できるようにする観点から、簡易な流し、調理設備を設けるこ

らない。 とが望ましい。

また、利用者が、その心身の状況に応じて家事を行うことが ⑦ 洗面設備（第1号ハ）

できるようにする観点から、簡易な流し、調理設備を設けるこ 洗面設備は、居室ごとに設けることが望ましい。ただし、共同

とが望ましい。 生活室ごとに適当数設けることとしても差し支えない。この場合

、 、⑧ 洗面設備（第1号ハ） にあっては 共同生活室内の１か所に集中して設けるのではなく

洗面設備は、居室ごとに設けることが望ましい。ただし、共同 2か所以上に分散して設けることがのぞましい。

生活室ごとに適当数設けることとしても差し支えない。この場合 なお、居室ごとに設ける方式と、共同生活室ごとに設ける方式

にあっては 共同生活室内の１か所に集中して設けるのではなく とを混在させても差し支えない。、 、

2か所以上に分散して設けることがのぞましい。 ⑧ 便所（第1号ニ）

なお、居室ごとに設ける方式と、共同生活室ごとに設ける方式 便所は、居室ごとに設けることが望ましい。ただし、共同生活

とを混在させても差し支えない。 室ごとに適当数設けることとしても差し支えない。この場合にあ

⑨ 便所（第1号ニ） っては、共同生活室内の１か所に集中して設けるのではなく、2

便所は、居室ごとに設けることが望ましい。ただし、共同生活 か所以上に分散して設けることが望ましい。なお、居室ごとに設

室ごとに適当数設けることとしても差し支えない。この場合にあ ける方式と、共同生活室ごとに設ける方式とを混在させても差し
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っては、共同生活室内の１か所に集中して設けるのではなく、2 支えない。

か所以上に分散して設けることが望ましい。なお、居室ごとに設 ⑨ 浴室（第2号）

ける方式と、共同生活室ごとに設ける方式とを混在させても差し 浴室は、居室のある階ごとに設けることが望ましい。

支えない。 ⑩ 廊下（第6項第1号）

⑩ 浴室（第2号） ユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては、多数の利

浴室は、居室のある階ごとに設けることが望ましい。 用者や従業者が日常的に一度に移動することはないことから、廊

⑪ 廊下（第6項第1号） 下の幅の一律の規制を緩和する。

ユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては、多数の利 ここでいう「廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、

」 、用者や従業者が日常的に一度に移動することはないことから、廊 従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合 とは

下の幅の一律の規制を緩和する。 アルコーブを設けることなどにより、利用者、従業者等がすれ違

ここでいう「廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、 う際にも支障が生じない場合を想定している。

従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合 とは このほか、ユニット型指定短期入所生活介護事業所の廊下の幅」 、

アルコーブを設けることなどにより、利用者、従業者等がすれ違 については、第１０の2の（4）を準用する。この場合において、

う際にも支障が生じない場合を想定している。 第１０の2の（4）中「静養室」とあるのは「共同生活室」と読み

このほか、ユニット型指定短期入所生活介護事業所の廊下の幅 替えるものとする。

については、第１０の2の（4）を準用する。この場合において、

第１０の2の（4）中「静養室」とあるのは「共同生活室」と読み

替えるものとする。

⑫ 消火設備その他の非常災害に際して必要となる設備140条の4第

第7項は、指定通所介護に係る居宅基準第95条第1項と同趣旨であ

るため、第３の六の２の(3)を参照されたい。

⑬ ユニット型指定短期入所生活介護事業所の設備については、上 ⑪ ユニット型指定短期入所生活介護事業所の設備については、上

記の①から⑫までによるほか、第１０の2の規定（ 4）及び（9） 記の①から⑩までによるほか、第１０の2の規定（ 4）及び（9）（ （

を除く ）を準用する。この場合において、第１０の2の（1）中 を除く ）を準用する。この場合において、第１０の2の（1）中。 。

「静養室、食堂、浴室及び機能訓練室」とあるのは「共同生活室 「静養室、食堂、浴室及び機能訓練室」とあるのは「共同生活室

及び浴室」と、同（8）中「静養室、食堂」とあるのは「共同生 及び浴室」と、同（8）中「静養室、食堂」とあるのは「共同生

活室」と読み替えるものとする。 活室」と読み替えるものとする。

（4）利用料等の受領（居宅基準第140条の6） （4）利用料等の受領（基準第140条の6）

① ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者から、ユニ ① ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者から、ユニ

ットの提供を行うことに伴い必要となる費用の額の支払いを受け ットの提供を行うことに伴い必要となる費用の額の支払いを受け

ることができるが、この取扱いは 「小規模生活単位型介護老人 ることができるが、この取扱いは 「小規模生活単位型介護老人、 、

福祉施設の居住費について （平成15年3月17日老計発第0317002 福祉施設の居住費について （平成15年3月17日老計発第0317002」 」

号、老振発第0317003号、老健発第0317003号厚生労働省老健局計 号、老振発第0317003号、老健発第0317003号厚生労働省老健局計

画課長、振興課長、老人保健課長通知）を参照すること。 画課長、振興課長、老人保健課長通知）を参照すること。
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② 第１０の3の（3）は、ユニット型指定短期入所生活介護事業者 ② 第１０の3の（3）は、ユニット型指定短期入所生活介護事業者

について準用する。この場合において、第１０の3の（3）の①中 について準用する。この場合において、第１０の3の（3）の①中

「居宅基準第127条第1項及び第2項」とあるのは「居宅基準第140 「基準第127条第1項及び第2項」とあるのは「基準第140条の6第1

条の6第1項及び第2項」と、同②中「居宅基準第127条第3項」と 項及び第2項」と、同②中「基準第127条第3項」とあるのは「基

あるのは「居宅基準第140条の6第3項」と、同③中「居宅基準第1 準第140条の6第3項」と、同③中「基準第127条第5項」とあるの

27条第5項」とあるのは「居宅基準第140の6第5項」と読み替える は「基準第140の6第5項」と読み替えるものとする。

ものとする。

（5）指定短期入所生活介護の取扱方針 （5）指定短期入所生活介護の取扱方針

、 、① 居宅基準第140条の7第1項は、第140条の3第1項の基本方針を受 ① 基準第140条の7第1項は 第140条の3第1項の基本方針を受けて

けて、利用者へのサービスの提供は、利用者が自律的な日常生活 利用者へのサービスの提供は、利用者が自律的な日常生活を営む

を営むことができるよう支援するものとして行われなければなら ことができるよう支援するものとして行われなければならないこ

ないことを規定したものである。 とを規定したものである。

利用者へのサービスの提供に当たっては、利用前の居宅におけ 利用者へのサービスの提供に当たっては、利用前の居宅におけ

る生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮することが る生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮することが

、 、 、 、 、 、 、 、必要であり このため従業者は 1人1人の利用者について 個性 必要であり このため従業者は 1人1人の利用者について 個性

心身の状況、利用に至るまでの生活歴とその中で培われてきた生 心身の状況、利用に至るまでの生活歴とその中で培われてきた生

活様式や生活習慣を具体的に把握した上で、その日常生活上の活 活様式や生活習慣を具体的に把握した上で、その日常生活上の活

動を適切に援助しなければならない。 動を適切に援助しなければならない。

なお、こうしたことから明らかなように、利用者の意向に関わ なお、こうしたことから明らかなように、利用者の意向に関わ

りなく集団で行うゲームや。日常生活動作にない動作を通じた機 りなく集団で行うゲームや。日常生活動作にない動作を通じた機

能訓練など、家庭の中では通常行われないことを行うのは、サー 能訓練など、家庭の中では通常行われないことを行うのは、サー

ビスとして適当でない。 ビスとして適当でない。

② 居宅基準第140条の7第2項は、第140条の３第1項の基本方針を ② 基準第140条の7第2項は、第140条の３第1項の基本方針を受け

受けて、利用者へのサービスの提供は、利用者がユニットにおい て、利用者へのサービスの提供は、利用者がユニットにおいて相

て相互に社会的関係を築くことができるよう、それぞれ役割を持 互に社会的関係を築くことができるよう、それぞれ役割を持って

って生活を営めるように配慮して行われなければならないことを 生活を営めるように配慮して行われなければならないことを規定

規定している。 している。

このため従業者は、利用者相互の信頼関係が醸成されるよう配 このため従業者は、利用者相互の信頼関係が醸成されるよう配

慮することが必要であるが、同時に、利用者が他の利用者の生活 慮することが必要であるが、同時に、利用者が他の利用者の生活

に過度に干渉し、自律的な生活を損なうことにならないようにす に過度に干渉し、自律的な生活を損なうことにならないようにす

ることにも配慮が必要である。 ることにも配慮が必要である。

（6）介護 （6）介護

① 居宅基準第140条の8第1項は、介護が、第140条の7第1項及び第 ① 基準第140条の8第1項は、介護が、第140条の7第1項及び第2項

2項の指定短期入所生活介護の取扱方針を受けた適切な技術をも の指定短期入所生活介護の取扱方針を受けた適切な技術をもって

って行わなければならないことを規定したものである。 行わなければならないことを規定したものである。
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自律的な日常生活を営むことを支援するという点では、利用者 自律的な日常生活を営むことを支援するという点では、利用者

の日常生活条の活動への援助が過剰なものとなることのないよう の日常生活条の活動への援助が過剰なものとなることのないよう

留意する必要がある。 留意する必要がある。

② 居宅基準第140条の8第2項の「日常生活における家事」には、 ② 基準第140条の8第2項の「日常生活における家事」には、食事

食事の簡単な下準備や配膳、後片付け、清掃やゴミ出しなど、多 の簡単な下準備や配膳、後片付け、清掃やゴミ出しなど、多様な

様なものが考えられる。 ものが考えられる。

③ 居宅基準第140条の8第3項は、入浴が、単に身体の清潔を維持 ③ 基準第140条の8第3項は、入浴が、単に身体の清潔を維持する

するためだけでなく、利用者が精神的に快適な生活を営む上でも ためだけでなく、利用者が精神的に快適な生活を営む上でも重要

重要なものであることから、こうした観点に照らして「適切な方 なものであることから、こうした観点に照らして「適切な方法に

法により」これを行うこととするとともに、同様の観点から、一 より」これを行うこととするとともに、同様の観点から、一律の

律の入浴回数を設けるのではなく、個浴の実施など利用者の意向 入浴回数を設けるのではなく、個浴の実施など利用者の意向に応

に応じることができるだけの入浴機会を設けなければならないこ じることができるだけの入浴機会を設けなければならないことを

とを規定したものである。 規定したものである。

④ ユニット型指定短期入所生活介護事業所における介護について ④ ユニット型指定短期入所生活介護事業所における介護について

は、上記の①から③までによるほか、第１０の3の（6）の③から は、上記の①から③までによるほか、第１０の3の（6）の③から

⑥までを準用する。この場合において、第１０の3の（6）の⑤中 ⑥までを準用する。この場合において、第１０の3の（6）の⑤中

「同条第5項」とあるのは「第140条の8第6項」と、同⑥中「同条 「同条第5項」とあるのは「第140条の8第6項」と、同⑥中「同条

」 「 」 。 」 「 」 。第6項 とあるのは 第140条の8第7項 と読み替えるものとする 第6項 とあるのは 第140条の8第7項 と読み替えるものとする

（7）食事 （7）食事

① 居宅基準第140条の9第3項は、第140条の7第1項の指定短期入所 ① 基準第140条の9第3項は、第140条の7第1項の指定短期入所生活

生活介護の取扱方針を受けて、食事は、利用者の生活習慣を尊重 介護の取扱方針を受けて、食事は、利用者の生活習慣を尊重した

した適切な時間に提供しなければならないこと、また、事業者側 適切な時間に提供しなければならないこと、また、事業者側の都

の都合で急かしたりすることなく、利用者が自分のペースで食事 合で急かしたりすることなく、利用者が自分のペースで食事を摂

を摂ることができるよう十分な時間を確保しなければならないこ ることができるよう十分な時間を確保しなければならないことを

とを規定したものである。 規定したものである。

② 居宅基準第140条の9第4項は 第140条の3の基本方針を受けて ② 基準第140条の9第4項は、第140条の3の基本方針を受けて、利、 、

利用者の意思を尊重し、また、その心身の状況に配慮した上で、 用者の意思を尊重し、また、その心身の状況に配慮した上で、で

できる限り離床し、共同生活室で食事を摂ることができるよう支 きる限り離床し、共同生活室で食事を摂ることができるよう支援

援しなければならないことを規定したものである。 しなければならないことを規定したものである。

その際、共同生活室で食事を摂るよう強制することはあっては その際、共同生活室で食事を摂るよう強制することはあっては

ならないので、十分留意することがある。 ならないので、十分留意することがある。

③ ユニット型指定短期入所生活介護事業所における食事について ③ ユニット型指定短期入所生活介護事業所における食事について

は、上記の①及び②によるほか、第３の八の3の（7）の①から⑦ は、上記の①及び②によるほか、第１０の3の（7）の①から⑧ま

までを準用する。 でを準用する。

（8）その他のサービスの提供 （8）その他のサービスの提供
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① 居宅基準第140条の10第1項は、第140条の7第1項の指定短期入 ① 基準第140条の10第1項は、第140条の7第1項の指定短期入所生

、 、所生活介護の取扱方針を受けて、利用者1人1人の嗜好を把握した 活介護の取扱方針を受けて 利用者1人1人の嗜好を把握した上で

上で、それに応じた趣味、共用又は娯楽に係る活動の機会を提供 それに応じた趣味、共用又は娯楽に係る活動の機会を提供すると

するとともに、同好会やクラブ活動などを含め、利用者が自律的 ともに、同好会やクラブ活動などを含め、利用者が自律的に行う

に行うこれらの活動を支援しなければならないことを規定したも これらの活動を支援しなければならないことを規定したものであ

のである。 る。

② ユニット型指定短期入所生活介護事業所の居室は、家族や友人 ② ユニット型指定短期入所生活介護事業所の居室は、家族や友人

が来訪、宿泊して利用者と交流するのに適した個室であることか が来訪、宿泊して利用者と交流するのに適した個室であることか

ら、これらの者ができる限り気軽に来訪、宿泊することができる ら、これらの者ができる限り気軽に来訪、宿泊することができる

よう配慮しなければならない。 よう配慮しなければならない。

（9）運営規程 （9）運営規程

① 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額(第5 ① 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額(第5

号) 号)

「その他の費用の額」は、居宅基準第140条の6第3項により支払を 「その他の費用の額」は、基準第140条の6第3項により支払を受け

受けることが認められている費用の額を指すものであること。 ることが認められている費用の額を指すものであること。

② 第１０の3の（13）は、ユニット型指定短期入所生活介護事業 ② 第１０の3の（13）は、ユニット型指定短期入所生活介護事業

者について準用する。この場合において、第１０の3の（13）中 者について準用する。この場合において、第１０の3の（13）中

「第137条」とあるのは「第140条の11」と 「同条第1号から第9 「第137条」とあるのは「第140条の11」と 「同条第1号から第9、 、

号まで とあるのは 同条第1号から第10号まで と 同②中 第 号まで とあるのは 同条第1号から第10号まで と 同②中 第」 「 」 、 「 」 「 」 、 「

4号」とあるのは「第5号」と、同③中「第5号」とあるのは「第6 4号」とあるのは「第5号」と、同③中「第5号」とあるのは「第6

号」と、同④中「第6号」とあるのは「第7号」と、同⑤中「第9 号」と、同④中「第6号」とあるのは「第7号」と、同⑤中「第9

号」とあるのは「第10号」と読み替えるものとする。 号」とあるのは「第10号」と読み替えるものとする。

（10）勤務体制の確保（居宅基準第140条の十一の二） （10）その他

ユニット型指定短期入所生活介護事業所において配置を義務 ユニット型指定短期入所生活介護事業所における介護職員等の

付けることとしたユニットごとの常勤のユニットリーダーにつ 勤務体制については、次の配置を行うことが望ましい。

いては 当面は ユニットケアリーダー研修を受講した職員 以 ① 日中については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又、 、 （

下「研修受講者」という ）を各施設（一部ユニット型の施設 は看護職員を配置すること。。

も含む ）に２名以上配置する（ただし2ユニット以下の施設 ② 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職。

の場合には、1名でよいこととする）ほか、研修受講者が配置 員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配

されているユニット以外のユニットでは、ユニットにおけるケ 置すること。

アに責任を持つ（研修受講者でなくても構わない ）職員を決。

めてもらうことで足りるものとする。

この場合、研修受講者は、研修で得た知識等をリーダー研修

を受講していないユニットの責任者に伝達するなど、当該施設
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におけるユニットケアの質の向上の中核となることが求められ

る。また、平成１８年４月１日の時点でリーダー研修を修了し

た者が２名に満たない施設については、平成１９年３月３１日

までの間に満たせばよいこととする。

（11）準用 （11）準用

居宅基準第140条の13の規定により、第125条、第126条、第129 基準第140条の13の規定により、第125条、第126条、第129条、

条、第132条から第134条まで、第136条、第139条及び第140条の 第132条から第134条まで、第136条、第139条及び第140条の規定

規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用さ は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用される

れるものであるため、第１０の3 の（1 （2 （5 （8）から ものであるため、第１０の3 の（1 （2 （5 （8）から（10））、 ）、 ）、 ）、 ）、 ）、

（10）まで （12 （13）及び（15）を参照されたい。 まで （12 （13）及び（15）を参照されたい。、 ）、 、 ）、

５ 一部ユニット型指定短期入所生活介護の事業 ５ 一部ユニット型指定短期入所生活介護の事業

（1）第６節の趣旨 （1）第６節の趣旨

平成15年4月1日に現に存する指定短期入所生活介護事業所（建 平成15年4月1日に現に存する指定短期入所生活介護事業所（建

築中のものを含む ）が、その建物を同日以降に改修、改築又は 築中のものを含む ）が、その建物を同日以降に改修、改築又は。 。

増築して事業所の一部にユニットを造り、ユニットケアを行う場 増築して事業所の一部にユニットを造り、ユニットケアを行う場

合、また、同日において現に存する指定短期入所生活介護事業所 合、また、同日において現に存する指定短期入所生活介護事業所

（建築中のものを含む ）が同日において現に有している（建築 （建築中のものを含む ）が同日において現に有している（建築。 。

中のものを含む ）ユニットで事業所の一部においてユニットケ 中のものを含む ）ユニットで事業所の一部においてユニットケ。 。

アを行う場合は、これを一部ユニット型指定短期入所生活介護事 アを行う場合は、これを一部ユニット型指定短期入所生活介護事

業所とし、その基本方針並びに設備及び運営に関する基準につい 業所とし、その基本方針並びに設備及び運営に関する基準につい

ては、第1節、第3節及び第4節ではなく、第6節に定めるところに ては、第1節、第3節及び第4節ではなく、第6節に定めるところに

よるものである。なお、人員に関する基準については、第2節に よるものである。なお、人員に関する基準については、第2節に

定めるところによるので、留意すること。 定めるところによるので、留意すること。

（2）基本方針 （2）基本方針

居宅基準第140条の15は、一部ユニット型指定短期入所生活介 基準第140条の15は、一部ユニット型指定短期入所生活介護の

護の事業の基本方針は、ユニット部分にあっては小規模生活単位 事業の基本方針は、ユニット部分にあっては小規模生活単位型指

型指定短期入所生活介護の事業の基本方針 居宅基準第140条の3 定短期入所生活介護の事業の基本方針（基準第140条の3）に、ま（ ）

に、また、それ以外の部分にあっては指定短期入所生活介護の事 た、それ以外の部分にあっては指定短期入所生活介護の事業の基

業の基本方針（居宅基準第120条）に定めるところによることを 本方針（基準第120条）に定めるところによることを規定したも

規定したものである。 のである。

これを受けて、設備及び備品等、利用料等の受領、指定短期入 これを受けて、設備及び備品等、利用料等の受領、指定短期入

所生活介護の取扱方針、介護、食事、その他のサービスの提供及 所生活介護の取扱方針、介護、食事、その他のサービスの提供及

び定員の遵守について、居宅基準第140条の16から第140条の22ま び定員の遵守について、基準第140条の16から第140条の22まで及

で及び第140条の24に、ユニット部分の基準とそれ以外の部分の び第140条の24に、ユニット部分の基準とそれ以外の部分の基準

基準を規定している。 を規定している。
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(3) 運営規程（居宅基準第140条の23） (3) 運営規程（基準第140条の23）

利用定員並びに指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の 利用定員並びに指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の

費用の額については、ユニット部分とそれ以外の部分のそれぞれに 費用の額については、ユニット部分とそれ以外の部分のそれぞれに

ついて明らかにしなければならない。 ついて明らかにしなければならない。

(4) 職員の配置の基準等 (4)職員の配置の基準等

① 居宅基準第121条第1項第3号に規定する基準は、ユニット部分 ① 基準第121条第1項第3号に規定する基準は、ユニット部分とそ

とそれ以外の部分のそれぞれ満たさなければならない。 れ以外の部分のそれぞれ満たさなければならない。

② 日中にユニット部分の利用者に対するサービスの提供に当たる ② 日中にユニット部分の利用者に対するサービスの提供に当たる

介護職員又は看護職員が、その時間帯においてそれ以外の部分の 介護職員又は看護職員が、その時間帯においてそれ以外の部分の

利用者に対してサービスの提供を行う勤務体制とすることは、望 利用者に対してサービスの提供を行う勤務体制とすることは、望

ましくない。 ましくない。

（5）一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所のユニット部分に （5）一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所のユニット部分に

ついては４に、また、それ以外の部分については２及び３までに、 ついては４に、また、それ以外の部分については２及び３までに、

それぞれ定めるところによる。 それぞれ定めるところによる。

6 基準該当短期入所生活介護に関する基準 6 基準該当短期入所生活介護に関する基準

⑴ 指定通所介護事業所等との併設(居宅基準第140条の26) ⑴ 指定通所介護事業所等との併設(基準第140条の26)

基準該当短期入所生活介護事業所は、指定通所介護事業所又は社 基準該当短期入所生活介護事業所は、指定通所介護事業所又は社

会福祉施設に併設しなければならないこととされているが、ここに 会福祉施設に併設しなければならないこととされているが、ここに

いう社会福祉施設とは、社会福祉事業法第57条にいう社会福祉施設 いう社会福祉施設とは、社会福祉事業法第57条にいう社会福祉施設

を指すものであること。 を指すものであること。

⑵ 従業者の員数及び管理者(居宅基準第140条の27及び第140条の28) ⑵ 従業者の員数及び管理者(基準第140条の27及び第140条の28)基準

居宅基準第140条の3第4項にいう従業者の員数の確保を除けば、い 第140条の3第4項にいう従業者の員数の確保を除けば、いわゆる単

わゆる単独型の指定短期入所生活介護事業所の基準と同様であり、 独型の指定短期入所生活介護事業所の基準と同様であり、第10の1

第10の1の⑵から⑹までを参照されたい。 の⑵から⑹までを参照されたい。

⑶ 設備に関する基準(居宅基準第140条の30) ⑶ 設備に関する基準(基準第140条の30)

① 併設の指定通所介護事業所等の施設との設備の兼用が居室を除 ① 併設の指定通所介護事業所等の施設との設備の兼用が居室を除

き可能であること、廊下は車椅子での円滑な移動が可能な廊下幅 き可能であること、廊下は車椅子での円滑な移動が可能な廊下幅

であればよいこと等、指定短期入所生活介護の基準との相違点に であればよいこと等、指定短期入所生活介護の基準との相違点に

留意すること。 留意すること。

② この省令の施行の際現に存する老人短期入所事業を行っている ② この省令の施行の際現に存する老人短期入所事業を行っている

施設若しくは老人短期入所施設(基本的な設備が完成されている 施設若しくは老人短期入所施設(基本的な設備が完成されている

ものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築 ものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築

された部分を除く。)又は老人短期入所事業に相当する事業の用 された部分を除く。)又は老人短期入所事業に相当する事業の用

に供する施設若しくは老人短期入所施設に相当する施設(この省 に供する施設若しくは老人短期入所施設に相当する施設(この省
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令の施行の後に増築され 又は全面的に改築された部分を除く ) 令の施行の後に増築され 又は全面的に改築された部分を除く )、 。 、 。

については、設備基準のうち一の居室の定員に関する基準(4人以 については、設備基準のうち一の居室の定員に関する基準(4人以

下)、利用者1人当たりの床面積に関する基準(10・65平方メート 下)、利用者1人当たりの床面積に関する基準(10・65平方メート

ル以上)、食堂及び機能訓練室の面積に関する基準(3平方メート ル以上)、食堂及び機能訓練室の面積に関する基準(3平方メート

ルに利用定員を乗じて得た面積以上)を適用しないものである。 ルに利用定員を乗じて得た面積以上)を適用しないものである。

(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 (指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

の一部を改正する省令(平成12年厚生省令第37号)附則第2項によ の一部を改正する省令(平成12年厚生省令第37号)附則第2項によ

る経過措置) る経過措置)

⑷ 運営に関する基準 ⑷ 運営に関する基準

居宅基準第140条の8の規定により、居宅基準第9条から第13条ま 基準第140条の8の規定により、基準第9条から第13条まで、第16

で、第16条、第19条、第21条、第26条、第32条から第35条まで、第 条、第19条、第21条、第26条、第32条から第35条まで、第36条第1

、 、 、 、 、36条第1項及び第2項、第37条から第39条まで、第52条、第101条、 項及び第2項 第37条から第39条まで 第52条 第101条 第103条

第103条、第104条、第120条並びに第4節(第127条第1項及び第140条 第104条、第120条並びに第4節(第127条第1項及び第140条を除く。)

を除く。)の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業に準用され の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業に準用されるものであ

るものであるため 第3の3の(2)から(5)まで (9) (11) (14) (2 るため 第3の3の(2)から(5)まで (9) (11) (14) (20)から(25)、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

0)から(25)まで、第4の3の(4)、第8の3の(5)、(6)及び(7)並びに第 まで、第4の3の(4)、第8の3の(5)、(6)及び(7)並びに第10の3を参

10の3を参照されたい。この場合において、準用される居宅基準第1 照されたい。この場合において、準用される基準第127条第2項の規

27条第2項の規定は、基準該当短期入所生活介護事業者が利用者か 定は、基準該当短期入所生活介護事業者が利用者から受領する利用

ら受領する利用料について、当該サービスが結果的に保険給付の対 料について、当該サービスが結果的に保険給付の対象となる場合も

象となる場合もならない場合も、特例居宅介護サービス費を算定す ならない場合も、特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービ

るための基準となる費用の額(100分の90を乗ずる前の額)との間に ス費を算定するための基準となる費用の額(100分の90を乗ずる前の

不合理な差額が生じることを禁ずることにより、結果的に保険給付 額)との間に不合理な差額が生じることを禁ずることにより、結果

の対象となるサービスの利用料と、保険給付の対象とならないサー 的に保険給付の対象となるサービスの利用料と、保険給付の対象と

ビスの利用料との間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不 ならないサービスの利用料との間に、一方の管理経費の他方への転

合理な差額を設けることを禁止する趣旨である。 嫁等による不合理な差額を設けることを禁止する趣旨である。

なお、当該事業所による短期入所生活介護が複数の市町村におい なお、当該事業所による短期入所生活介護が複数の市町村におい

て基準該当短期入所生活介護と認められる場合には、利用者の住所 て基準該当短期入所生活介護と認められる場合には、利用者の住所

地によって利用料が異なることは認められないものである。 地によって利用料が異なることは認められないものである。

九 短期入所療養介護 第11 短期入所療養介護

1 人員に関する基準・設備に関する基準(居宅基準第142条及び第143 1 人員に関する基準・設備に関する基準(基準第142条及び第143条)

条) (1) 本則

、 、(1) 本則 いわゆる本体施設となる介護老人保健施設 介護療養型医療施設

いわゆる本体施設となる介護老人保健施設 介護療養型医療施設 療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病、 、

療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病 棟を有する病院が、それぞれの施設として満たすべき人員・施設基
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（ユニット型介護老人保健施設及び一部ユニット型介護老人棟を有する病院が、それぞれの施設として満たすべき人員・施設基 準

（ユニット型介護老人保健施設及び一部ユニット型介護老人 保健施設並びにユニット型指定介護療養型医療施設及び一部ユ準

を満た保健施設並びにユニット型指定介護療養型医療施設及び一部ユ ニット型指定介護療養型医療施設に関するものを除く ）。

を満た していれば足りるものとする。ニット型指定介護療養型医療施設に関するものを除く ）。

していれば足りるものとする。また、本体施設が療養病床を有する

病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病院に

ついては、それぞれの施設として満たすべき施設基準に加えて消火

設備その他の非常災害に際して必要な設備を有することとしてい

る。

(2) 経過措置 (2) 経過措置

① 厚生労働大臣が定める基準に適合している診療所(居宅基準附 ① 厚生労働大臣が定める基準に適合している診療所（基準附則第

則第5条) においては、当分の間、指定短期入所療養介護を行う 5条）においては、当分の間、指定短期入所療養介護を行うこと

ことができるものとする。 ができるものとする。

② 老人性認知症疾患療養病棟の人員・設備基準の経過措置 ② 老人性認知症疾患療養病棟の人員・設備基準の経過措置

イ 当分の間、介護職員の員数は、常勤換算方法で、入院患者の イ 当分の間、介護職員の員数は、常勤換算方法で、入院患者の

数が8又はその端数を増すごとに1以上でよいこととされたこと 数が8又はその端数を増すごとに1以上でよいこととされたこと

(居宅基準附則第6条)。 (基準附則第6条)。

ロ 当分の間、老人性認知症疾患患者の作業療法の経験を有する ロ 当分の間、老人性認知症疾患患者の作業療法の経験を有する

看護師が1人以上勤務する老人性認知症疾患療養病棟において 看護師が1人以上勤務する老人性認知症疾患療養病棟において

は、作業療法士が週1回以上当該老人性認知症疾患療養病棟に は、作業療法士が週1回以上当該老人性認知症疾患療養病棟に

おいて患者の作業療法についての評価を行う場合には、常勤の おいて患者の作業療法についての評価を行う場合には、常勤の

作業療法士を置かないことができるものとしたこと(居宅基準 作業療法士を置かないことができるものとしたこと(基準附則

附則第7条)。 第7条)。

ハ 病床転換による老人性認知症疾患療養病棟に係る一の病室の ハ 病床転換による老人性認知症疾患療養病棟に係る一の病室の

病床数は6床以下であればよいこととされたこと(居宅基準附則 病床数は6床以下であればよいこととされたこと(基準附則第8

第8条)。 条)。

ニ 病床転換による老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接 ニ 病床転換による老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接

する廊下の幅は、内法による測定で、1・2メートル以上(ただ する廊下の幅は、内法による測定で、1・2メートル以上(ただ

し、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、1・6メ し、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、1・6メ

ートル以上)であればよいこととされたこと(居宅基準附則第9 ートル以上)であればよいこととされたこと(基準附則第9条)。

条)。 ③ その他の経過措置については 「医療法等の一部を改正する法、

③ その他の経過措置については 「医療法等の一部を改正する法 律の施行に伴う介護保険関係法の一部改正等について （平成13、 」

律の施行に伴う介護保険関係法の一部改正等について （平成13 年2月22日老計発第9号・老振発第8号・老老発第4号通知）を参照」

年2月22日老計発第9号・老振発第8号・老老発第4号通知）を参照 されたい。
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されたい。

２ 運営に関する基準 ２ 運営に関する基準

(1) 利用料等の受領 (1) 利用料等の受領

① 居宅基準第145条第1項及び第2項の規定は、指定訪問介護に係 ① 基準第145条第1項及び第2項の規定は、指定訪問介護に係る第2

る第20条第1項及び第2項の規定と同趣旨であるため、第3の3の(1 0条第1項及び第2項の規定と同趣旨であるため、第3の3の(10)の

0)の①及び②を参照されたい。 ①及び②を参照されたい。

② 居宅基準第145条第3項は、指定短期入所療養介護事業者は、指 ② 基準第145条第3項は、指定短期入所療養介護事業者は、指定短

定短期入所療養介護の提供に関して、 期入所療養介護の提供に関して、

イ 食事の提供に要する費用（法第51条の2第1項の規定によ イ 食事の提供に要する費用（法第51条の2第1項又は法第61

り特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は 条の２第1項の規定により特定入所者介護サービス費又は特、

法第51条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額（法第 定入所者支援サービス費（以下「特定入所者介護サービス

51条の2第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費 費等」という ）が利用者に支給された場合は、法第51条の。

等が利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支 2第2項第1号に規定する食費の基準費用額又は法第61条の2

払われた場合は、法第51条の2第2項第1号に規定する食費の 第2項第1号に規定する食費の基準費用額（法第51条の2第4

負担限度額）を限度とする ） 項（法第61条の2第4項において準用する場合を含む ）の規。 。

定により当該特定入所者介護サービス費等が利用者に代わ

り当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、

法第51条の2第2項第1号に規定する食費の負担限度額又は法

第61条の2第2項第1号に規定する食費の負担限度額）を限度

とする ）。

ロ 滞在に要する費用（法第51条の2第1項の規定により特定 ロ 滞在に要する費用（法第51条の2第1項又は法第61条の2第

入所者介護サービス費等が利用者に支給された場合は、法 1項の規定により特定入所者介護サービス費等が利用者に支

第51条の2第2項第2号に規定する居住費の基準費用額（法第 給された場合は、法第51条の2第2項第2号に規定する居住費

51条の2第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費 の基準費用額又は法第61条の2第2項第2号に規定する滞在費

等が利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支 の基準費用額（法第51条の2第4項（法第61条の2第4項にお

払われた場合は、法第51条の2第2項第2号に規定する居住費 いて準用する場合を含む ）の規定により当該特定入所者介。

の負担限度額）を限度とする ） 護サービス費等が利用者に代わり当該指定短期入所療養介。

護事業者に支払われた場合は、法第51条の2第2項第2号に規

定する居住費の負担限度額又は法第61条の2第2項第2号に規

定する滞在費の負担限度額）を限度とする ）。

ハ 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特 ハ 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特

別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用 別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用

ニ 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特 ニ 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特

別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
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ホ 送迎に要する費用（厚生労働大臣が別に定める場合を除 ホ 送迎に要する費用（厚生労働大臣が別に定める場合を除

く ） く ）。 。

へ 理美容代 へ 理美容代

ト 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護にお ト 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護にお

いて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要 いて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要

となるものに係る費用であって、その利用者に負担させる となるものに係る費用であって、その利用者に負担させる

ことが適当と認められるもの ことが適当と認められるもの

については、前２項の利用料のほかに利用者から支払を受け については、前２項の利用料のほかに利用者から支払を受け

ることができることとし、保険給付の対象となっているサー ることができることとし、保険給付の対象となっているサー

ビスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払 ビスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払

を受けることは認めないこととしたものである。なお、イか を受けることは認めないこととしたものである。なお、イか

らニまでの費用については、指針及び特別な居室等の基準等 らニまでの費用については、指針及び特別な居室等の基準等

の定めるところによるものとし、トの費用の具体的な範囲に の定めるところによるものとし、トの費用の具体的な範囲に

ついては、別に通知するところによるものとする。 ついては、別に通知するところによるものとする。

③ 居宅基準第145条第5項は 指定短期入所療養介護事業者は ③ 基準第145条第5項は、指定短期入所療養介護事業者は、同、 、

同条第3項の費用の支払を受けるに当たっては、あらかじめ、 条第3項の費用の支払を受けるに当たっては、あらかじめ、利

利用者又はその家族に対して、その額等を記載した書類を交 用者又はその家族に対して、その額等を記載した書類を交付

付して、説明を行い、利用者の同意を得なければならないこ して、説明を行い、利用者の同意を得なければならないこと

ととしたものである。また、同項第1号から第4号までの利用 としたものである。また、同項第1号から第4号までの利用料

料に係る同意については、文書によって得なければならない に係る同意については、文書によって得なければならないこ

こととしたものである。 ととしたものである。

(2) 指定短期入所療養介護の取扱方針(居宅基準第146条) (2) 指定短期入所療養介護の取扱方針(基準第146条)

① 居宅基準第146条第2項に定める「相当期間以上」とは、概ね4 ① 基準第146条第2項に定める「相当期間以上」とは、概ね4日以

日以上連続して利用する場合を指すこととするが、4日未満の利 上連続して利用する場合を指すこととするが、4日未満の利用者

用者にあっても、利用者を担当する居宅介護支援事業者等と連携 にあっても、利用者を担当する居宅介護支援事業者等と連携をと

をとること等により、利用者の心身の状況を踏まえて必要な療養 ること等により、利用者の心身の状況を踏まえて必要な療養を提

を提供するものとする。 供するものとする。

② 指定短期入所療養介護事業者は、居宅基準第154条の2第2項の ② 指定短期入所療養介護事業者は、基準第154条の2第2項の規定

規定に基づき、身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の に基づき、身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録し、2年間保存し の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録し、2年間保存しなけ

なければならないこととしたものである。 ればならないこととしたものである。

なお、当該記録は主治医が診療録に行わなければならないもの なお、当該記録は主治医が診療録に行わなければならないもの

とする。 とする。

(3) 短期入所療養介護計画の作成(居宅基準第147条) (3) 短期入所療養介護計画の作成(基準第147条)
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① 指定短期入所療養介護事業者は、施設に介護支援専門員がいる ① 指定短期入所療養介護事業者は、施設に介護支援専門員がいる

場合には、介護支援専門員に短期入所療養介護計画作成のとりま 場合には、介護支援専門員に短期入所療養介護計画作成のとりま

とめを行わせること。介護支援専門員がいない場合には、療養介 とめを行わせること。介護支援専門員がいない場合には、療養介

護計画作成の経験を有する者に作成をさせることが望ましい。 護計画作成の経験を有する者に作成をさせることが望ましい。

② 短期入所療養介護計画は利用者の心身の状況、病状、希望及び ② 短期入所療養介護計画は利用者の心身の状況、病状、希望及び

そのおかれている環境を踏まえて作成されなければならないもの そのおかれている環境を踏まえて作成されなければならないもの

であり、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保証す であり、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保証す

るため、指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養 るため、指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養

介護計画の作成に当たっては、その内容等を説明した上で利用者 介護計画の作成に当たっては、その内容等を説明した上で利用者

の同意を得なければならず、また、当該短期入所療養介護計画を の同意を得なければならず、また、当該短期入所療養介護計画を

利用者に交付しなければならない。 利用者に交付しなければならない。

③ 短期入所療養介護計画の作成に当たっては、居宅におけるケア ③ 短期入所療養介護計画の作成に当たっては、居宅におけるケア

プランを考慮しつつ、利用者の日々の療養状況に合わせて作成す プランを考慮しつつ、利用者の日々の療養状況に合わせて作成す

るものとする。 るものとする。

(4) 診療の方針(居宅基準第148条) (4) 診療の方針（基準第148条)

短期入所療養介護事業所の医師は、常に利用者の病床や心身の状 短期入所療養介護事業所の医師は、常に利用者の病床や心身の状

態の把握に努めること。特に、診療に当たっては、的確な診断をも 態の把握に努めること。特に、診療に当たっては、的確な診断をも

ととし、入所者に対して必要な検査、投薬、処置等を妥当適切に行 ととし、入所者に対して必要な検査、投薬、処置等を妥当適切に行

うものとする。 うものとする。

(5) 機能訓練(居宅基準第149条) (5) 機能訓練(基準第149条)

リハビリテーションの提供に当たっては、利用者の心身の状況及 リハビリテーションの提供に当たっては、利用者の心身の状況及

び家庭環境等を十分に踏まえて、日常生活の自立を助けるため、必 び家庭環境等を十分に踏まえて、日常生活の自立を助けるため、必

要に応じて提供しなければならないものとする。 要に応じて提供しなければならないものとする。

(6) 看護及び医学的管理の下における介護(居宅基準第150条) (6) 看護及び医学的管理の下における介護(基準第150条)

① 入浴の実施に当たっては、利用者の心身の状況や自立支援を踏 ① 入浴の実施に当たっては、利用者の心身の状況や自立支援を踏

まえて、特別浴槽や介助浴等適切な方法により実施するものとす まえて、特別浴槽や介助浴等適切な方法により実施するものとす

る。なお、利用者の心身の状況から入浴が困難である場合には、 る。なお、利用者の心身の状況から入浴が困難である場合には、

清しきを実施するなど利用者の清潔保持に努めるものとする。 清しきを実施するなど利用者の清潔保持に努めるものとする。

② 排せつの介護に当たっては、利用者の心身の状況や排せつ状況 ② 排せつの介護に当たっては、利用者の心身の状況や排せつ状況

などをもとに自立支援の観点から、トイレ誘導や排せつ介助等に などをもとに自立支援の観点から、トイレ誘導や排せつ介助等に

ついて適切な方法により実施するものとする。おむつを使用せざ ついて適切な方法により実施するものとする。おむつを使用せざ

るを得ない場合には、利用者の心身及び活動状況に適したおむつ るを得ない場合には、利用者の心身及び活動状況に適したおむつ

を提供し、適切におむつを交換するものとする。 を提供し、適切におむつを交換するものとする。

（7）食事の提供（居宅基準第151条） （7）食事の提供（基準第151条）
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① 食事の提供について ① 食事の提供について

利用者の栄養状態、身体の状況並びに病状及び嗜好を定期 利用者の栄養状態、身体の状況並びに病状及び嗜好を定期
し し

的に把握し、それに基づき計画的な食事の提供を行うこと。 的に把握し、それに基づき計画的な食事の提供を行うこと。

また、利用者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して また、利用者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して

食堂で行われるよう努めなければならないこと。 食堂で行われるよう努めなければならないこと。

なお、転換型の療養病床等であって食堂がない場合には、 なお、転換型の療養病床等であって食堂がない場合には、

できるだけ離床して食事が食べられるよう努力をしなければ できるだけ離床して食事が食べられるよう努力をしなければ

ならないものとする。 ならないものとする。

② 調理について ② 調理について

、 、 、 、調理は あらかじめ作成された献立に従って行うとともに 調理は あらかじめ作成された献立に従って行うとともに

その実施状況を明らかにしておくこと。 その実施状況を明らかにしておくこと。

③ 適時の食事の提供について ③ 適時の食事の提供について

食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後６時以降とす 食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後６時以降とす

ることが望ましいが、早くても午後５時以降とすること。 ることが望ましいが、早くても午後５時以降とすること。

④ 食事の提供に関する業務の委託について ④ 食事の提供に関する業務の委託について

食事の提供に関する業務は指定短期入所療養介護事業者自 食事の提供に関する業務は指定短期入所療養介護事業者自

、 、 、 、 、 、 、 、らが行うことが望ましいが 栄養管理 調理管理 材料管理 らが行うことが望ましいが 栄養管理 調理管理 材料管理

施設等管理、業務管理、衛生管理、労働衛生管理について事 施設等管理、業務管理、衛生管理、労働衛生管理について事

業者自らが行う等、当該事業者の管理者が業務遂行上必要な 業者自らが行う等、当該事業者の管理者が業務遂行上必要な

注意を果たし得るような体制と契約内容により、食事サービ 注意を果たし得るような体制と契約内容により、食事サービ

スの質が確保される場合には、当該事業者の最終的責任の下 スの質が確保される場合には、当該事業者の最終的責任の下

で第三者に委託することができること。 で第三者に委託することができること。

⑤ 療養室等関係部門と食事関係部門との連携について ⑤ 療養室等関係部門と食事関係部門との連携について

食事提供については、利用者の嚥下や咀嚼の状況、食欲な 食事提供については、利用者の嚥下や咀嚼の状況、食欲な
え ん そ し ゃ く え ん そ し ゃ く

ど心身の状態等を当該利用者の食事に的確に反映させるため ど心身の状態等を当該利用者の食事に的確に反映させるため

に、療養室等関係部門と食事関係部門との連絡が十分とられ に、療養室等関係部門と食事関係部門との連絡が十分とられ

ていることが必要であること。 ていることが必要であること。

⑥ 栄養食事相談 ⑥ 栄養食事相談

利用者に対しては適切な栄養食事相談を行う必要があるこ 利用者に対しては適切な栄養食事相談を行う必要があるこ

と。 と。

⑦ 食事内容の検討について ⑦ 食事内容の検討について

食事内容については、当該事業者の医師又は栄養士を含む会 食事内容については、当該事業者の医師又は栄養士を含む会

議において検討が加えられなければならないこと。 議において検討が加えられなければならないこと。
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⑧ 検食について

医師又は栄養士等による検食が毎食前行われ、その所見が検

食簿に記載されなければならないこと。

(8) 運営規程（居宅基準第153条） (8) 運営規程（基準第153条）

居宅基準第153条第7号の「その他運営に関する重要事項」にあ 基準第153条第7号の「その他運営に関する重要事項」にあたっ

たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護す ては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するた

るため緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続につ め緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続について

いて定めておくことが望ましい。 定めておくことが望ましい。

(9) 定員の遵守 (9) 定員の遵守

居宅基準第154条は、利用者に対する適切な指定短期入所療養介 基準第154条は、利用者に対する適切な指定短期入所療養介護の

護の提供を確保するため、介護老人保健施設についてはその療養室 提供を確保するため、介護老人保健施設についてはその療養室の全

の全部が指定短期入所療養介護の提供のために利用できること、病 部が指定短期入所療養介護の提供のために利用できること、病院及

院及び診療所についてはその療養病床等の病床において指定短期入 び診療所についてはその療養病床等の病床において指定短期入所療

所療養介護の提供を行わなければならないことを踏まえて、指定短 養介護の提供を行わなければならないことを踏まえて、指定短期入

期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対し 所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同

て同時に指定短期入所療養介護を行ってはならないことを明記した 時に指定短期入所療養介護を行ってはならないことを明記したもの

ものである。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある である。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、こ

場合は、この限りでない。 の限りでない。

① 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあって ① 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあって

は、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合にお は、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合にお

いて入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数 いて入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

② 療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療 ② 療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療

養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所にあって 養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所にあって

は、療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療 は、療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療

養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の定員を超える 養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の定員を超える

こととなる利用者数 こととなる利用者数

(10) 記録の整備 (10) 記録の整備

居宅基準第154条の2第2項の指定短期入所療養介護の提供に関 基準第154条の2第2項の指定短期入所療養介護の提供に関する

する記録には診療録が含まれているものであること。 記録には診療録が含まれるものであること。

(11) 準用 (11) 準用

居宅基準第155条の規定により、居宅基準第9条から第13条まで、 基準第155条の規定により、基準第9条から第13条まで、第15条、

第15条、第16条、第19条、第21条、第26条、第32条、第33条、第35 第16条、第19条、第21条、第26条、第32条、第33条、第35条から第
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、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、条から第39条まで 第52条 第65条 第101条 第103条 第118条 39条まで 第52条 第65条 第101条 第103条 第118条 第125条

第125条、第126条第2項及び第139条の規定は、指定短期入所療養介 第126条第2項及び第139条の規定は、指定短期入所療養介護の事業

護の事業について準用されるものであるため、第3の3の(2)から(6) について準用されるものであるため、第3の3の(2)から(6)まで、

、 、 、 、 、まで、(9)、(11)、(14)及び(20)から(25)まで、第4の3の(4)、第5 (9) (11) (14)及び(20)から(25)まで 第4の3の(4) 第5の3の(2)

、 、の3の(2)、第8の3の(5)及び(6)、第9の3の(3)の①及び③並びに第1 第8の3の(5)及び(6) 第9の3の(3)の①及び③並びに第10の3の(1)

0の3の(1)、(2)及び(14)を参照されたい。この場合において、次の (2)及び(14)を参照されたい。この場合において、次の点に留意す

点に留意するものとする。 るものとする。

① 準用される居宅基準第39条により、整備すべき記録は以下のと ① 準用される基準第39条により、整備すべき記録は以下のとおり

おりであること。 であること。

イ 指定短期入所療養介護に関する記録 イ 指定短期入所療養介護に関する記録

a 短期入所療養介護計画書 a 短期入所療養介護計画書

b 診療録その他の提供した指定短期入所療養介護に係る記録 b 診療録その他の提供した指定短期入所療養介護に係る記録

ロ 準用される居宅基準第26条に係る市町村への通知に係る記録 ロ 準用される基準第26条に係る市町村への通知に係る記録

② 準用される居宅基準第101条第1項については、当該病院、診療 ② 準用される基準第101条第1項については、当該病院、診療所又

所又は介護老人保健施設の従業者の日々の勤務時間、常勤・非常 は介護老人保健施設の従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の

勤の別等を勤務表上明確にし、人員に関する基準が満たされてい 別等を勤務表上明確にし、人員に関する基準が満たされているこ

ることを明らかにする必要があることとしたものであること。第 とを明らかにする必要があることとしたものであること。第

3 ユニット型指定短期入所療養介護の事業 3 ユニット型指定短期入所療養介護の事業

（1）第５節の趣旨 （1）第５節の趣旨

「ユニット型」の指定短期入所療養介護の事業は、居宅に近 「ユニット型」の指定短期入所療養介護の事業は、居宅に近

い居住環境の下で、居宅における生活に近い日常の生活の中で い居住環境の下で、居宅における生活に近い日常の生活の中で

ケアを行うこと、すなわち、生活単位と介護単位とを一致させ ケアを行うこと、すなわち、生活単位と介護単位とを一致させ

たケアであるユニットケアを行うことに特徴がある。 たケアであるユニットケアを行うことに特徴がある。

こうしたユニット型指定短期入所療養介護の事業におけるケ こうしたユニット型指定短期入所療養介護の事業におけるケ

アは、これまでの指定短期入所療養介護の事業におけるケアと アは、これまでの指定短期入所療養介護の事業におけるケアと

大きく異なることから、その基本方針並びに設備及び運営に関 大きく異なることから、その基本方針並びに設備及び運営に関

する基準については、第1節、第3節及び第4節ではなく、第5節 する基準については、第1節、第3節及び第4節ではなく、第5節

に定めるところによるものである。なお、人員に関する基準に に定めるところによるものである。なお、人員に関する基準に

ついては、第2節に定めるところによるので、留意すること。 ついては、第2節に定めるところによるので、留意すること。

（2）基本方針 （2）基本方針

居宅基準第155条の3は、ユニット型指定短期入所療養介護の 基準第155条の3は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業

事業がユニットケアを行うものであることを規定したものであ がユニットケアを行うものであることを規定したものである。

る。 その具体的な内容に関しては、基準第155条の6以下に、指定
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その具体的な内容に関しては、居宅基準第155条の6以下に、 短期入所療養介護の取扱方針、看護及び医学的管理の下におけ

指定短期入所療養介護の取扱方針、看護及び医学的管理の下に る介護、食事など、それぞれについて明らかにしている。

おける介護、食事など、それぞれについて明らかにしている。

（3）設備の基準 （3）設備の基準

① 居宅基準第155条の4第1号は、介護老人保健施設の人員、施 ① 基準第155条の4第1号は、介護老人保健施設の人員、施設及

設及び設備並びに運営に関する基準（平成11年厚生省令第40 び設備並びに運営に関する基準（平成11年厚生省令第40号）

、 、「 、号）第41条の規定と同趣旨であるため 「介護老人保健施設の 第41条の規定と同趣旨であるため 介護老人保健施設の人員

人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について （平成 施設及び設備並びに運営に関する基準について （平成12年老」 」

12年老企第44号）の第5の3の内容を参照されたい。 企第44号）の第5の3の内容を参照されたい。

② 居宅基準第155条の4第2号から第5号までは、指定介護療養 ② 基準第155条の4第2号から第5号までは、指定介護療養型医

型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚 療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省

生省令第41号）第39条、第40条及び第41条の規定と同趣旨で 令第41号）第39条、第40条及び第41条の規定と同趣旨である

あるため 「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に ため 「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関す、 、

関する基準について」(平成12年老企第45号)の第５の3の内容 る基準について」(平成12年老企第45号)の第５の3の内容を参

を参照されたい。 照されたい。

（4）利用料等の受領（居宅基準第155条の5） （4）利用料等の受領（基準第155条の5）

第１１の2の（1）は、ユニット型指定短期入所療養介護事業 第１１の2の（1）は、ユニット型指定短期入所療養介護事業

者について準用する。この場合において、第１１の2の（1）の 者について準用する。この場合において、第１１の2の（1）の

①中「居宅基準第145第1項及び第2項」とあるのは「居宅基準第 ①中「基準第145第1項及び第2項」とあるのは「基準第155条の5

155条の5第1項及び第2項 と 同②中 居宅基準第127条第3項 第1項及び第2項」と、同②中「基準第127条第3項」とあるのは」 、 「 」

とあるのは「居宅基準第155条の5第3項」と、同③中「居宅基準 「基準第155条の5第3項」と、同③中「基準第127条第5項」とあ

第127条第5項」とあるのは「居宅基準第155の5第5項」と読み替 るのは「基準第155の5第5項」と読み替えるものとする。

えるものとする。

（5）指定短期入所療養介護の取扱方針 （5）指定短期入所療養介護の取扱方針

① 居宅基準第155条の6第1項は、第155条の3の基本方針を受け ① 基準第155条の6第1項は、第155条の3の基本方針を受けて、

て、利用者へのサービスの提供は、利用者が自律的な日常生 利用者へのサービスの提供は、利用者が自律的な日常生活を

活を営むことができるよう支援するものとして行われなけれ 営むことができるよう支援するものとして行われなければな

ばならないことを規定したものである。 らないことを規定したものである。

利用者へのサービスの提供に当たっては、利用前の居宅に 利用者へのサービスの提供に当たっては、利用前の居宅に

おける生活と利用後の生活が連続したものとなるよう配慮す おける生活と利用後の生活が連続したものとなるよう配慮す

ることが必要であり、このため職員は、１人１人の利用者に ることが必要であり、このため職員は、１人１人の利用者に

ついて、個性、心身の状況、入居に至るまでの生活歴とその ついて、個性、心身の状況、入居に至るまでの生活歴とその

中で培われてきた生活様式や生活習慣を具体的に把握した上 中で培われてきた生活様式や生活習慣を具体的に把握した上



- 87 -

、 。 、 。で その日常生活上の活動を適切に援助しなければならない で その日常生活上の活動を適切に援助しなければならない

なお、こうしたことから明らかなように、利用者の意向に なお、こうしたことから明らかなように、利用者の意向に

関わりなく集団で行うゲームや、日常生活動作にない動作を 関わりなく集団で行うゲームや、日常生活動作にない動作を

通じた機能訓練など、家庭の中では通常行われないことを行 通じた機能訓練など、家庭の中では通常行われないことを行

うのは、サービスとして適当でない。 うのは、サービスとして適当でない。

② 居宅基準第155条の6第2項は、第155条の3の基本方針を受け ② 基準第155条の6第2項は、第155条の3の基本方針を受けて、

て、利用者へのサービスの提供は、利用者がユニットにおい 利用者へのサービスの提供は、利用者がユニットにおいて相

て相互に社会的関係を築くことができるよう、それぞれ役割 互に社会的関係を築くことができるよう、それぞれ役割を持

を持って生活を営めるように配慮して行われなければならな って生活を営めるように配慮して行われなければならないこ

いことを規定したものである。 とを規定したものである。

このため職員は、利用者相互の信頼関係が醸成されるよう このため職員は、利用者相互の信頼関係が醸成されるよう

配慮することが必要であるが、同時に、利用者が他の利用者 配慮することが必要であるが、同時に、利用者が他の利用者

の生活に過度に干渉し、自律的な生活を損なうことのないよ の生活に過度に干渉し、自律的な生活を損なうことのないよ

うにすることにも配慮が必要である。 うにすることにも配慮が必要である。

（6）看護及び医学的管理の下における介護 （6）看護及び医学的管理の下における介護

① 居宅基準第155条の7第1項は、看護及び医学的管理の下にお ① 基準第155条の7第1項は、看護及び医学的管理の下における

ける介護が、第155条の6のサービスの取扱方針を受けた適切 介護が、第155条の6のサービスの取扱方針を受けた適切な技

な技術をもって行われなければならないことを規定したもの 術をもって行われなければならないことを規定したものであ

である。 る。

自律的な日常生活を営むことを支援するという点では、利 自律的な日常生活を営むことを支援するという点では、利

用者の日常生活上の活動への援助が過剰なものとなることの 用者の日常生活上の活動への援助が過剰なものとなることの

ないよう留意する必要がある。 ないよう留意する必要がある。

また、利用者が相互に社会的関係を築くことを支援すると また、利用者が相互に社会的関係を築くことを支援すると

いう点では、単に利用者が家事の中で役割を持つことを支援 いう点では、単に利用者が家事の中で役割を持つことを支援

するにとどまらず、例えば、利用者相互の間で、頼り、頼ら するにとどまらず、例えば、利用者相互の間で、頼り、頼ら

れるといった精神的な面での役割が生まれることを支援する れるといった精神的な面での役割が生まれることを支援する

ことにも留意する必要がある。 ことにも留意する必要がある。

② 居宅基準第155条の7第2項の 日常生活における家事 には ② 基準第155条の7第2項の「日常生活における家事」には、食「 」 、

食事の簡単な下準備や配膳 後片付け 清掃やゴミ出しなど 事の簡単な下準備や配膳、後片付け、清掃やゴミ出しなど、、 、 、

多様なものが考えられる。 多様なものが考えられる。

③ 居宅基準第155条の7第3項は、入浴が、単に身体の清潔を維 ③ 基準第155条の7第3項は、入浴が、単に身体の清潔を維持す

持するだけでなく、利用者が精神的に快適な生活を営む上で るだけでなく、利用者が精神的に快適な生活を営む上でも重

も重要なものであることから、こうした観点に照らして「適 要なものであることから、こうした観点に照らして「適切な
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切な方法により」これを行うこととするとともに、同様の観 方法により」これを行うこととするとともに、同様の観点か

点から、一律の入浴回数を設けるのではなく、個浴の実施な ら、一律の入浴回数を設けるのではなく、個浴の実施など利

ど利用者の意向に応じることができるだけの入浴機会を設け 用者の意向に応じることができるだけの入浴機会を設けなけ

なければならないことを規定したものである。 ればならないことを規定したものである。

④ ユニット型指定短期入所生活介護事業所における看護及び ④ ユニット型指定短期入所生活介護事業所における看護及び

医学的管理の下における介護については、上記の①から③ま 医学的管理の下における介護については、上記の①から③ま

でによるほか、第１１の2の（6）の①及び②を準用する。 でによるほか、第１１の2の（6）の①及び②を準用する。

（7）食事（居宅基準第155条の8） （7）食事（基準第155条の8）

① 居宅基準第155条の8第3項は、第155条の6第1項のサービス ① 基準第155条の8第3項は、第155条の6第1項のサービスの取

の取扱方針を受けて、食事は、利用者の生活習慣を尊重した 扱方針を受けて、食事は、利用者の生活習慣を尊重した適切

適切な時間に提供しなければならないこと、また、事業者側 な時間に提供しなければならないこと、また、事業者側の都

の都合で急かしたりすることなく、入居者が自分のペースで 合で急かしたりすることなく、入居者が自分のペースで食事
せ せ

食事を摂ることができるよう十分な時間を確保しなければな を摂ることができるよう十分な時間を確保しなければならな

らないことを規定したものである。 いことを規定したものである。

② 居宅基準第155条の8第4項は、居宅基準第155条の3の基本方 ② 基準第155条の8第4項は、基準第155条の3の基本方針を受け

針を受けて、入居者の意思を尊重し、また、その心身の状況 て、入居者の意思を尊重し、また、その心身の状況に配慮し

に配慮した上で、できる限り離床し、共同生活室で食事を摂 た上で、できる限り離床し、共同生活室で食事を摂ることが

ることができるよう支援しなければならないことを規定した できるよう支援しなければならないことを規定したものであ

ものである。 る。

その際、共同生活室で食事を摂るよう強制することはあっ その際、共同生活室で食事を摂るよう強制することはあっ

てはならないので、十分留意する必要がある。 てはならないので、十分留意する必要がある。

③ ユニット型指定短期入所療養介護事業所における食事につ ③ ユニット型指定短期入所療養介護事業所における食事につ

いては、上記の①及び②によるほか、第３の九の2の（7）の いては、上記の①及び②によるほか、第11の2の（7）の①か

①から⑦までを準用する。 ら⑧までを準用する。

（8）その他のサービスの提供 （8）その他のサービスの提供

① 居宅基準第155条の9第1項は、居宅基準第155条の6第1項の ① 基準第155条の9第1項は、基準第155条の6第1項のサービス

、 、サービスの取扱方針を受けて、入居者１人１人の嗜好を把握 の取扱方針を受けて 入居者１人１人の嗜好を把握した上で

した上で、それに応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機 それに応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供す

会を提供するとともに、同好会やクラブ活動などを含め、利 るとともに、同好会やクラブ活動などを含め、利用者が自律

用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない 的に行うこれらの活動を支援しなければならないことを規定

ことを規定したものである。 したものである。

② ユニット型指定短期入所療養介護の療養室等は、家族や友 ② ユニット型指定短期入所療養介護の療養室等は、家族や友

人が来訪・宿泊して利用者と交流するのに適した個室である 人が来訪・宿泊して利用者と交流するのに適した個室である
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ことから、これらの者ができる限り気軽に来訪・宿泊するこ ことから、これらの者ができる限り気軽に来訪・宿泊するこ

とができるよう配慮しなければならない。 とができるよう配慮しなければならない。

（9）運営規程（第155条の10） （9）運営規程（第155条の10）

第１１の2の（8）は、ユニット型指定短期入所療養介護事業 第１１の2の（8）は、ユニット型指定短期入所療養介護事業

者について準用する。この場合において、第１１の2の（8）中 者について準用する。この場合において、第１１の2の（8）中

「第153条第7号」とあるのは「第155条の10第7号」と読み替え 「第153条第7号」とあるのは「第155条の10第7号」と読み替え

るものとする。 るものとする。

(10) 勤務体制の確保

居宅基準第155条十の2は、ユニット型指定短期入所生活介護

の事業に係る居宅基準第140条の11の2と同趣旨である為、第3の

八の４の(10)を参照されたい。

(11) 準用 （10）準用

居宅基準第155条の12の規定により、第144条、第147条から第 基準第155条の12の規定により、第144条、第147条から第149

149条まで、第154の2及び第155条の規定は、ユニット型指定短 条まで、第154の2及び第155条の規定は、ユニット型指定短期入

期入所生活介護の事業について準用されるものであるため、第 所生活介護の事業について準用されるものであるため、第１１

１１の2の（3）から（5）まで （10）及び（11）を参照された の2の（3）から（5）まで （10）及び（11）を参照されたい。、 、

い。

４ 一部ユニット型指定短期入所療養介護の事業 ４ 一部ユニット型指定短期入所療養介護の事業

（1）第６節の趣旨 （1）第６節の趣旨

一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所の基本方針並び 一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所の基本方針並び

に設備及び運営に関する基準については、第１節、第３節及び に設備及び運営に関する基準については、第１節、第３節及び

第４節ではなく、第６節に定めるところによるものである。な 第４節ではなく、第６節に定めるところによるものである。な

お、人員に関する基準については、第２節に定めるところによ お、人員に関する基準については、第２節に定めるところによ

るので、留意すること。 るので、留意すること。

（2）基本方針 （2）基本方針

居宅基準第155条の14は、一部ユニット型指定短期入所療養介 基準第155条の14は、一部ユニット型指定短期入所療養介護の

護の事業の基本方針は、ユニット部分にあってはユニット型指 事業の基本方針は、ユニット部分にあってはユニット型指定短

（ ） 、 、定短期入所療養介護の事業の基本方針（居宅基準第155条の3） 期入所療養介護の事業の基本方針 基準第155条の3 に また

に、また、それ以外の部分にあっては指定短期入所療養介護の それ以外の部分にあっては指定短期入所療養介護の事業の基本

事業の基本方針（居宅基準第141条）に定めるところによること 方針（基準第141条）に定めるところによることを規定したもの

を規定したものである。 である。

これを受けて、設備及び備品等、利用料等の受領、指定短期 これを受けて、設備及び備品等、利用料等の受領、指定短期
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入所療養介護の取扱方針、看護及び医学的管理の下における介 入所療養介護の取扱方針、看護及び医学的管理の下における介

護、食事、その他のサービスの提供及び定員の遵守について、 護、食事、その他のサービスの提供及び定員の遵守について、

居宅基準第155条の15から第155条の22まで及び第155条の23に、 基準第155条の15から第155条の22まで及び第155条の23に、ユニ

ユニット部分の基準とそれ以外の部分の基準を規定している。 ット部分の基準とそれ以外の部分の基準を規定している。

（3）運営規程（居宅基準第155条の21） （3）運営規程（基準第155条の21）

利用定員並びに指定短期入所療養介護の内容及び利用料その 利用定員並びに指定短期入所療養介護の内容及び利用料その

他の費用の額については、ユニット部分とそれ以外の部分のそ 他の費用の額については、ユニット部分とそれ以外の部分のそ

れぞれについて明らかにしなければならない。 れぞれについて明らかにしなければならない。

（4）職員の配置の基準等 （4）職員の配置の基準等

① 居宅基準第121条第1項第3号に規定する基準は、ユニット部 ① 基準第121条第1項第3号に規定する基準は、ユニット部分と

分とそれ以外の部分のそれぞれで満たさなければならない。 それ以外の部分のそれぞれで満たさなければならない。

② 日中にユニット部分の利用者に対するサービスの提供に当 ② 日中にユニット部分の利用者に対するサービスの提供に当

たる看護職員又は介護職員が、その時間帯においてそれ以外 たる看護職員又は介護職員が、その時間帯においてそれ以外

の部分の利用者に対してサービスの提供を行う勤務体制とす の部分の利用者に対してサービスの提供を行う勤務体制とす

ることは、望ましくない。 ることは、望ましくない。

（5）一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所のユニット部 （5）一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所のユニット部

分については３に、また、それ以外の部分については１及び 分については３に、また、それ以外の部分については１及び

２までに、それぞれ定めるところによる。 ２までに、それぞれ定めるところによる。

第１２ 認知症対応型共同生活介護

十 特定施設入居者生活介護 第１３ 特定施設入所者生活介護

1 人員に関する基準 1 人員に関する基準

(1) 看護職員及び介護職員 (1) 看護職員及び介護職員

① 居宅基準第175条第1項第2号ハの「常に1以上の指定特定施設入

居者生活介護の提供に当たる介護職員の確保」及び居宅基準第17

5条第2項第2号ハの「常に1以上の指定特定施設入居者生活介護及

び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員

の確保」とは、介護サービスの提供内容に応じて介護職員の勤務

体系を適切に定めることであり、宿直時間帯を含めて適切な介護

を提供できるようにするものとする。

「 」② 居宅基準第175条第2項第2号イの「看護職員及び介護職員の合 ① 基準第175条第1項第2号イの 看護職員及び介護職員の合計数

計数」について、要介護者の利用者及び要支援2として認定を受 について、要介護者及び要支援者の両方が当該指定特定施設の利

けている利用者の数に、要支援1として認定を受けている利用者1 用者である場合は、要介護者の利用者の数に、要支援者1人を要
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人を要介護者0・3人と換算して合計した利用者数をもとに、3又 介護者0・3人と換算して合計した利用者数をもとに、3又はその

はその端数を増すごとに1以上と算出するものとする。 端数を増すごとに1以上と算出するものとする。

③ 居宅基準第175条第2項第2号ハの「宿直時間帯」は、それぞれ ② 基準第175条第1項第2号ハの「常に1以上の指定特定施設入所者

の事業所ごとに利用者の状況等に応じて、例えば午後9時から午 生活介護の提供に当たる介護職員の確保」とは、介護サービスの

前6時までなどと設定するものとする。また、宿直時間帯には宿 提供内容に応じて介護職員の勤務体制を適切に定めることであ

直勤務を行う介護職員がいなければならないこととする。 り、宿直時間帯を含めて適切な介護を提供できるようにするもの

とする。なお、宿直時間帯は、それぞれの事業所ごとに利用者の

状況等に応じて、例えば午後9時から午前6時までなどと設定する

ものとし、当該時間帯においては、1名でも要介護者である利用

者がいる場合は常に介護職員が1人以上確保されていることが必

要である。

④ 居宅基準第175条第8項の「指定介護予防特定施設入居者生活介

護のみを提供する場合」とは、入居者の状態の改善等により要介

護者が存在せず、要支援者に対する介護予防サービスのみが提供

される場合をいうものとする。

(2) 主として指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる看護職員 (2) 主として指定特定施設入所者生活介護の提供に当たる看護職員

又は介護職員 又は介護職員

居宅基準第175条第5項の「主として指定特定施設入居者生活介護 基準第175条第4項の「主として指定特定施設入所者生活介護の提

の提供に当たる看護職員又は介護職員」及び居宅基準第175条第8項 供に当たる看護職員又は介護職員」とは、要介護者等に対するサー

の「主として指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施 ビス提供に従事することを基本とするものである。ただし、要介護

設入居者生活介護の提供に当たる介護職員及び看護職員」とは、要 者等のサービス利用に支障のないときに、要介護者等以外の当該特

介護者等（第5項の場合には要介護者、第8項の場合には要介護者及 定施設の入所者に対するサービス提供を行うことは差し支えない。

び要支援者をいう。以下同じ ）に対するサービス提供に従事する。

ことを基本とするものである。ただし、要介護者等のサービス利用

に支障のないときに、要介護者等以外の当該特定施設の入居者に対

するサービス提供を行うことは差し支えない。 指定時においては、これらの従業者が要介護者等に対してサービ

指定時においては、これらの従業者が要介護者等に対してサービ スを提供する者として、それぞれ他の従業者と明確に区分するため

スを提供する者として、それぞれ他の従業者と明確に区分するため の措置が講じられており、この措置及び前記の趣旨が運営規程にお

の措置が講じられており、この措置及び前記の趣旨が運営規程にお いて明示されていることを確認する必要がある。

いて明示されていることを確認する必要がある。

(3) 機能訓練指導員(居宅基準第175条第6項) (3) 機能訓練指導員(基準第175条第5項)

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止

するための訓練を行う能力を有する者とされたが、この「訓練を行 するための訓練を行う能力を有する者とされたが、この「訓練を行

う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、 う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する 看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する
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者とする。 者とする。

(4) 計画作成担当者(基準第175条第6項)

計画作成担当者は、介護支援専門員をもって充てることが望まし

いが、有料老人ホームや特別養護老人ホームの生活相談員等として

高齢者等の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を有する

と認められる者をもって充てることができるものである。

(4) 管理者(居宅基準第176条) (5) 管理者(基準第176条)

短期入所生活介護の場合と同趣旨であるため、第10の1の(5)を参 短期入所生活介護の場合と同趣旨であるため、第10の1の(5)を3

照されたい。 照されたい。

2 設備に関する基準(居宅基準第177条) 2 設備に関する基準(基準第177条)

居宅基準第177条第2項は、指定短期入所生活介護の事業に係(1)

る居宅基準第124条第2項と同趣旨である為、第３の八の２の

(2）を参照されたい。

(2) 居宅基準第177条第４項第1号イの「利用者の処遇上必要と認め

られる場合」とは、例えば、夫婦で居室を利用する場合などであ

って、事業者の都合により一方的に2人部屋とすることはできな

い。なお、附則第18条により、既存の指定特定施設における定員

４人以下の介護居室については、個室とする規定を適用しないも

のとする。

(3) 居宅基準第177条第４項において、介護居室、一時介護室、食堂 (1) 基準第177条第3項において、介護居室、1時介護室、食堂及び機

及び機能訓練室についていう「適当な広さ」については、面積に 能訓練室についていう「適当な広さ」については、面積による基

よる基準を定めることはせず 利用者の選択に委ねることとする 準を定めることはせず、利用者の選択に委ねることとする。この、 。

このため、具体的な広さについては、利用申込者のサービスの選 ため、具体的な広さについては、利用申込者のサービスの選択に

択に資すると認められる重要事項であり、利用申込者に対する文 資すると認められる重要事項であり、利用申込者に対する文書を

書を交付しての説明及び掲示が必要となる。また、機能訓練室に 交付しての説明及び掲示が必要となる。また、機能訓練室につい

ついては、他に適当な場所が確保されている場合に設けないこと ては、他に適当な場所が確保されている場合に設けないことがで

ができることとしたが、この場合には、同一敷地内にある若しく きることとしたが、この場合には、同一敷地内にある若しくは道

は道路を隔てて隣接する又は当該特定施設入居者生活介護事業所 路を隔てて隣接する又は当該特定施設入所者生活介護事業所の付

の付近にある等機能訓練の実施に支障のない範囲内にある施設の 近にある等機能訓練の実施に支障のない範囲内にある施設の設備

設備を利用する場合も含まれるものである。 を利用する場合も含まれるものである。

(4) 居宅基準第177条第５項の「利用者が車椅子で円滑に移動するこ (2) 基準第177条第４項の「利用者が車椅子で円滑に移動することが

とが可能な空間と構造」とは、段差の解消、廊下の幅の確保等の 可能な空間と構造」とは、段差の解消、廊下の幅の確保等の配慮

配慮がなされていることをいうものである。 がなされていることをいうものである。

(5) 居宅基準附則第10条は、平成11年3月31日において既に存在する (3) 基準附則第10条は、既存の特定有料老人ホーム(社会福祉・医療
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特定有料老人ホーム(旧社会福祉・医療事業団業務方法書に規定 事業団業務方法書に規定する特定有料老人ホームをいう。)につ

する特定有料老人ホームをいう。)について、浴室及び食堂を設 いて、浴室及び食堂を設けないことができるものとする趣旨で設

けないことができるものとする趣旨で設けられたものである。た けられたものである。ただし、利用者が当該有料老人ホームに併

だし、利用者が当該有料老人ホームに併設する養護老人ホーム等 設する養護老人ホーム等の浴室及び食堂を利用することができる

の浴室及び食堂を利用することができること等が要件であること こと等が要件であることに留意するものとする。

に留意するものとする。

3 運営に関する基準 3 運営に関する基準

(1) 内容及び手続の説明及び契約の締結等 (1) 内容及び手続の説明及び契約の締結等

居宅基準第178条第1項は、利用者に対し適切な特定施設入居者生 基準第178条第1項は、利用者に対し適切な特定施設入所者生活介

活介護を提供するため、入居申込者又はその家族に対し、入居申込 護を提供するため、入所申込者又はその家族に対し、入所申込者の

者のサービス選択に資すると認めらる重要事項ついて、わかりやす サービス選択に資すると認めらる重要事項ついて、わかりやすい説

い説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行 明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、同

い、同意を得なければならないこととしたものである。 意を得なければならないこととしたものである。

「入居申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項」と 「入所申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項」と

、 、 、 、 、 、 、 、 、 、は 運営規程の概要 従業者の勤務の体制 介護居室 一時介護室 は 運営規程の概要 従業者の勤務の体制 介護居室 一時介護室

浴室、食堂及び機能訓練室の概要、要介護状態区分に応じて当該事 浴室、食堂及び機能訓練室の概要、要介護状態区分又は要支援の区

業者が提供する標準的な介護サービスの内容、利用料の額及びその 分に応じて当該事業者が提供する標準的な介護サービスの内容、利

改定の方法並びに事故発生時の対応等である。 用料の額及びその改定の方法並びに事故発生時の対応等である。

また、契約書においては、少なくとも、介護サービスの内容及び また、契約書においては、少なくとも、介護サービスの内容及び

利用料その他費用の額、契約解除の条件を記載するものとする。 利用料その他費用の額、契約解除の条件を記載するものとする。

なお、居宅基準175条第2項本文に規定する介護予防特定施設入居

者生活介護の指定をあわせて受ける場合にあっては、特定施設入居

者生活介護事業と介護予防特定施設入居者生活介護の契約について

別の契約書とすることなく、1つの契約書によることができる。

(2) 指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等 (2) 指定特定施設入所者生活介護の提供の開始等

居宅基準第179条第2項は、入居者が当該指定特定施設入居者生活 基準第179条第2項は、入所者が当該指定特定施設入所者生活介護

介護事業者から指定特定施設入居者生活介護を受けることに同意で 事業者から指定特定施設入所者生活介護を受けることに同意できな

きない場合もあること等から設けたものである。 い場合もあること等から設けたものである。

(3) 法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意 (3) 法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意

居宅基準第180条は、有料老人ホーム等において、介護保険制度 基準第180条は、有料老人ホーム等において、介護保険制度の施

の施行前に既に入居し、介護費用を一時金等により前払いで支払っ 行前に既に入居し、介護費用を一時金等により前払いで支払った場

た場合に、介護保険の給付対象部分との調整が必要であること等か 合に、介護保険の給付対象部分との調整が必要であること等から、

ら、利用者の同意をもって法定代理受領サービスの利用が可能とな 利用者の同意をもって法定代理受領サービスの利用が可能となるこ

ることとしたものである。 ととしたものである。

また、介護保険法施行規則第64条第3号の規定に基づき、指定特 また、介護保険法施行規則第64条第3号の規定に基づき、指定特
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定施設入居者生活介護事業者は、市町村(又は国民健康保険団体連 定施設入所者生活介護事業者は、市町村(又は国民健康保険団体連

合会)に対して、法定代理受領サービスの利用について利用者の同 合会)に対して、法定代理受領サービスの利用について利用者の同

意を得た旨及びその者の氏名等が記載された書類を提出することが 意を得た旨及びその者の氏名等が記載された書類を提出することが

必要であるが、これについては別途通知するものである。 必要であるが、これについては別途通知するものである。

なお、居宅基準第175条第2項本文に規定する介護予防特定施設入

居者生活介護の指定をあわせて受ける場合にあっては、特定施設入

居者生活介護に係る同意の書類と介護予防特定施設入居者生活介護

に係る要件となる同意の書類は、別々の書類によることなく1つの

書類によることができる。

(4) サービス提供の記録 (4) サービス提供の記録

居宅基準第181条は、指定特定施設入居者生活介護の提供を受け 基準第181条は、指定特定施設入所者生活介護の提供を受けてい

ている者が居宅療養管理指導以外の居宅サービス、地域密着型サー る者が居宅療養管理指導以外の居宅サービス及び施設サービスにつ

ビス及び施設サービスについて保険給付を受けることができないこ いて保険給付を受けることができないことを踏まえ、他の居宅サー

とを踏まえ、他の居宅サービス事業者等が当該利用者が指定特定施 ビス事業者等が当該利用者が指定特定施設入所者生活介護の提供を

設入居者生活介護の提供を受けていることを確認できるよう、指定 受けていることを確認できるよう、指定特定施設入所者生活介護事

特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の 業者は、指定特定施設入所者生活介護の開始に際しては当該開始の

開始に際しては当該開始の年月日及び入居している指定特定施設の 年月日及び入所している指定特定施設の名称を、指定特定施設入所

名称を、指定特定施設入居者生活介護の終了に際しては当該終了の 者生活介護の終了に際しては当該終了の年月日を、利用者の被保険

年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならないこととし 者証に記載しなければならないこととしたものである。

たものである。

(5) 利用料等の受領 (5) 利用料等の受領

① 居宅基準第182条第1項、第2項及び第4項の規定は、指定訪問介 ① 基準第182条第1項、第2項及び第4項の規定は、指定訪問介護に

護に係る第20条第1項、第2項及び第4項の規定と同趣旨であるた 係る第20条第1項、第2項及び第4項の規定と同趣旨であるため、

め、第3の3の(10)の①、②及び④を参照されたい。 第3の3の(10)の①、②及び④を参照されたい。

② 居宅基準第182条第3項は、指定特定施設入居者生活介護事業者 ② 基準第182条第3項は、指定特定施設入所者生活介護事業者は、

は、指定特定施設入居者生活介護の提供に関して、 指定特定施設入所者生活介護の提供に関して、

イ 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便 イ 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便

宜に要する費用 宜に要する費用

ロ おむつ代 ロ おむつ代

ハ 前2号に掲げるもののほか、指定特定施設入居者生活介護に ハ 前2号に掲げるもののほか、指定特定施設入所者生活介護に

おいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要と おいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要と

なるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが なるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが

適当と認められるものについては、前2項の利用料のほかに、 適当と認められるものについては、前2項の利用料のほかに、

利用者から支払を受けることができることとし、保険給付の対 利用者から支払を受けることができることとし、保険給付の対

象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目 象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目
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による費用の支払を受けることは認めないこととしたものであ による費用の支払を受けることは認めないこととしたものであ

る。なお、ハの費用の具体的な範囲については、別途通知する る。なお、ハの費用の具体的な範囲については、別途通知する

ところによるものである。 ところによるものである。

(6) 指定特定施設入居者生活介護の提供の取扱方針 (6) 指定特定施設入所者生活介護の提供の取扱方針

居宅基準第184条第4項及び第5項は、当該利用者又は他の利用者 基準第184条第4項及び第5項は、当該利用者又は他の利用者等の

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身 生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的

体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束 拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束を行

を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の心身 う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと 況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととし

としたものである。 たものである。

(7) 特定施設サービス計画の作成 (7) 特定施設サービス計画の作成

居宅基準第184条は、特定施設サービス計画の作成及び変更の留 基準第184条は、特定施設サービス計画の作成及び変更の留意点

意点及び方法について定めたものであるが、利用者に対するサービ 及び方法について定めたものであるが、利用者に対するサービスが

スが総合的に提供されるよう、当該計画は、介護保険給付の対象と 総合的に提供されるよう、当該計画は、介護保険給付の対象となら

ならない介護サービスに関する事項をも含めたものとする。なお、 ない介護サービスに関する事項をも含めたものとする。なお、当該

当該計画の作成及び実施に当たっては、利用者の希望を十分勘案す 計画の作成及び実施に当たっては、利用者の希望を十分勘案するも

るものとする。 のとする。

サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障するため、 サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障するため、

計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、そ 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、そ

の内容等を説明した上で文書によって利用者の同意を得なければな の内容等を説明した上で文書によって利用者の同意を得なければな

らず、また、当該特定施設サービス計画を利用者に交付しなければ らず、また、当該特定施設サービス計画を利用者に交付しなければ

ならない。 ならない。

(8) 介護 (8) 介護

、① 居宅基準第185条の規定による介護サービスの提供に当たって ① 基準第185条の規定による介護サービスの提供に当たっては

は 当該指定特定施設においてその有する能力に応じ自立した日 当該指定特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生

常生活を営むことができるよう、適切な技術をもって介護サービ 活を営むことができるよう、適切な技術をもって介護サービスを

スを提供し、又は必要な支援を行うものとするなお、介護サービ 提供し、又は必要な支援を行うものとするなお、介護サービス等

ス等の実施に当たっては、利用者の人格を十分に配慮して実施す の実施に当たっては、利用者の人格を十分に配慮して実施するも

るものとする。 のとする。

② 同条第2項の規定による入浴の実施に当たっては、自ら入浴が ② 同条第2項の規定による入浴の実施に当たっては、自ら入浴が

困難な利用者の心身の状況や自立支援を踏まえて、特別浴槽を用 困難な利用者の心身の状況や自立支援を踏まえて、特別浴槽を用

。 、 。 、いた入浴や介助浴等適切な方法により実施するものとする なお いた入浴や介助浴等適切な方法により実施するものとする なお

健康上の理由等で入浴の困難な利用者については、清しきを実施 健康上の理由等で入浴の困難な利用者については、清しきを実施

するなど利用謝恩清潔保持に努めるものとする。 するなど利用謝恩清潔保持に努めるものとする。

③ 同条第3項の規定による排せつの介助に当たっては、利用者の ③ 同条第3項の規定による排せつの介助に当たっては、利用者の
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心身の状況や排せつ状況などを基に自立支援を踏まえて、トイレ 心身の状況や排せつ状況などを基に自立支援を踏まえて、トイレ

誘導や排せつ介助等について適切な方法により実施するものとす 誘導や排せつ介助等について適切な方法により実施するものとす

る。 る。

④ 同条第4項は、特定施設入居者生活介護事業者は、入居者の心 ④ 同条第4項は、特定施設入所者生活介護事業者は、入所者の心

身の状況や要望に応じて、1日の生活の流れに沿って、食事、離 身の状況や要望に応じて、1日の生活の流れに沿って、食事、離

床、着替え、整容などの日常生活上の世話を適切に行うべきこと 床、着替え、整容などの日常生活上の世話を適切に行うべきこと

を定めたものである。 を定めたものである。

(9) 相談及び援助 (9) 相談及び援助

居宅基準第187条の規定による相談及び援助については、常時 基準第187条の規定による相談及び援助については、常時必要

必要な相談及び社会生活に必要な支援を行いうる体制をとること な相談及び社会生活に必要な支援を行いうる体制をとることによ

により、積極的に入居者の生活の向上を図ることを趣旨とするも り、積極的に入所者の生活の向上を図ることを趣旨とするもので

のである。なお、社会生活に必要な支援とは、入居者自らの趣味 ある。なお、社会生活に必要な支援とは、入所者自らの趣味又は

又は嗜好に応じた生きがい活動、各種の公共サービス及び必要と 嗜好に応じた生きがい活動、各種の公共サービス及び必要とする

する行政機関に対する手続き等に関する情報提供又は相談であ 行政機関に対する手続き等に関する情報提供又は相談である。

る。 (10) 利用者の家族との連携等

(10) 利用者の家族との連携等 基準第188条は、指定特定施設入所者生活介護事業者は、利用

居宅基準第188条は、指定特定施設入居者生活介護事業者は、 者の生活及び健康の状況並びにサービスの提供状況を家族に定期

利用者の生活及び健康の状況並びにサービスの提供状況を家族に 的に報告する等常に利用者と家族の連携を図るとともに、当該事

定期的に報告する等常に利用者と家族の連携を図るとともに、当 業者が実施する行事への参加の呼びかけ等によって利用者とその

該事業者が実施する行事への参加の呼びかけ等によって利用者と 家族が交流できる機会等を確保するよう努めなければならないこ

その家族が交流できる機会等を確保するよう努めなければならな ととするものである。

いこととするものである。 (11) 運営規程

(11) 運営規程 基準第189条は、指定特定施設入所者生活介護の事業の適正な

居宅基準第189条は、指定特定施設入居者生活介護の事業の適 運営及び利用者に対する適切な指定特定施設入所者生活介護の提

正な運営及び利用者に対する適切な指定特定施設入居者生活介護 供を確保するため、同条第1号から第9号までに掲げる事項を内容

の提供を確保するため、同条第1号から第9号までに掲げる事項を とする規程を定めることを指定特定施設ごとに義務づけたもので

内容とする規程を定めることを指定特定施設ごとに義務づけたも あるが、特に次の点に留意するものとする。

のであるが、特に次の点に留意するものとする。 ① 指定特定施設入所者生活介護の内容

① 指定特定施設入居者生活介護の内容 「指定特定施設入所者生活介護の内容」については、入浴の介

「指定特定施設入居者生活介護の内容」については、入浴の介 護の1週間における回数等のサービスの内容を指すものであるこ

護の1週間における回数等のサービスの内容を指すものであるこ と。

と。 ② その他運営に関する重要事項

② その他運営に関する重要事項 基準第175条第1項第2号の看護職員又は介護職員を、それぞれ

居宅基準第175条第1項第2号の看護職員又は介護職員を、それ 他の従業者と明確に区分するための措置等を指すものであるこ

ぞれ他の従業者と明確に区分するための措置等を指すものである と。
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こと。 また、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため

また、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため 緊急にやむを得ない場合に身体拘束等を行う際の手続きについて

緊急にやむを得ない場合に身体拘束等を行う際の手続きについて 定めておくことが望ましい。

定めておくことが望ましい。 (12) 勤務体制の確保等

(12) 勤務体制の確保等 基準第190条は、利用者に対する適切な指定特定施設入所者生

居宅基準第190条は、利用者に対する適切な指定特定施設入居 活介護の提供を確保するため、職員の勤務体制等を規定したもの

者生活介護の提供を確保するため、職員の勤務体制等を規定した であるが、このほか次の点に留意するものとする。

ものであるが、このほか次の点に留意するものとする。 ① 特定施設従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者

① 特定施設従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者 との兼務関係、機能訓練指導員との兼務関係、計画作成担当者と

との兼務関係、機能訓練指導員との兼務関係、計画作成担当者と の兼務関係等を勤務表上明確にすること。

の兼務関係等を勤務表上明確にすること。 ② 同条第2項の規定により、指定特定施設入所者生活介護に係る

② 同条第2項の規定により、指定特定施設入居者生活介護に係る 業務の全部又は1部を他の事業者(以下「受託者」という。)に行

業務の全部又は1部を他の事業者(以下「受託者」という。)に行 わせる指定特定施設入所者生活介護事業者(以下「委託者」とい

わせる指定特定施設入居者生活介護事業者(以下「委託者」とい う。)は、当該受託者に対する当該業務の管理及び指揮命令の確

う。)は、当該受託者に対する当該業務の管理及び指揮命令の確 実な実施を確保するため、当該委託契約において次に掲げる事項

実な実施を確保するため、当該委託契約において次に掲げる事項 を文書により取り決めなければならない。この場合において、委

を文書により取り決めなければならない。この場合において、委 託者は受託者に委託した業務の全部又は一部を再委託させてはな

託者は受託者に委託した業務の全部又は一部を再委託させてはな らない。なお、給食、警備等の特定施設入所者生活介護に含まれ

らない。なお、給食、警備等の特定施設入居者生活介護に含まれ ない業務については、この限りでない。

ない業務については、この限りでない。 イ 当該委託の範囲

イ 当該委託の範囲 ロ 当該委託に係る業務(以下「委託業務」という。)の実施に当

ロ 当該委託に係る業務(以下「委託業務」という。)の実施に当 たり遵守すべき条件

たり遵守すべき条件 ハ 受託者の従業者により当該委託業務が基準第12章第４節の運

ハ 受託者の従業者により当該委託業務が居宅基準第12章第４節 営基準に従って適切に行われていることを委託者が定期的に確

の運営基準に従って適切に行われていることを委託者が定期的 認する旨

に確認する旨 ニ 委託者が当該委託業務に関し受託者に対し指示を行い得る旨

ニ 委託者が当該委託業務に関し受託者に対し指示を行い得る旨 ホ 委託者が当該委託業務に関し改善の必要を認め、所要の措置

ホ 委託者が当該委託業務に関し改善の必要を認め、所要の措置 を講じるよう前号の指示を行った場合において、当該措置が講

を講じるよう前号の指示を行った場合において、当該措置が講 じられたことを委託者が確認する旨

じられたことを委託者が確認する旨 ヘ 受託者が実施した当該委託業務により入所者に賠償すべき事

ヘ 受託者が実施した当該委託業務により入居者に賠償すべき事 故が発生した場合における責任の所在

故が発生した場合における責任の所在 ト その他当該委託業務の適切な実施を確保するために必要な事

ト その他当該委託業務の適切な実施を確保するために必要な事 項

項 ③ 指定特定施設入所者生活介護事業者は②のハ及びホの確認の結

③ 指定特定施設入居者生活介護事業者は②のハ及びホの確認の結 果の記録を作成しなければならないこと。
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果の記録を作成しなければならないこと。 ④ 指定特定施設入所者生活介護事業者が行う②のニの指示は、文

④ 指定特定施設入居者生活介護事業者が行う②のニの指示は、文 書により行わなければならないこと。

書により行わなければならないこと。 ⑤ 指定特定施設入所者生活介護事業者は、基準第191条の2第2項

⑤ 指定特定施設入所者生活介護事業者は、居宅基準第191条の2代 の規定に基づき、②のハ及びホの確認の結果の記録を2年間保存

2項の規定に基づき、②のハ及びホの確認の結果の記録を2年間保 しなければならないこと。

存しなければならないこと。

(13) 協力医療機関等 (13) 協力医療機関等

① 居宅基準第191条第1項及び第2項は、第171条第1項及び第2項と ① 基準第191条第1項及び第2項は、第171条第1項及び第2項と同趣

同趣旨であるので、第12の4の(10)の①を参照されたい。 旨であるので、第12の4の(10)の①を参照されたい。

② 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の入院や休日夜 ② 指定特定施設入所者生活介護事業者は、利用者の入院や休日夜

間等における対応について円滑な協力を得るため、協力医療機関 間等における対応について円滑な協力を得るため、協力医療機関

との間であらかじめ必要な事項を取り決めておくものとする。 との間であらかじめ必要な事項を取り決めておくものとする。

(14) 地域との連携等

① 居宅基準第191条の2第1項は、指定特定施設入居者生活介護の

事業が地域に開かれた事業として行われるよう、指定特定施設入

居者生活介護事業者は、地域の住民やボランティア団体等との連

携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないこと

としたものである。

② 同条第2項は、居宅基準第3条第2項の趣旨に基づき、介護相談

員を派遣する事業を積極的に受け入れる等、市町村との密接な連

携に努めることを規定したものである。

なお 「市町村が実施する事業」には、介護相談員派遣事業の、

ほか、広く市町村が老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住

民の協力を得て行う事業が含まれるものである。

(15) 準用 (14) 準用

居宅基準第192条の規定により、居宅基準第11条、第12条、第2 基準第192条の規定により、基準第11条、第12条、第21条、第2

1条、第26条、第32条から第38条まで、第５1条、第５2条、第103 6条、第32条から第38条まで、第５1条、第５2条、第103条、第10

条、第10４条及び第132条の規定は、指定特定施設入居者生活介 ４条、第132条、第139条及び第172条の3の規定は、指定特定施設

護の事業に準用されるものであるため 第3の3の(4) (5) (11) 入所者生活介護の事業に準用されるものであるため、第3の3の、 、 、 、

(14)及び(21)、(22) （23）(24)、(25)、第４の3の(3)及び(4)、 (4) (5) (11) (14)及び(21) (22) (24) (25) 第４の3の(3)、 、 、 、 、 、 、 、

第8の3の(6)及び(7)、第10の3の(8)を参照されたい。 及び(4)、第8の3の(6)及び(7)、第10の3の(8)及び(14)並びに第1

2の3の(13)を参照されたい。

十の２ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護

1 人員に関する基準
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(1） 介護職員の数

居宅基準第192条の4第2項第2号の介護職員について、要介護者

の利用者の数に、要支援者である利用者1人を要介護者3分の1人

と換算して合計した利用者数をもとに、10又はその端数を増すご

とに1以上と算出するものとする。

(2） 常に1以上確保すべき従業者

居宅基準第192条の4第4項の「指定特定施設の従業者」は、第1

項に規定する外部サービス利用型特定施設従業者に限るものでは

なく、要介護者及び要支援者以外の当該特定施設の入居者に対し

て生活相談等のサービスを提供する者等を含むものとする。

(3) 利用者の処遇に支障がない場合に従事することができる他の職

務

居宅基準第192条の4第5項及び第6項並びに第192条の５の「他

の職務」は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護に

係る職務に限るものではなく、要介護者及び要支援者以外の当該

特定施設の入居者に対する生活相談等のサービスの提供を含むも

のとする。

(4) 計画作成担当者（居宅基準第192条の4第6項）

計画作成担当者は、介護支援専門員をもって充てること。

ただし、附則第4条により、養護老人ホームに係る特定施設にお

いては、平成21年3月31日までの間は、介護支援専門員でない者を

もって充てることができる。

2 設備に関する基準

居宅基準第192条の6第2項は、指定短期入所生活介護の事業(1)

に係る居宅基準第124条第2項と同趣旨である為、第３の八の

２の(2）を参照されたい。

(1） 居宅基準第192条の6第4項において、居室及び食堂についてい

う「適当な広さ」については、面積による基準を定めることはせ

ず、利用者の選択に委ねることとする。このため、具体的な広さ

については、利用申込者のサービスの選択に資すると認められる

重要事項であり、利用申込者に対する文書を交付しての説明及び

掲示が必要となる。

(2） 居宅基準第192条の6第4項第1号イの「利用者の処遇上必要と認

められる場合」とは、例えば夫婦で居室を利用する場合などであ
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って、事業者の都合により一方的に2人部屋とすることはできな

い。なお、附則第2条により、既存の指定特定施設における定員

４人以下の居室については、附則第5条により、既存の又は既存

とみなすことができる養護老人ホームに係る特定施設における居

室については、個室とする規定を適用しないものとする。

（3） 居宅基準第192条の6第4項第1号ホ及び同項第3号の非常通報装

置等の設置の規定は、利用者が居室等にいる場合に病状の急変等

の事態が生じた場合に、特定施設の従業者が速やかに対応できる

ようにする趣旨で設置を求めるものである。ただし、附則第3条

により、既存の養護老人ホームに係る特定施設の場合は、平成19

年3月31日までの間に非常通報装置等の設置をする旨の計画が立

てられていることを要件として、当該規定を満たすこととする。

3 運営に関する基準

⑴ 内容及び手続の説明及び契約の締結等

居宅基準第192条の7第1項は、利用者に対し適切な外部サービス

利用型指定特定施設入居者介護を提供するため、入居申込者又はそ

の家族に対し、入居申込者のサービス選択に資すると認められる重

要事項ついて、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付

して懇切丁寧に説明を行い、同意を得なければならないこととした

ものである。

「入居申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項」と

は、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、外部サービス利用型指

定特定施設入居者生活介護事業者と受託居宅サービス事業者の業務

の分担の内容、受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業

所の名称並びに居宅サービスの種類、居室、浴室及び食堂の概要、

要介護状態区分又は要支援の区分に応じて当該事業者が提供する標

準的な介護サービスの内容、安否確認の方法及び手順、利用料の額

及びその改定の方法、事故発生時の対応等である。

また、契約書においては、少なくとも、介護サービスの提供の方

、 、 。法 利用料その他費用の額 契約解除の条件を記載するものとする

⑵ 介護サービスの提供

① 適切かつ円滑な介護サービス提供のための必要な措置

居宅基準第192条の8第1項は、利用者に対し、受託居宅サービ

ス事業者による介護サービスを適切かつ円滑に提供するため、必

要な措置を講じなければならないこととしたものである。
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「必要な措置」とは、例えば、外部サービス利用型特定施設従

業者及び受託居宅サービス事業所の従業者による会議を開催し、

利用者への介護サービス提供等に係る情報伝達、特定施設サービ

ス計画作成にあたっての協議等を行うことである。

② 介護サービス提供に係る文書による報告

居宅基準第192条の8第2項は、外部サービス利用型指定特定施

設入居者生活介護事業者が、受託居宅サービス事業者による介護

サービス提供の実施状況を把握するため、介護サービス提供の日

時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させるこ

ととしたものである。

(3) 運営規程

居宅基準第192条の9は、外部サービス利用型指定特定施設入居

者生活介護の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な外部サ

ービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供を確保するた

め、同条第1号から第10号までに掲げる事項を内容とする規程を

定めることを指定特定施設ごとに義務づけたものであるが、特に

次の点に留意するものとする。

① 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の内容

「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の内容」に

ついては、利用者の安否の確認、生活相談、計画作成の方法等を

指すものであること。

② その他運営に関する重要事項

従業者間で利用者に緊急時対応等を行った場合の内容について

共有するための方法を定めておくこと。利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合に身体的拘

束等を行う際の手続について定めておくことが望ましい。

(4) 受託居宅サービス事業者への委託

居宅基準第192条の10は、利用者に対する適切な外部サービス

利用型指定特定施設入居者生活介護の提供を確保するため、外部

サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が、受託居宅

サービス事業者に受託居宅サービスの提供に係る業務を委託する

方法等を規定したものであるが、このほか次の点に留意するもの

とする。

① 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受

託居宅サービス事業者に対する委託に係る業務の管理及び指揮命
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令の確実な実施を確保するため、当該委託契約において次に掲げ

る事項を文書により取り決めなければならない。この場合におい

て、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は受

託居宅サービス事業者に委託した業務を再委託させてはならな

い。

イ 当該委託の範囲

ロ 当該委託に係る業務（以下「委託業務」という ）の実施に。

当たり遵守すべき条件

ハ 受託居宅サービス事業者の従業者により当該委託業務が居宅

基準第12章第５節の運営基準に従って適切に行われていること

を外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が定

期的に確認する旨

ニ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が当

該委託業務に関し受託居宅サービス事業者に対し指示を行い得

る旨

ホ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が当

該委託業務に関し改善の必要を認め、所要の措置を講じるよう

前号の指示を行った場合において、当該措置が講じられたこと

を外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が確

認する旨

ヘ 受託居宅サービス事業者が実施した当該委託業務により入居

者に賠償すべき事故が発生した場合における責任の所在

ト その他当該委託業務の適切な実施を確保するために必要な事

項

② 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は①の

ハ及びホの確認の結果の記録を作成しなければならないこと。

③ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が行う

①のニの指示は、文書により行わなければならないこと。

④ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、基

準第192条の11第2項の規定に基づき、①のハ及びホの確認の結果

の記録を2年間保存しなければならないこと。

⑤ 一の居宅サービスを提供する受託居宅サービス事業者は、複数

の事業者とすることも可能であること。

⑥ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業者は、事業の

開始に当たっては、指定訪問介護、指定訪問看護、指定通所介護
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のサービスを提供する事業者と予め契約し、介護保険法第70条第

1項及び介護保険法施行規則第123条第1項により、当該受託居宅

サービス事業者及び当該受託居宅サービス事業所の名称及び所在

地を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならないこ

と。

⑦ 第192条の10第7項は、外部サービス利用型特定施設入居者生活

介護事業者が、受託居宅サービス事業者に、業務について必要な

指揮命令をすることを規定しているが、当該指揮命令には、居宅

基準第183条の身体拘束等の禁止並びに居宅基準第192条の12によ

り準用される第33条の秘密保持等、第37条の事故発生時の対応及

、び第５1条の緊急時の対応の規定において求められている内容が

当該外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の提供に当たる

受託居宅サービス事業者の従業者によっても遵守されることを確

保する旨が含まれていること。

(5) 特定施設サービス計画の作成

① 第12の3の(7)によるほか、次の事項に留意すること。当該特定

施設の計画作成担当者は、他の外部サービス利用型特定施設従業

者と受託居宅サービス事業者と協議の上、特定施設サービス計画

の原案を作成することとすること。

②受託居宅サービス事業者のサービス計画（訪問介護計画、訪問看

護計画、通所介護計画等）は、特定施設サービス計画と整合が図

られなければならないこと。

(6) 準用

居宅基準第192条の13の規定により、居宅基準第11条、第12条、

第21条、第26条、第32条から第38条まで、第51条、第52条、第103

条、第104条、第179条から第184条まで、第187条、第188条及び第1

90条から第191条の2の規定は、外部サービス利用型指定特定施設入

居者生活介護の事業に準用されるものであるため、第3の3の(4)、

(5)、(11 、(14)、(21)、(22)、(23)、(24)、(25)、第4の3の(3)、）

、 、 、 、 、 、 、 、 、(4) 第8の3の(6) (7) 第12の3の(2) (3) (4) (5) (6) (7)

(9)、(10)、(11)、(12)、(13) （14）を参照されたい。、

十一 福祉用具貸与 第1４ 福祉用具貸与

1 人員に関する基準 1 人員に関する基準

(1) 福祉用具専門相談員に関する事項（居宅基準第194条第1項） (1) 専門相談員に関する事項
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（福祉用具専門相談員通知） ① 指定講習会

基準第19４条の「厚生大臣が指定した講習会」とは、平成11年

6月9日老発第４37号老人保健福祉局長通知「福祉用具専門相談員

指定講習会の指定について」に定める「福祉用具専門相談員指定

講習会指定要綱」(以下「指定要綱」という。)により厚生大臣が

指定した講習会(以下「指定講習会」という。)をいう。

② 指定講習会と同程度以上の講習

第19４条に定める「これと同程度以上の講習」とは、次のもの

をいう。

イ 平成7年7月31日社援更第192号・老計第116号・児発第72５号

連名通知による「ホームヘルパー養成研修事業実施要綱」にい

うホームヘルパー養成研修1級課程及びホームヘルパー養成研

修2級課程

ロ 指定講習会を実施する者が、当該指定を受ける前に実施した

講習又は当該指定を受けた際に実施している講習であって、指

定要綱の別紙2に定める講習カリキュラムと同程度以上の講習

カリキュラムによるもの

ハ その他指定講習会と同程度以上の講習

① 福祉用具専門相談員の範囲については、政令第3条の2第1項に ③ 福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けよう

おいて定めているところであるが、福祉用具貸与に係る指定居宅 とする者は、当該福祉用具貸与に従事させることとなる者が修了

サービス事業者の指定を受けようとする者は、当該福祉用具貸与 した講習が「指定講習会と同程度以上の講習」に該当するかどう

に従事させることとなる者が政令第3条の２第１項各号に規定す かについて疑義があるときは、当該指定の申請をするに当たって

る者であるかを確認する必要がある。 は、その旨を都道府県知事に申し出るものとする。

② また、介護保険法施行令等の一部を改正する政令（平成18年政

令第154号）附則第18条第2項各号に規定する「都道府県知事が福

祉用具専門相談員指定講習に相当する講習として都道府県知事が

公示するものの課程」に該当するかどうかについて疑義があると

きは、当該指定の申請をするに当たって、その旨を都道府県知事

に申し出るものとする。

③ 指定福祉用具貸与事業所ごとに置くべき福祉用具専門相談員の

員数については、常勤換算方法で2以上とされているが、当該指

定福祉用具貸与事業者が、指定介護予防福祉用具貸与、指定特定

福祉用具販売又は指定介護予防福祉用具販売に係る事業者の指定

を併せて受ける場合であって、これらの指定に係る事業所と指定
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福祉用具貸与事業所が一体的に運営される場合については、常勤

、換算方法で2以上の福祉用具専門相談員を配置することをもって

これらの指定に係るすべての人員基準を満たしているものとみな

すことができる。したがって、例えば、同一の事業所において、

指定福祉用具貸与、指定介護予防福祉用具貸与、指定特定福祉用

具販売及び指定介護予防福祉用具販売の４つの指定を併せて受け

ている場合であっても、これらの運営が一体的になされているの

であれば、福祉用具専門相談員は常勤換算方法で2人でもって足

りるものである。 (2) 管理者(基準第195条)

訪問介護の場合と同趣旨であるため、第3の1の(3)を参照され

(2) 管理者（居宅基準第195条） たい。

訪問介護の場合と同趣旨であるため、第3の1の(3)を参照され 2 設備に関する基準

たい。

2 設備に関する基準

(1) 居宅基準第196条第1項に規定する必要な広さの区画については (1) 基準第196条第1項に規定する必要な広さの区画については、利、

利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保する 用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保するも

ものとする。 のとする。

(2) 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与に必要な設備及 (2) 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与に必要な設備及

び備品等を確保するものとする。ただし、他の事業所又は施設等と び備品等を確保するものとする。ただし、他の事業所又は施設等と

同一敷地内にある場合であって、指定福祉用具貸与の事業及び当該 同一敷地内にある場合であって、指定福祉用具貸与の事業及び当該

他の事業所又は施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所 他の事業所又は施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所

又は施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができ 又は施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができ

るものとする。 るものとする。

(3) 同条第2項第1号ロは、既に消毒又は補修がなされている福祉用 (3) 同条第2項第1号ロは、既に消毒又は補修がなされている福祉用

具とそれ以外の福祉用具の区分について、保管室を別にするほか、 具とそれ以外の福祉用具の区分について、保管室を別にするほか、

つい立ての設置等両者を保管する区域を明確に区分するための措置 つい立ての設置等両者を保管する区域を明確に区分するための措置

が講じられていることをいうものである。 が講じられていることをいうものである。

(4) 同条第2項第2号に定める福祉用具の消毒のために必要な器材と (4) 同条第2項第2号に定める福祉用具の消毒のために必要な器材と

は、居宅基準第203条第2項の規定による消毒の方法により消毒を行 は、基準第203条第2項の規定による消毒の方法により消毒を行うた

うために必要な器材をいう。 めに必要な器材をいう。

3 運営に関する基準 3 運営に関する基準

(1) 利用料等の受領 (1) 利用料等の受領

① 居宅基準第197条第1項、第2項及び第4項は、指定訪問介護に係 ① 基準第197条第1項、第2項及び第4項は、指定訪問介護に係る基

る居宅基準第20条第1項、第2項及び第4項と同趣旨であるため、 準第20条第1項 第2項及び第4項と同趣旨であるため 第3の3の(1、 、

第3の3の(10)の①、②及び④を参照されたい。なお、指定福祉用 0)の①、②及び④を参照されたい。なお、指定福祉用具貸与は継
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具貸与は継続的な契約であるとともに利用者と対面する機会が少 続的な契約であるとともに利用者と対面する機会が少ないことか

ないことから、指定福祉用具貸与事業者は、利用者から前払いに ら、指定福祉用具貸与事業者は、利用者から前払いにより数箇月

、 、より数箇月分の利用料を徴収することも可能とするが、この場合 分の利用料を徴収することも可能とするが この場合であっても

であっても、要介護者の要介護認定の有効期間を超える分につい 要介護者等の要介護認定の有効期間を超える分について前払いに

て前払いにより利用料を徴収してはならない。 より利用料を徴収してはならない。

② 居宅基準第197条第3項は、指定福祉用具貸与事業者は、指定福 ② 基準第197条第3項は、指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用

祉用具貸与の提供に関し、 具貸与の提供に関し、

イ 通常の事業の実施地域以外の地域において指定福祉用具貸与 イ 通常の事業の実施地域以外の地域において指定福祉用具貸与

を行う場合の交通費 を行う場合の交通費

ロ 福祉用具の搬出入に通常必要となる人数以上の従事者やクレ ロ 福祉用具の搬出入に通常必要となる人数以上の従事者やクレ

ーン車が必要になる場合等特別な措置が必要な場合の当該措置 ーン車が必要になる場合等特別な措置が必要な場合の当該措置

に要する費用 に要する費用

については、前2項の利用料のほかに、利用者から支払を受け については、前2項の利用料のほかに、利用者から支払を受け

ることができるものとし、介護保険給付の対象となっているサー ることができるものとし、介護保険給付の対象となっているサー

ビスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払を受 ビスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払を受

けることは認めないこととしたものである。 けることは認めないこととしたものである。

③ 居宅基準第197条第5項は、利用者がその負担すべき利用料を支 ③ 基準第197条第5項は、利用者がその負担すべき利用料を支払わ

払わずに、福祉用具を使用し続ける事態を防止するため、そのよ ずに、福祉用具を使用し続ける事態を防止するため、そのような

うな場合には指定福祉用具貸与事業者が福祉用具を回収すること 場合には指定福祉用具貸与事業者が福祉用具を回収すること等に

等により、当該指定福祉用具貸与の提供を中止できる旨を定めた より、当該指定福祉用具貸与の提供を中止できる旨を定めたもの

ものである。 である。

(2) 指定福祉用具貸与の基本取扱方針 (2) 指定福祉用具貸与の基本取扱方針

居宅基準第198条第2項は、指定福祉用具貸与においては、福祉用 基準第198条第2項は、指定福祉用具貸与においては、福祉用具が

具が様々な利用者に利用されることから、その衛生と安全性に十分 様々な利用者に利用されることから、その衛生と安全性に十分留意

留意することとしたものである。 することとしたものである。

(3) 指定福祉用具貸与の具体的取扱方針 (3) 指定福祉用具貸与の具体的取扱方針

① 居宅基準第199条は、指定福祉用具貸与に係る福祉用具専門相 ① 基準第199条は、新たに設けられた専門相談員の業務の方針、

談員の業務の方針、手続を明確にしたものであり、福祉用具専門 手続を明確にしたものであり、専門相談員は原則としてこれらの

相談員は原則としてこれらの手続を自ら行う必要がある。なお、 手続を自ら行う必要がある。なお、第4号の福祉用具の修理につ

第4号の福祉用具の修理については、専門的な技術を有する者に いては、専門的な技術を有する者に行わせても差し支えないが、

行わせても差し支えないが、この場合にあっても、専門相談員が この場合にあっても、専門相談員が責任をもって修理後の点検を

責任をもって修理後の点検を行うものとする。 行うものとする。

② 第1項第3号は、指定福祉用具貸与の提供に当たっての調整、説 ② 第1項第3号は、指定福祉用具貸与の提供に当たっての調整、説

明及び使用方法の指導について規定したものであるが、特に、電 明及び使用方法の指導について規定したものであるが、特に、電

動車いす、移動用リフト等の使用に際し安全性の面から注意が必 動車いす、移動用リフト等の使用に際し安全性の面から注意が必



- 107 -

要な福祉用具については、訓練操作の必要性等利用に際しての注 要な福祉用具については、訓練操作の必要性等利用に際しての注

意事項について十分説明するものとする。なお、同号の「福祉用 意事項について十分説明するものとする。なお、同号の「福祉用

具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文 具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文

書」は、当該福祉用具の製造事業者、指定福祉用具貸与事業者等 書」は、当該福祉用具の製造事業者、指定福祉用具貸与事業者等

の作成した取扱説明書をいうものである。 の作成した取扱説明書をいうものである。

③ 第５号は、居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が位置づけら

れる場合、主治の医師からの情報伝達及びサービス担当者会議の

結果を踏まえ、介護支援専門員は、当該計画へ指定福祉用具貸与

の必要な理由の記載が必要となるため、福祉用具専門相談員は、

これらのサービス担当者会議等を通じて、福祉用具の適切な選定

のための助言及び情報提供を行う等の必要な措置を講じなければ

ならない。

また、少なくとも6月に1回、介護支援専門員は、同様の手続き

により、その必要な理由を記載した内容が、現在の利用者の心身

の状況及びその置かれている環境等に照らして、妥当なものかど

うかの検証が必要となるため、福祉用具専門相談員は、サービス

担当者会議等を通じて、福祉用具の適切な選定のための助言及び

情報提供を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(4) 運営規程 (4) 運営規程

居宅基準第200条は、指定福祉用具貸与の事業の適正な運営及び 基準第200条は、指定福祉用具貸与の事業の適正な運営及び利用

利用者に対する適切な指定福祉用具貸与の提供を確保するため、同 者に対する適切な指定福祉用具貸与の提供を確保するため、同条第

条第1号から第6号までに掲げる事項を内容とする規程を定めること 1号から第6号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指

を指定福祉用具貸与事業所ごとに義務づけたものであるが、特に次 定福祉用具貸与事業所ごとに義務づけたものであるが、特に次の点

の点に留意するものとする。 に留意するものとする。

① 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他 ① 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他

の費用の額（第4号） の費用の額(第4号)

「指定福祉用具貸与の提供方法」は、福祉用具の選定の援助、 「指定福祉用具貸与の提供方法」は、福祉用具の選定の援助、

納品及び使用方法の指導の方法等を指すものであること 「利用 納品及び使用方法の指導の方法等を指すものであること 「利用。 。

料」としては、法定代理受領サービスである指定福祉用具貸与に 料」としては、法定代理受領サービスである指定福祉用具貸与に

係る利用料（1割負担)、法定代理受領サービスでない指定福祉用 係る利用料(1割負担)、法定代理受領サービスでない指定福祉用

具貸与の利用料を 「その他の費用の額」としては、居宅基準第1 具貸与の利用料を 「その他の費用の額」としては、基準第197条、 、

97条第3項により徴収が認められている費用の額並びに必要に応 第3項により徴収が認められている費用の額並びに必要に応じて

じてその他のサービスに係る費用の額を規定するものであるが、 その他のサービスに係る費用の額を規定するものであるが、個々

個々の福祉用具の利用料については、その額の設定の方式（利用 の福祉用具の利用料については、その額の設定の方式(利用期間

期間に歴月による1月に満たない端数がある場合の算定方法等） に暦月による1月に満たない端数がある場合の算定方法等)及び目



- 108 -

及び目録（居宅基準第20４条第2項に規定する目録をいう。)に記 録(基準第20４条第2項に規定する目録をいう。)に記載されてい

載されている旨を記載すれば足りるものとし、運営規定には必ず る旨を記載すれば足りるものとし、運営規程には必ずしも額自体

しも額自体の記載を要しないものであること。 の記載を要しないものであること。

② その他運営に関する重要事項（第6号） ② その他運営に関する重要事項(第7号)

(6)①の標準作業書に記載された福祉用具の消毒の方法について (6)①の標準作業書に記載された福祉用具の消毒の方法について

規定すること。 規定すること。

(5) 適切な研修の機会の確保（居宅基準第201条） (5) 適切な研修の機会の確保(基準第201条)

福祉用具の種類が多種多様であり、かつ、常に新しい機能を有す 福祉用具の種類が多種多様であり、かつ、常に新しい機能を有す

、 、るものが開発されるとともに、要介護者の要望は多様であるため、 るものが開発されるとともに 要介護者等の要望は多様であるため

福祉用具専門相談員は常に最新の専門的知識に基づいた情報提供、 専門相談員は常に最新の専門的知識に基づいた情報提供、選定の相

選定の相談等を行うことが求められる。このため、指定福祉用具貸 談等を行うことが求められる。このため、指定福祉用具貸与事業者

与事業者は、福祉用具専門相談員に福祉用具の構造、使用方法等に は、専門相談員に福祉用具の構造、使用方法等についての継続的な

ついての継続的な研修を定期的かつ計画的に受けさせなければなら 研修を定期的かつ計画的に受けさせなければならないこととしたも

ないこととしたものである。 のである。

(6) 衛生管理等（居宅基準第203条） (6) 衛生管理等(基準第203条)

① 福祉用具の種類ごとに、消毒の具体的方法及び消毒器材の保守 ① 福祉用具の種類ごとに、消毒の具体的方法及び消毒器材の保守

点検の方法を記載した標準作業書を作成し、これに従い熱湯によ 点検の方法を記載した標準作業書を作成し、これに従い熱湯によ

る消毒、消毒液を用いた拭清等、その種類、材質等からみて適切 る消毒、消毒液を用いた拭清等、その種類、材質等からみて適切

な消毒効果を有する方法により消毒を行うものとする。 な消毒効果を有する方法により消毒を行うものとする。

② 第3項の規定により、福祉用具の保管又は消毒の業務の全部又 ② 第3項の規定により、福祉用具の保管又は消毒の業務の全部又

は一部を他の事業者（当該指定福祉用具貸与事業者が運営する他 は一部を他の事業者(当該指定福祉用具貸与事業者が運営する他

の事業所及び指定福祉用具貸与事業者に福祉用具を貸与する事業 の事業所及び指定福祉用具貸与事業者に福祉用具を貸与する事業

者を含む。以下「受託者等」という。)に行わせる指定福祉用具 者を含む。以下「受託者等」という。)に行わせる指定福祉用具

貸与事業者（以下この項において「指定事業者」という。)は、 貸与事業者(以下この項において「指定事業者」という。)は、当

当該保管又は消毒の業務が適切な方法により行われることを担保 該保管又は消毒の業務が適切な方法により行われることを担保す

するため、当該保管又は消毒の業務に係る委託契約（当該指定福 るため、当該保管又は消毒の業務に係る委託契約(当該指定福祉

祉用具貸与事業者が運営する他の事業所に当該保管又は消毒の業 用具貸与事業者が運営する他の事業所に当該保管又は消毒の業務

務を行わせる場合にあっては、業務規程等）において次に掲げる を行わせる場合にあっては、業務規程等)において次に掲げる事

事項を文書により取り決めなければならない。 項を文書により取り決めなければならない。

イ 当該委託等の範囲 イ 当該委託等の範囲

ロ 当該委託等に係る業務の実施に当たり遵守すべき条件 ロ 当該委託等に係る業務の実施に当たり遵守すべき条件

ハ 受託者等の従業者により当該委託等がなされた業務 以下 委 ハ 受託者等の従業者により当該委託等がなされた業務(以下 委（ 「 「

託等業務」という）が居宅基準第13章第４節の運営基準に従っ 託業務」という。)が基準第13章第４節の運営基準に従って適

て適切に行われていることを指定事業者が定期的に確認する旨 切に行われていることを指定事業者が定期的に確認する旨

ニ 指定事業者が当該委託等業務に関し受託者等に対し指示を行 ニ 指定事業者が当該委託等業務に関し受託者等に対し指示を行
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い得る旨 い得る旨

ホ 指定事業者が当該委託等業務に関し改善の必要を認め、所要 ホ 指定事業者が当該委託等業務に関し改善の必要を認め、所要

の措置を講じるよう前号の指示を行った場合において当該措置 の措置を講じるよう前号の指示を行った場合において当該措置

が講じられたことを指定事業者が確認する旨 が講じられたことを指定事業者に確認する旨

ヘ 受託者等が実施した当該委託等業務により利用者に賠償すべ ヘ 受託者等が実施した当該委託等業務により利用者に賠償すべ

き事故が発生した場合における責任の所在 き事故が発生した場合における責任の所在

ト その他当該委託等業務の適切な実施を確保するために必要な ト その他当該委託等業務の適切な実施を確保するために必要な

事項 事項

③ 指定事業者は②のハ及びホの確認の結果の記録を作成しなけれ ③ 指定事業者は②のハ及びホの確認の結果の記録を作成しなけれ

ばならない。 ばならない。

④ 指定事業者が行う②のニの指示は、文書により行わなければな ④ 指定事業者が行う②のニの指示は、文書により行わなければな

らない。 らない。

⑤ 指定福祉用具貸与事業者は、居宅基準第204条の2第2項の規定 ⑤ 指定福祉用具貸与事業者は、基準第204条の2第2項の規定に基

に基づき、②のハ及びホの確認の結果の記録を2年間保存しなけ づき、②のハ及びホの確認の結果の記録を2年間保存しなければ

ればならない。 ならない。

(7) 記録の整備

居宅基準第204条の2により、整備すべき記録は以下のとおりであ

ること。

イ 提供した個々の指定福祉用具貸与に関する記録

ロ 3の(6)の③の確認の結果の記録及び④の指示の文書

ハ 準用される居宅基準第26条に係る市町村への通知に係る記録

ニ 準用される居宅基準第36条第2項に係る苦情の内容等の記録

ホ 準用される居宅基準第37条第2項に係る事故の状況及び事故

に際して採った処置についての記録

(8) 準用 (7) 準用

居宅基準第205条の規定により、居宅基準第8条から第19条まで、 基準第205条の規定により、基準第8条から第19条まで、第21条、

第21条、第26条、第33条から第38条まで、第52条並びに第101条第1 第26条、第33条から第39条まで、第52条並びに第101条第1項及び第

項及び第2項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用され 2項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用されるため、

るため、第3の3の(1)から(9)まで、(11)、(14)及び(20)から(25)ま 第3の3の(1)から(9)まで、(11)、(14)及び(20)から(25)まで、第４

で、第４の3の(4)並びに第8の3の(5)を参照されたい。この場合に の3の(4)並びに第8の3の(5)を参照されたい。この場合において、

おいて、次の点に留意するものとする。 次の点に留意するものとする。

① 居宅基準第10条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、 ① 基準第10条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り

取り扱う福祉用具の種目」と、第14条第2項中「適切な指導」と 扱う福祉用具の種目」と、第14条第2項中「適切な指導」とある

あるのは「適切な相談又は助言」と、第18条中「初回訪問時及び のは「適切な相談又は助言」と、第18条中「初回訪問時及び利用

利用者」とあるのは「利用者」と、第19条中「提供日及び内容」 者」とあるのは「利用者」と、第19条中「提供日及び内容」とあ
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とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、 るのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第21

第21条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第101条第2項中 条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第101条第2項中「処

「処遇」とあるのは「サービス利用」と読み替えられるものであ 遇」とあるのは「サービス利用」と読み替えられるものであるこ

ること。 と。

② 準用される居宅基準第101条第1項及び第2項については、次の ② 準用される基準第39条により、整備すべき記録は以下のとおり

点に留意すること。 であること。

イ 指定福祉用具貸与事業所ごとに、福祉用具専門相談員の日々 イ 提供した個々の指定福祉用具貸与に関する記録

の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を勤務 ロ 準用される基準第26条に係る市町村への通知に係る記録

表上明確にすること。 ハ 3の(6)の③の確認の結果の記録及び④の指示の文書

ロ 福祉用具の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導等に ③ 準用される基準第101条第1項及び第2項については、次の点に

ついては、当該指定福祉用具貸与事業所の従業者たる福祉用具 留意すること。

専門相談員が行うべきであるが 福祉用具の運搬 回収 修理 イ 指定福祉用具貸与事業所ごとに、専門相談員の日々の勤務時、 、 、 、

保管、消毒等の利用者のサービスの利用に直接影響を及ぼさな 間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を勤務表上明確

い業務については、福祉用具専門相談員以外の者又は第3者に にすること。

行わせることが認められるものとしたものであること。なお、 ロ 福祉用具の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導等に

保管又は消毒を第3者に委託等する場合は、居宅基準第203条第 ついては、当該指定福祉用具貸与事業所の従業者たる専門相談

3項の規定に留意すること。 員が行うべきであるが、福祉用具の運搬、回収、修理、保管、

消毒等の利用者のサービスの利用に直接影響を及ぼさない業務

については、専門相談員以外の者又は第3者に行わせることが

認められるものとしたものであること。なお、保管又は消毒を

第3者に委託等する場合は、基準第203条第3項の規定に留意す

ること。

4 基準該当福祉用具貸与に関する基準 4 基準該当福祉用具貸与に関する基準

(1) 福祉用具専門相談員に関する事項（居宅基準第205条の2）

基準該当福祉用具貸与の事業と基準該当介護予防福祉用具貸与の

事業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合につ

いては、基準該当介護予防福祉用具貸与事業所で福祉用具専門相談

員の員数を満たすことをもって、基準該当福祉用具貸与事業所での

員数を満たしているものとみなすことができる。

(2) 準用

居宅基準第206条の規定により、居宅基準第8条から第14条まで、 基準第206条の規定により、基準第8条から第14条まで、第16条か

第16条から第19条まで、第21条、第26条、第33条から第35条まで、 ら第19条まで、第21条、第26条、第33条から第35条まで、第36条第

第36条（第5項及び第6項を除く 、第37条、第38条、第52条、第1 1項及び第2項、第37条から第39条まで、第52条、第101条第1項及び。）

01条第1項及び第2項、第193条、第195条、第196条並びに第4節（第 第2項、第193条から第196条まで並びに第４節(第197条第1項及び第

197条第1項及び第20５条を除く。)の規定は、基準該当福祉用具貸 20５条を除く。)の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用さ
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与の事業に準用されるものであるため、第3の3の(1)から(5)まで、 れるものであるため、第3の3の(1)から(5)まで、(7)から(9)まで、

(7)から(9)まで (11) (14)及び(20)から(25)まで 第４の3の(4) (11)、(14)及び(20)から(25)まで、第４の3の(4)、第8の3の(5)並、 、 、 、

（ 。 。 、 、第8の3の(5)並びに第1４の1（ 1）の③を除く ）から3までを参照 びに第1４の1から3までを参照されたい なお この場合において

されたい。なお、この場合において、準用される居宅基準第197条 準用される基準第197条第2項の規定は、基準該当福祉用具貸与事業

第2項の規定は、基準該当福祉用具貸与事業者が利用者から受領す 者が利用者から受領する利用料について、当該サービスが結果的に

る利用料について、当該サービスが結果的に保険給付の対象となる 保険給付の対象となる場合もならない場合も、特例居宅介護サービ

場合もならない場合も、特例居宅介護サービス費を算定するための ス費又は特例居宅支援サービス費を算定するための基準となる費用

基準となる費用の額（100分の90を乗ずる前の額）との間に不合理 の額(100分の90を乗ずる前の額)との間に不合理な差額が生じるこ

な差額が生じることを禁ずることにより、結果的に保険給付の対象 とを禁ずることにより、結果的に保険給付の対象となるサービスの

となるサービスの利用料と、保険給付の対象とならないサービスの 利用料と、保険給付の対象とならないサービスの利用料との間に、

利用料との間に、1方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な 1方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けること

差額を設けることを禁止する趣旨である。なお、当該事業所による を禁止する趣旨である。なお、当該事業所による福祉用具貸与が複

福祉用具貸与が複数の市町村において基準該当福祉用具貸与と認め 数の市町村において基準該当福祉用具貸与と認められる場合には、

られる場合には、利用者の住所地によって利用料が異なることは認 利用者の住所地によって利用料が異なることは認められないもので

められないものである。 ある。

十二 特定福祉用具販売

1 人員に関する基準

(1) 福祉用具専門相談員に関する事項（居宅基準第208条第1項）

福祉用具貸与の場合と同趣旨であるため、第１３の1の(1)を参照

されたい。

(2) 管理者（居宅基準第209条）

訪問介護の場合と同趣旨であるため、第3の1の(3)を参照された

い。

2 設備に関する基準

(1) 居宅基準第210条に規定する必要な広さの区画については、購入

申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保するもの

とする。

(2) 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売に必要

な設備及び備品等を確保するものとする。ただし、他の事業所又は

施設等と同一敷地内にある場合であって、指定特定福祉用具販売の

事業及び当該他の事業所又は施設等の運営に支障がない場合は、当

該他の事業所又は施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用す

ることができるものとする。

3 運営に関する基準
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(1) サービス提供の記録

居宅基準第211条は、当該特定福祉用具販売の提供日、提供した

具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況その他必要な事項を

記録するとともに、サービス事業者間の密接な連携等を図るため、

利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法

により、その情報を利用者に対して提供しなければならないことと

したものである。

また 「その他の適切な方法」とは、例えば、利用者の用意する、

手帳等に記載するなどの方法である。

なお、提供した具体的なサービス内容等の記録は、居宅基準215

条第2項に基づき、2年間保存しなければならない。

(2) 販売費用の額等の受領

① 居宅基準第212条第1項に規定する「販売費用の額」とは、法第

44条第3項に規定する現に当該特定福祉用具の購入に要した費用

の額であり、その費用には、通常の事業の実施地域において特定

福祉用具販売を行う場合の交通費等が含まれることとする。

② 居宅基準第212条第2項は、指定特定福祉用具販売事業者は、指

定特定福祉用具販売の提供に関し、

イ 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定福祉用具

販売を行う場合の交通費

ロ 特定福祉用具の搬入に通常必要となる人数以上の従事者が必

要になる場合等特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費

用

については、前項の費用のほかに、利用者から支払を受けるこ

とができるものとし、介護保険給付の対象となっているサービス

と明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払を受ける

ことは認めないこととしたものである。

③ 居宅基準第212条第3項は、指定訪問介護に係る第20条第４項と

同趣旨であるため、第3の3の(10)の④を参照されたい。

(3) 保険給付の申請に必要となる書類等の交付

居宅基準第213条は、指定特定福祉用具販売事業者が指定特定福

祉用具販売に係る販売費用の額の支払を受けた場合は、

イ 当該指定特定福祉用具事業所の名称、提供した特定福祉用具

の種目の名称、品目の名称及び販売費用の額その他保険給付の

申請のために必要と認められる事項を記載した証明書
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ロ 領収書

ハ 当該特定福祉用具販売のパンフレットその他の当該特定福祉

用具の概要

を利用者に対し、交付することとされている。

(4) 指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針

① 居宅基準第214条は、指定特定福祉用具販売に係る福祉用具専

門相談員の業務の方針、手続を明確にしたものであり、福祉用具

専門相談員は原則としてこれらの手続を自ら行う必要がある。

② 第3号は、指定特定福祉用具販売の提供に当たっての調整、説

明及び使用方法の指導について規定したものであるが、特に、腰

掛け便座、特殊尿器等の使用に際し衛生面から注意が必要な福祉

用具については、衛生管理の必要性等利用に際しての注意事項を

十分説明するものとする。なお、同号の「福祉用具の使用方法、

使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書」は、当該特

定福祉用具の製造事業者、指定特定福祉用具販売事業者等の作成

した取扱説明書をいうものである。

③ 第4号は、居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売が位置づ

けられる場合、主治の医師からの情報伝達及びサービス担当者会

議の結果を踏まえ、介護支援専門員は、当該計画へ指定特定福祉

用具販売の必要な理由の記載が必要となるため、福祉用具専門相

談員は、これらのサービス担当者会議等を通じて、福祉用具の適

切な選定のための助言及び情報提供を行う等の必要な措置を講じ

なければならない。

④ 第5号は、他の介護サービスが利用されないために居宅サービ

ス計画が作成されていない場合、福祉用具専門相談員は、施行規

則第71条第1項第3号に規定する居宅介護福祉用具購入費の支給の

申請に係る特定福祉用具が必要な理由が記載された書類が作成さ

れているかを確認しなければならない。

(5) 記録の整備

居宅基準第215条により、整備すべき記録は以下のとおりである

こと。

イ 提供した個々の指定特定福祉用具販売に関する記録

ハ 準用される居宅基準第26条に係る市町村への通知に係る記録

ニ 準用される居宅基準第36条第2項に係る苦情の内容等の記録

ホ 準用される居宅基準第37条第2項に係る事故の状況及び事故
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に際して採った処置についての記録

(6) 準用

居宅基準第216条の規定により、居宅基準第8条から第14条まで、

第16条から第18条まで、第26条、第31条、第33条から第38条まで、

第52条、第101条第1項及び第2項、第198条、第200条から第202条ま

で並びに第20４条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について

、 （ ） 、（ ） （ ）、 、準用されるため 第3の3の(1)から 5 まで 7 及び 8 (14)

、 、 、 （ ）、(20)から(25)まで 第４の3の(4) 第8の3の(5) 第1３の3の 2

（4）及び（5）を参照されたい。

この場合において、次の点に留意するものとする。

① 居宅基準第10条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、

」 、 「 」取り扱う特定福祉用具の種目 と 第14条第2項中 適切な指導

とあるのは「適切な相談又は助言」と、第18条中「初回訪問時及

び利用者」とあるのは「利用者」と、第101条第2項中「処遇」と

あるのは「サービス利用」と、第198条中「福祉用具」とあるの

は「特定福祉用具」と 「貸与」とあるのは「販売」と、第200条、

中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第201条及び第202

条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と読み替えられる

ものであること。

② 準用される居宅基準第101条第1項及び第2項については、次の

点に留意すること。

イ 指定特定福祉用具販売事業所ごとに、福祉用具専門相談員の

日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を

勤務表上明確にすること。

ロ 特定福祉用具の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導

等については、当該指定福祉用具貸与事業所の従業者たる福祉

用具専門相談員が行うべきであるが、特定福祉用具に係る運搬

等の利用者のサービスの利用に直接影響を及ぼさない業務につ

いては、福祉用具専門相談員以外の者又は第3者に行わせるこ

とが認められるものとしたものであること。

③ 準用される居宅基準第200条については、次の点に留意するも

のとする。

「指定特定福祉用具販売の提供方法」は、福祉用具の選定の援

助 納品及び使用方法の指導の方法等を指すものであること 販、 。「

売費用の額」としては、法第44条第3項に規定する現に当該特定
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福祉用具の購入に要した費用の額 「その他の費用の額」として、

は、居宅基準第212条第3項により徴収が認められている費用の額

並びに必要に応じてその他のサービスに係る費用の額を規定する

ものである。また、個々の特定福祉用具の販売費用の額等につい

ては、その額の設定の方式及び目録（居宅基準第216条で準用す

る第204条第2項に規定する目録をいう。)に記載されている旨を

記載すれば足りるものとし、運営規定には必ずしも額自体の記載

を要しないものであること。

第４ 介護予防サービス

一 介護予防サービスに関する基準について

介護予防サービスに関する基準については 「指定介護予防サービ、

ス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」において定め

られているところであるが、このうち、三に記載する「介護予防のた

めの効果的な支援のための基準」については、指定介護予防サービス

の提供に当たっての基本的な指針となるべきものであり、今般の制度

改正に基づく介護予防サービスの創設に伴い、新たに制定された基準

である。今後の介護予防サービスの運営に当たっては、当該基準に従

った適正な運営を図られたい。

なお、①人員、②設備及び③運営に関する基準については、二に記

載する事項を除き、その取扱いについては、基本的には、第３に記載

した介護サービスに係る取扱いと同様であるので、第３の該当部分を

参照されたい。

二 介護サービスとの相違点

１ 介護予防訪問介護

介護予防サービス費の支給を受けるための援助（予防基準第15条）

介護給付においては、予防基準第１５条は、介護保険法施行規則

（平成１１年厚生省令第３６号。以下「施行規則」という ）第８。

３条の９各号のいずれにも該当しない利用者は、提供を受けようと

している指定介護予防訪問介護に係る介護予防サービス費の支給を

受けることができないことを踏まえ、指定介護予防訪問介護事業者

は、施行規則第８３条の９各号のいずれにも該当しない利用申込者

又はその家族に対し、指定介護予防訪問介護に係る介護予防サービ
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ス費の支給を受けるための要件の説明、介護予防支援事業者に関す

る情報提供その他の介護予防サービス費の支給を受けるために必要

な援助を行わなければならないこととしたものである。

２ 介護予防訪問入浴介護

人員に関する基準（予防基準第４７条第１項、第５８条第１項）

訪問入浴介護（基準該当訪問入浴介護も含む ）では、介護職員。

を二人以上配置することとなっているが 介護予防訪問入浴介護 基、 （

準該当介護予防訪問入浴介護も含む ）では、介護職員を一人以上。

配置することとしていること。

３ 介護予防通所介護

利用料の受領（予防基準第100条第3項）

通所介護では、利用料以外に「その他の費用の額」として「指定

通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の

選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通

常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費

」 、 、用 を利用者から受け取ることができるが 介護予防通所介護では

受け取ることができないので留意すること （基準該当介護予防通。

所介護、介護予防通所リハビリテーションにおいても同趣旨 ）。

４ 指定介護予防短期入所生活介護

身体的拘束等の禁止（予防基準第136条）

予防基準第136条については、内容としては、居宅サービス基準

第128条（指定短期入所生活介護の取扱方針）第４項及び第５項と

同様であるので、第三の八の３の(4)の③を参照されたい （ユニ。

ット型指定介護予防短期入所生活介護、一部ユニット型指定介護予

防短期入所生活介護及び基準該当介護予防短期入所生活介護におい

ても同趣旨 ）。

５ 指定介護予防短期入所療養介護

身体的拘束等の禁止（予防基準第191条）

予防基準第191条については 内容としては 居宅基準第146条 指、 、 （

定短期入所生活介護の取扱方針）第４項及び第５項と同様であるの

で、第三の九の２の(2)の②を参照されたい （ユニット型指定介。
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護予防短期入所療養介護、一部ユニット型指定介護予防短期入所療

養介護においても同趣旨 ）。

三 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

１ 介護予防訪問介護

(1) 指定介護予防訪問介護の基本取扱方針

予防基準第３８条にいう指定介護予防訪問介護の基本取扱方針に

ついて、特に留意すべきところは、次のとおりである。

① 介護予防訪問介護の提供に当たっては、介護予防とは、単に高

齢者の運動機能や栄養改善といった特定の機能の改善だけを目指

、 、すものではなく これらの心身機能の改善や環境調整等を通じて

一人ひとりの高齢者ができる限り要介護状態にならないで自立し

た日常生活を営むことができるよう支援することを目的として行

われるものであることに留意しつつ行うこと。

② 介護予防の十分な効果を高める観点からは、利用者の主体的な

取組が不可欠であることから、サービスの提供に当たっては、利

用者の意欲が高まるようコミュニケーションの取り方をはじめ、

様々な工夫をして、適切な働きかけを行うよう努めること。

③ サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に補う

形でのサービス提供は、かえって利用者の生活機能の低下を引き

起こし、サービスへの依存を生み出している場合があるとの指摘

、「 」を踏まえ 利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う

ことを基本として、利用者のできる能力を阻害するような不適切

なサービス提供をしないよう配慮すること。

④ 提供された介護予防サービスについては、介護予防訪問介護計

画に定める目標達成の度合いや利用者及びその家族の満足度等に

ついて常に評価を行うなど、その改善を図らなければならないも

のであること。

指定介護予防訪問介護の具体的取扱方針(2)
、 、① 予防基準第３９条第１号及び第２号は サービス提供責任者は

介護予防訪問介護計画を作成しなければならないこととしたもの

である。介護予防訪問介護計画の作成に当たっては、利用者の状

況を把握・分析し、介護予防訪問介護の提供によって解決すべき

問題状況を明らかにし（アセスメント 、これに基づき、支援の）

方向性や目標を明確にし、担当する訪問介護員等が提供するサー
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、 、 。ビスの具体的内容 所要時間 日程等を明らかにするものとする

なお、介護予防訪問介護計画の様式については、事業所ごとに定

めるもので差し支えない。

② 同条第３号は、介護予防訪問介護計画は、介護予防サービス計

画（法第８条の２第１８項に規定する介護予防サービス計画をい

う。以下同じ ）に沿って作成されなければならないこととした。

ものである。

なお、介護予防訪問介護計画の作成後に介護予防サービス計画

が作成された場合は、当該介護予防訪問介護計画が介護予防サー

ビス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更するも

のとする。

③ 同条第４号から第７号は、サービス提供に当たっての利用者又

はその家族に対する説明について定めたものである。即ち、介護

予防訪問介護計画は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏

まえて作成されなければならないものであり、その内容について

説明を行った上で利用者の同意を得ることを義務づけることによ

り、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障しよう

とするものである。サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計

画の目標や内容等について、利用者又はその家族に、理解しやす

い方法で説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説

明を行うものとする。

また、介護予防訪問介護計画を作成した際には、遅滞なく利用

者に交付しなければならならず、当該介護予防訪問介護計画は、

予防基準第３７条第２項の規定に基づき、２年間保存しなければ

ならないこととしている。

④ 同条第８号は、指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、介

護技術の進歩に対応した適切なサービスが提供できるよう、常に

新しい技術を習得する等、研鑽を行うべきものであることとした

ものである。

⑤ 同条第９号から第１１号は、事業者に対して介護予防サービス

の提供状況等について介護予防支援事業者に対する報告の義務づ

けを行うとともに、介護予防訪問介護計画に定める計画期間終了

後の当該計画の実施状況の把握（モニタリング）を義務づけるも

のである。介護予防支援事業者に対する実施状況等の報告につい

ては、サービスが介護予防サービス計画に即して適切に提供され
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ているかどうか、また、当該計画策定時から利用者の状態等が大

きく異なることとなっていないか等を確認するために行うもので

あり、毎月行うこととしている。

また、併せて、事業者は介護予防訪問介護計画に定める計画期

間が終了するまでに一回はモニタリングを行い、利用者の介護予

防訪問介護計画に定める目標の達成状況の把握等を行うこととし

ており、当該モニタリングの結果により、解決すべき課題の変化

が認められる場合等については、担当する介護予防支援事業者等

とも相談の上、必要に応じて当該介護予防訪問介護計画の変更を

行うこととしたものである。

２ 介護予防訪問入浴介護

(1) 指定介護予防訪問入浴介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針

指定介護予防訪問入浴介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針に

ついては、予防基準第５６条及び第５０条に定めるところによる

ほか、次の点に留意するものとする。

① 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、一人ひとりの

高齢者ができる限り要介護状態にならないで自立した日常生活を

営むことができるよう支援することを目的として行われるもので

あることに留意しつつ、利用者ごとに目標を設定の上、計画的に

行うこと。

② サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に補う

形でのサービス提供は、かえって利用者の生活機能の低下を引き

起こし、サービスへの依存を生み出している場合があるとの指摘

、「 」を踏まえ 利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う

ことを基本として、利用者のできる能力を阻害するような不適切

なサービス提供をしないよう配慮すること。

③ 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、利用者の心身

の状況により、訪問時に全身入浴が困難な場合は、利用者の希望

により 「清しき」又は「部分浴（洗髪、陰部、足部等 」を実、 ）

施するなど、適切なサービス提供に努めること。

「 」 、④ 予防基準第５７条第２号に定める サービス提供方法等 とは

入浴方法等の内容、作業手順、入浴後の留意点などを含むもので

あること。

⑤ 同条第４号に定める「サービスの提供の責任者」については、
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入浴介護に関する知識や技術を有した者であって、衛生管理や入

浴サービスの提供に当たって他の従業者に対し作業手順など適切

な指導を行うとともに、利用者が安心してサービス提供を受けら

れるように配慮すること。また、同号に定める「主治の医師の意

見の確認」については、利用者又は利用者の承認を得て当該事業

者が、利用者の主治医に確認することとし、併せて、次に確認す

べき時期についても確認しておくこと。

⑥ 同条第５号に定める「サービスの提供に用いる設備、器具その

他の用品」の安全衛生については、特に次の点について留意する

こと。

イ 浴槽など利用者の身体に直に接触する設備・器具類は、利用

者一人ごとに消毒した清潔なものを使用し、使用後に洗浄及び

消毒を行うこと。また、保管に当たっても、清潔保持に留意す

ること。

ロ 皮膚に直に接するタオル等については、利用者一人ごとに取

り替えるか個人専用のものを使用する等、安全清潔なものを使

用すること。

ハ 消毒方法等についてマニュアルを作成するなど、当該従業者

に周知させること。

３ 介護予防訪問看護

指定介護予防訪問看護の基本取扱方針(1)
予防基準第７５条にいう指定介護予防訪問看護の基本取扱方針に

ついて、特に留意すべきところは、次のとおりである。

① 指定介護予防訪問看護は、利用者の心身の状態を踏まえて、妥

当適切に行うとともにその生活の質の確保を図るよう、主治医と

の密接な連携のもとに介護予防訪問看護計画に沿って行うものと

したものであること。

② 介護予防訪問看護計画の作成に当たっては、一人ひとりの高齢

者ができる限り要介護状態にならないで自立した日常生活を営む

ことができるよう支援することを目的として行われるものである

ことに留意しつつ行うこと。

③ 利用者の健康状態と経過、看護の目標や内容、具体的な方法そ

の他療養上必要な事項について利用者及び家族に理解しやすいよ

う指導又は説明を行うこと。また、介護予防の十分な効果を高め
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る観点からは、利用者の主体的な取組が不可欠であることから、

サービスの提供に当たっては、利用者の意欲が高まるようコミュ

ニケーションの取り方をはじめ、様々な工夫をして、適切な働き

かけを行うよう努めること。

④ サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に補う

形でのサービス提供は、かえって利用者の生活機能の低下を引き

起こし、サービスへの依存を生み出している場合があるとの指摘

、「 」を踏まえ 利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う

ことを基本として、利用者のできる能力を阻害するような不適切

なサービス提供をしないよう配慮すること。

⑤ 提供された介護予防サービスについては、介護予防訪問看護計

画に定める目標達成の度合いや利用者及びその家族の満足度等に

ついて常に評価を行うなど、その改善を図らなければならないも

のであること。

指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針(2)
① 予防基準第７６条第１号から第３号は、看護師等は、介護予防

訪問看護計画を作成し、主治医に提出しなければならないことと

したものである。介護予防訪問看護計画の作成に当たっては、主

治医又は主治の歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を

通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、置か

れている環境等を把握・分析し、介護予防訪問看護の提供によっ

て解決すべき問題状況を明らかにした上で（アセスメント 、こ）

れに基づき、支援の方向性や目標を明確にし、提供するサービス

の具体的内容、期間等を明らかにするものとする。なお、既に介

護予防サービス計画が作成されている場合には、当該計画に沿っ

て介護予防訪問看護の計画を立案する。

② 同条第４号から第７号は、サービス提供に当たっての利用者又

はその家族に対する説明について定めたものである。即ち、介護

予防訪問看護計画は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏

まえて作成されなければならないものであり、その内容について

説明を行った上で利用者の同意を得ることを義務づけることによ

り、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障しよう

とするものである。看護師等は、介護予防訪問看護計画の目標や

内容等について、利用者又はその家族に、理解しやすい方法で説

明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行うも
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のとする。

また、介護予防訪問看護計画を作成した際には、遅滞なく利用

者に交付しなければならならず、当該介護予防訪問看護計画は、

予防基準第７３条第２項の規定に基づき、２年間保存しなければ

ならないこととしている。

③ 同条第８号及び第９号は、指定介護予防訪問看護の提供に当た

っては、医学の進歩に沿った適切な看護技術をもって対応できる

よう、新しい看護技術の習得等、研鑽を積むことを定めたもので

ある。また、第９号においては、医学の立場を堅持し、広く一般

に認められていない看護等については行ってはならないこととし

ている。

④ 同条第１０号から第１３号は、介護予防訪問看護計画に定める

計画期間終了後の当該計画の実施状況の把握（モニタリング 、）

当該モニタリングの結果も踏まえた介護予防訪問看護報告書の作

成、当該報告書の内容の担当する介護予防支援事業者への報告及

び主治医への定期的な提出を義務づけたものである。

看護師等は、介護予防訪問看護報告書に、訪問を行った日、提

供した看護内容、介護予防訪問看護計画書に定めた目標に照らし

たサービス提供結果等を記載する。なお、当該報告書は、訪問の

都度記載する記録とは異なり、主治医に定期的に提出するものを

いう。

、 、看護師等は 介護予防訪問看護報告書に記載する内容について

担当する介護予防支援事業者に報告するとともに、当該報告書自

体は、主治医に提出するものとする。

なお、管理者にあっては、介護予防訪問看護計画に沿った実施

状況を把握し、計画書及び報告書に関し、助言、指導等必要な管

理を行わなければならない。

⑤ 同条第１５号は、指定介護予防訪問看護事業所が保険医療機関

である場合は、主治医への介護予防訪問看護計画書の提出は、診

療記録への記載をもって代えることができることとしたものであ

り 「訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて」、

（平成１２年３月３０日老企第５５号）に定める訪問看護計画書

を参考に事業所ごとに定めるもので差し支えない。

(3) 主治医との関係

① 指定介護予防訪問看護事業所の管理者は、指示書に基づき指定
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介護予防訪問看護が行われるよう、主治医との連絡調整、指定介

護予防訪問看護の提供を担当する看護師等の監督等必要な管理を

行わなければならないこと。なお、主治医とは、利用申込者の選

定により加療している医師をいい、主治医以外の複数の医師から

指示書の交付を受けることはできないものであること。

② 予防基準第７７条第２項は、指定介護予防訪問看護の利用対象

者は、その主治医が指定介護予防訪問看護の必要性を認めたもの

に限られるものであることを踏まえ、指定介護予防訪問看護事業

者は、指定介護予防訪問看護の提供の開始に際しては、利用者の

主治医が発行する介護予防訪問看護指示の文書（以下「指示書」

という ）の交付を受けなければならないこととしたものである。

こと。

③ 介護予防訪問看護の実施に当たっては、特に医療施設内の場合

と異なり、看護師等が単独で行うことに十分留意するとともに慎

重な状況判断等が要求されることを踏まえ、主治医との密接かつ

適切な連携を図ること。

４ 介護予防訪問リハビリテーション

(1) 指定介護予防訪問リハビリテーションの基本取扱方針

予防基準第８５条にいう指定介護予防訪問リハビリテーションの

基本取扱方針について、特に留意すべきところは、次のとおりであ

る。

① 指定介護予防訪問リハビリテーションは、利用者の心身の状態

を踏まえて、妥当適切に行うとともにその生活の質の確保を図る

よう、主治医との密接な連携のもとに介護予防訪問リハビリテー

ション計画に沿って行うものとしたものであること。また、指定

介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たって、別の医療機

関の医師から情報提供を受けて、指定介護予防訪問リハビリテー

ションを実施する場合は、当該情報提供を行った医療機関の医師

との間で十分な連携を図るものであること。

② 介護予防訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、一

人ひとりの高齢者ができる限り要介護状態にならないで自立した

日常生活を営むことができるよう支援することを目的として行わ

れるものであることに留意しつつ行うこと。

③ 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、利
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用者の心身の状態、リハビリテーションの内容やそれを提供する

目的、具体的な方法、リハビリテーションに必要な環境の整備、

療養上守るべき点及び療養上必要な目標等、療養上必要な事項に

ついて利用者及び家族に理解しやすいよう指導又は説明を行うこ

と。

また、介護予防の十分な効果を高める観点からは、利用者の主

体的な取組が不可欠であることから、サービスの提供に当たって

は、利用者の意欲が高まるようコミュニケーションの取り方をは

、 、 。じめ 様々な工夫をして 適切な働きかけを行うよう努めること

④ サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に補う

形でのサービス提供は、かえって利用者の生活機能の低下を引き

起こし、サービスへの依存を生み出している場合があるとの指摘

、「 」を踏まえ 利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う

ことを基本として、利用者のできる能力を阻害するような不適切

なサービス提供をしないよう配慮すること。

⑤ 提供された介護予防サービスについては、介護予防訪問リハビ

リテーション計画に定める目標達成の度合いや利用者及びその家

族の満足度等について常に評価を行うなど、その改善を図らなけ

ればならないものであること。

指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針(1)
① 予防基準第８６条第１号から第３号は、医師又は理学療法士、

作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーシ

ョン計画を作成しなければならないこととしたものである。介護

予防訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、主治医又

は主治の歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる

等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、置かれてい

る環境等を把握・分析し、指定介護予防訪問リハビリテーション

の提供によって解決すべき問題状況を明らかにした上で（アセス

メント 、これに基づき、支援の方向性や目標を明確にし、提供）

するサービスの具体的内容、期間等を明らかにするものとする。

なお、既に介護予防サービス計画が作成されている場合には、当

該計画に沿って介護予防訪問リハビリテーションの計画を立案す

る。

② 同条第４号から第７号は、サービス提供に当たっての利用者又

はその家族に対する説明について定めたものである。即ち、介護
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予防訪問リハビリテーション計画は、利用者の日常生活全般の状

況及び希望を踏まえて作成されなければならないものであり、そ

の内容について説明を行った上で利用者の同意を得ることを義務

づけることにより、サービス内容等への利用者の意向の反映の機

会を保障しようとするものである。医師又は理学療法士、作業療

法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計

画の目標や内容等について、利用者又はその家族に、理解しやす

い方法で説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説

明を行うものとする。

、 、また 介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した際には

遅滞なく利用者に交付しなければならならず、当該介護予防訪問

リハビリテーション計画は、予防基準第８３条第２項の規定に基

づき、２年間保存しなければならないこととしている。

③ 同条第８号は、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に

当たっては、医学の進歩に沿った適切な技術をもって対応できる

、 、 。よう 新しい技術の習得等 研鑽を積むことを定めたものである

④ 同条第１０号から第１２号は、介護予防訪問リハビリテーショ

ン計画に定める計画期間終了後の当該計画の実施状況の把握（モ

ニタリング 、当該モニタリング結果の記録の作成、当該記録の）

担当する介護予防支援事業者への報告を義務づけたものである。

５ 介護予防居宅療養管理指導

指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針(1)
指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針については、基準第９５

条の定めるところによるほか、次の点に留意するものとする。

① 医師又は歯科医師の行う指定介護予防居宅療養管理指導は、訪

問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画

的な医学的管理又は歯科医学的管理を行っている要支援者に対し

て行うものであること。

② 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、要支援者にサービス

を提供している事業者にして、必要に応じて迅速に指導又は助言

を行うために、日頃からサービスの提供事業者や提供状況を把握

するように努めること。

③ 薬剤師、歯科衛生士及び管理栄養士は、指定介護予防居宅療養

管理指導を行った際には、速やかに、指定介護予防居宅療養管理
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指導を実施した要支援者の氏名、実施日時、実施した介護予防居

宅療養管理指導の要点及び担当者の氏名を記録すること。

６ 介護予防通所介護

指定介護予防通所介護の基本取扱方針(1)
予防基準第１０８条にいう指定介護予防通所介護の基本取扱方針

について、特に留意すべきところは、次のとおりである。

① 介護予防通所介護の提供に当たっては、介護予防とは、単に高

齢者の運動機能や栄養改善といった特定の機能の改善だけを目指

、 、すものではなく これらの心身機能の改善や環境調整等を通じて

一人ひとりの高齢者ができる限り要介護状態にならないで自立し

た日常生活を営むことができるよう支援することを目的として行

われるものであることに留意しつつ行うこと。

② 介護予防の十分な効果を高める観点からは、利用者の主体的な

取組が不可欠であることから、サービスの提供に当たっては、利

用者の意欲が高まるようコミュニケーションの取り方をはじめ、

様々な工夫をして、適切な働きかけを行うよう努めること。

③ サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に補う

形でのサービス提供は、かえって利用者の生活機能の低下を引き

起こし、サービスへの依存を生み出している場合があるとの指摘

、「 」を踏まえ 利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う

ことを基本として、利用者のできる能力を阻害するような不適切

なサービス提供をしないよう配慮すること。

④ 提供された介護予防サービスについては、介護予防通所介護計

画に定める目標達成の度合いや利用者及びその家族の満足度等に

ついて常に評価を行うなど、その改善を図らなければならないも

のであること。

指定介護予防通所介護の具体的取扱方針(2)
① 予防基準第１０９条第１号及び第２号は、管理者は、介護予防

通所介護計画を作成しなければならないこととしたものである。

介護予防通所介護計画の作成に当たっては、主治医又は主治の歯

科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な

方法により、利用者の状況を把握・分析し、介護予防通所介護の

（ ）、提供によって解決すべき問題状況を明らかにし アセスメント

これに基づき、支援の方向性や目標を明確にし、提供するサービ
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スの具体的内容、所要時間、日程等を明らかにするものとする。

なお、介護予防通所介護計画の様式については、事業所ごとに定

めるもので差し支えない。

② 同条第３号は、介護予防通所介護計画は、介護予防サービス計

画に沿って作成されなければならないこととしたものである。

なお、介護予防通所介護計画の作成後に介護予防サービス計画

が作成された場合は、当該介護予防通所介護計画が介護予防サー

ビス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更するも

のとする。

③ 同条第４号から第７号は、サービス提供に当たっての利用者又

はその家族に対する説明について定めたものである。即ち、介護

予防通所介護計画は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏

まえて作成されなければならないものであり、その内容について

説明を行った上で利用者の同意を得ることを義務づけることによ

り、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障しよう

とするものである。管理者は、介護予防通所介護計画の目標や内

容等について、利用者又はその家族に、理解しやすい方法で説明

を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行うもの

とする。

また、介護予防通所介護計画を作成した際には、遅滞なく利用

者に交付しなければならならず、当該介護予防通所介護計画は、

予防基準第１０６条第２項の規定に基づき、２年間保存しなけれ

ばならないこととしている。

④ 同条第８号は、指定介護予防通所介護の提供に当たっては、介

護技術の進歩に対応した適切なサービスが提供できるよう、常に

新しい技術を習得する等、研鑽を行うべきものであることとした

ものである。

⑤ 同条第９号から第１１号は、事業者に対して介護予防サービス

の提供状況等について介護予防支援事業者に対する報告の義務づ

けを行うとともに、介護予防通所介護計画に定める計画期間終了

後の当該計画の実施状況の把握（モニタリング）を義務づけるも

のである。介護予防支援事業者に対する実施状況等の報告につい

ては、サービスが介護予防サービス計画に即して適切に提供され

ているかどうか、また、当該計画策定時から利用者の状態等が大

きく異なることとなっていないか等を確認するために行うもので
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あり、毎月行うこととしている。

また、併せて、事業者は介護予防通所介護計画に定める計画期

間が終了するまでに一回はモニタリングを行い、利用者の介護予

防通所介護計画に定める目標の達成状況の把握等を行うこととし

ており、当該モニタリングの結果により、解決すべき課題の変化

が認められる場合等については、担当する介護予防支援事業者等

とも相談の上、必要に応じて当該介護予防通所介護計画の変更を

行うこととしたものである。

７ 介護予防通所リハビリテーション

(1) 指定介護予通所リハビリテーションの基本取扱方針

予防基準第１２４条にいう指定介護予防通所リハビリテーション

の基本取扱方針について、特に留意すべきところは、次のとおり

である。

① 介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護予

防とは、単に高齢者の運動機能や栄養改善といった特定の機能の

改善だけを目指すものではなく、これらの心身機能の改善や環境

調整等を通じて、一人ひとりの高齢者ができる限り要介護状態に

ならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援するこ

とを目的として行われるものであることに留意しつつ行うこと。

② 介護予防の十分な効果を高める観点からは、利用者の主体的な

取組が不可欠であることから、サービスの提供に当たっては、利

用者の意欲が高まるようコミュニケーションの取り方をはじめ、

様々な工夫をして、適切な働きかけを行うよう努めること。

③ サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に補う

形でのサービス提供は、かえって利用者の生活機能の低下を引き

起こし、サービスへの依存を生み出している場合があるとの指摘

、「 」を踏まえ 利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う

ことを基本として、利用者のできる能力を阻害するような不適切

なサービス提供をしないよう配慮すること。

④ 提供された介護予防サービスについては、介護予防通所リハビ

リテーション計画に定める目標達成の度合いや利用者及びその家

族の満足度等について常に評価を行うなど、その改善を図らなけ

ればならないものであること。

(2) 指定介護予防通所リハビリテーションの具体的取扱方針
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① 予防基準第１２５条第１号及び第２号は、医師等の従業者は、

介護予防通所リハビリテーション計画を作成しなければならない

こととしたものである。介護予防通所リハビリテーション計画の

作成に当たっては、主治医又は主治の歯科医師からの情報伝達や

サービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の状

況を把握・分析し、介護予防通所リハビリテーションの提供によ

って解決すべき問題状況を明らかにし（アセスメント 、これに）

基づき、支援の方向性や目標を明確にし、提供するサービスの具

体的内容、所要時間、日程等を明らかにするものとする。なお、

介護予防通所リハビリテーション計画の様式については、事業所

ごとに定めるもので差し支えない。

② 同条第３号は、介護予防通所リハビリテーション計画は、介護

予防サービス計画に沿って作成されなければならないこととした

ものである。

なお、介護予防通所リハビリテーション計画の作成後に介護予

防サービス計画が作成された場合は、当該介護予防通所リハビリ

テーション計画が介護予防サービス計画に沿ったものであるか確

認し、必要に応じて変更するものとする。

③ 同条第４号から第７号は、サービス提供に当たっての利用者又

はその家族に対する説明について定めたものである。即ち、介護

予防通所リハビリテーション計画は、利用者の日常生活全般の状

況及び希望を踏まえて作成されなければならないものであり、そ

の内容について説明を行った上で利用者の同意を得ることを義務

づけることにより、サービス内容等への利用者の意向の反映の機

会を保障しようとするものである。医師等の従業者は、介護予防

通所リハビリテーション計画の目標や内容等について、利用者又

はその家族に、理解しやすい方法で説明を行うとともに、その実

施状況や評価についても説明を行うものとする。

、 、また 介護予防通所リハビリテーション計画を作成した際には

遅滞なく利用者に交付しなければならならず、当該介護予防通所

リハビリテーション計画は、基準第１２２条第２項の規定に基づ

き、２年間保存しなければならないこととしている。

④ 同条第８号は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に

当たっては、介護技術の進歩に対応した適切なサービスが提供で

きるよう、常に新しい技術を習得する等、研鑽を行うべきもので
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あることとしたものである。

⑤ 同条第９号から第１１号は、事業者に対して介護予防サービス

の提供状況等について介護予防支援事業者に対する報告の義務づ

けを行うとともに、介護予防通所リハビリテーション計画に定め

る計画期間終了後の当該計画の実施状況の把握（モニタリング）

を義務づけるものである。介護予防支援事業者に対する実施状況

等の報告については、サービスが介護予防サービス計画に即して

適切に提供されているかどうか、また、当該計画策定時から利用

者の状態等が大きく異なることとなっていないか等を確認するた

めに行うものであり、毎月行うこととしている。

また、併せて、事業者は介護予防通所リハビリテーション計画

に定める計画期間が終了するまでに一回はモニタリングを行い、

利用者の介護予防通所リハビリテーション計画に定める目標の達

成状況の把握等を行うこととしており、当該モニタリングの結果

により、解決すべき課題の変化が認められる場合等については、

担当する介護予防支援事業者等とも相談の上、必要に応じて当該

介護予防通所リハビリテーション計画の変更を行うこととしたも

のである。

８ 介護予防短期入所生活介護

(1) 指定介護予防短期入所生活介護の基本取扱方針

予防基準第１４３条にいう指定介護予防短期入所生活介護の基本

、 、 。取扱方針について 特に留意すべきところは 次のとおりである

① 介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、一人ひとりの

高齢者ができる限り要介護状態にならないで自立した日常生活を

営むことができるよう支援することを目的として行われるもので

あることに留意しつつ行うこと。

② 介護予防の十分な効果を高める観点からは、利用者の主体的な

取組が不可欠であることから、サービスの提供に当たっては、利

用者の意欲が高まるようコミュニケーションの取り方をはじめ、

様々な工夫をして、適切な働きかけを行うよう努めること。

③ サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に補う

形でのサービス提供は、かえって利用者の生活機能の低下を引き

起こし、サービスへの依存を生み出している場合があるとの指摘

、「 」を踏まえ 利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う
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ことを基本として、利用者のできる能力を阻害するような不適切

なサービス提供をしないよう配慮すること。

指定介護予防短期入所生活介護の具体的取扱方針(2)
① 予防基準第１４４条第２号に定める「相当期間以上」とは、概

ね４日以上連続して利用する場合を指すこととするが、４日未満

の利用者にあっても、担当する介護予防支援事業者等と連携をと

ること等により、利用者の心身の状況等を踏まえて、他の介護予

防短期入所生活介護計画を作成した利用者に準じて、必要な介護

及び機能訓練等の支援を行うものとする。

なお、介護予防短期入所生活介護計画については、介護の提供

に係る計画等の作成に関し経験のある者や、介護の提供について

豊富な知識及び経験を有する者にそのとりまとめを行わせるもの

とし、当該事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合

は、その者に当該計画のとりまとめを行わせることが望ましいも

のである。

② 同条第３号は、介護予防短期入所生活介護計画が作成される場

合には、介護予防サービス計画に沿って作成されなければならな

いこととしたものである。

なお、介護予防短期入所生活介護計画の作成後に介護予防サー

ビス計画が作成された場合は、当該介護予防短期入所生活介護計

画が介護予防サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に

応じて変更するものとする。

③ 同条第４号から第７号は、サービス提供に当たっての利用者又

はその家族に対する説明について定めたものである。即ち、介護

予防短期入所生活介護計画は、利用者の日常生活全般の状況及び

希望を踏まえて作成されなければならないものであり、その内容

について説明を行った上で利用者の同意を得ることを義務づける

ことにより、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保

障しようとするものである。管理者は、介護予防短期入所生活介

護計画の目標や内容等について、利用者又はその家族に、理解し

やすい方法で説明を行うとともに、その実施状況や評価について

も説明を行うものとする。

また、介護予防短期入所生活介護計画を作成した際には、遅滞

なく利用者に交付しなければならならず、当該介護予防短期入所

生活介護計画は、予防基準第１４１条第２項の規定に基づき、２
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年間保存しなければならないこととしている。

介護(3)
① 予防基準第１４５条で定める介護サービスの提供に当たって

は、在宅生活へ復帰することを念頭において行うことが基本であ

り、そのためには、利用者の家庭環境等を十分踏まえて、自立し

ている機能の低下が起きないようにするとともに残存機能の維持

、 、向上が図られるよう 適切な技術をもって介護サービスを提供し

又は必要な支援を行うものとすること。なお、介護サービス等の

実施に当たっては、利用者の人格に十分に配慮して実施するもの

とする。

② 同条第２項で定める入浴の実施に当たっては利用者の心身の状

況や自立支援を踏まえ、適切な方法により実施するものとする。

なお、入浴の実施に当たっては、事前に健康管理を行い、入浴す

ることが困難な場合は、清しきを実施するなど利用者の清潔保持

に努めるものとする。

③ 同条第３項で定める排せつの介護に当たっては、利用者の心身

の状況や排せつ状況などを基に自立支援を踏まえて、トイレ誘導

や排せつ介助等について適切な方法により実施するものとする。

「 」 、④ 同条第４項で定める おむつを使用せざるを得ない 場合には

利用者の心身及び活動状況に適したおむつを提供するとともに、

、 、おむつ交換に当たっては 頻繁に行えばよいということではなく

利用者の排せつ状況を踏まえて実施するものとする。

⑤ 同条第５項は、短期間の入所ではあるが、生活にメリハリをつ

け、生活面での積極性を向上させる観点から、１日の生活の流れ

に沿って、離床、着替え、整容など利用者の心身の状況に応じた

日常生活上の世話を適切に行うべきことを定めたものである。

⑥ 同条第６項で定める「常時 人以上の介護職員を介護に従事1
させ」るとは、夜間を含めて適切な介護を提供できるように介護

職員の勤務体制を定めておくものである。なお、介護サービスの

提供に当たっては、提供内容に応じて、職員体制を適切に行うも

のとする。

食事(4)
① 食事の提供について

利用者の心身の状況・嗜好に応じて適切な栄養量及び内容とす

ること。
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また、利用者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂

で行われるよう努めなければならないこと。

② 調理について

調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うとともに、そ

の実施状況を明らかにしておくこと。

③ 適時の食事の提供について

食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後６時以降とするこ

とが望ましいが、早くても午後５時以降とすること。

④ 食事の提供に関する業務の委託について

食事の提供に関する業務は指定介護予防短期入所生活介護事業

、 、 、 、者自らが行うことが望ましいが 栄養管理 調理管理 材料管理

施設等管理、業務管理、衛生管理、労働衛生管理について事業者

自らが行う等、当該事業者の管理者が業務遂行上必要な注意を果

たし得るような体制と契約内容により、食事サービスの質が確保

される場合には、当該事業者の最終的責任の下で第３者に委託す

ることができること。

⑤ 居室関係部門と食事関係部門との連携について

食事提供については、利用者の嚥下や咀嚼の状況、食欲など心

身の状態等を当該利用者の食事に的確に反映させるために、居室

関係部門と食事関係部門との連絡が十分とられていることが必要

であること。

⑥ 栄養食事相談

利用者に対しては適切な栄養食事相談を行う必要があること。

⑦ 食事内容の検討について

食事内容については、当該事業者の医師又は栄養士を含む会議

において検討が加えられなければならないこと。

機能訓練(5)
予防基準第１４７条に定める機能訓練の提供に当たっては、利用

者の家庭環境等を十分に踏まえて、日常生活の自立を助けるため、

必要に応じて提供しなければならない。なお、日常生活及びレクリ

エーション、行事の実施等に当たっても、その効果を配慮するもの

とする。

健康管理(6)
① 予防基準第１４８条第１項は、健康管理が、医師及び看護職員

の業務であることを明確にしたものである。
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② 同条第２項で定める定期健康診断などの状況については、その

利用者の老人保健法の健康手帳の所要の記入欄に必要な事項を記

載するものとする。これらは、医療を受けた場合や在宅復帰後に

指定介護予防短期入所生活介護事業所での利用者の健康管理状況

を把握できるようにすることをねらいとしているものである。

相談及び援助(7)
予防基準第１４９条に定める相談及び援助については、常時必要

な相談及び援助を行い得る体制をとることにより、積極的に利用者

の在宅生活の向上を図ることを趣旨とするものである。

９ 介護予防短期入所療養介護

指定介護予防短期入所療養介護の基本取扱方針(1)
予防基準第１９６条にいう指定介護予防短期入所療養介護の基本

、 、 。取扱方針について 特に留意すべきところは 次のとおりである

① 介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、一人ひとりの

高齢者ができる限り要介護状態にならないで自立した日常生活を

営むことができるよう支援することを目的として行われるもので

あることに留意しつつ行うこと。

② 介護予防の十分な効果を高める観点からは、利用者の主体的な

取組が不可欠であることから、サービスの提供に当たっては、利

用者の意欲が高まるようコミュニケーションの取り方をはじめ、

様々な工夫をして、適切な働きかけを行うよう努めること。

③ サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に補う

形でのサービス提供は、かえって利用者の生活機能の低下を引き

起こし、サービスへの依存を生み出している場合があるとの指摘

、「 」を踏まえ 利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う

ことを基本として、利用者のできる能力を阻害するような不適切

なサービス提供をしないよう配慮すること。

指定介護予防短期入所療養介護の具体的取扱方針(2)
① 予防基準第１９７条第２号に定める「相当期間以上」とは、概

ね４日以上連続して利用する場合を指すこととするが、４日未満

の利用者にあっても、担当する介護予防支援事業者等と連携をと

ること等により、利用者の心身の状況等を踏まえて、他の介護予

防短期入所療養介護計画を作成した利用者に準じて、必要な介護

及び機能訓練等の支援を行うものとする。
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なお、介護予防短期入所療養介護事業者は、施設に介護支援専

門員がいる場合には、介護支援専門員がいる場合には、介護支援

専門員に介護予防短期入所療養介護計画作成のとりまとめを行わ

せること。介護支援専門員がいない場合には、療養介護計画作成

の経験を有する者に作成をさせることが望ましい。

② 同条第３号は、介護予防短期入所療養介護計画が作成される場

合には、介護予防サービス計画に沿って作成されなければならな

いこととしたものである。

なお、介護予防短期入所療養介護計画の作成後に介護予防サー

ビス計画が作成された場合は、当該介護予防短期入所療養介護計

画が介護予防サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に

応じて変更するものとする。

③ 同条第４号から第７号は、サービス提供に当たっての利用者又

はその家族に対する説明について定めたものである。即ち、介護

予防短期入所療養介護計画は、利用者の日常生活全般の状況及び

希望を踏まえて作成されなければならないものであり、その内容

について説明を行った上で利用者の同意を得ることを義務づける

ことにより、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保

障しようとするものである。管理者は、介護予防短期入所療養介

護計画の目標や内容等について、利用者又はその家族に、理解し

やすい方法で説明を行うとともに、その実施状況や評価について

も説明を行うものとする。

また、介護予防短期入所療養介護計画を作成した際には、遅滞

なく利用者に交付しなければならならず、当該介護予防短期入所

療養介護計画は、予防基準第１９４条第２項の規定に基づき、２

年間保存しなければならないこととしている。

診療の方針について(3)
介護予防短期入所療養介護事業所の医師は、常に利用者の病床や

心身の状態の把握に努めること。特に、診療に当たっては、的確な

診断をもととし、入所者に対して必要な検査、投薬、処置等を妥当

適切に行うものとする。

機能訓練について(4)
リハビリテーションの提供に当たっては、利用者の心身の状況及

び家庭環境等を十分に踏まえて、日常生活の自立を助けるため、必

要に応じて提供しなければならないものとする。
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看護及び医学的管理の下における介護(5)
① 入浴の実施に当たっては、利用者の心身の状況や自立支援を踏

まえ適切な方法により実施するものとする。なお、利用者の心身

の状況から入浴が困難である場合には、清しきを実施するなど利

用者の清潔保持に努めるものとする。

② 排せつの介護に当たっては、利用者の心身の状況や排せつ状況

などをもとに自立支援の観点から、トイレ誘導や排せつ介助等に

ついて適切な方法により実施するものとする。おむつを使用せざ

るを得ない場合には、利用者の心身及び活動状況に適したおむつ

を提供し、適切におむつを交換するものとする。

食事(6)
① 食事の提供について

利用者の心身の状況・嗜好に応じて適切な栄養量及び内容とす

ること。

また、利用者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂

で行われるよう努めなければならないこと。

② 調理について

調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うとともに、そ

の実施状況を明らかにしておくこと。

③ 適時の食事の提供について

食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後６時以降とするこ

とが望ましいが、早くても午後５時以降とすること。

④ 食事の提供に関する業務の委託について

食事の提供に関する業務は指定介護予防短期入所療養介護事業

、 、 、 、者自らが行うことが望ましいが 栄養管理 調理管理 材料管理

施設等管理、業務管理、衛生管理、労働衛生管理について事業者

自らが行う等、当該事業者の管理者が業務遂行上必要な注意を果

たし得るような体制と契約内容により、食事サービスの質が確保

される場合には、当該事業者の最終的責任の下で第３者に委託す

ることができること。

⑤ 療養室等関係部門と食事関係部門との連携について

食事提供については、利用者の嚥下や咀嚼の状況、食欲など心

身の状態等を当該利用者の食事に的確に反映させるために、療養

室等関係部門と食事関係部門との連絡が十分とられていることが

必要であること。
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⑥ 栄養食事相談

利用者に対しては適切な栄養食事相談を行う必要があること。

⑦ 食事内容の検討について

食事内容については、当該事業者の医師又は栄養士を含む会議

において検討が加えられなければならないこと。

１０ 介護予防特定施設入居者生活介護

指定介護予防特定施設入居者生活介護の基本取扱方針(1)
予防基準第２４６条にいう指定介護予防特定施設入居者生活介護

の基本取扱方針について、特に留意すべきところは、次のとおりで

ある。

① 介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、一人ひ

とりの高齢者ができる限り要介護状態にならないで自立した日常

生活を営むことができるよう支援することを目的として行われる

ものであることに留意しつつ行うこと。

② 介護予防の十分な効果を高める観点からは、利用者の主体的な

取組が不可欠であることから、サービスの提供に当たっては、利

用者の意欲が高まるようコミュニケーションの取り方をはじめ、

様々な工夫をして、適切な働きかけを行うよう努めること。

③ サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に補う

形でのサービス提供は、かえって利用者の生活機能の低下を引き

起こし、サービスへの依存を生み出している場合があるとの指摘

、「 」を踏まえ 利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う

ことを基本として、利用者のできる能力を阻害するような不適切

なサービス提供をしないよう配慮すること。

④ 提供された介護予防サービスについては、介護予防特定施設サ

ービス計画に定める目標達成の度合いや利用者及びその家族の満

足度等について常に評価を行うなど、その改善を図らなければな

らないものであること。

指定介護予防特定施設入居者生活介護の具体的取扱方針(2)
① 予防基準第２４７条第１号及び第２号は、計画作成担当者は、

介護予防特定施設サービス計画を作成しなければならないことと

したものである。介護予防特定施設サービス計画の作成に当たっ

ては、主治医又は主治の歯科医師からの情報伝達等の適切な方法

により、利用者の状況を把握・分析し、介護予防通所介護の提供
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によって解決すべき問題状況を明らかにし（アセスメント 、こ）

れに基づき、支援の方向性や目標を明確にし、提供するサービス

の具体的内容、所要時間、日程等を明らかにするものとする。な

お、介護予防特定施設サービス計画の様式については、事業所ご

とに定めるもので差し支えない。

② 同条第３号は、サービス提供に当たっての利用者又はその家族

に対する説明について定めたものである。即ち、介護予防特定施

設サービス計画は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏ま

えて作成されなければならないものであり、その内容について説

明を行った上で利用者の同意を得ることを義務づけることによ

り、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障しよう

とするものである。計画作成担当者は、介護予防特定施設サービ

ス計画の目標や内容等について、利用者又はその家族に、理解し

やすい方法で説明を行うとともに、その実施状況や評価について

も説明を行うものとする。

また、介護予防特定施設サービス計画を作成した際には、遅滞

なく利用者に交付しなければならならず、当該介護予防特定施設

サービス計画は、基準第２４４条第２項の規定に基づき、２年間

保存しなければならないこととしている。

介護(3)
① 予防基準第２４８条の規定による介護サービスの提供に当たっ

ては 当該指定介護予防特定施設においてその有する能力に応じ

自立した日常生活を営むことができるよう、適切な技術をもって

介護サービスを提供し、又は必要な支援を行うものとするなお、

介護サービス等の実施に当たっては、利用者の人格を十分に配慮

して実施するものとする。

② 同条第２項の規定による入浴の実施に当たっては、自ら入浴が

困難な利用者の心身の状況や自立支援を踏まえ適切な方法により

実施するものとする。なお、健康上の理由等で入浴の困難な利用

者については、清しきを実施するなど利用者の清潔保持に努める

ものとする。

③ 同条第３項の規定による排せつの介助に当たっては、利用者の

心身の状況や排せつ状況などを基に自立支援を踏まえて、トイレ

誘導や排せつ介助等について適切な方法により実施するものとす
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る。

④ 同条第４項は、介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、入

居者の心身の状況や要望に応じて、１日の生活の流れに沿って、

食事、離床、着替え、整容などの日常生活上の世話を適切に行う

べきことを定めたものである。

相談及び援助(4)
予防基準第２５０条の規定による相談及び援助については、常時

必要な相談及び社会生活に必要な支援を行いうる体制をとることに

より、積極的に入居者の生活の向上を図ることを趣旨とするもので

ある。なお、社会生活に必要な支援とは、入居者自らの趣味又は嗜

好に応じた生きがい活動、各種の公共サービス及び必要とする行政

機関に対する手続き等に関する情報提供又は相談である。

利用者の家族との連携等(5)
予防基準第２５１条は、指定介護予防特定施設入居者生活介護事

業者は、利用者の生活及び健康の状況並びにサービスの提供状況を

家族に定期的に報告する等常に利用者と家族の連携を図るととも

に、当該事業者が実施する行事への参加の呼びかけ等によって利用

者とその家族が交流できる機会等を確保するよう努めなければなら

ないこととするものである。

１１ 介護予防福祉用具貸与

指定介護予防福祉用具貸与の基本取扱方針(1)
予防基準第２７７条にいう指定介護予防福祉用具貸与の基本取扱

方針について、特に留意すべきところは、次のとおりである。

① 介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、一人ひとりの高齢

者ができる限り要介護状態にならないで自立した日常生活を営む

ことができるよう支援することを目的として行われるものである

ことに留意しつつ行うこと。

② サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に補う

形でのサービス提供は、かえって利用者の生活機能の低下を引き

起こし、サービスへの依存を生み出している場合があるとの指摘

、「 」を踏まえ 利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う

ことを基本として、利用者のできる能力を阻害するような不適切

なサービス提供をしないよう配慮すること。

(2) 指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針
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① 第１号及び第２号は、指定介護予防福祉用具貸与の提供に当た

って、福祉用具専門相談員が主治の医師等からの情報伝達及びサ

ービス担当者会議等を通じ 「利用者の自立の可能性を最大限引、

」 、 、き出す支援を行う ことを基本として 福祉用具を適切に選定し

個々の福祉用具の貸与について利用者に対し、説明及び同意を得

る手続きを規定したものである。

、 、② 第４号は 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっての調整

説明及び使用方法の指導について規定したものである 同号の 福。 「

祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載し

た文書」は、当該福祉用具の製造事業者、指定介護予防福祉用具

貸与事業者等の作成した取扱説明書をいうものである。

③ 第５号は、福祉用具の修理については、専門的な技術を有する

者に行わせても差し支えないが、この場合にあっても、専門相談

員が責任をもって修理後の点検を行うものとする

④ 第６号は、介護予防サービス計画に指定介護予防福祉用具貸与

が位置づけられる場合、主治の医師等からの情報伝達及びサービ

ス担当者会議の結果を踏まえ、指定介護予防支援等基準第二条に

規定する担当職員（以下③において「担当職員」という ）は、。

当該計画へ指定介護予福祉用具貸与の必要な理由の記載が必要と

なるため、福祉用具専門相談員は、これらのサービス担当者会議

等を通じて 「利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行、

う」ことを基本として、福祉用具の適切な選定のための助言及び

情報提供を行う等の必要な措置を講じなければならない。

また、少なくとも6月に1回、担当職員は、同様の手続きにより、そ

の必要な理由を記載した内容が、現在の利用者の心身の状況及び

その置かれている環境等に照らして、妥当なものかどうかの検証

が必要となるため、福祉用具専門相談員は、サービス担当者会議

等を通じて、福祉用具の適切な選定のための助言及び情報提供を

行う等の必要な措置を講じなければならない。

１２ 特定介護予防福祉用具販売

(1) 指定特定介護予防福祉用具販売の基本取扱方針

基準第２９０条にいう指定特定介護予防福祉用具販売の基本取扱

方針について、特に留意すべきところは、次のとおりである。

① 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、一人ひ
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とりの高齢者ができる限り要介護状態にならないで自立した日

常生活を営むことができるよう支援することを目的として行わ

れるものであることに留意しつつ行うこと。

② サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に補

う形でのサービス提供は、かえって利用者の生活機能の低下を

引き起こし、サービスへの依存を生み出している場合があると

の指摘を踏まえ 「利用者の自立の可能性を最大限引き出す支、

援を行う」ことを基本として、利用者のできる能力を阻害する

ような不適切なサービス提供をしないよう配慮すること。

指定特定介護予防福祉用具販売の具体的取扱方針(2)
、 、① 第１号は 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たって

福祉用具専門相談員が「利用者の自立の可能性を最大限引き出

す支援を行う」ことを基本として、特定介護予防福祉用具を適

切に選定し、個々の特定介護予防福祉用具の販売について利用

者に対し、説明及び同意を得る手続きを規定したものである。

② 第３号は、指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たって

の調整、説明及び使用方法の指導について規定したものである

が、特に、腰掛け便座、特殊尿器等の使用に際し衛生面から注

意が必要な福祉用具については、衛生管理の必要性等利用に際

しての注意事項を十分説明するものとする。なお、同号の「特

定介護予防福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の

対応等を記載した文書」は、当該特定介護予防福祉用具の製造

事業者、指定特定介護予防福祉用具販売事業者等の作成した取

扱説明書をいうものである。

③ 第４号は、介護予防サービス計画に指定特定介護予防福祉用

具販売が位置づけられる場合、主治の医師等からの情報伝達及

びサービス担当者会議の結果を踏まえ、指定介護予防支援等基

準第二条に規定する担当職員（以下③において「担当職員」と

いう ）は、当該計画へ指定特定介護予防福祉用具販売の必要。

な理由の記載が必要となるため、福祉用具専門相談員は、これ

らのサービス担当者会議等を通じて 「利用者の自立の可能性、

を最大限引き出す支援を行う」ことを基本として、特定介護予

防福祉用具の適切な選定のための助言及び情報提供を行う等の

必要な措置を講じなければならない。

④ 第5号は、介護予防サービス計画が作成されていない場合、
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福祉用具専門相談員は、施行規則第９０条第1項第3号に規定す

る介護予防福祉用具購入費の支給の申請に係る特定介護予防福

祉用具が必要な理由が記載された書類が作成されているかを確

認しなければならない。



 

 

（ 別 紙 ２ ） 

○ 指定居宅介護支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について（平成 11 年老企第 22 号）（抄） 

（傍線の部分は改正部分） 

改        正        後 改        正        前 

第１ 基準の性格 

  １   (略) 

 

２ 指定居宅介護支援の事業を行う者又は行おうとする者

が満たすべき基準等を満たさない場合には、指定居宅介護

支援事業者の指定又は更新は受けられず、また、基準に違

反することが明らかになった場合には、①相当の期限を定

めて基準を遵守する勧告を行い、②相当の期限内に勧告に

従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、当該

勧告に対する対応等を公表し、③正当な理由が無く、当該

勧告に係る措置をとらなかったときは、相当の期限を定め

て当該勧告に係る措置をとるよう命令することができる

ものであること。ただし、③の命令をした場合には事業者

名、命令に至った経緯等を公表しなければならない。なお、

③の命令に従わない場合には、当該指定を取り消すこと、

又は取り消しを行う前に相当の期間を定めて指定の全部

若しくは一部の効力を停止すること（不適正なサービスが

行われていることが判明した場合、当該サービスに関する

介護報酬の請求を停止させる）ができる。ただし、次に掲

げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなった

ものとして、指定の全部若しくは一部の停止又は直ちに取

り消すことができるものであること。 

① 指定居宅介護支援事業者及びその従業者が、居宅サー

第１ 基準の性格 

  １   (略) 

 

２ 基準第一章から第三章までを満たさない場合には、指定

居宅介護支援事業者の指定は受けられず、また、運営開始

後、基準に違反することが明らかになった場合は、都道府

県知事の指導等の対象となり、この指導等に従わない場合

には、当該指定を取り消すことができるものである。ただ

し、次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができ

なくなったものとして、直ちに取り消すことができるもの

であること。 

① 指定居宅介護支援事業者及びその従業者が、居宅サー

ビス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の

居宅サービス事業者等によるサービスを利用させること

の対償として、当該居宅サービス事業者等から金品その

他の財産上の利益を収受したときその他の自己の利益を

図るために基準に違反したとき 

② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれ

があるとき 

③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反が

あったとき 

 

 



 

 

ビス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定

の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させる

ことの対償として、当該居宅サービス事業者等から金

品その他の財産上の利益を収受したときその他の自己

の利益を図るために基準に違反したとき 

② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれ

があるとき 

③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反が

あったとき 

 

  ３ 運営に関する基準に従って事業の運営をすることがで

きなくなったことを理由として指定が取り消され、法に定

める期間の経過後に再度当該事業者から指定の申請がな

された場合には、当該事業者が運営に関する基準を遵守す

ることを確保することに特段の注意が必要であり、その改

善状況等が十分に確認されない限り指定を行わないもの

とする。 

 

４ （略） 

 

第２ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準 

  １ 基本方針 

    介護保険制度においては、要介護者である利用者に対

し、個々の解決すべき課題、その心身の状況や置かれて

いる環境等に応じて保健・医療・福祉にわたる指定居宅

サービス等が、多様なサービス提供主体により総合的か

つ効率的に提供されるよう、居宅介護支援を保険給付の

対象として位置づけたものであり、その重要性に鑑み、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ３ 運営に関する基準に従って事業の運営をすることがで

きなくなったことを理由として指定が取り消された直後

に再度当該事業者から指定の申請がなされた場合には、当

該事業者が運営に関する基準を遵守することを確保する

ことに特段の注意が必要であり、その改善状況等が十分に

確認されない限り指定を行わないものとする。 

 

 

４ （略） 

 

第２ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準 

  １ 基本方針 

    介護保険制度においては、要介護者及び要支援者（以下

「要介護者等」という。）である利用者に対し、個々の解

決すべき課題、その心身の状況や置かれている環境等に応

じて保健・医療・福祉にわたる指定居宅サービス等が、多

様なサービス提供主体により総合的かつ効率的に提供さ

れるよう、居宅介護支援を保険給付の対象として位置づけ



 

 

保険給付率についても特に 10 割としているところであ

る。 

    基準第１条第１項は、「在宅介護の重視」という介護保

険制度の基本理念を実現するため、指定居宅介護支援の

事業を行うに当たってのもっとも重要な基本方針とし

て、利用者からの相談、依頼があった場合には、利用者

自身の立場に立ち、常にまず、その居宅において日常生

活を営むことができるように支援することができるかど

うかという視点から検討を行い支援を行うべきことを定

めたものである。 

    このほか、指定居宅介護支援の事業の基本方針として、

介護保険制度の基本理念である、高齢者自身によるサー

ビスの選択、保健・医療・福祉サービスの総合的、効率

的な提供、利用者本位、公正中立等を掲げている。介護

保険の基本理念を実現する上で、指定居宅介護支援事業

者が極めて重要な役割を果たすことを求めたものであ

り、指定居宅介護支援事業者は、常にこの基本方針を踏

まえた事業運営を図らなければならない。 

 

  ２ （略） 

    (1) 介護支援専門員の員数 

      介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業所ごとに

必ず１人以上を常勤で置くこととされており、常勤の

考え方は(3)の①のとおりである。常勤の介護支援専門

員を置くべきこととしたのは、指定居宅介護支援事業

所の営業時間中は、介護支援専門員は常に利用者から

の相談等に対応できる体制を整えている必要があると

いう趣旨であり、介護支援専門員がその業務上の必要

性から、又は他の業務を兼ねていることから、当該事

たものであり、その重要性に鑑み、保険給付率についても

特に 10 割としているところである。 

    基準第１条第１項は、「在宅介護の重視」という介護保

険制度の基本理念を実現するため、指定居宅介護支援の事

業を行うに当たってのもっとも重要な基本方針として、利

用者からの相談、依頼があった場合には、利用者自身の立

場に立ち、常にまず、その居宅において日常生活を営むこ

とができるように支援することができるかどうかという

視点から検討を行い支援を行うべきことを定めたもので

ある。 

    このほか、指定居宅介護支援の事業の基本方針として、

介護保険制度の基本理念である、高齢者自身によるサービ

スの選択、保健・医療・福祉サービスの総合的、効率的な

提供、利用者本位、公正中立等を掲げている。介護保険の

基本理念を実現する上で、指定居宅介護支援事業者が極め

て重要な役割を果たすことを求めたものであり、指定居宅

介護支援事業者は、常にこの基本方針を踏まえた事業運営

を図らなければならない。 

 

  ２ （略） 

    (1) 介護支援専門員の員数 

      介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業所ごとに必

ず１人以上を常勤で置くこととされており、常勤の考え

方は(3)の①のとおりである。常勤の介護支援専門員を

置くべきこととしたのは、指定居宅介護支援事業所の営

業時間中は、介護支援専門員は常に利用者からの相談等

に対応できる体制を整えている必要があるという趣旨

であり、介護支援専門員がその業務上の必要性から、又

は他の業務を兼ねていることから、当該事業所に不在と



 

 

業所に不在となる場合であっても、管理者、その他の

従業者等を通じ、利用者が適切に介護支援専門員に連

絡が取れる体制としておく必要がある。 

      なお、介護支援専門員については、他の業務との兼

務を認められているところであるが、これは、居宅介

護支援の事業が、指定居宅サービス等の実態を知悉す

る者により併せて行われることが効果的であるとされ

る場合もあることに配慮したものである。 

      また、当該常勤の介護支援専門員の配置は利用者の

数 35 人に対して１人を標準とするものであり、利用者

の数が35人又はその端数を増すごとに増員することが

望ましい。ただし、当該増員に係る介護支援専門員に

ついては非常勤とすることを妨げるものではない。 

      また、当該非常勤の介護支援専門員に係る他の業務

との兼務については、介護保険施設に置かれた常勤専

従の介護支援専門員との兼務を除き、差し支えないも

のであり、当該他の業務とは必ずしも指定居宅サービ

ス事業の業務を指すものではない。 

    (2) 管理者 

      指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者は、介護

支援専門員であって、専ら管理者の職務に従事する常

勤の者でなければならないが、当該指定居宅介護支援

事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合及び管

理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する

場合（その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に

支障がない場合に限る。）は必ずしも専ら管理者の職務

に従事する常勤の者でなくても差し支えないこととさ

れている。この場合、同一敷地内にある他の事業所と

は、必ずしも指定居宅サービス事業を行う事業所に限

なる場合であっても、管理者、その他の従業者等を通じ、

利用者が適切に介護支援専門員に連絡が取れる体制と

しておく必要がある。 

      なお、介護支援専門員については、他の業務との兼務

を認められているところであるが、これは、居宅介護支

援の事業が、指定居宅サービス等の実態を知悉する者に

より併せて行われることが効果的であるとされる場合

もあることに配慮したものである。 

      また、当該常勤の介護支援専門員の配置は利用者の数

50 人に対して１人を標準とするものであり、利用者の

数が 50 人又はその端数を増すごとに増員することが望

ましい。ただし、当該増員に係る介護支援専門員につい

ては非常勤とすることを妨げるものではない。 

      また、当該非常勤の介護支援専門員に係る他の業務と

の兼務については、介護保険施設に置かれた常勤専従の

介護支援専門員との兼務を除き、差し支えないものであ

り、当該他の業務とは必ずしも指定居宅サービス事業の

業務を指すものではない。 

    (2) 管理者 

      指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者は、専らそ

の職務に従事する常勤の者でなければならないが、当該

指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従

事する場合及び管理者が同一敷地内にある他の事業所

の職務に従事する場合（その管理する指定居宅介護支援

事業所の管理に支障がない場合に限る。）はこの限りで

ないこととされている。この場合、同一敷地内にある他

の事業所とは、必ずしも指定居宅サービス事業を行う事

業所に限るものではなく、例えば、介護保険施設、病院、

診療所、薬局等の業務に従事する場合も、当該指定居宅



 

 

るものではなく、例えば、介護保険施設、病院、診療

所、薬局等の業務に従事する場合も、当該指定居宅介

護支援事業所の管理に支障がない限り認められるもの

である。 

      指定居宅介護支援事業所の管理者は、指定居宅介護

支援事業所の営業時間中は、常に利用者からの利用申

込等に対応できる体制を整えている必要があるもので

あり、管理者が介護支援専門員を兼務していて、その

業務上の必要性から当該事業所に不在となる場合であ

っても、その他の従業者等を通じ、利用者が適切に管

理者に連絡が取れる体制としておく必要がある。 

      また、例えば、訪問系サービスの事業所において訪

問サービスそのものに従事する従業者との兼務は一般

的には管理者の業務に支障があると考えられるが、訪

問サービスに従事する勤務時間が限られている職員の

場合には、支障がないと認められる場合もありうる。

また、併設する事業所に原則として常駐する老人介護

支援センターの職員、訪問介護、訪問看護等の管理者

等との兼務は可能と考えられる。なお、介護保険施設

の常勤専従の介護支援専門員との兼務は認められない

ものである。 

    (3) （略） 

    

  ３ （略） 

    (1)・(2) （略） 

    (3) 要介護認定の申請に係る援助 

      ① 基準第８条第１項は、法第 27 条第１項に基づき、

被保険者が居宅介護支援事業者に要介護認定の申請

に関する手続きを代わって行わせることができるこ

介護支援事業所の管理に支障がない限り認められるも

のである。 

      指定居宅介護支援事業所の管理者は、指定居宅介護支

援事業所の営業時間中は、常に利用者からの利用申込等

に対応できる体制を整えている必要があるものであり、

管理者が介護支援専門員を兼務していて、その業務上の

必要性から当該事業所に不在となる場合であっても、そ

の他の従業者等を通じ、利用者が適切に管理者に連絡が

取れる体制としておく必要がある。 

      また、例えば、訪問系サービスの事業所において訪問

サービスそのものに従事する従業者との兼務は一般的

には管理者の業務に支障があると考えられるが、訪問サ

ービスに従事する勤務時間が限られている職員の場合

には、支障がないと認められる場合もありうる。また、

併設する事業所に原則として常駐する老人介護支援セ

ンターの職員、訪問介護、訪問看護等の管理者等との兼

務は可能と考えられる。なお、介護保険施設の常勤専従

の介護支援専門員との兼務は認められないものである。 

 

 

 

    (3) （略） 

 

  ３ （略） 

    (1)・(2) （略） 

    (3) 要介護認定等の申請に係る援助 

      ① 基準第８条第１項は、法第 27 条第１項及び第 32 条

第１項に基づき、被保険者が居宅介護支援事業者に要

介護認定等の申請に関する手続きを代わって行わせ



 

 

と等を踏まえ、被保険者から要介護認定の申請の代

行を依頼された場合等においては、居宅介護支援事

業者は必要な協力を行わなければならないものとし

たものである。 

      ② 同条第２項は、要介護認定の申請がなされていれ

ば、要介護認定の効力が申請時に遡ることにより、

指定居宅介護支援の利用に係る費用が保険給付の対

象となり得ることを踏まえ、指定居宅介護支援事業

者は、利用申込者が要介護認定を受けていないこと

を確認した場合には、要介護認定の申請が既に行わ

れているかどうかを確認し、申請が行われていない

場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに

当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければ

ならないこととしたものである。 

      ③ 同条第３項は、要介護認定の有効期間が付されて

いるものであることを踏まえ、指定居宅介護支援事

業者は、要介護認定の有効期間を確認した上、要介

護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受

けている要介護認定の有効期間が終了する１月前に

はなされるよう、必要な援助を行わなければならな

いこととしたものである。 

  (4) 身分を証する書類の携行 

      基準第９条は、利用者が安心して指定居宅介護支援

の提供を受けられるよう、指定居宅介護支援事業者が、

当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に介護

支援専門員証を携行させ、初回訪問時及び利用者又は

その家族から求められたときは、これを提示すべき旨

を指導するべきこととしたものである。また、当分の

間、介護支援専門員証に写真を貼付しないことができ

ることができること等を踏まえ、被保険者から要介護

認定等の申請の代行を依頼された場合等においては、

居宅介護支援事業者は必要な協力を行わなければな

らないものとしたものである。 

      ② 同条第２項は、要介護認定等の申請がなされていれ

ば、要介護認定等の効力が申請時に遡ることにより、

指定居宅介護支援の利用に係る費用が保険給付の対

象となり得ることを踏まえ、指定居宅介護支援事業者

は、利用申込者が要介護認定等を受けていないことを

確認した場合には、要介護認定等の申請が既に行われ

ているかどうかを確認し、申請が行われていない場合

は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申

請が行われるよう必要な援助を行わなければならな

いこととしたものである。 

      ③ 同条第３項は、要介護認定等の有効期間が付されて

いるものであることを踏まえ、指定居宅介護支援事業

者は、要介護認定等の有効期間を確認した上、要介護

認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けて

いる要介護認定等の有効期間が終了する１月前には

なされるよう、必要な援助を行わなければならないこ

ととしたものである。 

  (4) 身分を証する書類の携行 

      基準第９条は、利用者が安心して指定居宅介護支援の

提供を受けられるよう、指定居宅介護支援事業者が、当

該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に身分を

証する証書や名刺等を携行させ、初回訪問時及び利用者

又はその家族から求められたときは、これを提示すべき

旨を指導するべきこととしたものである。当該証書等に

は、当該指定居宅介護支援事業所の名称、当該介護支援



 

 

るとされたものである。 

 

 

 

   (5) 利用料等の受領 

      ① 基準第 10 条第１項は、利用者間の公平及び利用者

の保護の観点から、保険給付がいわゆる償還払いと

なる場合と、保険給付が利用者に代わり指定居宅介

護支援事業者に支払われる場合（以下「代理受領が

なされる場合」という。）の間で、一方の経費が他方

へ転嫁等されることがないよう、償還払いの場合の

指定居宅介護支援の利用料の額と、居宅介護サービ

ス計画費の額(要するに、代理受領がなされる場合の

指定居宅介護支援に係る費用の額)との間に、不合理

な差額を設けてはならないこととするとともに、こ

れによって、償還払いの場合であっても原則として

利用者負担が生じないこととする趣旨である。 

 

      ②・③ （略） 

    (6) （略） 

    (7) （略） 

      ①～③ （略） 

   ④ 総合的な居宅サービス計画の作成（第４号） 

        居宅サービス計画は、利用者の日常生活全般を支

援する観点に立って作成されることが重要である。こ

のため、居宅サービス計画の作成又は変更に当たって

は、利用者の希望や課題分析の結果に基づき、介護給

付等対象サービス以外の、例えば、市町村保健師等が

居宅を訪問して行う指導等の保健サービス、老人介護

専門員の氏名を記載した上、写真を貼付したものとする

ことが望ましい。なお、当該介護支援専門員は、当該証

書等に併せて都道府県知事が発行する携帯用介護支援

専門員登録証明書を携行するものとする。 

   (5) 利用料等の受領 

      ① 基準第 10 条第１項は、利用者間の公平及び利用者

の保護の観点から、保険給付がいわゆる償還払いとな

る場合と、保険給付が利用者に代わり指定居宅介護支

援事業者に支払われる場合（以下「代理受領がなされ

る場合」という。）の間で、一方の経費が他方へ転嫁

等されることがないよう、償還払いの場合の指定居宅

介護支援の利用料の額と、居宅介護サービス計画費又

は居宅支援サービス計画費の額(要するに、代理受領

がなされる場合の指定居宅介護支援に係る費用の額)

との間に、不合理な差額を設けてはならないこととす

るとともに、これによって、償還払いの場合であって

も原則として利用者負担が生じないこととする趣旨

である。 

      ②・③ （略） 

    (6) （略） 

    (7) （略） 

      ①～③ （略） 

   ④ 総合的な居宅サービス計画の作成（第４号） 

        居宅サービス計画は、利用者の日常生活全般を支援

する観点に立って作成されることが重要である。この

ため、居宅サービス計画の作成又は変更に当たって

は、利用者の希望や課題分析の結果に基づき、介護給

付等対象サービス以外の、例えば、市町村保健師等が

居宅を訪問して行う指導・教育等の保健サービス、老



 

 

支援センターにおける相談援助及び市町村が一般施

策として行う配食サービス、寝具乾燥サービスや当該

地域の住民による見守り、配食、会食などの自発的な

活動によるサービス等、更には、こうしたサービスと

併せて提供される精神科訪問看護等の医療サービス、

はり師・きゅう師による施術、保健師・看護師・柔道

整復師・あん摩マッサージ指圧師による機能訓練など

も含めて居宅サービス計画に位置付けることにより

総合的な計画となるよう努めなければならない。 

     なお、介護支援専門員は、当該日常生活全般を支

援する上で、利用者の希望や課題分析の結果を踏ま

え、地域で不足していると認められるサービス等につ

いては、介護給付等対象サービスであるかどうかを問

わず、当該不足していると思われるサービス等が地域

において提供されるよう関係機関等に働きかけてい

くことが望ましい。 

 

   ⑤～⑧ （略） 

      ⑨ サービス担当者会議等による専門的意見の聴取

（第９号） 

        介護支援専門員は、効果的かつ実現可能な質の高

い居宅サービス計画とするため、各サービスが共通

の目標を達成するために具体的なサービスの内容と

して何ができるかなどについて、居宅サービス計画

原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者から

なるサービス担当者会議の開催により、利用者の状

況等に関する情報を当該担当者と共有するととも

に、専門的な見地からの意見を求め調整を図ること

が重要である。また、やむを得ない理由がある場合

人介護支援センターにおけるソーシャルワーク及び

市町村が一般施策として行う配食サービス、寝具乾燥

サービスや当該地域の住民による見守り、配食、会食

などの自発的な活動によるサービス等、更には、こう

したサービスと併せて提供される精神科訪問看護等

の医療サービス、はり師・きゅう師による施術、保健

師・看護師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師に

よる機能訓練なども含めて居宅サービス計画に位置

付けることにより総合的な計画となるよう努めなけ

ればならない。 

     なお、介護支援専門員は、当該日常生活全般を支援

する上で、利用者の希望や課題分析の結果を踏まえ、

地域で不足していると認められるサービス等につい

ては、介護給付等対象サービスであるかどうかを問わ

ず、当該不足していると思われるサービス等が地域に

おいて提供されるよう関係機関等に働きかけていく

ことが望ましい。 

   ⑤～⑧ （略） 

      ⑨ サービス担当者会議等による専門的意見の聴取（第

９号） 

        介護支援専門員は、効果的かつ実現可能な質の高い

居宅サービス計画とするため、各サービスが共通の目

標を達成するために具体的なサービスの内容として

何ができるかなどについて、居宅サービス計画原案に

位置付けた指定居宅サービス等の担当者からなるサ

ービス担当者会議の開催又は当該担当者への照会等

により、専門的な見地からの意見を求め調整を図るこ

とが重要である。また、介護支援専門員は、利用者の

状態を分析し、複数職種間で直接に意見調整を行う必



 

 

については、サービス担当者に対する照会等により

意見を求めることができるものとしているが、この

場合にも、緊密に相互の情報交換を行うことにより、

利用者の状況等についての情報や居宅サービス計画

原案の内容を共有できるようにする必要がある。な

お、ここでいうやむを得ない理由がある場合とは、

開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由

により、サービス担当者会議への参加が得られなか

った場合、居宅サービス計画の変更であって、利用

者の状態に大きな変化が見られない等における軽微

な変更の場合等が想定される。 

        なお、当該サービス担当者会議の要点又は当該担

当者への照会内容について記録するとともに、基準

第 29 条の第２項の規定に基づき、当該記録は、２年

間保存しなければならない。 

      ⑩～⑫ （略） 

      ⑬ モニタリングの実施（第 13 号） 

        介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、

居宅サービス計画の作成後においても、利用者及び

その家族、主治の医師、指定居宅サービス事業者等

との連絡を継続的に行うこととし、当該指定居宅サ

ービス事業者等の担当者との連携により、モニタリ

ングが行われている場合においても、特段の事情の

ない限り、少なくとも１月に１回は利用者の居宅で

面接を行い、かつ、少なくとも１月に１回はモニタ

リングの結果を記録することが必要である。 

        また、「特段の事情」とは、利用者の事情により、

利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することがで

きない場合を主として指すものであり、介護支援専

要の有無について十分見極める必要があるものであ

る。 

        なお、当該サービス担当者会議の要点又は当該担当

者への照会内容について記録するとともに、基準第

29 条の第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間

保存しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ⑩～⑫ （略） 

      ⑬ モニタリングの実施（第 13 号） 

        介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、居

宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその

家族、主治の医師、指定居宅サービス事業者等との連

絡を継続的に行うこととし、当該指定居宅サービス事

業者等の担当者との連携により、モニタリングが行わ

れている場合においても、特段の事情のない限り、少

なくとも１月に１回は利用者の居宅で面接を行い、か

つ、少なくとも３月に１回はモニタリングの結果を記

録することが必要である。 

        また、「特段の事情」とは、利用者の事情により、

利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができ

ない場合を主として指すものであり、介護支援専門員



 

 

門員に起因する事情は含まれない。 

        さらに、当該特段の事情がある場合については、

その具体的な内容を記録しておくことが必要であ

る。 

        なお、基準第 29 条第２項の規定に基づき、モニタ

リングの結果の記録は、２年間保存しなければなら

ない。 

      ⑭ 居宅サービス計画の変更の必要性についてのサー

ビス担当者会議等による専門的意見の聴取（第14号）

        介護支援専門員は、利用者が要介護状態区分の変

更の認定を受けた場合など本号に掲げる場合には、

サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計

画の変更の必要性について、担当者から、専門的な

見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむ

を得ない理由がある場合については、サービス担当

者に対する照会等により意見を求めることができる

ものとする。なお、ここでいうやむを得ない理由が

ある場合とは、開催の日程調整を行ったが、サービ

ス担当者の事由により、サービス担当者会議への参

加が得られなかった場合等が想定される。 

        当該サービス担当者会議の要点又は当該担当者へ

の照会内容については記録するとともに、基準第 29

条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保存

しなければならない。 

        また、上記の担当者からの意見により、居宅サー

ビス計画の変更の必要がない場合においても、記録

の記載及び保存について同様である。 

      ⑮～⑯ （略） 

      ⑰ 介護保険施設との連携（第 17 号） 

に起因する事情は含まれない。 

        さらに、当該特段の事情がある場合については、そ

の具体的な内容を記録しておくことが必要である。 

        なお、基準第 29 条第２項の規定に基づき、モニタ

リングの結果の記録は、２年間保存しなければならな

い。 

 

      ⑭ 居宅サービス計画の変更の必要性についてのサー

ビス担当者会議等による専門的意見の聴取（第 14 号） 

        介護支援専門員は、利用者が要介護状態区分の変更

の認定を受けた場合など本号に掲げる場合には、サー

ビス担当者会議の開催、担当者に対する照会等によ

り、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当

者から、専門的な見地からの意見を求めるものとす

る。 

        当該サービス担当者会議の要点又は当該担当者へ

の照会内容については記録するとともに、基準第 29

条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保存し

なければならない。 

        また、上記の担当者からの意見により、居宅サービ

ス計画の変更の必要がない場合においても、記録の記

載及び保存について同様である。 

 

 

 

 

 

      ⑮～⑯ （略） 

      ⑰ 介護保険施設との連携（第 17 号） 



 

 

        介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は

退所しようとする要介護者から居宅介護支援の依頼

があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行

できるよう、あらかじめ、居宅での生活における介

護上の留意点等の情報を介護保険施設等の従業者か

ら聴取する等の連携を図るとともに、居宅での生活

を前提とした課題分析を行った上で居宅サービス計

画を作成する等の援助を行うことが重要である。 

      ⑱ （略） 

      ⑲ 短期入所生活介護及び短期入所療養介護の居宅サ

ービス計画への位置付け（第 20 号） 

        短期入所生活介護及び短期入所療養介護（以下「短

期入所サービス」という。）は、利用者の自立した日

常生活の維持のために利用されるものであり、指定

居宅介護支援を行う介護支援専門員は、短期入所サ

ービスを位置付ける居宅サービス計画の作成に当た

って、利用者にとってこれらの居宅サービスが在宅

生活の維持につながるように十分に留意しなければ

ならないことを明確化したものである。 

        この場合において、短期入所サービスの利用日数

に係る「要介護認定の有効期間のおおむね半数を超

えない」という目安については、居宅サービス計画

の作成過程における個々の利用者の心身の状況やそ

の置かれている環境等の適切な評価に基づき、在宅

生活の維持のための必要性に応じて弾力的に運用す

ることが可能であり、要介護認定の有効期間の半数

の日数以内であるかについて機械的な適用を求める

ものではない。 

        従って、利用者の心身の状況及び本人、家族等の

        介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退

所しようとする要介護者等から居宅介護支援の依頼

があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行で

きるよう、あらかじめ、居宅での生活における介護上

の留意点等の情報を介護保険施設等の従業者から聴

取する等の連携を図るとともに、居宅での生活を前提

とした課題分析を行った上で居宅サービス計画を作

成する等の援助を行うことが重要である。 

      ⑱ （略） 

      ⑲ 短期入所生活介護及び短期入所療養介護の居宅サ

ービス計画への位置付け（第 20 号） 

        短期入所生活介護及び短期入所療養介護（以下「短

期入所サービス」という。）は、利用者の自立した日

常生活の維持のために利用されるものであり、指定居

宅介護支援を行う介護支援専門員は、短期入所サービ

スを位置付ける居宅サービス計画の作成に当たって、

利用者にとってこれらの居宅サービスが在宅生活の

維持につながるように十分に留意しなければならな

いことを明確化したものである。 

        この場合において、短期入所サービスの利用日数に

係る「要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超え

ない」という目安については、居宅サービス計画の作

成過程における個々の利用者の心身の状況やその置

かれている環境等の適切な評価に基づき、在宅生活の

維持のための必要性に応じて弾力的に運用すること

が可能であり、要介護認定等の有効期間の半数の日数

以内であるかについて機械的な適用を求めるもので

はない。 

        従って、利用者の心身の状況及び本人、家族等の意



 

 

意向に照らし、この目安を超えて短期入所サービス

の利用が特に必要と認められる場合においては、こ

れを上回る日数の短期入所サービスを居宅サービス

計画に位置付けることも可能である。 

      ⑳ 福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の居宅サービ

ス計画への反映（第 21 号・22 号） 

        福祉用具貸与及び特定福祉用具販売については、

その特性と利用者の心身の状況等を踏まえて、その

必要性を十分に検討せずに選定した場合、利用者の

自立支援は大きく阻害されるおそれがあることか

ら、検討の過程を別途記録する必要がある。 

        このため、介護支援専門員は、居宅サービス計画

に福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を位置付ける

場合には、サービス担当者会議を開催し、当該計画

に福祉用具貸与及び特定福祉用具販売が必要な理由

を記載しなければならない。 

        なお、福祉用具貸与については、居宅サービス計

画作成後少なくとも６月に 1 回はサービス担当者会

議を開催して、利用者が継続して福祉用具貸与を受

ける必要性について専門的意見を聴取するとともに

検証し、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある

場合には、その理由を再び居宅サービス計画に記載

しなければならない。 

        また、福祉用具貸与については以下の項目につい

て留意することとする。 

       ア 介護支援専門員は、経過的要介護又は要介護１

の利用者（以下「軽度者」という。）の居宅サー

ビス計画に指定福祉用具貸与を位置付ける場合に

は、「厚生労働大臣が定める者等」（平成１２年厚

向に照らし、この目安を超えて短期入所サービスの利

用が特に必要と認められる場合においては、これを上

回る日数の短期入所サービスを居宅サービス計画に

位置付けることも可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

生省告示第２３号）第１９号のイで定める状態像

の者であることを確認するため、当該軽度者の「要

介護認定等基準時間の推計の方法」（平成１２年

厚生省告示第９１号）別表第１の調査票について

必要な部分（実施日時、調査対象者等の時点の確

認及び本人確認ができる部分並びに基本調査の回

答で当該軽度者の状態像の確認が必要な部分）の

写し（以下「調査票の写し」という。）を市町村

から入手しなければならない。 

         ただし、当該軽度者がこれらの結果を介護支

援専門員へ提示することに、あらかじめ同意し

ていない場合については、当該軽度者の調査票

の写しを本人に情報開示させ、それを入手しな

ければならない。 

       イ 介護支援専門員は、当該軽度者の調査票の写し

を指定福祉用具貸与事業者へ提示することに同意

を得たうえで、市町村より入手した調査票の写し

について、その内容が確認できる文書を指定福祉

用具貸与事業者へ送付しなければならない。 

         なお、介護保険法等の一部を改正する法律（平

成１７年法律第７７号）第３条の施行の日（以下

「施行日」という。）前に対象外種目に係る指定福

祉用具貸与を受けていた者については、軽度者で

「厚生労働大臣が定める者等」（平成１２年厚生

省告示第２３号）第１９号のイで定める状態像の

者でなくとも、施行日から起算して６月を超えな

い期間において、対象外種目に係る指定福祉用具

貸与を受けることができることとされている。 

      ○21  認定審査会意見等の居宅サービス計画への反映

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ⑳ 認定審査会意見等の居宅サービス計画への反映（第



 

 

（第 23 号） 

        指定居宅サービス事業者は、法第 73 条第２項の規

定に基づき認定審査会意見が被保険者証に記されて

いるときは、当該意見に従って、当該被保険者に当

該指定居宅サービスを提供するように努める必要が

あり、介護支援専門員は、利用者が提示する被保険

者証にこれらの記載がある場合には、利用者にその

趣旨（法第 37 条第１項の指定に係る居宅サービス若

しくは地域密着型サービス種類については、その変

更の申請ができることを含む。）について説明し、理

解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画

を作成する必要がある。 

 

 

      ○22  指定介護予防支援事業者との連携（第 24 号） 

        要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受

けた場合には、指定介護予防支援事業者が当該利用

者の介護予防サービス計画を作成することになるた

め、速やかに適切な介護予防サービス計画の作成に

着手できるよう、指定居宅介護支援事業所は、指定

介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報

を提供する等の連携を図ることとしたものである。

      ○23  指定介護予防支援業務の受託上限（第 25 条） 

        指定居宅介護支援事業者は、法第 115 条の 21 第３

項の規定に基づき、指定介護予防支援事業者から指

定介護予防支援の業務の委託を受けることができる

が、当該委託を受けることができる利用者の数は、

常勤換算方法で算定した介護支援専門員１人につき

８人を限度とする。この場合、事業所全体でこの上

21 号） 

        指定居宅サービス事業者は、法第 73 条第２項の規

定に基づき認定審査会意見が被保険者証に記されて

いるときは、当該意見に従って、当該被保険者に当該

指定居宅サービスを提供するように努めなければな

らないこと、法第 37 条第１項の規定により居宅サー

ビスの種類が指定されたときには、当該指定されたサ

ービス以外のサービスについては保険給付が行われ

ないことから、介護支援専門員は、利用者が提示する

被保険者証にこれらの記載がある場合には、利用者に

その趣旨（法第 37 条第１項の指定に係る居宅サービ

ス種類については、その変更の申請ができることを含

む。）について説明し、理解を得た上で、その内容に

沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

限を下回っていれば、適切な範囲で、介護支援専門

員同士で役割分担を行うことは差し支えない。なお、

指定居宅介護支援事業者は、その業務量等を勘案し、

当該上限の範囲内であっても指定介護予防支援業務

を受託することによって、当該指定居宅介護支援事

業者が本来行うべき指定居宅介護支援業務の適正な

実施に影響を及ぼすことのないよう配慮しなければ

ならない。 

    (8) 法定代理受領サービスに係る報告 

      ① 基準第 14 条第１項は、居宅介護サービス費を利用

者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払うた

めの手続きとして、指定居宅介護支援事業者に、市

町村（国民健康保険団体連合会に委託している場合

にあっては当該国民健康保険連合会）に対して、居

宅サービス計画において位置付けられている指定居

宅サービス等のうち法定代理受領サービスとして位

置付けたものに関する情報を記載した文書（給付管

理票）を毎月提出することを義務づけたものである。

      ② 同条第２項は、指定居宅介護支援事業者が居宅サ

ービス計画に位置付けられている基準該当居宅サー

ビスに係る情報を指定居宅サービスに係る情報と合

わせて市町村（国民健康保険団体連合会に委託して

いる場合にあっては当該国民健康保険団体連合会）

に対して提供することにより、基準該当居宅サービ

スに係る特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援

サービス費の支払事務が、居宅サービス計画に位置

付けられている指定居宅サービスに係る居宅介護サ

ービス費の支払を待つことなく、これと同時並行的

に行うことができるようにするための規定である。

 

 

 

 

 

 

 

 

    (8) 法定代理受領サービスに係る報告 

      ① 基準第 14 条第１項は、居宅介護サービス費又は居

宅支援サービス費を利用者に代わり当該指定居宅サ

ービス事業者に支払うための手続きとして、指定居宅

介護支援事業者に、市町村（国民健康保険団体連合会

に委託している場合にあっては当該国民健康保険連

合会）に対して、居宅サービス計画において位置付け

られている指定居宅サービス等のうち法定代理受領

サービスとして位置付けたものに関する情報を記載

した文書（給付管理票）を毎月提出することを義務づ

けたものである。 

      ② 同条第２項は、指定居宅介護支援事業者が居宅サー

ビス計画に位置付けられている基準該当居宅サービ

スに係る情報を指定居宅サービスに係る情報と合わ

せて市町村（国民健康保険団体連合会に委託している

場合にあっては当該国民健康保険団体連合会）に対し

て提供することにより、基準該当居宅サービスに係る

特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービス

費の支払事務が、居宅サービス計画に位置付けられて

いる指定居宅サービスに係る居宅介護サービス費又

は居宅支援サービス費の支払を待つことなく、これと



 

 

 

 

(9) 利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付 

基準第 15 条は、利用者が指定居宅介護支援事業者を

変更した場合に、変更後の指定居宅介護支援事業者又

は指定介護予防支援事業者が滞りなく給付管理票の作

成・届出等の事務を行うことができるよう、指定居宅

介護支援事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者

の利用を希望する場合、要介護認定を受けている利用

者が要支援認定を受けた場合、その他利用者からの申

し出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居

宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付

しなければならないこととしたものである。 

(10) 利用者に関する市町村への通知 

      基準第 16 条は、偽りその他不正の行為によって保険

給付を受けた者及び自己の故意の犯罪行為若しくは重

大な過失等により、要介護状態若しくはその原因とな

った事故を生じさせるなどした者については、市町村

が、介護保険法第 22 条第１項に基づく既に支払った保

険給付の徴収又は第64条に基づく保険給付の制限を行

うことができることに鑑み、指定居宅介護支援事業者

が、その利用者に関し、保険給付の適正化の観点から

市町村に通知しなければならない事由を列記したもの

である。 

    (11)    （略） 

  （12）勤務体制の確保 

    基準第 19 条は、利用者に対する適切な指定居宅介護

支援の提供を確保するため、職員の勤務体制等を規定

したものであるが、次の点に留意する必要がある。 

同時並行的に行うことができるようにするための規

定である。 

    (9) 利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付 

      基準第 15 条は、利用者が指定居宅介護支援事業者を

変更した場合に、変更後の指定居宅介護支援事業者が滞

りなく給付管理票の作成・届出等の事務を行うことがで

きるよう、指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の居

宅介護支援事業者の利用を希望する場合その他利用者

からの申し出があった場合には、当該利用者に対し、直

近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類

を交付しなければならないこととしたものである。 

 

 

  (10) 利用者に関する市町村への通知 

      基準第 16 条は、偽りその他不正の行為によって保険

給付を受けた者及び自己の故意の犯罪行為若しくは重

大な過失等により、要介護状態等若しくはその原因とな

った事故を生じさせるなどした者については、市町村

が、介護保険法第 22 条第１項に基づく既に支払った保

険給付の徴収又は第 64 条に基づく保険給付の制限を行

うことができることに鑑み、指定居宅介護支援事業者

が、その利用者に関し、保険給付の適正化の観点から市

町村に通知しなければならない事由を列記したもので

ある。 

    (11)     （略） 

  （12）勤務体制の確保 

    基準第 19 条は、利用者に対する適切な指定居宅介護

支援の提供を確保するため、職員の勤務体制等を規定し

たものであるが、次の点に留意する必要がある。 



 

 

   ①～②   （略） 

   ③ 同条第三項は、より適切な指定居宅介護支援を行

うために、介護支援専門員の研修の重要性について

規定したものであり、指定居宅介護支援事業者は、

介護支援専門員の資質の向上を図る研修の機会を確

保しなければならない。特に、介護支援専門員実務

研修修了後、初めて就業した介護支援専門員につい

ては、就業後 6 月から 1 年の間に都道府県等が行う

初任者向けの研修を受講する機会を確保しなければ

ならない。 

  （13）～（19）  （略） 

 

  ４ 基準該当居宅介護支援に関する基準 

    基準第１章から第３章（第 14 条並びに第 26 条第６項

及び第７項を除く。）の規定は、基準該当居宅介護支援の

事業について準用されるため、１から３まで（「基本方針」

「人員に関する基準」及び「運営に関する基準」）を参照

されたい。この場合において、準用される基準第 10 条第

１項の規定は、基準該当居宅介護支援事業者が利用者か

ら受領する利用料と、原則として特例居宅介護サービス

計画費との間に不合理な差異が生じることを禁ずること

により、基準該当居宅介護支援についても原則として利

用者負担が生じないこととする趣旨であることに留意さ

れたい。 

 

   ①～②   （略） 

   ③ 同条第三項は、より適切な指定居宅介護支援を行う

ために、介護支援専門員の研修の重要性について規定

したものであり、指定居宅介護支援事業者は、介護支

援専門員の資質の向上を図る研修の機会を確保しな

ければならない。 

 

 

 

 

  （13）～（19）  （略） 

 

  ４ 基準該当居宅介護支援に関する基準 

    基準第１章から第３章（第 14 条並びに第 26 条第６項及

び第７項を除く。）の規定は、基準該当居宅介護支援の事

業について準用されるため、１から３まで（「基本方針」

「人員に関する基準」及び「運営に関する基準」）を参照

されたい。この場合において、準用される基準第 10 条第

１項の規定は、基準該当居宅介護支援事業者が利用者から

受領する利用料と、原則として特例居宅介護サービス計画

費又は特例居宅支援サービス計画費との間に不合理な差

異が生じることを禁ずることにより、基準該当居宅介護支

援についても原則として利用者負担が生じないこととす

る趣旨であることに留意されたい。 
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（ 別 紙 ３ ）

○ 介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(平成12年老企第34号)（抄）

（傍線の部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて 介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて

（別 添） （別 添）

第１ 福祉用具 第１ 福祉用具

１ 厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る １ 厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目

福祉用具の種目

（ ）歩行補助つえ （ ）歩行補助つえ10 10
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラ 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多

ットホームクラッチ及び多点杖に限る。 点杖に限る。

２ 厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及 ２ 厚生労働大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福

び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福 祉用具の種目

祉用具の種目

第２ 住宅改修 第２ 住宅改修

厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給 厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類

に係る住宅改修の種類
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（ 別 紙 ４ ）

○ 居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の支給について(平成12年老企第42号)（抄）

（傍線の部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について 居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の支給について

１ 住宅改修費の支給限度額 １ 住宅改修費の支給限度額

(1)支給限度基準額 (1)支給限度基準額

住宅改修費の支給対象となる住宅改修は、被保険者の資産形成につなが 住宅改修費の支給対象となる住宅改修は、被保険者の資産形成につなが

らないよう、また住宅改修について制約を受ける賃貸住宅等に居住する高 らないよう、また住宅改修について制約を受ける賃貸住宅等に居住する高

齢者との均衡等も考慮して、手すりの取付け、床段差の解消等比較的小規 齢者との均衡等も考慮して、手すりの取付け、床段差の解消等比較的小規

模なものとしたところであり、これらに通常要する費用を勘案して、基準 模なものとしたところであり、これらに通常要する費用を勘案して、基準

額告示において、居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住宅改 額告示において、居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び居宅支援住宅改

修費支給限度基準額を２０万円としたところである。 修費支給限度基準額を２０万円としたところである。

このため、２０万円までの住宅改修を行うことが可能であり、２０万円 このため、２０万円までの住宅改修を行うことが可能であり、２０万円

の住宅改修を行った場合、通常、保険給付の額は１８万円となるものであ の住宅改修を行った場合、通常、保険給付の額は１８万円となるものであ

る。 る。

(2)支給限度額管理 (2)支給限度額管理

①支給限度額と要介護状態区分等との関係 ①支給限度額と要介護状態区分等との関係

基準額告示においては、居宅介護住宅改修費支給限度基準額は要介護状 基準額告示においては、居宅介護住宅改修費支給限度基準額は要介護状

態区分にかかわらず定額（２０万円）とし、介護予防住宅改修費支給限度 態区分にかかわらず定額（２０万円）とし、居宅支援住宅改修費支給限度

基準額も同額としたところである。また、施行規則第７６条第１項及び第 基準額も同額としたところである。また、施行規則第７６条第１項及び第

９５条の規定により、居宅介護住宅改修費の支給と介護予防住宅改修費の ９５条の規定により、居宅介護住宅改修費の支給と居宅支援住宅改修費の

支給は、同一の支給限度額で統一的に管理される。すなわち、要介護状態 支給は、同一の支給限度額で統一的に管理される。すなわち、要介護状態

区分が変更された場合、要介護者が要支援者になった場合又は要支援者が 区分が変更された場合、要介護者が要支援者になった場合又は要支援者が

要介護者になった場合であっても、それをもって支給限度額に変更がある 要介護者になった場合であっても、それをもって支給限度額に変更がある

わけではなく、支給限度額は、以前に支給された住宅改修費の額を支給限 わけではなく、支給限度額は、以前に支給された住宅改修費の額を支給限

度基準額（２０万円）から控除した額となる。 度基準額（２０万円）から控除した額となるものである。

また、平成１８年４月１日前に居宅支援住宅改修費が支給されている場

合には、その支給額は「以前に支給された住宅改修費の額」に算入され、

、 （ ） 。支給限度額は 支給限度基準額 ２０万円 からこれを控除した額となる

ただし、施行規則第７６条第２項の規定及び特例告示により、過去にお ただし、施行規則第７６条第２項の規定及び特例告示により、過去にお
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いて最初に住宅改修費の支給を受けた住宅改修の着工時点と比較して介護 いて最初に住宅改修費の支給を受けた住宅改修の着工時点と比較して介護

の必要の程度が著しく高い要介護認定を受けている状態（次に掲げる要介 の必要の程度が著しく高い要介護認定を受けている状態（要支援及び要介

護等状態区分を基準として定める「介護の必要の程度」の段階が３段階以 護状態区分が３段階以上上がった場合）で行った住宅改修について、初め

上上がった場合）で行った住宅改修について、初めて住宅改修費の支給を て住宅改修費の支給を受ける場合には、それ以前に支給された住宅改修費

受ける場合には、それ以前に支給された住宅改修費の額にかかわらず、改 の額にかかわらず、改めて支給限度基準額（２０万円）までの住宅改修費

めて支給限度基準額（２０万円）までの住宅改修費の支給を受けることが の支給を受けることが可能となる。なお、この取扱いは１回に限られる。

可能となる。なお、この取扱いは１回に限られる。

「介護の必要

の程度」の段 要介護等状態区分

階

第六段階 要介護５

第五段階 要介護４

第四段階 要介護３

第三段階 要介護２

第二段階 要支援２ 又は 要介護１

第一段階 要支援１ 又は 経過的要介護（平成18年

4月1日以降）

要支援（平成18年4月1日前）

②転居した場合の支給限度額管理 ②転居した場合の支給限度額管理

、 、 、 、支給限度額管理は 施行規則第７６条第１項及び第９５条の規定により 支給限度額管理は 施行規則第７６条第１項及び第９５条の規定により

現に居住している住宅に係る住宅改修費のみを対象として行うこととして 現に居住している住宅に係る住宅改修費のみを対象として行うこととして

おり、当該住宅以外の住宅について支給された住宅改修費については、支 おり、当該住宅以外の住宅について支給された住宅改修費については、支

給限度額管理の対象とはならない。よって、転居した場合には改めて支給 給限度額管理の対象とはならない。よって、転居した場合には改めて支給

限度基準額までの住宅改修費の支給を受けることが可能となる。 限度基準額までの住宅改修費の支給を受けることが可能となる。

（注）これらの具体的取扱いについて別紙１として解説を作成したので活 （注）これらの具体的取扱いについて別紙として解説を作成したので活用

用されたい。 されたい。
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２ 住宅改修費の支給申請 ２ 住宅改修費の支給申請

（１）事前申請 住宅改修費の支給申請に当たっては、下記の書類を市町村に提出するこ

被保険者は、住宅改修を行おうとする前に、以下の申請書又は書類の ととされているので留意されたい。

一部を市町村に提出することとなるが、市町村は 「利用者保護」の観点、

から、これらの提出される書類で当該住宅改修が保険給付として適当なも

のかどうかを確認し、被保険者に対して、その確認結果を事前に教示する

こととする。

その際、市町村は、被保険者の誤解を招くことのないよう、住宅改修完

了後に行われる住宅改修費の支給決定とは異なるものであることを合わせ

て説明する必要がある。

①申請書（施行規則第７５条第１項第１号及び第２号、第９４条第１項第 (1)申請書（施行規則第７５条第１項及び第９４条第１項）

１号及び第２号） 第１号の「住宅改修の内容、箇所及び規模」は、改修を行った工事種別

第１号の 住宅改修の内容 箇所及び規模 は 改修を行う工事種別 種 （種類告示の第１号から第５号までの別）ごとに、便所、浴室、廊下等の「 、 」 、 （

類告示の第１号から第５号までの別）ごとに、便所、浴室、廊下等の箇所 箇所及び数量、長さ、面積等の規模を記載することとするが、領収証に添

及び数量、長さ、面積等の規模を記載することとするが 「当該申請に係 付する工事費内訳書においてこれらの内容が明らかにされている場合に、

る住宅改修の予定の状態が確認できるもの」においてこれらの内容が明ら は、工事種別のみを記載することとして差し支えない。

かにされている場合には、工事種別のみを記載することとして差し支えな

い。

また、第２号の「住宅改修に要する費用の見積もり」は、住宅改修費の

、 、 、支給対象となる費用の見積もりであって その内訳がわかるよう 材料費

施工費、諸経費等を適切に区分したものとする。また、必要に応じて、こ

の見積もりが適切に算出されたものであることがわかるよう、その算出方

法を明示させることとする。

②住宅改修が必要な理由書（施行規則第７５条第１項第３号、第９４条第

１項第３号）

第３号の「住宅改修について必要と認められる理由が記載されているも

の」は、被保険者の心身の状況及び日常生活上の動線、住宅の状況、福祉

用具の導入状況等を総合的に勘案し、必要な住宅改修の工事種別とその選

定理由を記載するもので、別紙２の様式を標準とする。

また、当該書類を作成する者は、基本的には居宅サービス計画又は介護
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予防サービス計画を作成する介護支援専門員及び地域包括支援センターの

担当職員（以下「介護支援専門員等」という ）とするが、市町村が行う。

福祉用具・住宅改修支援事業等として、住宅改修についての相談、助言等

を行っている福祉、保健・医療又は建築の専門家も含まれるものである。

ただし、当該書類を作成しようとする者が、当該住宅改修に係る被保険者

の居宅サービス計画又は介護予防サービス計画を作成している者と異なる

場合は、十分に連絡調整を行うことが必要である。

なお、介護支援専門員等が当該書類を作成する業務は居宅介護支援事業

又は介護予防支援事業の一環であるため、被保険者から別途費用を徴収す

ることはできない。また、介護支援専門員等が、自ら住宅改修の設計・施

工を行わないにもかかわらず被保険者から住宅改修の工事を請け負い、住

宅改修の事業者に一括下請けさせたり、住宅改修事業者から仲介料・紹介

料を徴収したりすること等は認められない。

③住宅改修の予定の状態が確認できるもの（施行規則第７５条第１項第４

号、第９４条第１項第４号）

「 」 、 、 、第４号の 住宅改修の予定の状態が確認できるもの とは 便所 浴室

廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後の予定の状態を写真や簡単な図で示

したものとする。

（2）事後申請

被保険者が住宅改修を完了し、次に掲げる書類を市町村に提出したとき

には、市町村は、事前に提出された書類との確認、工事が行われたかどう

かの確認を行い、当該住宅改修費の支給が必要と認めた場合、住宅改修費

の支給を決定する。

①「住宅改修に要した費用 （施行規則第７５条第１項第５号、第９４条」

第１項第５号）

「住宅改修に要した費用」については、住宅改修費の支給対象となる住 また、第２号の「住宅改修に要した費用」については、住宅改修費の支

宅改修費の費用とする。 給対象となる住宅改修の費用とする。

(2)添付書類（施行規則第７５条第２項及び第９４条第２項）

②領収証（施行規則第７５条第１項第６号、第９４条第１項第６号） ①領収証

第６号の「住宅改修に要した費用に係る領収証」には、工事費内訳書も 第１号の「住宅改修に要した費用に係る領収証」には、工事費内訳書も

添付する。工事費内訳書は、工事を行った箇所、内容及び規模を明記し、 添付する。工事費内訳書は、工事を行った箇所、内容及び規模を明記し、
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材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したものとする。 材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したものとする。

なお、領収証は住宅改修費の支給対象とならない工事等の費用を含めた なお、領収証は住宅改修費の支給対象とならない工事等の費用を含めた

費用を記載して差し支えないが、この場合 「住宅改修に要した費用」が 費用を記載して差し支えないが、この場合、申請書に記載された「住宅改、

種類告示の第１号から第６号までに掲げる住宅改修に要した費用として適 修に要した費用」が種類告示の第１号から第６号までに掲げる住宅改修に

切に算出されたものであることがわかるよう、工事費内訳書において算出 要した費用として適切に算出されたものであることがわかるよう、工事費

方法を明示するものとする。 内訳書において算出方法を明示するものとする。

②住宅改修が必要な理由書

第２号の「住宅改修について必要と認められる理由が記載されているも

の」は、被保険者の心身の状況及び日常生活上の動線、住宅の状況、福祉

用具の導入状況等を総合的に勘案し、必要な住宅改修の工事種別とその選

定理由を記載する。

また、当該書類を作成する者は、基本的には介護支援専門員とするが、

市町村が行う住宅改修指導事業（リフォームヘルパー事業）等として、住

宅改修についての相談、助言等を行っている福祉、保健・医療又は建築の

。 、 、専門家も含まれるものである ただし 当該書類を作成しようとする者が

当該住宅改修に係る被保険者の居宅サービス計画を作成している介護支援

専門員と異なる場合は、当該介護支援専門員と十分に連絡調整を行うこと

が必要である。

なお、介護支援専門員が当該書類を作成する業務は居宅介護支援事業の

、 。 、一環であるため 被保険者から別途費用を徴収することはできない また

介護支援専門員又は居宅介護支援事業者が、自ら住宅改修の設計・施工を

行わないにもかかわらず被保険者から住宅改修の工事を請け負い、住宅改

修の事業者に一括下請けさせたり、住宅改修事業者から仲介料・紹介料を

徴収したりすること等は認められない。

③完成後の状態を確認できる書類等（施行規則第７５条第１項第７号、第 ③完成後の状態を確認できる書類等

９４条第１項第７号） 第３号の「住宅改修の完成後の状態を確認できる書類等」とは、便所、

第７号の「住宅改修の完成後の状態を確認できる書類等」とは、便所、 浴室、廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真とし、原則と

浴室、廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真とし、原則と して撮影日がわかるものとする。

して撮影日がわかるものとする。

（ ）④住宅の所有者の承諾書（施行規則第７５条第３項及び第９４条第３項） (3)住宅の所有者の承諾書 施行規則第７５条第３項及び第９４条第３項

当該住宅改修を行った被保険者と、住宅の所有者が異なる場合は、当該 当該住宅改修を行った被保険者と、住宅の所有者が異なる場合は、当該

住宅改修についての所有者の承諾書が必要であるので留意されたい。 住宅改修についての所有者の承諾書が必要であるので留意されたい。
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（3）やむ得ない事情がある場合の手続き（施行規則第７５条第２項、第

９４条第２項）

やむ得ない事情がある場合とは、入院又は入所者が退院又は退所後の住

、 、宅での受け入れのため あらかじめ住宅改修に着工する必要がある場合等

住宅改修を行おうとするときに申請を行うことが制度上困難な場合等をい

う。

また、平成18年4月1日前に住宅改修に着工した場合についても、当該や

む得ない事情がある場合に該当するものである。

なお、事前申請制度が定着する当分の間、事前に申請がなかった住宅改

修についても、当分の間 「やむ得ない事情がある場合」として、経過的、

に保険者の判断で運用することは差し支えない。

３ 住宅改修費の算定上の留意事項 ３ 住宅改修費の算定上の留意事項

(1)住宅改修の設計及び積算の費用 (1)住宅改修の設計及び積算の費用

住宅改修の前提として行われた設計及び積算の費用については、住宅改 住宅改修の前提として行われた設計及び積算の費用については、住宅改

修の費用として取り扱うが、住宅改修を伴わない設計及び積算のみの費用 修の費用として取り扱うが、住宅改修を伴わない設計及び積算のみの費用

については住宅改修費の支給対象とならないものである。 については住宅改修費の支給対象とならないものである。

(2)新築又は増改築の場合 (2)新築又は増改築の場合

住宅の新築は、住宅改修とは認められないので住宅改修費の支給対象と 住宅の新築は、住宅改修とは認められないので住宅改修費の支給対象と

ならないものである。 ならないものである。

また、増築の場合は、新たに居室を設ける場合等は住宅改修費の支給対 また、増築の場合は、新たに居室を設ける場合等は住宅改修費の支給対

象とならないが、廊下の拡幅にあわせて手すりを取り付ける場合、便所の 象とならないが、廊下の拡幅にあわせて手すりを取り付ける場合、便所の

拡張に伴い和式便器から洋式便器に取り換える場合等は、それぞれ「手す 拡張に伴い和式便器から洋式便器に取り換える場合等は、それぞれ「手す

りの取付け 「洋式便器等への便器の取替え」に係る費用についてのみ りの取付け 「洋式便器等への便器の取替え」に係る費用についてのみ」、 」、

住宅改修費の支給対象となり得るものである。 住宅改修費の支給対象となり得るものである。

(3)住宅改修費の支給対象外の工事も併せて行われた場合 (3)住宅改修費の支給対象外の工事も併せて行われた場合

住宅改修費の支給対象となる住宅改修に併せて支給対象外の工事も行わ 住宅改修費の支給対象となる住宅改修に併せて支給対象外の工事も行わ

れた場合は、対象部分の抽出、按分等適切な方法により、住宅改修費の支 れた場合は、対象部分の抽出、按分等適切な方法により、住宅改修費の支

給対象となる費用を算出する。 給対象となる費用を算出する。

(4)被保険者等自らが住宅改修を行った場合 (4)被保険者等自らが住宅改修を行った場合

被保険者が自ら住宅改修のための材料を購入し、本人又は家族等により 被保険者が自ら住宅改修のための材料を購入し、本人又は家族等により

住宅改修が行われる場合は、材料の購入費を住宅改修費の支給対象とする 住宅改修が行われる場合は、材料の購入費を住宅改修費の支給対象とする

ものである。この場合、施行規則第７５条第１項第６号及び第９４条第１ ものである。この場合、施行規則第７５条第２項第１号及び第９４条第２
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項第６号の「住宅改修に要した費用に係る領収証」は、材料を販売した者 項第１号の「住宅改修に要した費用に係る領収証」は、材料を販売した者

が発行したものとし、これに添付する工事費内訳書として、使用した材料 が発行したものとし、これに添付する工事費内訳書として、使用した材料

の内訳を記載した書類を本人又は家族等が作成することとする。なお、こ の内訳を記載した書類を本人又は家族等が作成することとする。なお、こ

の場合であっても、必要となる書類に変更はないので留意されたい。 の場合であっても、住宅改修が必要な理由書、完成後の状態を確認できる

書類等は必要であるので留意されたい。

(5)一の住宅に複数の被保険者がいる場合の住宅改修の費用 (5)一の住宅に複数の被保険者がいる場合の住宅改修の費用

一の住宅に複数の被保険者が居住する場合においては、住宅改修費の支 一の住宅に複数の被保険者が居住する場合においては、住宅改修費の支

給限度額の管理は被保険者ごとに行われるため、被保険者ごとに住宅改修 給限度額の管理は被保険者ごとに行われるため、被保険者ごとに住宅改修

費の支給申請を行うことが可能である。ただし、一の住宅について同時に 費の支給申請を行うことが可能である。ただし、一の住宅について同時に

複数の被保険者に係る住宅改修が行われた場合は、当該住宅改修のうち、 複数の被保険者に係る住宅改修が行われた場合は、当該住宅改修のうち、

各被保険者に有意な範囲を特定し、その範囲が重複しないように申請を行 各被保険者に有意な範囲を特定し、その範囲が重複しないように申請を行

うものとする。したがって、例えば被保険者が２人いる場合において、各 うものとする。したがって、例えば被保険者が２人いる場合において、各

自の専用の居室の床材の変更を同時に行ったときは、各自が自らの居室に 自の専用の居室の床材の変更を同時に行ったときは、各自が自らの居室に

係る住宅改修費の支給申請を行うことが可能であるが、共用の居室につい 係る住宅改修費の支給申請を行うことが可能であるが、共用の居室につい

て床材の変更を行ったときは、いずれか一方のみが支給申請を行うことと て床材の変更を行ったときは、いずれか一方のみが支給申請を行うことと

なる。 なる。

４ 支援体制等の整備 ４ 支援体制等の整備

(1)支援体制の整備 (1)支援体制の整備

、 、 、 、 、 、住宅改修は 被保険者の心身の状況及び日常生活上の動線 住宅の状況 住宅改修は 被保険者の心身の状況及び日常生活上の動線 住宅の状況

福祉用具の導入状況、家族構成、住宅改修の予算等を総合的に勘案するこ 福祉用具の導入状況、家族構成、住宅改修の予算等を総合的に勘案するこ

とが必要であり、福祉用具と同様に個別性が強いものである。また、ひと とが必要であり、福祉用具と同様に個別性が強いものである。また、ひと

たび住宅改修を行うと、簡単に修正できるものではないことから、２の たび住宅改修を行うと、簡単に修正できるものではないことから、被保険

（１）で事前に提出される申請書又は書類により、当該申請に係る住宅改 者からの事前の相談に対し適切な助言等を行うことができるよう、市町村

修が保険給付として適当なものかどうかを確認し、事前に被保険者に対し は、都道府県、関係機関、関係団体、居宅介護支援事業者等とも連携を図

て、その確認結果を教示するとともに、被保険者からの事前の相談に対し り、住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者等による支援体制を

適切な助言等を行うことができるよう、市町村は、都道府県、関係機関、 整備することが望ましい。

関係団体、居宅介護支援事業者等とも連携を図り、住宅改修に関する専門

的知識及び経験を有する者等による支援体制を整備することが望ましい。

なお、市町村は、地域支援事業の一つである福祉用具・住宅改修支援事 なお、市町村は、介護予防・生活支援事業の一つである住宅改修指導事

業として相談、助言等の事業、住宅改修費の支給の申請に係る必要な理由 業として相談、助言等の事業を行うことが可能である。

がわかる書類を作成した場合の経費を助成する事業を行うことが可能であ

る。

(2)事業者に係る情報提供 (2)事業者に係る情報提供



- 8 -

被保険者が住宅改修の事業者を適切に選択できるよう、市町村は住宅改 被保険者が住宅改修の事業者を適切に選択できるよう、市町村は住宅改

修の事業者に関する情報を提供することが重要である。特に、高齢者の住 修の事業者に関する情報を提供することが重要である。特に、高齢者の住

、 、 、 、宅改修は一般の住宅改修と異なり 高齢者の心身の状況等を勘案すること 宅改修は一般の住宅改修と異なり 高齢者の心身の状況等を勘案すること

要介護状態の変化にも適切に対応していくこと等が求められるため、事業 要介護状態の変化にも適切に対応していくこと等が求められるため、事業

者に関し、高齢者の住宅改修の実績や、アフターサービスの方針等の情報 者に関し、高齢者の住宅改修の実績や、アフターサービスの方針等の情報

についても提供するよう留意することとされたい。 についても提供するよう留意することとされたい。

(3)事業者等に対する研修事業の実施 (3)事業者等に対する研修事業の実施

適切な住宅改修が行えるよう、住宅改修の事業者の育成も重要であり、 適切な住宅改修が行えるよう、住宅改修の事業者の育成も重要であり、

関係機関、関係団体等の協力を得て、都道府県又は市町村が研修事業を行 関係機関、関係団体等の協力を得て、都道府県又は市町村が研修事業を行

うことが望ましい。 うことが望ましい。

(4)事業者に対する質問・検査等

市町村は、住宅改修の支給に関して必要あると認めるときは、法第45条

第8項、法第57条8項の規定により、住宅改修を行う者又は住宅改修を行っ

た者に対して、報告、帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、関係者への出

頭を求め、又は事業所へ立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査すること

ができることとされている。

５ 市町村における介護保険とは別の住宅改修に関する助成制度 ５ 市町村における介護保険とは別の住宅改修に関する助成制度

一部の市町村においては、法施行前から住宅改修について助成事業が行 一部の市町村においては、法施行前から住宅改修について助成事業が行

われているところであるが、法施行後も、法における住宅改修費の支給対 われているところであるが、法施行後も、法における住宅改修費の支給対

象外の工事及びその費用が支給限度基準額を超えて行われる工事につい 象外の工事及びその費用が支給限度基準額を超えて行われる工事につい

て、助成を行うことは可能である。 て、助成を行うことは可能である。

ただし、法に基づく住宅改修費の支給対象となる住宅改修を助成対象と ただし、法に基づく住宅改修費の支給対象となる住宅改修を助成対象と

する場合、法に基づく住宅改修費の支給を確実に優先させるためには、こ する場合、法に基づく住宅改修費の支給を確実に優先させるためには、こ

れを超える分について地方公共団体の単独事業として助成する旨の調整規 れを超える分について地方公共団体の単独事業として助成する旨の調整規

定を、当該事業の根拠である条例等に盛り込むことが必要である。 定を、当該事業の根拠である条例等に盛り込むことが必要である。

(別紙１) （別紙）

住宅改修の支給可能額算定の例外に係る取扱いに関する解説 住宅改修の支給可能額算定の例外に係る取扱いに関する解説
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( )要介護等状態区分を基準として定める「介護の必要の程度」の段階 ( )要介護等状態区分が３段階以上上がった場合1 1
が３段階以上上がった場合

例外１ 例外１

初めて住宅改修費が支給された住宅改修の着工日の要介護等状態区 ・初めて住宅改修費が支給された住宅改修の着工日の要介護等状態区

、 、分を基準として次表に定める「介護の必要の程度」の段階が３段階以 分を基準として３段階以上要介護等状態区分が上がった場合に 再度

上上がった場合に、再度、２０万円まで支給可能（以下「３段階リセ ２０万円まで支給可能（以下「３段階リセットの例外」という ）。

ットの例外」という ）。

「介護の必要の 要介護等状態区分

程度」の段階

第六段階 要介護５

第五段階 要介護４

第四段階 要介護３

第三段階 要介護２

第二段階 要支援２ 又は 要介護１

第一段階 要支援１ 又は 経過的要介護

旧要支援

・したがって、要支援１から要介護２となった場合、要介護等状態区

分は３段階上がるものの 「介護の必要の程度」の段階は２段階しか、

上がっておらず、３段階リセットの例外は適用されない。

・ 介護の必要の程度」の段階は３段階以上上がっても自動的に３段 ・基準となる要介護等状態区分から３段階以上上がっても自動的に３「

階リセットの例外が適用されるのではなく、その時点で住宅改修を 段階リセットの例外が適用されるのではなく、その時点で住宅改修を

行わない場合は適用されない。 行わない場合は適用されない。

・３段階リセットの例外が適用された場合は、以前の住宅改修で支給 ・３段階リセットの例外が適用された場合は、以前の住宅改修で支給

可能残額があってもリセットされ、支給限度額は２０万円となり、支 可能残額があってもリセットされ、支給限度額は２０万円となり、支

給限度額管理もリセット後のみで行われる。 給限度額管理もリセット後のみで行われる。
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・３段階リセットの例外は一の被保険者につき１回しか適用されな ・３段階リセットの例外は一の被保険者につき１回しか適用されな

い。 い。

・ただし転居した場合（例外２参照）は、転居後の住宅改修に着目し ・ただし転居した場合（例外２参照）は、転居後の住宅改修に着目し

３段階リセットの例外が適用される。 て３段階リセットの例外が適用される。

※ 要介護等状態区分とは、要支援と要介護状態区分を合わせた６区分

をいう。

初めて住宅改修に着工した日の要介護等状態区分を基準として 「介護の 初めて住宅改修に着工した日の要介護等状態区分を基準として、要介護等、

必要の程度」の段階が３段階以上上がった場合（次の１４通り）は再度２ 状態区分が３段階以上上がった場合（次の６通り）は再度２０万円まで住

０万円まで住宅改修費が支給可能となる。 宅改修費が支給可能となる。

旧要支援 → 要介護３

→ 要介護４

→ 要介護５

要支援１ → 要介護３ 要支援 → 要介護３

→ 要介護４ → 要介護４

→ 要介護５ → 要介護５

要支援２ → 要介護４

→ 要介護５

経過的要介護 → 要介護３

→ 要介護４

→ 要介護５

要介護１ → 要介護４ 要介護１ → 要介護４

→ 要介護５ → 要介護５

要介護２ → 要介護５ 要介護２ → 要介護５

ただし、この３段階以上というのは、着工日の要介護等状態区分を比較 ただし、この３段階以上というのは、着工日の要介護等状態区分を比較

するものであり、その他の要介護等状態区分の履歴は関係ないことに留意 するものであり、その他の要介護等状態区分の履歴は関係ないことに留意
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されたい。 されたい。

したがって、①初めて認定された要介護等状態区分、例えば、要支援１ したがって、①初めて認定された要介護等状態区分、例えば、要支援と

と認定されたもののその時点では住宅改修を行わず、要介護１となってか 認定されたもののその時点では住宅改修を行わず、要介護１となってから

ら初めて住宅改修を行った場合は、要介護１を基準として「介護の必要の 初めて住宅改修を行った場合は、要介護１を基準として要介護等状態区分

程度」の段階が３段階以上上がった場合に再度２０万円まで支給が可能と が３段階以上上がった場合に再度２０万円まで支給が可能となる。

なる。

住宅改修以前に認定されていた状態区分 はじめて住宅改修に着工する日の状態区分 再度住宅改修に着工する日の状態区分 住宅改修以前に認定されていた状態区分 はじめて住宅改修に着工する日の状態区分 再度住宅改修に着工する日の状態区分

万円まで利用 利用不可 再度 万円まで利用 万円まで利用 利用不可 再度 万円まで利用20 20 20 20× ○ × ○

① 要支援１ → 要介護１ → 要介護３ → 要介護４ ① 要支援 → 要介護１ → 要介護３ → 要介護４

（第一段階） （第二段階） （第四段階） （第五段階）

一方、②要支援２のときに初めて住宅改修に着工し、その後要介護４の認 一方、②要介護１のときに初めて住宅改修に着工し、その後要介護４の認

定を受けたもののこの時点では再度の住宅改修を行わず、後に要介護３と 定を受けたもののこの時点では再度の住宅改修を行わず、後に要介護３と

変更された場合には 「介護の必要の程度」の段階が３段階以上という要 変更された場合には、３段階以上という要件を満たしていないため３段階、

件を満たしていないため３段階リセットの例外は適用されない この場合 リセットの例外は適用されない。この場合、再び要介護４又は要介護５の。 、

再び要介護４又は要介護５の認定がなされれば、再度２０万円まで支給が 認定がなされれば、再度２０万円まで支給が可能となる。

可能となる。

はじめて住宅改修に着工する日の状態区分 再度住宅改修に着工する日の状態区分 はじめて住宅改修に着工する日の状態区分 再度住宅改修に着工する日の状態区分

万円まで利用 住宅改修着工せず 利用不可 再度 万円まで利用 万円まで利用 住宅改修着工せず 利用不可 再度 万円まで利用20 20 20 20( ) ( )× ○ × ○

② 要支援２ → 要介護４ → 要介護３ → 要介護４ ② 要介護１ → 要介護４ → 要介護３ → 要介護４

（第二段階） （第五段階） （第四段階） （第五段階）

さらに、③要介護１の時に初めて住宅改修に着工し１０万円の住宅改修費 さらに、③要介護１の時に初めて住宅改修に着工し１０万円の住宅改修費

の支給を受け、その後要介護３の時点でも１０万円の住宅改修費の支給を の支給を受け、その後要介護３の時点でも１０万円の住宅改修費の支給を

受けた場合であっても、要介護４となった場合、初めて住宅改修を行った 受けた場合は、初めて住宅改修を行った要介護１を基準として要介護等状

要介護１を基準として「介護の必要の程度」の段階が３段階上がっている 態区分が３段階上がり要介護４となった場合、再度２０万円までの支給が

ため、再度２０万円までの支給が可能となるが、逆に④要介護３の時に初 可能となるが、逆に④要介護３の時に初めて住宅改修に着工し１０万円の

めて住宅改修に着工し１０万円の住宅改修費の支給を受け、その後要介護 住宅改修費の支給を受け、その後要介護１の時点で１０万円の住宅改修費

１の時点で１０万円の住宅改修費の支給を受けた場合は、初めて住宅改修 の支給を受けた場合は、初めて住宅改修を行った要介護３が基準となるの

を行った要介護３が基準となるので、要介護４となった場合でも再度の住 で、要介護４となった場合でも再度の住宅改修費の支給はできないことと

宅改修費の支給はできないこととなる。 なる。

はじめて住宅改修に着工する日の状態区分 追加の住宅改修 再度住宅改修に着工する日の状態区分 はじめて住宅改修に着工する日の状態区分 追加の住宅改修 再度住宅改修に着工する日の状態区分
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万円まで利用 残りの 万円を利用 再度 万円まで利用 万円まで利用 残りの 万円を利用 再度 万円まで利用10 10 20 10 10 20○ ○

③ 要介護１ → 要介護３ → 要介護４ ③ 要介護１ → 要介護３ → 要介護４

（第二段階） （第四段階） （第五段階）

はじめて住宅改修に着工する日の状態区分 追加の住宅改修 はじめて住宅改修に着工する日の状態区分 追加の住宅改修

万円まで利用 残りの 万円を利用 利用不可 万円まで利用 残りの 万円を利用 利用不可10 10 10 10× ×

④ 要介護３ → 要介護１ → 要介護４ ④ 要介護３ → 要介護１ → 要介護４

（第四段階） （第二段階） （第五段階）

また、以前の住宅改修で２０万円まで支給を受けておらず支給可能残額が また、以前の住宅改修で２０万円まで支給を受けておらず支給可能残額が

あっても、支給可能残額はリセットされ、再度の住宅改修の支給限度額は あっても、支給可能残額はリセットされ、再度の住宅改修の支給限度額は

２０万円となる。したがって、⑤要介護１の時に１２万円の支給を受け、 ２０万円となる。したがって、⑤要介護１の時に１２万円の支給を受け、

その後要介護４で住宅改修を行った場合は、支給可能残額の８万円はリセ その後要介護４で住宅改修を行った場合は、支給可能残額の８万円はリセ

ットされることとなり、２０万円が支給限度額となる。 ットされることとなり、２０万円が支給限度額となる。

はじめて住宅改修に着工する日の状態区分 再度住宅改修に着工する日の状態区分 はじめて住宅改修に着工する日の状態区分 再度住宅改修に着工する日の状態区分

万円まで利用 万円まで利用可能 万円まで利用 万円まで利用可能12 20 12 20
( ﾘｾｯﾄ) ( ﾘｾｯﾄ)これまでの支給可能残額８万円は これまでの支給可能残額８万円は

⑤ 要介護１ 要介護４ ⑤ 要介護１ 要介護４

（第二段階） （第五段階）

ひとたび３段階リセットの例外が適用されると、その後の要介護等状態区 ひとたび３段階リセットの例外が適用されると、その後の要介護等状態区

分の変化にかかわらずリセット後で支給限度額管理がなされる。⑥要介護 分の変化にかかわらずリセット後で支給限度額管理がなされる。⑥要介護

１の時に１２万円の住宅改修を行い、その後要介護４で１５万円の再度の １の時に１２万円の住宅改修を行い、その後要介護４で１５万円の再度の

住宅改修を行った場合、さらにその後要介護３となっても支給限度額管理 住宅改修を行った場合、さらにその後要介護３となっても支給限度額管理

はリセット後で行われるため５万円までの住宅改修費の支給が可能とな はリセット後で行われるため５万円までの住宅改修費の支給が可能とな

る。なお、要介護１のときの支給可能残額８万円はすでにリセットされて る。なお、要介護１のときの支給可能残額８万円はすでにリセットされて

おり、復活することはない。 おり、復活することはない。

はじめて住宅改修に着工する日の状態区分 再度住宅改修に着工する日の状態区分 はじめて住宅改修に着工する日の状態区分 再度住宅改修に着工する日の状態区分

万円まで利用 １５万円まで利用 ５万円まで利用可能 万円まで利用 １５万円まで利用 ５万円まで利用可能12 12
( ﾘｾｯﾄ) ( ﾘｾｯﾄ)これまでの支給可能残額８万円は これまでの支給可能残額８万円は

⑥ 要介護１ → 要介護４ → 要介護３ ⑥ 要介護１ → 要介護４ → 要介護３

（第二段階） （第五段階） （第四段階）
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３段階リセットの例外は 一の被保険者につき１回限りであり ⑦再び 介 ３段階リセットの例外は、一の被保険者につき１回限りであり、⑦再び要、 、 「

護の必要の程度」の段階が３段階以上上がっても適用されない。 介護等状態区分が３段階以上上がっても適用されない。

はじめて住宅改修に着工する日の状態区分 再度住宅改修に着工する日の状態区分 万円まで利用 はじめて住宅改修に着工する日の状態区分 再度住宅改修に着工する日の状態区分 万円まで利用20 20
２０万円まで利用 利用不可 ２０万円まで利用 利用不可× ×

⑦ 要支援１ → 要介護３ → 要介護２ → 要介護５ ⑦ 要支援 → 要介護３ → 要介護２ → 要介護５

（第一段階） （第四段階） （第三段階） （第六段階） ３段階 ３段階

( )転居した場合 ( )転居した場合2 2

例外２ 例外２

・転居した場合は、転居前の住宅に係る住宅改修費の支給状況とは関 ・転居した場合は、転居前の住宅に係る住宅改修費の支給状況とは関

係なく、転居後の住宅について２０万円まで支給可能（以下「転居リ 係なく、転居後の住宅について２０万円まで支給可能（以下「転居リ

セットの例外」という ） セットの例外」という ）。 。

・３段階リセットの例外は転居後の住宅のみに着目して適用 ・３段階リセットの例外は転居後の住宅のみに着目して適用

（転居リセットの例外が優先） （転居リセットの例外が優先）

・転居前の住宅に再び転居した場合は転居前住宅に係る支給状況が復 ・転居前の住宅に再び転居した場合は転居前住宅に係る支給状況が復

活 活

転居した場合は、転居前の住宅に係る住宅改修費の支給状況のいかんにか

転居した場合は、転居前の住宅に係る住宅改修費の支給状況のいかんにか かわらず、転居後の住宅について２０万円まで住宅改修費の支給が可能と

かわらず、転居後の住宅について２０万円まで住宅改修費の支給が可能と なる。また、⑧３段階リセットの例外も転居後の住居について初めて住宅

なる。また、⑧３段階リセットの例外も転居後の住居について初めて住宅 改修に着工する日の要介護等状態区分を基準とする。

改修に着工する日の要介護等状態区分を基準とする。

転居前住宅 転居後住宅 転居前住宅 転居後住宅

万円まで利用 ２０万円まで利用 再度 万円まで利用可能 万円まで利用 ２０万円まで利用 再度 万円まで利用可能20 20 20 20
⑧ 要介護１ 要介護１ → 要介護４ ⑧ 要介護１ 要介護１ → 要介護４

（第二段階） （第二段階） （第五段階） ３段階

さらに、⑨転居前の住宅に再び戻った場合は転居前住宅に係る支給状況が さらに、⑨転居前の住宅に再び戻った場合は転居前住宅に係る支給状況が

復活し、転居リセットはなかったものとして取り扱うこととなり、したが 復活し、転居リセットはなかったものとして取り扱うこととなり、したが

って、３段階リセットの例外で基準となる要介護等状態区分も過去のもの って、３段階リセットの例外で基準となる要介護等状態区分も過去のもの

が適用されることとなる。 が適用されることとなる。
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転居前住宅 転居後住宅 転居前住宅に戻る 転居前住宅 転居後住宅 転居前住宅に戻る

万円まで利用 ２０万円まで利用 万円まで利用可能再度 万円まで利用可能 万円まで利用 ２０万円まで利用 万円まで利用可能再度 万円まで利用可能15 5 20 15 5 20
⑨ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ ⑨ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４

（ ） （ ）（第二段階） （第三段階） 第四段階 第五段階

復活 復活

３段階 ３段階

（別紙２）



（別紙２）

住宅改修が必要な理由書 （P１）
＜基本情報＞

＜総合的状況＞

●車いす

●特殊寝台

●床ずれ防止用具

●体位変換器

●手すり

●スロープ

●歩行器

●歩行補助つえ

●認知症老人徘徊感知機器

●移動用リフト

●腰掛便座

●特殊尿器

●入浴補助用具

●簡易浴槽

●その他

□

□ □

□ □

・

・

・

□

作
成
者

利
用
者

被保険者
氏名

被保険者
番号

住所

　　歳年齢

住宅改修により、
利用者等は日常生活
をどう変えたいか

利用者の身体状況

介護状況

保
険
者

  □男　　□女生年月日 性別
明治
大正
昭和

　　年　　月　　日

氏　名

確認日

□

連絡先

要介護認定
（該当に○）

要介護

　経過的　・　１　・　２　・　３ 　・ 　４ 　・　５

評
価
欄

資格

平成　　年　　月　　日

要支援

　１　・　２

□

作成日 平成　　年　　月　　日　　

氏名

所属事業所

（作成者が介護支援専門
員でないとき）

□ □
□ □

□

□ □
□ □

□ □
□ □

□ □
□ □

　　住宅改修後の想定

平成　　年　　月　　日

現地確認日

□

福祉用具の利用状況と

改修前 改修後

□ □
□

□

□ □
□ □



住宅改修が必要な理由書 （P２）
＜P1の「総合的状況」を踏まえて、①改善をしようとしている生活動作②具体的な困難な状況③改修目的と改修の方針④改修項目を具体的に記入してください。＞

□トイレまでの移動 □できなかったことをできる □ 手すりの取付け

□トイレ出入口の出入 ようにする

（扉の開閉を含む） □転倒等の防止、安全の確保

□便器からの立ち座り（移乗を含む） □動作の容易性の確保

□衣服の着脱 □利用者の精神的負担や

□排泄時の姿勢保持 不安の軽減

□後始末 □介護者の負担の軽減

□その他（　　　　　　　　　　　） □その他（　　　　　　　　　　　　　）

□浴室までの移動 □できなかったことをできる

□衣服の着脱 ようにする

□浴室出入口の出入 □転倒等の防止、安全の確保

（扉の開閉を含む） □動作の容易性の確保 □ 段差の解消

□浴室内での移動（立ち座りを含む） □利用者の精神的負担や

□洗い場での姿勢保持 不安の軽減

（洗体・洗髪を含む） □介護者の負担の軽減

□浴槽の出入（立ち座りを含む） □その他（　　　　　　　　　　　　　）

□浴槽内での姿勢保持

□その他（　　　　　　　　　　　）

□出入口までの屋内移動 □できなかったことをできる □ 引き戸等への扉の取替え

□上がりかまちの昇降 ようにする

□車いす等、装具の着脱 □転倒等の防止、安全の確保

□履物の着脱 □動作の容易性の確保

□出入口の出入 □利用者の精神的負担や

（扉の開閉を含む） 不安の軽減 □ 便器の取替え

□出入口から敷地外までの □介護者の負担の軽減

屋外移動 □その他（　　　　　　　　　　　　　）

□その他（　　　　　　　　　　　）

□ できなかったことをできる

ようにする □ 滑り防止等のための床材の変更

□転倒等の防止、安全の確保

□動作の容易性の確保

□利用者の精神的負担や

不安の軽減

□介護者の負担の軽減 □ その他

□その他（　　　　　　　　　　　　　）

(

(

)
)

)
( )

②　①の具体的な困難な状況（・・なの

で　・・で困っている）を記入してください
④　改修項目（改修箇所）

③　改修目的・期待効果をチェックした上で、
改修の方針（・・することで　・・が改善できる）を記入してください

①改善をしようと
している生活動作

そ
の
他
の
活
動

外
出

入
浴

排
泄

( )
( )
( )
( )

( )

)

( )

( )

( )

(

( )

活
動

( )

( )

( )

(



（ 別 紙 ５ ） 

○ 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について（平成１２年３月１７日老企第４３号、厚生省老人保健福祉局企画課長

通知）（抄）                                              （傍線の部分は改正部分） 

改 正 後 現    行 
第２ 人員に関する基準（基準省令第２条） 

１～４ （略） 

５ サテライト型居住施設には、医師又は介護支援専門員（以下「

医師等」という。）を置かないことができる場合があるが、その

場合には、本体施設の入所者とサテライト型居住施設の入所者の

合計数を基礎として本体施設に置くべき医師等の人員を算出しな

ければならない。例えば、本体施設の入所者数を８０名、サテラ

イト型居住施設の入所者数を２９名とすると、サテライト型居住

施設に医師等を置かない場合には、合計数である１０９名を基礎

として本体施設の医師等の人員を算出することとする。 

 

 

 

６ （略） 

  

第３ 設備に関する基準（基準省令第３条） 

１・２ （略） 

３ 「消火設備その他の非常災害に際して必要な設備」とは、消防

法（昭和２３年法律第１８６号）その他の法令等に規定された設

備を示しており、それらの設備を確実に設置しなければならない

ものである。 

４ （略） 

 

第２ 人員に関する基準（基準省令第２条） 

１～４ （略） 

５ 平成１５年３月３１日の時点で現に存する指定介護老人福祉

施設であって、基準省令附則第３条の規定の適用を受けて介護支

援専門員を配置していないもののうち、入所定員が１９人以下の

もの（以下「小規模施設」という。）は、平成１８年３月３１日

までの間は、指定居宅介護支援事業者（当該小規模施設の開設者

を除く。）に施設サービス計画の作成等の業務を委託できること

とし、その場合には当該小規模施設に介護支援専門員を配置しな

いでよいこととした。 

また、当該小規模施設に介護支援専門員を配置しない場合は、

基準省令第２２条の２第５号から第７号までに規定する業務は

当該小規模施設の従業者が行うこととした。 

６ （略） 

 

第３ 設備に関する基準（基準省令第３条） 

１・２ （略） 

 

 

 

 

３ （略） 

 



第４ 運営に関する基準 

１～１０ （略） 

１１ 介護（基準省令第１３条） 

(1)～(4) （略） 

(5) 「指定介護老人福祉施設は、褥
じょく

瘡
そう

が発生しないよう適切な介

護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しな

ければならない。」とは、施設において褥瘡の予防のための体

制を整備するとともに、介護職員等が褥瘡に関する基礎的知識

を有し、日常的なケアにおいて配慮することにより、褥瘡発生

の予防効果を向上させることを想定している。例えば、次のよ

うなことが考えられる。 

イ 当該施設における褥瘡のハイリスク者（日常生活自立度が

低い入所者等）に対し、褥瘡予防のための計画の作成、実践

並びに評価をする。 

ロ 当該施設において、専任の施設内褥瘡予防対策を担当する

者（看護師が望ましい。）を決めておく。 

ハ 医師、看護職員、介護職員、栄養士等からなる褥瘡対策チ

ームを設置する。 

ニ 当該施設における褥瘡対策のための指針を整備する。 

ホ 介護職員等に対し、褥瘡対策に関する施設内職員継続教育

を実施する。 

    また、施設外の専門家による相談、指導を積極的に活用する

ことが望ましい。 

(6)・(7) （略） 

１２～１８ （略） 

 １９ 管理者による管理（基準省令第２１条） 

第４ 運営に関する基準 

１～１０ （略） 

１１ 介護（基準省令第１３条） 

(1)～(4) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)・(6) （略） 

１２～１８ （略） 

 １９ 管理者による管理（基準省令第２１条） 



   指定介護老人福祉施設の管理者は常勤であり、かつ、原則

として専ら当該指定介護老人福祉施設の管理業務に従事す

るものである。ただし、以下の場合であって、当該指定介護

老人福祉施設の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼

ねることができるものとする。 

  (1)～(2) （略） 

(3) 当該指定介護老人福祉施設がサテライト型居住施設の本体

施設である場合であって、当該サテライト型居住施設の管理者

又は従業者としての職務に従事する場合 

 ２０～２３ （略） 

 ２４ 非常災害対策 

(1) 基準省令第２６条は、指定介護老人福祉施設は、非常災害に

際して必要な具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携体

制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策について万全を期さ

なければならないこととしたものである。 

(2) 「関係機関への通報及び連携体制の整備」とは、火災等の災

害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう職

員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連

携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるよう

な体制作りを求めることとしたものである。 

    また「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則

（昭和３６年自治省令第６号）第３条に規定する消防計画（こ

れに準ずる計画を含む。）及び風水害、地震等の災害に対処す

るための計画をいう。この場合、消防計画の策定及びこれに基

づく消防業務の実施は、消防法第８条の規定により防火管理者

を置くこととされている指定介護老人福祉施設にあってはその

者に行わせるものとする。また、防火管理者を置かなくてもよ

   指定介護老人福祉施設の管理者は常勤であり、かつ、原則

として専ら当該指定介護老人福祉施設の管理業務に従事す

るものである。ただし、以下の場合であって、当該指定介護

老人福祉施設の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼

ねることができるものとする。 

  (1)～(2) （略） 

 

 

 

２０～２３ （略） 

２４ 非常災害対策 

   基準省令第２６条は、指定介護老人福祉施設は、非常災害に際

して必要な具体的計画の策定、避難、救出訓練の実施等の対策に

ついて万全を期さなければならないこととしたものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



いこととされている指定介護老人福祉施設においても、防火管

理について責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計画の策

定等の業務を行わせるものとする。 

２５ 衛生管理等 

(1) 基準省令第２７条第１項は、指定介護老人福祉施設の必要最

低限の衛生管理等を規定したものであるが、このほか、次の点

に留意するものとする。 

①～④ （略） 

(2) 基準省令第２７条第２項に規定する感染症又は食中毒が発

生し、又はまん延しないように講ずるべき措置については、具

体的には次の①から④までの取扱いとすること。 

① 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策

を検討する委員会 

当該施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の

防止のための対策を検討する委員会（以下「感染対策委員会」

という。）であり、幅広い職種（例えば、施設長（管理者）、

事務長、医師、看護職員、介護職員、栄養士、生活相談員）

により構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確に

するとともに、専任の感染対策を担当する者（以下「感染対

策担当者」という。）を決めておくことが必要である。 

なお、感染対策委員会は、運営委員会など施設内の他の委

員会と独立して設置・運営することが必要であり、感染対策

担当者は看護師であることが望ましい。 

また、施設外の感染管理等の専門家を委員として積極的に

活用することが望ましい。 

② 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 

当該施設における「感染症及び食中毒の予防及びまん延の

 

 

 

２５ 衛生管理等 

基準省令第２７条第１項は、指定介護老人福祉施設の必要最低

限の衛生管理等を規定したものであるが、このほか、次の点に留

意するものとする。 

(1)～(4) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



防止のための指針」には、平常時の対策及び発生時の対応を

規定する。 

平常時の対策としては、施設内の衛生管理（環境の整備、

排泄物の処理、血液・体液の処理等）、日常のケアにかかる

感染対策（標準的な予防策（例えば、血液・体液・分泌液・

排泄物（便）などに触れるとき、傷や創傷皮膚に触れるとき

どのようにするかなどの取り決め）、手洗いの基本、早期発

見のための日常の観察項目）等、発生時の対応としては、発

生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村

における施設関係課等の関係機関との連携、医療処置、行政

への報告等が想定される。また、発生時における施設内の連

絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記してお

くことも必要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「高齢

者介護施設における感染対策マニュアル」（http://www.

mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/tp0628-1/index.html ）

を参照されたい。 

③ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修 

介護職員その他の従業者に対する「感染症及び食中毒の予

防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基

礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該施

設における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケア

の励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該施設が

指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年

２回以上）を開催するとともに、新規採用時には必ず感染対

策研修を実施することが重要である。また、調理や清掃など

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



の業務を委託する場合には、委託を受けて行う者に対して

も、施設の指針が周知されるようにする必要がある。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要であ

る。 

研修の実施は、職員研修施設内での研修で差し支えない。

④ 施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状

態を確認することが必要であるが、その結果感染症や既往で

あっても、一定の場合を除き、サービス提供を断る正当な理

由には該当しないものである。こうした者が入所する場合に

は、感染対策担当者は、介護職員その他の従業者に対し、当

該感染症に関する知識、対応等について周知することが必要

である。 

 ２６～２９ （略） 

 ３０ 地域との連携等 

  (1) 基準省令第３４条第１項は、指定介護老人福祉施設が地

域に開かれたものとして運営されるよう、地域の住民やボ

ランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との

交流を図らなければならないこととしたものである。 

(2) （略） 

３１ 事故発生の防止及び発生時の対応（基準省令第３５条） 

(1) 事故発生の防止のための指針（第１項第１号） 

指定介護老人福祉施設が整備する「事故発生の防止のための

指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。 

① 施設における介護事故の防止に関する基本的考え方 

② 介護事故の防止のための委員会その他施設内の組織に関

する事項 

③ 介護事故の防止のための職員研修に関する基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２６～２９ （略） 

 ３０ 地域との連携等 

  (1) 基準省令第３４条第１項は、指定介護老人福祉施設が地 

域に開かれたものとして運営されるよう、地域の住民やボ

ランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との

交流に努めなければならないこととしたものである。 

(2) （略） 

 ３１ 事故発生時の対応 

   基準省令第３５条は、入所者が安心して指定介護福祉施設

サービスの提供を受けられるよう、指定介護老人福祉施設は

、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により事

故が発生した場合は、速やかに市町村、当該入所者の家族等

に対して連絡を行う等の必要な措置を講じるべきこととす

るとともに、事故の状況及び事故に際して採った処置につい

て記録し、また、入所者に対する指定介護福祉施設サービス



④ 施設内で発生した介護事故、介護事故には至らなかったが

介護事故が発生しそうになった場合（ヒヤリ・ハット事例）

及び現状を放置しておくと介護事故に結びつく可能性が高

いもの（以下「介護事故等」という。）の報告方法等の介護

に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する

基本方針 

⑤ 介護事故等発生時の対応に関する基本方針 

⑥ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

⑦ その他介護事故等の発生の防止の推進のために必要な基

本方針 

(2) 事実の報告及びその分析を通じた改善策の従業者に対する

周知徹底（第１項第２号） 

指定介護老人福祉施設が、報告、改善のための方策を定め、

周知徹底する目的は、介護事故等について、施設全体で情報共

有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決して従

業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが

必要である。 

具体的には、次のようなことを想定している。 

① 介護事故等について報告するための様式を整備すること。

② 介護職員その他の従業者は、介護事故等の発生ごとにその

状況、背景等を記録するとともに、①の様式に従い、介護事

故等について報告すること。 

③ (3)の事故発生の防止のための委員会において、②により

報告された事例を集計し、分析すること。 

④ 事例の分析に当たっては、介護事故等の発生時の状況等を

分析し、介護事故等の発生原因、結果等をとりまとめ、防止

策を検討すること。 

の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を

速やかに行わなければならないこととしたものである。 

   なお、基準省令第３７条第２項の規定に基づき、事故の状

況及び事故に際して採った処置についての記録は、２年間保

存しておかなければならない。 

このほか、以下の点に留意するものとする。 

(1)～(3) （略） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



⑤ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底するこ

と。 

⑥ 防止策を講じた後に、その効果について評価すること。 

(3) 事故発生の防止のための委員会（第１項第３号） 

指定介護老人福祉施設における「事故発生の防止のための検

討委員会」（以下「事故防止検討委員会」という。）は、介護

事故発生の防止及び再発防止のための対策を検討する委員会

であり、幅広い職種（例えば、施設長（管理者）、事務長、医

師、看護職員、介護職員、生活相談員）により構成する。構成

メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の安

全対策を担当する者を決めておくことが必要である。 

なお、事故防止検討委員会は、運営委員会など他の委員会と

独立して設置・運営することが必要であり、責任者はケア全般

の責任者であることが望ましい。 

また、事故防止検討委員会に施設外の安全対策の専門家を委

員として積極的に活用することが望ましい。 

(4) 事故発生の防止のための従業者に対する研修（第１項第３

号） 

介護職員その他の従業者に対する事故発生の防止のための

研修の内容としては、事故発生防止の基礎的内容等の適切な知

識を普及・啓発するとともに、当該指定介護老人福祉施設にお

ける指針に基づき、安全管理の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定介護

老人福祉施設が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期

的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時には

必ず事故発生の防止の研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要であ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



る。研修の実施は、職員研修施設内での研修で差し支えない。

(5) 損害賠償（第４項） 

指定介護老人福祉施設は、賠償すべき事態となった場合に

は、速やかに賠償しなければならない。そのため、損害賠償保

険に加入しておくか若しくは賠償資力を有することが望まし

い。 

 ３２ （略） 

 

第５ ユニット型指定介護老人福祉施設 

 １・２ （略） 

 ３ 設備に関する要件（基準省令第４０条） 

  (1)～(9) （略） 

  (10) ユニット型指定介護老人福祉施設の設備については、上

記の(1)から(9)までによるほか、第３の１及び３を準用す

る。 

 ４・５ （略） 

 ６ 介護 

  (1)～(3) 

  (4) ユニット型指定介護老人福祉施設における介護につい

ては、上記の(1)から(3)までによるほか、第４の１１の(3)

から(7)までを準用する。この場合において、第４の１１

の(7)中「第７項」とあるのは「第８項」と読み替えるも

のとする。 

 ７～９ （略） 

 １０ 勤務体制の確保等 

(1) （略） 

(2) ユニット型指定介護老人福祉施設において配置を義務付け

 
 
 
 
 
 
 ３２ （略） 
 
第５ ユニット型指定介護老人福祉施設 
 １・２ （略） 

３ 設備に関する要件（基準省令第４０条） 

  (1)～(9) （略） 

(10) ユニット型指定介護老人福祉施設の設備については、上

記の(1)から(9)までによるほか、第３の１を準用する。 
 
４・５ （略） 

 ６ 介護 

  (1)～(3) 

  (4) ユニット型指定介護老人福祉施設における介護につい

ては、上記の(1)から(3)までによるほか、第４の１１の(3)

から(6)までを準用する。この場合において、第４の１１

の(6)中「第６項」とあるのは「第７項」と読み替えるも

のとする。 

 ７～９ （略） 

 １０ 勤務体制の確保等 

(1) （略） 

(2) ユニット型指定介護老人福祉施設における介護職員等



ることとしたユニットごとの常勤のユニットリーダーについ

ては、当面は、ユニットケアリーダー研修を受講した従業者（以

下「研修受講者」という。）を各施設（一部ユニット型の施設

も含む。）に２名以上配置する（ただし、２ユニット以下の施

設の場合には、１名でよいこととする。）ほか、研修受講者が

配置されているユニット以外のユニットでは、ユニットにおけ

るケアに責任を持つ（研修受講者でなくても構わない。）従業

者を決めてもらうことで足りるものとする。 

この場合、研修受講者は、研修で得た知識等をリーダー研修

を受講していないユニットの責任者に伝達するなど、当該施設

におけるユニットケアの質の向上の中核となることが求めら

れる。 

また、平成１８年４月１日の時点でリーダー研修を修了した

者が２名に満たない施設については、平成１９年３月３１日ま

での間に満たせばよいこととする。 

なお、今後の研修受講者の状況等を踏まえた上で、配置基準

を再検討する予定であるので、この当面の基準にかかわらず、

多くの従業者について研修を受講していただくよう配慮をお願

いしたい。 

(3) （略） 

の勤務体制については、次の配置を行うことが望ましい。 

 ① 日中については、ユニットごとに常時１人以上の介護

職員又は看護職員を配置すること。 

 ② 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上

の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事

する職員として配置すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (3) （略） 
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（ 別 紙 ６ ）

○ 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について(平成12年老企第44号)（抄）

（傍線の部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

第一 基準省令の性格 第一 基準省令の性格

１ 基準は、介護老人保健施設がその目的を達成するために必要な最低限 １ 基準省令は、介護老人保健施設がその目的を達成するために必要な最

度の基準を定めたものであり、介護老人保健施設の開設者は、常にその 低限の基準を定めたものであり、介護老人保健施設の開設者は、常にそ

事業の運営の向上に努めなければならないこと。 の施設、設備及び運営の向上に努めなければならないこと。

２ 介護保健施設サービスを行う者又は行おうとする者が満たすべき基準 ２ 基準省令を満たさない場合には、法第 条第１項の規定による開設94
等を満たさない場合には、介護老人保健施設の開設許可又は更新は受け 許可は受けられず、また、運営開始後、基準を下回るに至った場合、法

られず、また、基準に違反することが明らかになった場合には、①相当 第 条の規定による設備の使用制限等、法第 条の規定による管101 102
の期限を定めて基準を遵守する勧告を行い、②相当の期限内に勧告に従 理者の変更命令又は法第 条の規定による業務運営の改善命令等の103
わなかったときは、開設者名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対 対象となり、これらの命令に従わない場合には法第 条の規定によ104
応等を公表し③正当な理由が無く、当該勧告に係る措置をとらなかった り許可を取り消すことができるものであること。

ときは、相当の期限を定めて当該勧告に係る措置をとるよう命令するこ

。 、 、とができるものであること ただし ③の命令をした場合には開設者名

命令に至った経緯等を公表しなければならない。なお、③の命令に従わ

ない場合には、当該許可を取り消すこと、又は取り消しを行う前に相当

の期間を定めて許可の全部若しくは一部の効力を停止すること（不適正

なサービスが行われていることが判明した場合、当該サービスに関する

） 。 、 、介護報酬の請求を停止させる ができる ただし 次に掲げる場合には

基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、指定の全部若し

くは一部の停止又は直ちに取り消すことができるものであること。

① 次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために基準に違 ① 次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために基準に違

反したとき 反したとき

イ 介護保健施設サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支 イ 介護保健施設サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支

払を適正に受けなかったとき 払を適正に受けなかったとき

ロ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に対 ロ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に対

して当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の して当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の

利益を供与したとき 利益を供与したとき

ハ 居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退所者 ハ 居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退所者

を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受し を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受し

たとき たとき
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② 入所者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき ② 入所者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき

③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準省令違反があったとき ③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準省令違反があったとき

３ 運営に関する基準に従って施設の運営をすることができなくなったこ ３ 運営に関する基準に従って施設の運営をすることができなくなったこ

とを理由として開設許可が取り消された直後に再度当該施設から介護老 とを理由として開設許可が取り消された直後に再度当該施設から介護老

人保健施設の開設許可の申請がなされた場合には、当該施設が運営に関 人保健施設の開設許可の申請がなされた場合には、当該施設が運営に関

する基準を遵守することを確保することに特段の注意が必要であり、そ する基準を遵守することを確保することに特段の注意が必要であり、そ

の改善状況等が確認されない限り開設許可を行わないものとすること。 の改善状況等が確認されない限り開設許可を行わないものとすること。

第二 人員に関する基準(基準省令第２条) 第二 人員に関する基準(基準省令第２条)

１ 医師 １ 医師

( ) 介護老人保健施設においては、常勤の医師が１人以上配置されて ( ) 介護老人保健施設においては、常勤の医師が１人以上配置されて1 1
いなければならないこと。したがって、入所者数 人未満の介護老 いなければならないこと。したがって、入所者数 人未満の介護老100 100
人保健施設にあっても常勤の医師１人の配置が確保されていなければ 人保健施設にあっても常勤の医師一人の配置が確保されていなければ

ならないこと。また、例えば、入所者数 人の介護老人保健施設に ならないこと。また、例えば、入所者数 人の介護老人保健施設に150 150
あっては、常勤の医師１人のほか、常勤医師 ･ 人に相当する非常勤 あっては、常勤の医師１人のほか、常勤医師 ･ 人に相当する非常勤0 5 0 5
医師の配置が必要となること。なお、サテライト型小規模介護老人保 医師の配置が必要となること。ただし、前段に規定する介護老人保健

健施設及び医療機関併設型小規模介護老人保健施設（以下「サテライ 施設(以下「基本型介護老人保健施設」という。)の開設者が当該介護

ト型小規模介護老人保健施設等」という ）並びに分館型介護老人保 老人保健施設と一体として運営するものとして開設する介護老人保健。

健施設における医師の配置については、次のイ及びロのとおりとする 施設(以下「分館型介護老人保健施設」という。)においては、当該分

こと。 館型介護老人保健施設と一体として運営される基本型介護老人保健施

イ サテライト型小規模介護老人保健施設及び医療機関併設型小規模 設に配置されている医師が配置されるときに限り、非常勤職員をもっ

介護老人保健施設 て充てても差し支えないこと。例えば入所者 人の分館型介護老人30
当該サテライト型小規模介護老人保健施設等と一体として運営さ 保健施設にあっては、 ･ 人分の勤務時間を確保すること。0 3

れる本体施設に配置されている医師が入所者全員の病状等を把握し

施設療養全体の管理に責任を持つ場合であって、入所者の処遇が適

切に行われると認められるときは、これを置かないことができるこ

と。

ロ 分館型介護老人保健施設

当該分館型介護老人保健施設と一体として運営される基本型介護

老人保健施設に配置されている医師が配置されるときに限り、非常

勤職員をもって充てても差し支えないこと。例えば入所者 人の30
分館型介護老人保健施設にあっては、 ･ 人分の勤務時間を確保す0 3
ること。

( ) ( )にかかわらず、病院又は診療所(医師について介護老人保健施 ( ) ( )にかかわらず、病院又は診療所(医師について介護老人保健施2 1 2 1
設の人員基準を満たす余力がある場合に限る。)と併設されている介 設の人員基準を満たす余力がある場合に限る。)と併設されている介
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護老人保健施設（医療機関併設型小規模介護老人保健施設を除く ） 護老人保健施設にあっては、必ずしも常勤の医師の配置は必要でない。

にあっては、必ずしも常勤の医師の配置は必要でないこと。したがっ こと。したがって、複数の医師が勤務する形態であっても、それらの

て、複数の医師が勤務する形態であっても、それらの勤務延時間数が 勤務延時間数が基準に適合すれば差し支えないこと。ただし、このう

基準に適合すれば差し支えないこと。ただし、このうち一人は、入所 ち一人は、入所者全員の病状等を把握し施設療養全体の管理に責任を

者全員の病状等を把握し施設療養全体の管理に責任を持つ医師としな 持つ医師としなければならないこと。なお、兼務の医師については、

ければならないこと。なお、兼務の医師については、日々の勤務体制 日々の勤務体制を明確に定めておくこと。

を明確に定めておくこと。

４ 支援相談員 ４ 支援相談員

（略） （略）

( ) 支援相談員の員数は、基準省令により算定した数以上の常勤職員 ( ) 支援相談員の員数は、基準省令により算定した数以上の常勤職員2 2
を配置しなければならないこと。なお、サテライト型小規模介護老人 を配置しなければならないこと。

保健施設等並びに分館型介護老人保健施設における支援相談員の配置

については、次のイ及びロのとおりとすること。

イ サテライト型小規模介護老人保健施設及び医療機関併設型小規模

介護老人保健施設

当該サテライト型小規模介護老人保健施設等と一体として運営さ

れる本体施設に配置されている支援相談員によるサービス提供が、

本体施設及びサテライト型小規模介護老人保健施設等の入所者に適

切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

ロ 分館型介護老人保健施設

分館型介護老人保健施設においては、１( )に規定する介護老人 ただし、分館型介護老人保健施設においては、基本型介護老人保健1
保健施設（以下「基本型介護老人保健施設」という ）に配置され 施設に配置されている支援相談員が配置されるときに限り、非常勤職。

ている支援相談員が配置されるときに限り、非常勤職員をもって充 員をもって充てて差し支えないこと。例えば入所者 人の分館型介30
てて差し支えないこと。例えば入所者 人の分館型介護老人保健 護老人保健施設にあっては、 ･ 人分の勤務時間を確保すること。30 0 3
施設にあっては、 ･ 人分の勤務時間を確保すること。0 3

５ 理学療法士又は作業療法士 ５ 理学療法士又は作業療法士

理学療法士又は作業療法士は、介護老人保健施設の入所者に対するサ 理学療法士又は作業療法士は、介護老人保健施設の入所者に対するサ

ービスの提供時間帯以外の時間において指定訪問リハビリテーションの ービスの提供時間帯以外の時間において指定訪問リハビリテーションの

サービス提供に当たることは差し支えないものである。 サービス提供に当たることは差し支えないものである。

ただし、介護老人保健施設の理学療法士又は作業療法士の常勤換算方 ただし、介護老人保健施設の理学療法士又は作業療法士の常勤換算方

法における勤務時間数に、指定訪問リハビリテーションに従事した勤務 法における勤務時間数に、指定訪問リハビリテーションに従事した勤務

時間は含まれないこと。 時間は含まれないこと。

サテライト型小規模介護老人保健施設及び医療機関併設型小規模介護

老人保健施設については、当該サテライト型小規模介護老人保健施設等

と一体として運営される本体施設に配置されている理学療法士又は作業
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療法士によるサービス提供が、本体施設及びサテライト型小規模介護老

人保健施設等の入所者に適切に行われると認められるときは、これを置

かないことができる。

６ 栄養士 ６ 栄養士

入所定員が 人以上の施設においては常勤職員を１人以上配置する 入所定員が 人以上の施設においては常勤職員を１人以上配置する100 100
こととしたものである。ただし、同一敷地内にある病院等の栄養士がい こととしたものである。ただし、同一敷地内にある病院等の栄養士がい

ることにより、栄養指導等の業務に支障がない場合には、兼務職員をも ることにより、栄養指導等の業務に支障がない場合には、兼務職員をも

って充てても差し支えないこと。 って充てても差し支えないこと。

なお、 人未満の施設においても常勤職員の配置に努めるべきであ なお、 人未満の施設においても常勤職員の配置に努めるべきであ100 100
ること。 ること。

また、当該サテライト型小規模介護老人保健施設等と一体として運営

される本体施設に配置されている理学療法士又は作業療法士によるサー

ビス提供が、本体施設及びサテライト型小規模介護老人保健施設等の入

所者に適切に行われると認められるときは、これを置かないことができ

る。

７ 介護支援専門員 ７ 介護支援専門員

( )・( ) （略） ( )・( ) （略）1 2 1 2
( ） 当該サテライト型小規模介護老人保健施設等と一体として運営さ3
れる本体施設に配置されている介護支援専門員によるサービス提供

が、本体施設及びサテライト型小規模介護老人保健施設等の入所者に

適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

９ 経過措置

、（削除） 平成 年３月 日の時点で現に存する介護老人保健施設であって15 31
基準省令附則第３条の規定の適用を受けて介護支援専門員を配置してい

ないもののうち、入所定員が 人以下のもの（以下「小規模施設」と19
いう ）は、平成 年３月 日までの間は、指定居宅介護支援事業者。 18 31
（当該小規模施設の開設者を除く ）に施設サービス計画の作成等の業。

務を委託できることとし、その場合には当該小規模施設に介護支援専門

員を配置しないでよいこととした。

また、当該小規模施設に介護支援専門員を配置しない場合は、基準省

令第 条の２第４号及び第５号に規定する業務は当該小規模施設の従24
業者が行うこととした （介護老人保健施設の事業の人員、施設及び設。

備並びに運営に関する基準の一部を改正する省令（平成 年厚生労働15
省令第 号）附則第２条）31
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９ 用語の定義 用語の定義10
（略） （略）

第三 施設及び設備に関する基準 第三 施設及び設備に関する基準

１ 一般原則 １ 一般原則

( ) 施設に係る一般原則1
①・② ( )・( )1 2

( ) 小規模介護老人保健施設等の定義2
① サテライト型小規模介護老人保健施設

イ サテライト型小規模介護老人保健施設は、当該施設を設置しよ

うとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設

（以下「本体施設」という ）との密接な連携を確保しつつ、本。

体施設とは別の場所で運営され、入所者の在宅への復帰の支援を

目的とする定員 人以下の介護老人保健施設をいう。29
ロ 本体施設と密接な連携を確保する具体的な要件は、本体施設と

サテライト型小規模介護老人保健施設は、自動車等による移動に

要する時間がおおむね 分以内の近距離であること。本体施設20
の医師等又は協力病院が、サテライト型小規模介護老人保健施設

の入所者の病状急変等の事態に適切に対応できる体制を採るこ

と。

ハ サテライト型小規模介護老人保健施設は、本体失せ津に１か所

の設置とする。

② 医療機関併設型小規模介護老人保健施設

イ 医療機関併設型小規模介護老人保健施設は、病院又は診療所に

併設（同一敷地内又は隣接する敷地において、サービスの提供、

夜勤を行う職員の配置等が一体的に行われているものを指すこ

と ）され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員 人。 29
以下の介護老人保健施設であって、前項に規定するサテライト型

小規模介護老人保健施設以外のものをいう。

ロ 医療機関併設型小規模介護老人保健施設は、病院又は診療所に

１カ所の設置とする。

③ 分館型介護老人保健施設

分館型介護老人保健施設(以下「分館型介護老人保健施設」とい

12 9う。)は 「分館型介護老人保健施設の整備について （平成 年、 」

） 、月 日老振第 号 に示された従来から整備してきた施設であり5 53
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介護老人保健施設の開設者が当該介護老人保健施設と一体として運

営するものとして開設する介護老人保健施設であって過疎地域自立

促進特別措置法等に規定する地域に整備された施設である。

２ 施設に関する基準 ２ 施設に関する基準

( ) 施設に関する基準1
① 基準省令第３条第１項各号に掲げる施設(設置の義務付けられて ( ) 基準省令第３条第１項各号に掲げる施設(設置の義務づけられてい1
いるもの)については、次の点に留意すること。 るもの)については、次の点に留意すること。

イ・ロ ①・②

② 各施設については、基準省令第３条第２項に定めるもののほか、 ( ) 各施設については、基準省令第３条第２項に定めるもののほか、2
次の点に留意すること。 次の点に留意すること。

イ 療養室 ① 療養室

（略） （略）

ロ 診察室 ② 診察室

（略） （略）

ハ 機能訓練室 ③ 機能訓練室

介護老人保健施設で行われる機能訓練は、理学療法士又は作業 介護老人保健施設で行われる機能訓練は、理学療法士又は作業療

療法士の指導下における運動機能や (日常生活動作能力)の 法士の指導下における運動機能や (日常生活動作能力)の改善ADL ADL
改善を中心としたものであるので、これに必要な器械・器具を備 を中心としたものであるので、これに必要な器械・器具を備えるこ

えること。ただし、サテライト型小規模介護老人保健施設及び医 と。

40療機関併設型小規模介護老人保健施設の場合は 機能訓練室は、

、 。平方メートル以上の面積を有し 必要な器械・器具を備えること

ニ～リ ④～⑧

リ その他 ⑨ その他

ａ～ｃ イ～ハ

③ 基準省令第３条第３項は、同条第１項各号に定める各施設が当該 ( ) 基準省令第３条第３項は、同条第１項各号に定める各施設が当該3
介護老人保健施設の用に専ら供するものでなければならないことと 介護老人保健施設の用に専ら供するものでなければならないこととし

したものであるが、介護老人保健施設と病院、診療所（医療機関併 たものであるが、介護老人保健施設と病院、診療所又は指定介護老人

設型小規模介護老人保健施設を除く ）又は指定介護老人福祉施設 福祉施設等の社会福祉施設(以下「病院等」という。)とが併設される。

等の社会福祉施設 以下 病院等 という とが併設される場合(同 場合(同一敷地内にある場合、又は公道をはさんで隣接している場合（ 「 」 。）

一敷地内にある場合 又は公道をはさんで隣接している場合をいう をいう。以下同じ。)に限り、次に掲げるところにより、同条第３項、 。

以下同じ。)に限り、次に掲げるところにより、同条第３項ただし ただし書が適用されるものであるので、併設施設(介護老人保健施設

書が適用されるものであるので、併設施設(介護老人保健施設に併 に併設される病院等をいう。以下同じ。)と施設を共用する場合の運

設される病院等をいう。以下同じ。)と施設を共用する場合の運用 用に当たっては留意すること。

に当たっては留意すること。

イ 次に掲げる施設については、併設施設との共用は認められない ① 次に掲げる施設については、併設施設との共用は認められないも
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ものであること。 のであること。

ａ 療養室 イ 療養室

ｂ 診察室 ロ 談話室

ハ サービス・ステーション

ニ 洗面所

ホ 便所

ロ イに掲げる施設以外の施設は、介護老人保健施設と併設施設双 ② ①に掲げる施設以外の施設は、介護老人保健施設と併設施設双方

方の施設基準を満たし、かつ、当該介護老人保健施設の余力及び の施設基準を満たし、かつ、当該介護老人保健施設の余力及び当該

当該施設における介護保健施設サービス等を提供するための当該 施設における介護保健施設サービス等を提供するための当該施設の

施設の使用計画(以下「利用計画」という。)からみて両施設の入 使用計画(以下「利用計画」という。)からみて両施設の入所者の処

所者の処遇に支障がない場合に限り共用を認めるものであるこ 遇に支障がない場合に限り共用を認めるものであること。

と。

ハ 共用する施設についても介護老人保健施設としての許可を与え ③ 共用する施設についても介護老人保健施設としての許可を与える

ることとなるので、例えば、併設の病院と施設を共用する場合に こととなるので、例えば、併設の病院と施設を共用する場合には、

は、その共用施設については医療法上の許可と介護老人保健施設 その共用施設については医療法上の許可と介護老人保健施設の許可

の許可とが重複するものであること。 とが重複するものであること。

④ 設置が義務づけられている施設のほか、家族相談室、ボランティ ( ) 設置が義務づけられている施設のほか、家族相談室、ボランティ4
ア・ルーム、家族介護教室は、介護老人保健施設の性格等からみて ア・ルーム、家族介護教室は、介護老人保健施設の性格等からみて設

設置が望ましいので、余力がある場合には、その設置につき配慮す 置が望ましいので、余力がある場合には、その設置につき配慮するこ

ること。 と。

( ) サテライト型小規模介護老人保健施設等の施設に関する基準2
① サテライト型小規模介護老人保健施設

サテライト型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、本体施

設の施設を利用することにより当該サテライト型小規模介護老人保

健施設及び当該本体施設の入所者の処遇が適切に行われると認めら

れるときは、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室をを有しな

いことができることとした。

② 医療機関併設型小規模介護老人保健施設

医療機関併設型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、併設

される病院又は診療所の施設を利用することにより、当該医療機関

併設型小規模介護老人保健施設及び当該病院又は診療所の入所者及

び入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、療養室及

、 。び診察室を除き これらの施設を有しないことができることとした

「 」 、( ) 火災に係る入所者の安全性が確保されている と認めるときは3
次の点を考慮して判断されたい。
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① 基準第３条第２項各号の要件のうち、満たしていないものについ

ても、一定の配慮措置が講じられていること。

② 日常における又は火災時の火災に係る安全性の確保が、入所者が

身体的、精神的に障害を有する者であることにかんがみてなされて

いること。

③ 管理者及び防火管理者は、当該介護老人保健施設の建物の燃焼性

に対する知識を有し、火災の際の危険性を十分認識するとともに、

職員等に対して、火気の取扱いその他火災予防に関する指導監督、

防災意識の高揚に努めること。

④ 定期的に行うこととされている避難等の訓練は、当該介護老人保

健施設の建物の燃焼性を十分に勘案して行うこと。

第四 運営に関する基準 第四 運営に関する基準

看護及び医学的管理の下における介護 看護及び医学的管理の下における介護16 16
( )・( ) （略） ( )・( ) （略）1 2 1 2
( ) 「介護老人保健施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行う3
とともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならな

い 」とは、褥瘡の予防に関わる施設における整備や褥瘡に関する基。

礎的知識を持ち、日常的なケアにおいて介護職員等が配慮することに

、 。 、より 褥瘡発生の予防効果を向上させることを想定している 例えば

次のようなことが考えられる。

① 当該施設における褥瘡のハイリスク者（日常生活自立度が低い入

所者等）に対し、褥瘡予防のための計画の作成、実践並びに評価を

する。

② 当該施設において、専任の施設内褥瘡予防対策を担当する者（看

護師が望ましい ）を決めておく。。

③ 医師、看護職員、介護職員、栄養士等からなる褥瘡対策チームを

設置する。

④ 当該施設における褥瘡対策のための指針を整備する。

⑤ 介護職員等に対し、褥瘡対策に関する施設内職員継続教育を実施

する。

また、施設外の専門家による相談、指導を積極的に活用することが

望ましい。

19 管理者による管理(基準省令第23条) 管理者による管理(基準省令第 条)19 23
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介護老人保健施設の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該介 介護老人保健施設の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該介

護老人保健施設の管理業務に従事するものである。ただし、以下の場合で 護老人保健施設の管理業務に従事するものである。ただし、以下の場合で

あって、介護老人保健施設の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼 あって、当該介護老人保健施設の管理業務に支障がないときは、他の職務

ねることができるものとする。 を兼ねることができるものとする。

( ) 当該介護老人保健施設の従業者としての職務に従事する場合 ( ) 当該介護老人保健施設の従業者としての職務に従事する場合1 1
( ) 当該介護老人保健施設と同一敷地内にある他の事業所、施設等の ( ) 当該介護老人保健施設と同一敷地内にある他の事業所、施設等の2 2
管理者又は従業者としての職務に従事する場合であって、特に当該介 管理者又は従業者としての職務に従事する場合であって、特に当該介

護老人保健施設の管理業務に支障がないと認められる場合 護老人保健施設の管理業務に支障がないと認められる場合

( ) 当該介護老人保健施設がサテライト型小規模介護老人保健施設 当3 （

。） 、該本体施設と密接な連携を有するものに限る である場合であって

当該サテライト型居住施設の本体施設の管理者又は従業者としての職

務に従事する場合

非常災害対策 非常災害対策24 24
( ) 基準省令第 条は、介護老人保健施設の入所者の特性に鑑み、 ( ) 基準省令第 条は、介護老人保健施設の入所者の特性に鑑み、1 28 1 28
非常災害に際して必要な具体的計画の策定、関係機関への通報及び連 非常災害に際して必要な具体的計画の樹立、避難、救出訓練の実施等

携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期さなければ の対策に万全を期さなければならないこととしたものであること。

ならないこととしたものである。

( ) 「消火設備その他の非常災害に際して必要な設備」とは、消防法 ( ) 「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則第３条に2 2
（昭和 年法律第 号）その他の法令等に規定された設備を示し 規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための計画を23 186
ており、それらの設備を確実に設置しなければならないものである。 いうこと。なお、この場合、消防計画の樹立及びこれに基づく消防業

(3) 基準省令第28条は、介護老人保健施設の開設者は、非常災害に際 務の実施は、消防法第８条の規定による防火管理者に行わせること。

、 、して必要な具体的計画の策定 関係機関への通報及び連携体制の整備

避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期さなければならないことと

したものである。関係機関への通報及び連携体制の整備とは、火災等

の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業

員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図

り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体制作りを

求めることとしたものである。なお「非常災害に関する具体的計画」

とは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号）第３条に規定する

消防計画（これに準ずる計画を含む ）及び風水害、地震等の災害に。

対処するための計画をいう。この場合、消防計画の策定及びこれに基

づく消防業務の実施は、消防法第８条の規定により防火管理者を置く

こととされている介護老人保健施設にあってはその者に行わせるもの

とする。また、防火管理者を置かなくてもよいこととされている介護



- 10 -

老人保健施設においても、防火管理について責任者を定め、その者に

消防計画に準ずる計画の樹立等の業務を行わせるものとする。

衛生管理 衛生管理25 25

( ) 基準省令第 条は、介護老人保健施設の必要最低限の衛生管理 基準省令第 条は、介護老人保健施設の必要最低限の衛生管理等を規1 29 29
等を規定したものであるが、このほか、次の点に留意すること。 定したものであるが、このほか、次の点に留意すること。

①～⑤ ( )～( )1 5
(2) 基準第29条に規定する感染症又は食中毒が発生し、又はまん延し

ないように講ずるべき措置については、具体的には次のイからニまで

の取扱いとすること。

① 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討す

る委員会

当該施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のた

めの対策を検討する委員会（以下「感染対策委員会」という ）で。

あり、幅広い職種（例えば、施設長（管理者 、事務長、医師、看）

護職員、介護職員、栄養士、生活相談員）により構成する。構成メ

ンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の感染対策

を担当する者（以下「感染対策担当者」という ）を決めておくこ。

とが必要である。

なお、感染対策委員会は、運営委員会など施設内の他の委員会と

独立して設置・運営することが必要であり、感染対策担当者は看護

師であることが望ましい。

また、施設外の感染管理等の専門家を委員として積極的に活用す

ることが望ましい。

② 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針

当該施設における「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の

ための指針」には、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。

平常時の対策としては、施設内の衛生管理（環境の整備、排泄物

の処理、血液・体液の処理等 、日常のケアにかかる感染対策（標）

準的な予防策（例えば、血液・体液・分泌液・排泄物（便）などに

触れるとき、傷や創傷皮膚に触れるときどのようにするかなどの取

り決め 、手洗いの基本、早期発見のための日常の観察項目）等、）

発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機

関や保健所、市町村における施設関係課等の関係機関との連携、医

療処置、行政への報告等が想定される。また、発生時における施設
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内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記してお

くことも必要である。

なお、それぞれの項目の記載内容の例については 「高齢者介護、

施設における感染対策マニュアル （http://www.mhlw.go.jp/topi」

cs/kaigo/osirase/tp0628-1/index.html）を参照されたい。

③ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修

介護職員その他の従業者に対する「感染症及び食中毒の予防及び

まん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の

適切な知識を普及・啓発するとともに、当該施設における指針に基

づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該施設が指針に

基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を

開催するとともに、新規採用時には必ず感染対策研修を実施するこ

。 、 、とが重要である また 調理や清掃などの業務を委託する場合には

委託を受けて行う者に対しても、施設の指針が周知されるようにす

る必要がある。

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。

研修の実施は、職員研修施設内での研修で差し支えない。

④ 施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確

認することが必要であるが、その結果感染症や既往であっても、一

定の場合を除き、サービス提供を断る正当な理由には該当しないも

のである。こうした者が入所する場合には、感染対策担当者は、介

護職員その他の従業者に対し、当該感染症に関する知識、対応等に

ついて周知することが必要である。

地域との連携等 地域との連携等30 30
( ) 基準省令第 条第１項は、介護老人保健施設が地域に開かれた ( ) 基準省令第 条第１項は、介護老人保健施設が地域に開かれた1 35 1 35
ものとして運営されるよう、地域の住民やボランティア団体等との連 ものとして運営されるよう、地域の住民やボランティア団体等との連

携及び協力を行う等の地域との交流に図らなければならないこととし 携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないこととし

たものである。 たものである。

( ) （略） ( ) （略）2 2

31 事故発生の防止及び発生時の対応 事故発生時の対応31
① 事故発生の防止のための指針

介護老人保健施設が整備する 事故発生の防止のための指針 には 基準省令第 条は、入所者が安心して介護保健施設サービスの提供を「 」 、 36
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次のような項目を盛り込むこととする。 受けられるよう、介護老人保健施設は、サービスの提供により事故が発生

イ 施設における介護事故の防止に関する基本的考え方 した場合は速やかに市町村、当該入所者の家族等に対して連絡を行う等の

ロ 介護事故の防止のための委員会その他施設内の組織に関する事項 必要な措置を講じるべきこととするとともに、事故の状況及び事故に際し

ハ 介護事故の防止のための職員研修に関する基本方針 て採った処置について記録し、また、入所者に対する介護保健施設サービ

ニ 施設内で発生した介護事故、介護事故には至らなかったが介護事 スの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行

故が発生しそうになった場合（ヒヤリ・ハット事例）及び現状を放 わなければならないこととしたものである。

置しておくと介護事故に結びつく可能性が高いもの（以下「介護事 なお、基準省令第 条第２項の規定に基づき、事故の状況及び事故に38
故等」という ）の報告方法等の介護に係る安全の確保を目的とし 際して採った処置についての記録は、２年間保存しておかなければならな。

た改善のための方策に関する基本方針 い。このほか、以下の点に留意するものとする。

ホ 介護事故等発生時の対応に関する基本方針 ( ) 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提1
へ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 供により事故が発生した場合の対応方法について、あらかじめ定めて

ト その他介護事故等の発生の防止の推進のために必要な基本方針 おくことが望ましいこと。

② 事実の報告及びその分析を通じた改善策の職員に対する周知徹底 ( ) 介護老人保健施設は、賠償すべき事態となった場合には、速やか2
介護老人保健施設が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底す に賠償しなければならない。そのため、損害賠償保険に加入しておく

る目的は、介護事故等について、施設全体で情報共有し、今後の再発 か若しくは賠償資力を有することが望ましいこと。

防止につなげるためのものであり、決して職員の懲罰を目的としたも ( ) 介護老人保健施設は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再3
のではないことに留意することが必要である。 発生を防ぐための対策を講じること。

具体的には、次のようなことを想定している。

イ 介護事故等について報告するための様式を整備すること。

ロ 介護職員その他の職員は、介護事故等の発生又は発見ごとにその

状況、背景等を記録するとともに、イの様式に従い、介護事故等に

ついて報告すること。

ハ ③の事故発生の防止のための委員会において、ロにより報告され

た事例を集計し、分析すること。

、 、ニ 事例の分析に当たっては 介護事故等の発生時の状況等を分析し

介護事故等の発生原因、結果等をとりまとめ、防止策を検討するこ

と。

ホ 報告された事例及び分析結果を職員に周知徹底すること。

へ 防止策を講じた後に、その効果について評価すること。

③ 事故発生の防止のための委員会

介護老人保健施設における「事故発生の防止のための検討委員会」

（以下「事故防止検討委員会」という ）は、介護事故発生の防止及。

び再発防止のための対策を検討する委員会であり、幅広い職種（例え

ば、施設長（管理者 、事務長、医師、看護職員、介護職員、生活相）

談員）により構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にす
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るとともに、専任の安全対策を担当する者を決めておくことが必要で

ある。

なお、事故防止検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立し

て設置・運営することが必要であり、責任者はケア全般の責任者であ

ることが望ましい。

また、事故防止検討委員会に施設外の安全対策の専門家を委員とし

て積極的に活用することが望ましい。

④ 事故発生の防止のための職員に対する研修

介護職員その他の職員に対する事故発生の防止のための研修の内容

としては、事故発生防止の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発す

るとともに、介護老人保健施設における指針に基づき、安全管理の徹

底を行うものとする。

職員教育を組織的に徹底させていくためには、介護老人保健施設が

、 （ ）指針に基づいた研修プログラムを作成し 定期的な教育 年２回以上

を開催するとともに、新規採用時には必ず事故発生の防止の研修を実

施することが重要である。

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修

の実施は、職員研修施設内での研修で差し支えない。

⑤ 損害賠償

介護老人保健施設は、賠償すべき事態となった場合には、速やかに

賠償しなければならない。そのため、損害賠償保険に加入しておくか

若しくは賠償資力を有することが望ましい。

第五 ユニット型介護老人保健施設 第五 ユニット型介護老人保健施設

１・２（略） １・２（略）

３ 設備の基準（基準省令第４１条） ３ 設備の基準（基準省令第４１条）

( ) ユニット型小規模介護老人保健施設等の定義1
① ユニット型サテライト型小規模介護老人保健施設

イ ユニット型サテライト型小規模介護老人保健施設は、当該施設

を設置しようとする者により設置される当該施設以外のユニット

型介護老人保健施設（以下「本体施設」という ）との密接な連。

携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営され、入所者の在

宅への復帰の支援を目的とする定員 人以下のユニット型介護29
老人保健施設をいう。

ロ 本体施設と密接な連携を確保する具体的な要件は、本体施設と
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ユニット型サテライト型小規模介護老人保健施設は、自動車等に

。よる移動に要する時間がおおむね 分以内の近距離であること20
本体施設の医師等又は協力病院が、ユニット型サテライト型小規

模介護老人保健施設の入所者の病状急変等の事態に適切に対応で

きる体制を採ること。

② ユニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施設

ユニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施設は、病院又は

診療所に併設され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員

人以下のユニット型介護老人保健施設であって、前項に規定す29
るユニット型サテライト型小規模介護老人保健施設以外のものをい

う。

(2) 設備の基準

①～③ （略） ⑴～⑶ （略）

④ 療養室（第１号イ） ⑷ 療養室（第１号イ）

イ 上記①のとおりユニットケアには個室が不可欠なことから、療 ① 上記⑴のとおりユニットケアには個室が不可欠なことから、療養

養室の定員は１人とする。ただし、夫婦で療養室を利用する場合 室の定員は１人とする。ただし、夫婦で療養室を利用する場合など

などサービスの提供上必要と認められる場合は、２人部屋とする サービスの提供上必要と認められる場合は、２人部屋とすることが

ことができる。 できる。

ロ 療養室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニッ ② 療養室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニット

トの共同生活室に近接して一体的に設けなければならない。 の共同生活室に近接して一体的に設けなければならない。

、 、「 」この場合 「当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設 この場合 当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設け

け」られる療養室とは、次の３つをいう。 られる療養室とは、次の３つをいう。

ａ 当該共同生活室に隣接している療養室 イ 当該共同生活室に隣接している療養室

ｂ 当該共同生活室に隣接してはいないが、④の療養室と隣接し ロ 当該共同生活室に隣接してはいないが、イの療養室と隣接して

ている療養室 いる療養室

ｃ その他当該共同生活室に近接して一体的に設けられている療 ハ その他当該共同生活室に近接して一体的に設けられている療養

養室（他の共同生活室のａ及びｂに該当する療養室を除く ） 室（他の共同生活室のイ及びロに該当する療養室を除く ）。 。

ハ ユニットの入居定員 ③ ユニットの入居定員

ユニット型介護老人保健施設は、各ユニットにおいて入居者が ユニット型介護老人保健施設は、各ユニットにおいて入居者が相

相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援す 互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するも

るものであることから、１のユニットの入居定員は、１０人以下 のであることから、１のユニットの入居定員は、１０人以下とする

とすることを原則とする。 ことを原則とする。

ただし、敷地や建物の構造上の制約など特別の事情によりやむ ただし、敷地や建物の構造上の制約など特別の事情によりやむを

を得ない場合であって、各ユニットにおいて入居者が相互に社会 得ない場合であって、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関

的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するのに支障 係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するのに支障がない
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がないと認められる場合には、当分の間、次の２つの要件を満た と認められる場合には、当分の間、次の２つの要件を満たした場合

した場合に限り、入居定員が１０人を超えるユニットも認める。 に限り、入居定員が１０人を超えるユニットも認める。

ａ・ｂ イ・ロ

ニ 療養室の面積等 ④ 療養室の面積等

（略） （略）

ａ ユニット型個室 イ ユニット型個室

ｂ ユニット型準個室 ロ ユニット型準個室

ユニットに属さない療養室を改修してユニットを造る場合で ユニットに属さない療養室を改修してユニットを造る場合であ

あり、床面積は、10.65平方メートル以上（療養室内に洗面所 り、床面積は、10.65平方メートル以上（療養室内に洗面所が設

が設けられているときはその面積を含み、療養室内に便所が設 けられているときはその面積を含み、療養室内に便所が設けられ

けられているときはその面積を除く ）とすること。この場合 ているときはその面積を除く ）とすること。この場合にあって。 。

にあっては、入居者同士の視線が遮断され、入居者のプライバ は、入居者同士の視線が遮断され、入居者のプライバシーが十分

シーが十分に確保されていれば、天井と壁との間に一定の隙間 に確保されていれば、天井と壁との間に一定の隙間が生じていて

が生じていても差し支えない。 も差し支えない。

壁については、家具等のように可動のもので室内を区分した 壁については、家具等のように可動のもので室内を区分しただ

だけのものは認められず、可動でないものであって、プライバ けのものは認められず、可動でないものであって、プライバシー

シーの確保のために適切な素材であることが必要である。 の確保のために適切な素材であることが必要である。

療養室であるためには、一定程度以上の大きさの窓が必要で 療養室であるためには、一定程度以上の大きさの窓が必要であ

あることから、多床室を仕切って窓のない療養室を設けたとし ることから、多床室を仕切って窓のない療養室を設けたとしても

ても準個室としては認められない。 準個室としては認められない。

また、療養室への入口が、複数の療養室で共同であったり、 また、療養室への入口が、複数の療養室で共同であったり、カ

カーテンなどで仕切られているに過ぎないような場合には、十 ーテンなどで仕切られているに過ぎないような場合には、十分な

分なプライバシーが確保されているとはいえず、準個室として プライバシーが確保されているとはいえず、準個室としては認め

は認められないものである。 られないものである。

なお、平成17年10月１日に現に存する介護老人保健施設（建 なお 平成１７年１０月１日に現に存する介護老人保健施設 建、 （

築中のものを含む ）が同日において現に有しているユニット 築中のものを含む が同日において現に有しているユニット 同。 。） （

（同日以降に改築されたものを除く ）にあっては、10.65平 日以降に改築されたものを除く ）にあっては、10.65平方メート。 。

方メートル以上を標準とするものであれば足りるものとする。 ル以上を標準とするものであれば足りるものとする。

入居者へのサービス提供上必要と認められる場合に２人部屋 入居者へのサービス提供上必要と認められる場合に２人部屋と

とするときは21.3平方メートル以上を標準としていることにつ するときは21.3平方メートル以上を標準としていることについて

いては、21.3平方メートル以上とすることが原則であるが、平 は、21.3平方メートル以上とすることが原則であるが、平成17年

成17年10月１日に現に存する介護老人保健施設が、その建物を 10月１日に現に存する介護老人保健施設が、その建物を同日以降

同日以降に改修してユニットを造る場合に、現にある建物の構 に改修してユニットを造る場合に、現にある建物の構造や敷地上

造や敷地上の制約など特別の事情によって当該面積を確保する の制約など特別の事情によって当該面積を確保することが困難で

ことが困難であると認められるときには、上記の趣旨を損なわ あると認められるときには、上記の趣旨を損なわない範囲で、２
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ない範囲で、21.3平方メートル未満であっても差し支えないと １．３平方メートル未満であっても差し支えないという趣旨であ

いう趣旨である。 る。

なお、ユニットに属さない療養室を改修してユニットを造る なお、ユニットに属さない療養室を改修してユニットを造る場

場合に、療養室がｂの要件を満たしていれば、ユニット型個室 合に、療養室がイの要件を満たしていれば、ユニット型個室に分

に分類される。 類される。

⑤ 共同生活室（第１号ロ） ⑸ 共同生活室（第１号ロ）

イ 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユ ① 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユ

ニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所とし ニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所とし

てふさわしい形状を有するものでなければならない。このために てふさわしい形状を有するものでなければならない。このために

は、次の２つの要件を満たす必要がある。 は、次の２つの要件を満たす必要がある。

ａ・ｂ （略） イ・ロ

ロ・ハ （略） ②・③ （略）

⑥～⑨ （略） ⑹～⑼ （略）

⑩ ユニット型介護老人保健施設の設備については、上記の⑴から⑼ ⑽ ユニット型介護老人保健施設の設備については、上記の⑴から⑼ま

までによるほか、第３の規定（２の⑵の④、４の⑴、４の⑵、４の でによるほか、第３の規定（２の⑵の④、４の⑴、４の⑵、４の⑸の

⑸の①及び４の⑸の③を除く ）を準用する。この場合において、 ①及び４の⑸の③を除く ）を準用する。この場合において、第３の。 。

第３の２の⑴中「基準省令第３条第１項各号」とあるのは「基準省 ２の⑴中「基準省令第３条第１項各号」とあるのは「基準省令第４１

令第４１条第１項各号」と、第３の２の⑴の①中「機能訓練室、談 条第１項各号」と、第３の２の⑴の①中「機能訓練室、談話室、食堂

話室、食堂及びレクリエーション・ルーム」とあるのは「機能訓練 及びレクリエーション・ルーム」とあるのは「機能訓練室及び共同生

室及び共同生活室」と、⑴の②中「談話室とレクリエーション・ル 活室」と、⑴の②中「談話室とレクリエーション・ルームの兼用並び

ームの兼用並びに洗面所と便所、洗濯室と汚物処理室」とあるのは に洗面所と便所、洗濯室と汚物処理室」とあるのは「洗面所と便所、

洗面所と便所 洗濯室と汚物処理室 と 第３の２の⑵の⑨中 療 洗濯室と汚物処理室」と、第３の２の⑵の⑨中「療養室、談話室、食「 、 」 、 「

養室、談話室、食堂、調理室」とあるのは「療養室、共同生活室及 堂、調理室」とあるのは「療養室、共同生活室及び調理室」と、第３

び調理室」と、第３の３の⑴中「静養室、談話室、食堂、浴室、レ の３の⑴中「静養室、談話室、食堂、浴室、レクリエーション・ルー

クリエーション・ルーム、便所等」とあるのは「共同生活室、浴室 ム、便所等」とあるのは「共同生活室、浴室及び便所等」と読み替え

及び便所等」と読み替えるものとする。 るものとする。

６ 看護及び医学的管理の下における介護 （第４４条） ６ 看護及び医学的管理の下における介護 （第４４条）

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略）

⑷ ユニット型介護老人保健施設における看護及び医学的管理の下にお ⑷ ユニット型介護老人保健施設における看護及び医学的管理の下にお

ける介護については、上記の⑴から⑶までによるほか、第４の１６の ける介護については、上記の⑴から⑶までによるほか、第４の１６の

⑴から⑶までを準用する。 ⑴及び⑵を準用する。

10 勤務体制の確保等 （第４８条） 10 勤務体制の確保等 （第４８条）

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ ユニット型介護老人保健施設において配置を義務付けることとした ⑵ ユニット型介護老人保健施設における介護職員等の勤務体制につい
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ユニットごとの常勤のユニットリーダーについては、当面は、ユニッ ては、次の配置を行うことが望ましい。

トケアリーダー研修を受講した職員（以下「研修受講者」という ） ① 日中については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看。

を各施設（一部ユニット型の施設も含む ）に２名以上配置する（た 護職員を配置すること。。

だし、２ユニット以下の施設の場合には。１名でよいこととする ） ② 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員。

ほか、研修受講者が配置されているユニット以外のユニットでは、ユ 又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置する

ニットにおけるケアに責任を持つ 研修受講者でなくても構わない こと。（ 。）

職員を決めてもらうことで足りるものとする。

この場合、研修受講者は、研修で得た知識等をリーダー研修を受講

していないユニットの責任者に伝達するなど、当該施設におけるユニ

ットケアの質の向上の中核となることが求められる。

また、平成 年４月１日の時点でリーダー研修を修了した者が２18
名に満たない施設については、平成 年３月 日までの間に満た19 31
せばよいこととする。

なお、今後の研修受講者の状況等を踏まえた上で、配置基準を再検

討する予定であるので、この当面の基準にかかわらず、多くの職員に

ついて研修を受講していただくよう配慮をお願いしたい。

⑶ （略） ⑶ （略）

11 （略） 11 （略）

第６ 一部ユニット型介護老人保健施設 第６ 一部ユニット型介護老人保健施設

（略） （略）
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（ 別 紙 ７ ）

○ 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について(平成12年老企第45号)（抄）

（傍線の部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

第１ 基準省令の性格 第１ 基準省令の性格

１ 基準省令は、指定介護療養型医療施設がその目的を達成するために必 １ 基準省令は、指定介護療養型医療施設がその目的を達成するために必

要な最低限度の基準を定めたものであり、指定介護療養型医療施設は、 要な最低限度の基準を定めたものであり、指定介護療養型医療施設は、

常にその運営の向上に努めなければならないこと。 常にその運営の向上に努めなければならないこと。

２ 指定介護療養施設サービスを行う者又は行おうとする者が満たすべき ２ 指定介護療養型医療施設が満たすべき基準を満たさない場合には、指

基準等を満たさない場合には、指定介護療養型医療施設の指定又は更新 定介護療養型医療施設の指定は受けられず、また、運営開始後、基準省

は受けられず、また、基準に違反することが明らかになった場合には、 令に違反することが明らかになった場合は、都道府県知事の指導等の対

①相当の期限を定めて基準を遵守する勧告を行い、②相当の期限内に勧 象となり、この指導等に従わない場合には、当該指定を取り消すことが

告に従わなかったときは、開設者名、勧告に至った経緯、当該勧告に対 できるものであること。ただし、次に掲げる場合には、基準省令に従っ

する対応等を公表し③正当な理由が無く、当該勧告に係る措置をとらな た適正な運営ができなくなったものとして、直ちに取り消すことができ

かったときは、相当の期限を定めて当該勧告に係る措置をとるよう命令 るものであること。

することができるものであること。ただし、③の命令をした場合には開

設者名、命令に至った経緯等を公表しなければならない。なお、③の命

令に従わない場合には、当該指定を取り消すこと、又は取り消しを行う

前に相当の期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止すること

（不適正なサービスが行われていることが判明した場合、当該サービス

に関する介護報酬の請求を停止させる）ができる。ただし、次に掲げる

場合には、基準省令に従った適正な運営ができなくなったものとして、

指定の全部若しくは一部の停止又は直ちに取り消すことができるもので

あること。

① 次に掲げるときその他の指定介護療養型医療施設が自己の利益を図 ① 次に掲げるときその他の指定介護療養型医療施設が自己の利益を図

るために基準省令に違反したとき るために基準省令に違反したとき

イ 指定介護療養施設サービスの提供に際して入院患者が負担すべき イ 指定介護療養施設サービスの提供に際して入院患者が負担すべき

額の支払を適正に受けなかったとき 額の支払を適正に受けなかったとき

ロ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に対 ロ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に対

して当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の して当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の

利益を供与したとき 利益を供与したとき

ハ 居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退所者 ハ 居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退院患

を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受し 者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受
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たとき したとき

② 入所者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき ② 入院患者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき

③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準省令違反があったとき ③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準省令違反があったとき

３ 運営に関する基準に従って施設の運営をすることができなくなったこ ３ 運営に関する基準に従って施設の運営をすることができなくなったこ

とを理由として指定が取り消された直後に再度当該施設から指定介護療 とを理由として指定が取り消された直後に再度当該施設から指定介護療

養型医療施設の指定の申請がなされた場合には、当該施設が運営に関す 養型医療施設の指定の申請がなされた場合には、当該施設が運営に関す

る基準を遵守することを確保することに特段の注意が必要であり、その る基準を遵守することを確保することに特段の注意が必要であり、その

改善状況等が確認されない限り指定を行わないものとすること。 改善状況等が確認されない限り指定を行わないものとすること。

第２ 指定の単位等について 第２ 指定の単位等について

法の規定上、介護療養型医療施設の指定は、病院又は診療所を単位と 法の規定上、介護療養型医療施設の指定は、病院又は診療所を単位と

して行われることとなっているが、実際に指定介護療養施設サービスを して行われることとなっているが、実際に指定介護療養施設サービスを

行うこととなるのは 指定を受ける病院又は診療所の療養型病床群等(法 行うこととなるのは、指定を受ける病院又は診療所の療養病床等(法第、

第８条第 項に規定する療養型病床群等をいう。以下同じ)の全部又 ７条第 項に規定する療養病床等をいう。以下同じ)の全部又は一部26 23
は一部である。指定介護療養施設サービスを行う部分として認められる である 指定介護療養施設サービスを行う部分として認められる単位(以。

単位(以下 指定の単位 という )等については 以下のとおりとする 下「指定の単位」という。)等については、以下のとおりとする。「 」 。 、 。

一 指定の単位は、原則として「病棟」とする。 一 指定の単位は、原則として「病棟」とする。

二 「病棟」とは、各医療機関の看護体制の一単位を指すものである。 二 「病棟」とは、各医療機関の看護体制の一単位を指すものである。

なお、高層建築等の場合には、複数階(原則として二つの階)を一病棟 なお、高層建築等の場合には、複数階(原則として二つの階)を一病棟

として認めることは差し支えないが、昼間・夜間を通して、看護に支 として認めることは差し支えないが、昼間・夜間を通して、看護に支

障のない体制をとることが必要である。 障のない体制をとることが必要である。

三 一病棟の病床数は、原則として 床以下とする。 三 一病棟の病床数は、原則として 床以下とする。60 60
四 一病棟ごとに、看護の責任者を配置し、看護チームによる交代制勤 四 一病棟ごとに、看護の責任者を配置し、看護チームによる交代制勤

務等の看護を実施すること、及び看護師詰め所等の設備等を有するこ 務等の看護を実施すること、及び看護師詰め所等の設備等を有するこ

とが必要である。ただし、看護師詰め所の配置によっては、他の看護 とが必要である。ただし、看護師詰め所の配置によっては、他の看護

単位と看護師詰め所を共用することは可能である。 単位と看護師詰め所を共用することは可能である。

五 例外的に、療養病床等に係る病棟を二病棟以下しか持たない病院に 五 例外的に、療養病床等に係る病棟を二病棟以下しか持たない病院に

ついては、病室単位で指定を受けることができるものとする。この場 ついては、病室単位で指定を受けることができるものとする。この場

合、看護・介護要員の人数については、当該病室を含む病棟全体とし 合、看護・介護要員の人数については、当該病室を含む病棟全体とし

て、基準省令の人員・設備に関する基準を満たしていればよく、介護 て、基準省令の人員・設備に関する基準を満たしていればよく、介護

。 、 。 、保険適用の患者専用の食堂等を設ける必要はない 診療所については 保険適用の患者専用の食堂等を設ける必要はない 診療所については

当該診療所のうち、療養病床等全体が基準省令の人員・設備に係る基 当該診療所のうち、療養病床等全体が基準省令の人員・設備に係る基

準を満たしていればよい。 準を満たしていればよい。

第３ 人員に関する基準・設備に関する基準 第３ 人員に関する基準・設備に関する基準
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１（略） １（略）

( )～( ) ( )～( )1 3 1 3
( )介護支援専門員 介護支援専門員の配置（同条第二項の療養病床を ( )介護支援専門員 介護支援専門員の配置（同条第二項の療養病床を4 4

。） 、 。 。） 、 。有する診療所であるものを除く については 以下のとおりとする 有する診療所であるものを除く については 以下のとおりとする

① 介護支援専門員については、その業務を専ら従事する常勤の者を ① 介護支援専門員については、その業務を専ら従事する常勤の者を

１人以上配置するものとする（療養病床を有する診療所における介 １人以上配置するものとする。したがって、介護保健適用の入院患

護支援専門員の配置は、非常勤で差し支えない 。したがって、 者が 人未満の指定介護療養型医療施設であっても１人は配置。） 100
介護保健適用の入院患者が 人未満の指定介護療養型医療施設 しなければならない。また。介護支援専門員の配置は、介護保健適100
であっても１人は配置しなければならない。また。介護支援専門員 用の入院患者の数が 人又はその端数を増すごとに１人を標準100
の配置は、介護保健適用の入院患者の数が 人又はその端数を とするものであり、介護保健適用の入院患者の数が 人又はそ100 100
増すごとに１人を標準とするものであり、介護保健適用の入院患者 の端数を増すごとに増員することが望ましい。ただし、当該増員に

の数が 人又はその端数を増すごとに増員することが望ましい 係る介護支援専門員については、非常勤とすることを妨げるもので100 。

ただし、当該増員に係る介護支援専門員については、非常勤とする ない。

ことを妨げるものでない。

② （略） ② （略）

２ 設備に関する基準（基準省令第３条） ２ 設備に関する基準（基準省令第３条）

( ) 食堂や浴室、機能訓練室等の設備については、指定介護療養型医 食堂や浴室、機能訓練室等の設備については、指定介護療養型医療1
療施設の指定を受けた病棟と受けない病棟とで共用することは当然認 施設の指定を受けた病棟と受けない病棟とで共用することは当然認め

められるが、その場合には、入院患者数等からみて必要時に使用可能 られるが、その場合には、入院患者数等からみて必要時に使用可能な

な広さを有することが必要である。 広さを有することが必要である。

「 」 、( ) 火災に係る入所者の安全性が確保されている と認めるときは2
次の点を考慮して判断されたい。

① 基準第３条第２項各号、第４条第２項各号及び第５条第２項各号

の要件のうち、満たしていないものについても、一定の配慮措置が

講じられていること。

② 日常における又は火災時の火災に係る安全性の確保が、入院患者

が身体的、精神的に障害を有する者であることにかんがみてなされ

ていること。

③ 管理者及び防火管理者は、当該指定介護療養型医療施設の建物の

燃焼性に対する知識を有し、火災の際の危険性を十分認識するとと

もに、職員等に対して、火気の取扱いその他火災予防に関する指導

監督、防災意識の高揚に努めること。

④ 定期的に行うこととされている避難等の訓練は、当該指定介護療

養型医療施設の建物の燃焼性を十分に勘案して行うこと。
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３ 経過措置 ３ 経過措置

( ) 当該診療所に介護支援専門員を配置しない場合は、基準省令第 ( ) 平成 年３月 日の時点で現に存する指定介護療養型医療施設1 23 1 15 31
条の２第３号及び第４号までに規定する業務は当該施設の従業者が行 （療養病床を有する診療所であるものに限る ）であって、基準省令。

うこととした （指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関す 附則第４条の規定の適用を受けて介護支援専門員を配置していないも。

る基準の一部を改正する省令（平成 年厚生労働省令第 号）附則 のは 平成 年３月 日までの間は 指定居宅介護支援事業者 当15 32 18 31、 、 （

第２条） 該指定介護療養型医療施設の開設者を除く ）に施設サービス計画の。

作成等の業務を委託できることとし、その場合には当該施設に介護支

援専門員を配置しないでよいこととした。

また、当該診療所に介護支援専門員を配置しない場合は、基準省令

第 条の２第３号及び第４号までに規定する業務は当該施設の従業23
者が行うこととした （指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運。

15 32営に関する基準の一部を改正する省令（平成 年厚生労働省令第

号）附則第２条）

( ) 指定介護療養型医療施設(療養病床等を有する診療所であるもの ( ) 指定介護療養型医療施設(療養病床等を有する診療所であるもの2 2
に限る。)の看護職員及び介護職員については、当分の間、常勤換算 に限る。)の看護職員及び介護職員については、当分の間、常勤換算

方法で入院患者の数が３又はその端数を増すごとに１以上、ただし、 方法で入院患者の数が３又はその端数を増すごとに１以上、ただし、

そのうちの１については看護職員であればよいこととした。(基準省 そのうちの１については看護職員であればよいこととした。(基準省

令附則第４条) 令附則第４条)

( ) 老人性認知症疾患療養病棟の人員・設備基準の経過措置 ( ) 老人性認知症疾患療養病棟の人員・設備基準の経過措置3 3
① 当分の間、介護職員の員数は、常勤換算方法で、入院患者の数が ① 当分の間、介護職員の員数は、常勤換算方法で、入院患者の数が

８又はその端数を増すごとに１以上でよいこととした。(基準省令 ８又はその端数を増すごとに１以上でよいこととした。(基準省令

附則第５条) 附則第５条)

② 当分の間、老人性認知症疾患患者の作業療法の経験を有する常勤 ② 当分の間、老人性認知症疾患患者の作業療法の経験を有する常勤

の看護婦又は看護士であって、専ら当該病棟における作業療法に従 の看護婦又は看護士であって、専ら当該病棟における作業療法に従

事する者が１人以上勤務する老人性痴呆疾患療養病棟においては、 事する者が１人以上勤務する老人性痴呆疾患療養病棟においては、

作業療法士が週１回以上当該病棟において患者の作業療法について 作業療法士が週１回以上当該病棟において患者の作業療法について

の評価を行う場合には、常勤の作業療法士を置かないことができる の評価を行う場合には、常勤の作業療法士を置かないことができる

こととした。(基準省令附則第６条) こととした。(基準省令附則第６条)

③ 病床転換による老人性認知症疾患療養病棟に係る一の病室の病床 ③ 病床転換による老人性認知症疾患療養病棟に係る一の病室の病床

数は６床以下であればよいこととした。(基準省令附則第 条) 数は６床以下であればよいこととした。(基準省令附則第 条)16 16
④ 病床転換による老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する ④ 病床転換による老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する

廊下の幅は、内法による測定で、 メートル以上(ただし、両側 廊下の幅は、内法による測定で、 メートル以上(ただし、両側1.2 1.2
に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、 メートル以上) に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、 メートル以上)1.6 1.6
であればよいこととした。(基準省令附則第 条) であればよいこととした。(基準省令附則第 条)17 17

( ) 医療法等の一部を改正する法律（平成 年法律第 号）の施 ( ) 医療法等の一部を改正する法律（平成 年法律第 号）の施4 12 141 4 12 141
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行前において病床転換による療養型病床群として食堂及び浴室に係る 行前において病床転換による療養型病床群として食堂及び浴室に係る

特例の対象とされてきた病床を有する病院及び診療所にあっては、次 特例の対象とされてきた病床を有する病院及び診療所にあっては、当

の①及び②に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までの間、食堂 分の間、食堂及び浴室を有しないことができることとした。ただし、

及び浴室を有しないことができることとした。ただし、浴室を設けな 浴室を設けない場合にあっては、シャワー等の設備を設けることが必

い場合にあっては、シャワー等の設備を設けることが必要である。な 要である。なお、その場合であってもできる限り早期に療養環境を整

お、その場合であってもできる限り早期に療養環境を整えることが必 えることが必要であること。(基準省令附則第７条及び第 条)12
要であること。(基準省令附則第７条及び第 条)12
イ 医療法施行規則第 条第２項第３号に規定する基準に該当しな21

い指定介護療養型医療施設の食堂であって、かつ、療養環境の改善

に関する計画が提出されているもの 平成 年３月 日20 31
ロ 医療法施行規則第 条第２項第３号に規定する基準に該当しな21

い指定介護療養型医療施設の食堂であって、かつ、療養環境の改善

に関する計画が提出されていないもの 平成 年３月 日19 31
( ) その他の経過措置については 「医療法等の一部を改正する法律 ( ) その他の経過措置については 「医療法等の一部を改正する法律5 5、 、

の施行に伴う介護保険関係法令の一部改正等について （平成 年 の施行に伴う介護保険関係法令の一部改正等について （平成 年」 」13 13
２月 日老計発第９号・老振発第８号・老老発第４号通知）を参照 ２月 日老計発第９号・老振発第８号・老老発第４号通知）を参照22 22
されたい。 されたい。

４ 用語の定義 ４ 用語の定義

（略） （略）

第４ 運営に関する基準 第４ 運営に関する基準

看護及び医学的管理の下における介護(基準省令第 条) 看護及び医学的管理の下における介護(基準省令第 条)14 18 14 18
( ) 入浴の実施に当たっては、入院患者の心身の状況や自立支援を踏 ( ) 入浴の実施に当たっては、入院患者の心身の状況や自立支援を踏1 1

まえて、特別浴槽を用いた入浴や介助浴等適切な方法により実施する まえて、特別浴槽を用いた入浴や介助浴等適切な方法により実施する

ものとする。なお、入院患者の心身の状況から入浴が困難である場合 ものとする。なお、入院患者の心身の状況から入浴が困難である場合

、 。 、 。には 清しきを実施するなど入院患者の清潔保持に努めるものとする には 清しきを実施するなど入院患者の清潔保持に努めるものとする

( ) 排せつの介護に当たっては、入院患者の心身の状況や排せつ状況 ( ) 排せつの介護に当たっては、入院患者の心身の状況や排せつ状況2 2
などをもとに自立支援の観点から、トイレ誘導や排せつ介助等につい などをもとに自立支援の観点から、トイレ誘導や排せつ介助等につい

て適切な方法により実施するものとする。おむつを使用せざるを得な て適切な方法により実施するものとする。おむつを使用せざるを得な

い場合には、入院患者の心身及び活動状況に適したおむつを提供し、 い場合には、入院患者の心身及び活動状況に適したおむつを提供し、

適切におむつを交換するものとする。 適切におむつを交換するものとする。

( ) 「指定介護療養型医療施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護3
を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければな

らない 」とは、褥瘡の予防に関わる施設における整備や褥瘡に関す。

る基礎的知識を持ち、日常的なケアにおいて介護職員等が配慮するこ
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とにより、褥瘡発生の予防効果を向上させることを想定している。例

えば、次のようなことが考えられる。

① 当該施設における褥瘡のハイリスク者（日常生活自立度が低い入

所者等）に対し、褥瘡予防のための計画の作成、実践並びに評価を

する。

② 当該施設において、専任の施設内褥瘡予防対策を担当する者（看

護師が望ましい ）を決めておく。。

③ 医師、看護職員、介護職員、栄養士等からなる褥瘡対策チームを

設置する。

④ 当該施設における褥瘡対策のための指針を整備する。

⑤ 介護職員等に対し、褥瘡対策に関する施設内職員継続教育を実施

する。

また、施設外の専門家による相談、指導を積極的に活用することが

望ましい。

非常災害対策 非常災害対策22 22
( ) 基準省令第 条は、指定介護療養型医療施設は、非常災害に際 基準省令第 条は、指定介護療養型医療施設は、非常災害に際して必1 27 27

して必要な具体的計画の策定 関係機関への通報及び連携体制の整備 要な具体的計画の樹立、避難、救出訓練の実施等の対策に万全を期さなけ、 、

避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期さなければならないことと ればならないこととしたものであること。なお 「非常災害に関する具体、

したものである。 的計画」とは、消防法施行規則第３条に規定する消防計画（これに準ずる

( ) 「消火設備その他の非常災害に際して必要な設備」とは、消防法 計画を含む ）及び風水害、地震等の災害に対処するための計画をいうこ2 。

。 、 、 、（昭和 年法律第 号）その他の法令等に規定された設備を示し と なお この場合 消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は23 186
ており、それらの設備を確実に設置しなければならないものである。 病院たる指定介護療養型医療施設の消防法第８条の規定による防火管理者

( ) 基準省令第 条は、指定介護療養型医療施設の開設者は、非常 を置くことが消防方によって義務づけられていない診療所たる指定介護療3 27
災害に際して必要な具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携体 養型医療施設においても、防火管理について責任者を定め、その者に消防

制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期さなければなら 計画に準ずる計画の樹立等の業務を行わせるものとする。

ないこととしたものである。関係機関への通報及び連携体制の整備と

は、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をと

るよう従業員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民と

の連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような

体制作りを求めることとしたものである。なお「非常災害に関する具

体的計画」とは、消防法施行規則（昭和 年自治省令第６号）第３36
条に規定する消防計画（これに準ずる計画を含む ）及び風水害、地。

震等の災害に対処するための計画をいう。この場合、消防計画の策定

及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第８条の規定により防火
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管理者を置くこととされている指定介護療養型医療施設にあってはそ

の者に行わせるものとする。また、防火管理者を置かなくてもよいこ

ととされている指定介護療養型医療施設においても、防火管理につい

て責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計画の樹立等の業務を行

わせるものとする。

衛生管理等 衛生管理等23 23
( )基準省令第 条第１項は、指定介護療養型医療施設の必要最低限 基準省令第 条第１項は、指定介護療養型医療施設の必要最低限の1 28 28

の衛生管理等を規定したものであるが、このほか、次の点に留意する 衛生管理等を規定したものであるが、このほか、次の点に留意するもの

ものとする。 とする。

① 指定介護療養型医療施設は、食中毒及び感染症の発生を防止する ( ) 指定介護療養型医療施設は、食中毒及び感染症の発生を防止する1
ための措置等について、必要に応じ保健所の助言、指導を求めると ための措置等について、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるとと

ともに、密接な連携を保つこと。 もに、密接な連携を保つこと。

② 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオ ( ) 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオ2
ネラ症対策等については、その発生及びまん延を防止するための措 ネラ症対策等については、その発生及びまん延を防止するための措置

置について、別途通知が発出されているので、これに基づき、適切 について、別途通知が発出されているので、これに基づき、適切な措

な措置を講じること。 置を講じること。

③ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 ( ) 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。3
( ) 基準第 条に規定する感染症又は食中毒が発生し、又はまん延2 28

しないように講ずるべき措置については、具体的には次の①から④ま

での取扱いとすること。

① 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討す

る委員会

当該施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のた

めの対策を検討する委員会（以下「感染対策委員会」という ）で。

あり、幅広い職種（例えば、施設長（管理者 、事務長、医師、看）

護職員、介護職員、栄養士、生活相談員）により構成する。構成メ

ンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の感染対策

を担当する者（以下「感染対策担当者」という ）を決めておくこ。

とが必要である。

なお、感染対策委員会は、運営委員会など施設内の他の委員会と

独立して設置・運営することが必要であり、感染対策担当者は看護

師であることが望ましい。

また、施設外の感染管理等の専門家を委員として積極的に活用す

ることが望ましい。
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② 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針

当該施設における「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の

ための指針」には、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。

平常時の対策としては、施設内の衛生管理（環境の整備、排泄物

の処理、血液・体液の処理等 、日常のケアにかかる感染対策（標）

準的な予防策（例えば、血液・体液・分泌液・排泄物（便）などに

触れるとき、傷や創傷皮膚に触れるときどのようにするかなどの取

り決め 、手洗いの基本、早期発見のための日常の観察項目）等、）

発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機

関や保健所、市町村における施設関係課等の関係機関との連携、医

療処置、行政への報告等が想定される。また、発生時における施設

内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記してお

くことも必要である。

なお、それぞれの項目の記載内容の例については 「高齢者介護、

施 設 に お け る 感 染 対 策 マ ニ ュ ア ル

（ ）http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/tp0628-1/index.html
を参照されたい。

③ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修

介護職員その他の従業者に対する「感染症及び食中毒の予防及び

まん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の

適切な知識を普及・啓発するとともに、当該施設における指針に基

づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該施設が指針に

基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を

開催するとともに、新規採用時には必ず感染対策研修を実施するこ

。 、 、とが重要である また 調理や清掃などの業務を委託する場合には

委託を受けて行う者に対しても、施設の指針が周知されるようにす

る必要がある。

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。

研修の実施は、職員研修施設内での研修で差し支えない。

④ 施設は、入院予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確

認することが必要であるが、その結果感染症や既往であっても、一

定の場合を除き、サービス提供を断る正当な理由には該当しないも

のである。こうした者が入院する場合には、感染対策担当者は、介

護職員その他の従業者に対し、当該感染症に関する知識、対応等に
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ついて周知することが必要である。

事故発生の防止及び発生時の対応 事故発生時の対応25 25
① 事故発生の防止のための指針 基準省令第 条は、入院患者が安心して指定介護療養施設サービス34

指定介護療養型医療施設が整備する 事故発生の防止のための指針 の提供を受けられるよう、指定介護療養型医療施設は、入院患者に対す「 」

には、次のような項目を盛り込むこととする。 る指定介護療養施設サービスの提供により事故が発生した場合は市町

イ 施設における介護事故の防止に関する基本的考え方 村、当該入院患者の家族等に対して連絡を行う等の必要な措置を講じる

ロ 介護事故の防止のための委員会その他施設内の組織に関する事項 べきこととするとともに、入院患者に対する指定介護療養施設サービス

ハ 介護事故の防止のための職員研修に関する基本方針 の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行

ニ 施設内で発生した介護事故、介護事故には至らなかったが介護事 わなければならないこととしたものである。このほか、以下の点に留意

故が発生しそうになった場合（ヒヤリ・ハット事例）及び現状を放 するものとする。

置しておくと介護事故に結びつく可能性が高いもの（以下「介護事 ( ) 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供により事故が1
故等」という ）の報告方法等の介護に係る安全の確保を目的とし 発生した場合の対応方法については、あらかじめ指定介護療養型医療。

た改善のための方策に関する基本方針 施設が定めておくことが望ましいこと。

ホ 介護事故等発生時の対応に関する基本方針 ( ) 指定介護療養型医療施設は、賠償すべき事態において速やかに賠2
へ 入院患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 償を行うため、損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有す

ト その他介護事故等の発生の防止の推進のために必要な基本方針 ることが望ましいこと。

② 事実の報告及びその分析を通じた改善策の職員に対する周知徹底 ( ) 指定介護療養型医療施設は、事故が生じた際にはその原因を解明3
介護療養型医療施設が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底 し、再発生を防ぐための対策を講じること。

する目的は、介護事故等について、施設全体で情報共有し、今後の再

発防止につなげるためのものであり、決して職員の懲罰を目的とした

ものではないことに留意することが必要である。

具体的には、次のようなことを想定している。

イ 介護事故等について報告するための様式を整備すること。

ロ 介護職員その他の職員は、介護事故等の発生又は発見ごとにそ

の状況、背景等を記録するとともに、イの様式に従い、介護事故

等について報告すること。

ハ ③の事故発生の防止のための委員会において、ロにより報告さ

れた事例を集計し、分析すること。

ニ 事例の分析に当たっては、介護事故等の発生時の状況等を分析

し、介護事故等の発生原因、結果等をとりまとめ、防止策を検討

すること。

ホ 報告された事例及び分析結果を職員に周知徹底すること。

へ 防止策を講じた後に、その効果について評価すること。

③ 事故発生の防止のための委員会
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指定介護療養型医療施設における「事故発生の防止のための検討委

員会 （以下「事故防止検討委員会」という ）は、介護事故発生の」 。

防止及び再発防止のための対策を検討する委員会であり、幅広い職種

（例えば、施設長（管理者 、事務長、医師、看護職員、介護職員、）

生活相談員）により構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明

確にするとともに、専任の安全対策を担当する者を決めておくことが

必要である。なお、事故防止検討委員会は、運営委員会など他の委員

会と独立して設置・運営することが必要であり、責任者はケア全般の

責任者であることが望ましい。また、事故防止検討委員会に施設外の

安全対策の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。

④ 事故発生の防止のための職員に対する研修

介護職員その他の職員に対する事故発生の防止のための研修の内容

としては、事故発生防止の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発す

るとともに、指定介護療養型医療施設における指針に基づき、安全管

理の徹底を行うものとする。職員教育を組織的に徹底させていくため

には、指定介護療養型医療施設が指針に基づいた研修プログラムを作

成し、定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時

には必ず事故発生の防止の研修を実施することが重要である。また、

。 、研修の実施内容についても記録することが必要である 研修の実施は

職員研修施設内での研修で差し支えない。

⑤ 損害賠償

介護療養型医療施設は、賠償すべき事態となった場合には、速やか

に賠償しなければならない。そのため、損害賠償保険に加入しておく

か若しくは賠償資力を有することが望ましい。

第５ ユニット型指定介護療養型医療施設 第５ ユニット型指定介護療養型医療施設

１～５ （略） １～５ （略）

６ 看護及び医学的管理の下における介護 （第４４条） ６ 看護及び医学的管理の下における介護 （第４４条）

( )～( ) （略） ( )～( ) （略）1 3 1 3
( ) ユニット型介護療養型医療施設における看護及び医学的管理の下 ( ) ユニット型介護療養型医療施設における看護及び医学的管理の下4 4

における介護については、上記の から までによるほか、第４の１ における介護については、上記の( )から( )までによるほか、第４? ? 1 3
４の( )から( )までを準用する。 の１４の( )及び( )を準用する。1 3 1 2

７～９ （略） ７～９ （略）

勤務体制の確保等 （第４８条） 勤務体制の確保等 （第４８条）10 10
( ) （略） ( ) （略）1 1
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( ) ユニット型指定介護療養型医療施設において配置を義務付けるこ ( ) ユニット型指定介護療養型医療施設における介護職員等の勤務体2 2
ととしたユニットごとの常勤のユニットリーダーについては 当面は 制については、次の配置を行うことが望ましい。、 、

ユニットケアリーダー研修を受講した職員（以下「研修受講者」とい ① 日中については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看

う ）を各施設（一部ユニット型の施設も含む ）に２名以上配置す 護職員を配置すること。。 。

る（ただし、２ユニット以下の施設の場合には。１名でよいこととす ② 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員

る ）ほか、研修受講者が配置されているユニット以外のユニットで 又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置する。

は、ユニットにおけるケアに責任を持つ（研修受講者でなくても構わ こと。

ない ）職員を決めてもらうことで足りるものとする。。

この場合、研修受講者は、研修で得た知識等をリーダー研修を受講

していないユニットの責任者に伝達するなど、当該施設におけるユニ

18ットケアの質の向上の中核となることが求められる。また、平成

年４月１日の時点でリーダー研修を修了した者が２名に満たない施設

については、平成 年３月 日までの間に満たせばよいこととす19 31
る。なお、今後の研修受講者の状況等を踏まえた上で、配置基準を再

検討する予定であるので、この当面の基準にかかわらず、多くの職員

について研修を受講していただくよう配慮をお願いしたい。

( ) （略）3
( ) （略）3

（略） （略）11 11
第６ 一部ユニット型指定介護療養型医療施設 第６ 一部ユニット型指定介護療養型医療施設

（略） （略）
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（ 別 紙 ８ ）

○ 特定施設入所者生活介護事業者が受領する介護保険の給付対象外の介護サービス費用について（平成12年3月30日老企第52号）(抄)
（傍線の部分は改正部分）

改 正 後 現 行

特定施設入居者生活介護事業者が受領する介護保険 特定施設入所者生活介護事業者が受領する介護保険

の給付対象外の介護サービス費用について の給付対象外の介護サービス費用について

特定施設入居者生活介護事業者（地域密着型特定施設入居者生 特定施設入所者生活介護事業者については、指定居宅サービス

活介護事業者及び介護予防特定施設入居者生活介護事業者を含む 等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省

。以下同じ。）については、指定居宅サービス等の事業の人員、 令第３７号。以下「居宅サービス基準」という。）第１８２条第

設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号。以下 ３項において、利用料のほか、介護保険の給付対象外の介護サー

「居宅サービス基準」という。）第１８２条第３項（第１９２条 ビス費用として、同項第一号に掲げる費用を受領することができ

の１２において準用する場合を含む。）及び指定地域密着型サー ることとされているが、その具体的な取り扱いは左記のとおりで

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年３月 あるので、御了知の上、管下市町村、関係団体、関係機関等にそ

１４日厚生労働省令第３４号。以下「地域密着型サービス基準」 の周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされた

という。）第１１７条第３項並びに指定介護予防サービス等の事 い。

業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚

生労働省令第３５号。以下「介護予防サービス基準」という。）

第２３８条第３項（第２６２条において準用する場合を含む。）

において、利用料のほか、介護保険の給付対象外の介護サービス

費用として、それぞれ同項第一号に掲げる費用を受領することが

できることとされているが、その具体的な取り扱いは左記のとお

りであるので、御了知の上、管下市町村、関係団体、関係機関等

にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにさ

れたい。

記 記

１ 利用料の範囲 １ 利用料の範囲
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特定施設入居者生活介護（地域密着型特定施設入居者生活介 特定施設入所者生活介護は、看護・介護職員等により、適時

護及び介護予防特定施設入居者生活介護を含む。以下同じ。） 、適切に介護サービスが包括的に提供されるべきものであるの

は、看護・介護職員等により、適時、適切に介護サービスが包 で、その介護報酬は、個々の利用者ごとに設定されるものでは

括的に提供されるべきものであるので、その介護報酬（外部サ なく、要介護度状態区分又は要支援の区分に応じて一律とし、

ービス利用型特定施設入居者生活介護及び外部サービス利用型 居宅サービス基準の規定により標準的に配置される職員の人件

介護予防特定施設入居者生活介護を除く。）は、個々の利用者 費等を基礎として定めているものである。したがって、これら

ごとに設定されるものではなく、要介護度状態区分又は要支援 の職員により提供されるサービスについては、介護保険の給付

の区分に応じて一律とし、居宅サービス基準等（居宅サービス 対象となっているものであり、利用料の他に別途費用を受領す

基準及び地域密着型サービス基準及び介護予防サービス基準を ることはできないものである

いう。以下同じ。）の規定により標準的に配置される職員の人

件費等を基礎として定めているものである。したがって、これ

らの職員により提供されるサービスについては、介護保険の給

付対象となっているものであり、利用料の他に別途費用を受領

することはできないものである

２ 保険給付対象外の介護サービス費用を受領できる場合 ２ 保険給付対象外の介護サービス費用を受領できる場合

特定施設入居者生活介護事業者が、介護保険の給付対象とな 特定施設入所者生活介護事業者が、介護保険の給付対象とな

る特定施設入居者生活介護に要する費用とは別に介護サービス る特定施設入所者生活介護に要する費用とは別に介護サービス

に係る費用（居宅サービス基準第１８２条第３項第１号及び地 に係る費用（居宅サービス基準第１８２条第３項第１号）を受

域密着型サービス基準第１１７条第３項第１号並びに介護予防 領できる場合は次の（１）及び（２）に限られるものである。

サービス基準第第２３８条第３項第１号）を受領できる場合は なお、この場合の人員数の算定方法は、居宅サービス基準によ

次の（１）及び（２）に限られるものである。なお、この場合 るものとし、その具体的な取扱いは平成１１年９月１７日老企

の人員数の算定方法は、居宅サービス基準等によるものとし、 第２５号当職通知及び平成１２年３月８日老企第４０号当職通

その具体的な取扱いは平成１１年９月１７日老企第２５号当職 知によるものである。また、これらの費用については、全額が

通知及び平成１２年３月８日老企第４０号当職通知並びに平成 利用者の負担となるものであり、あらかじめ、利用者又はその

１８年３月１７日老計発第０３１７００１号・老振発第０３１ 家族に対して、当該サービスの内容、費用及び人員配置状況に

７００１号・老老発第０３１７００１号当職通知（「指定介護 ついて十分に説明を行い、利用者の同意を得ることが必要であ

予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴 る。

う実施上の留意事項について」に限る。）によるものである。

また、これらの費用については、全額が利用者の負担となるも

のであり、あらかじめ、利用者又はその家族に対して、当該サ

ービスの内容、費用及び人員配置状況について十分に説明を行

い、利用者の同意を得ることが必要である。
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(1) 人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料 (1) 人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料

（略） （略）

① （略） ① （略）

② 要介護者等が３０人未満の場合 ② 要介護者等が３０人未満の場合

看護・介護職員の人数が、居宅サービス基準等に基づき 看護・介護職員の人数が、居宅サービス基準に基づき算

算出された人数に２人を加えた人数以上であること。 出された人数に２人を加えた人数以上であること。

(2) 個別的な選択による介護サービス利用料 (2) 個別的な選択による介護サービス利用料

あらかじめ特定施設入居者生活介護として包括的かつ標準 あらかじめ特定施設入所者生活介護として包括的かつ標準

的に行うものとして定めた介護サービスとは別に、利用者の 的に行うものとして定めた介護サービスとは別に、利用者の

特別な希望により行われる個別的な介護サービスについては 特別な希望により行われる個別的な介護サービスについては

、その利用料を受領できるものとする。ただし、当該介護サ 、その利用料を受領できるものとする。ただし、当該介護サ

ービス利用料を受領する介護サービスは、本来特定施設入居 ービス利用料を受領する介護サービスは、本来特定施設入所

者生活介護として包括的に行うべき介護サービスとは明らか 者生活介護として包括的に行うべき介護サービスとは明らか

に異なり、次の①から③までのように個別性の強いものに限 に異なり、次の①から③までのように個別性の強いものに限

定される必要がある。 定される必要がある。

なお、看護・介護職員が当該サービスを行った場合は、居 なお、看護・介護職員が当該サービスを行った場合は、居

宅サービス基準等上の看護・介護職員の人数の算定において 宅サービス基準上の看護・介護職員の人数の算定において、

、当該看護・介護職員の勤務時間から当該サービスに要した 当該看護・介護職員の勤務時間から当該サービスに要した時

時間を除外して算定（常勤換算）することとする。 間を除外して算定（常勤換算）することとする。

①・② （略） ①・② （略）

③ 標準的な回数を超えた入浴を行った場合の介助 ③ 標準的な回数を超えた入浴を行った場合の介助

利用者の特別な希望により、当該特定施設が定めた標準 利用者の特別な希望により、当該特定施設が定めた標準

的な入浴回数を超えた回数（当該特定施設が定めた標準的 的な入浴回数を超えた回数（当該特定施設が定めた標準的

な入浴回数が一週間に３回である場合には４回以上。ただ な入浴回数が一週間に３回である場合には４回以上。ただ

し、居宅サービス基準第１８５条第２項及び地域密着型サ し、居宅サービス基準第１８５条第２項の規定により１週

ービス基準第１２０条第２項並びに介護予防サービス基準 間に２回以上の入浴が必要であり、これを下回る回数を標

４８条第２項の規定により１週間に２回以上の入浴が必要 準的な入浴回数とすることはできない。）の入浴の介助に

であり、これを下回る回数を標準的な入浴回数とすること 要する費用。

はできない。）の入浴の介助に要する費用。

３ 軽費老人ホームに係る取扱い

軽費老人ホームについては、「軽費老人ホームの設置及び運

営について」（昭和４７年２月２６日社老第１７号厚生省社会
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局長通知）及び「軽費老人ホームの設置及び運営について」（

同年３月２９日社老第２４号老人福祉課長通知）により利用料

等の徴収について取扱いを示しているところであり、この取扱

いを基本とするが、軽費老人ホームにおいて特定施設入所者生

活介護事業者としての指定を受け、さらに前記２の料金の負担

を求めようとする場合には、事務費の助成との調整等が必要で

あることから、事前に都道府県を通じて当局計画課に連絡する

こととされたい。
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（ 別 紙 ９ ）

○ 通所介護等における日常生活費に要する費用の取扱いについて（平成12年老企第54号 （抄））

（傍線の部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養 通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養

介護及び特定施設入居者生活介護並びに介護福祉施設サービス、介護保健 介護、認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護並びに介護

施設サービス及び介護療養施設サービス並びに認知症対応型通所介護、小 福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービス(以

規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設 下「通所介護等」という ）の提供において利用者又は入所者から受け取。

入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びに介 ることが認められる日常生活に要する費用の取扱いについては、指定居宅

護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生 サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省

活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護 令第３７号。以下「居宅サービス基準」という 、指定介護老人福祉施。）

並びに介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護 設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３９号。以

及び介護予防認知症対応型共同生活介護（以下「通所介護等」という ） 下「福祉施設基準」という 、介護老人保健施設の人員、施設及び設備。 。）

の提供において利用者、入所者、入居者又は入所者から受け取ることが認 並びに運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４０号。以下「保健施設

められる日常生活に要する費用の取扱いについては、指定居宅サービス等 基準」という ）及び指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関。

、 （ 。 （ 。 「 」 。）の事業の人員 設備及び運営に関する基準 平成１１年厚生省令第３７号 する基準 平成１１年厚生省令第４１号 以下 療養施設基準 という

以下「居宅サービス基準」という 、指定介護老人福祉施設の人員、設 並びに「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準に。）

備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３９号。以下「福祉施設 ついて （平成１１年９月１７日老企第２５号厚生省老人保健福祉局企画」

基準」という 、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に 課長通知 「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準。） ）、

関する基準 平成１１年厚生省令第４０号 以下 保健施設基準 という について （平成１２年３月１７日老企第４３号厚生省老人保健福祉局企（ 。 「 」 。）、 」

指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年 画課長通知 「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関）、

厚生省令第４１号。以下「療養施設基準」という 、指定地域密着型サ する基準について （平成１２年３月１７日老企第４４号厚生省老人保健。） 」

ービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省 福祉局企画課長通知）及び「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運

令第３４号。以下「地域密着基準」という 、指定介護予防サービス等 営に関する基準について （平成１２年３月１７日老企第４５号厚生省老。） 」

の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予 人保健福祉局企画課長通知）をもってお示ししているところであるが、通

防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第 所介護等の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常

３５号。以下「介護予防基準」という ）及び指定地域密着型介護予防サ 必要となるものに係る費用であって、その利用者等に負担させることが適。

ービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ 当と認められるもの（以下「その他の日常生活費」という ）の取扱いに。

スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年 ついては別途通知することとされていたところ、今般、その基本的な取扱

厚生労働省令第３６号。以下「地域密着介護予防基準」という ）並びに いについて左記のとおり定めるとともに、その他の日常生活費の対象とな。
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指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について る便宜の範囲について、別紙によりサービス種類ごとに参考例をお示しす「 」

（平成１１年９月１７日老企第２５号厚生省老人保健福祉局企画課長通 るので、御了知の上、管下市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底

知 「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準につい を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。）、

て （平成１２年３月１７日老企第４３号厚生省老人保健福祉局企画課長」

通知 「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基）、

準について （平成１２年３月１７日老企第４４号厚生省老人保健福祉局」

企画課長通知 「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関す）、

る基準について （平成１２年３月１７日老企第４５号厚生省老人保健福」

祉局企画課長通知）及び「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介

護予防サービスに関する基準について （平成１８年３月３１日老計発第」

０３３１００３号・老振発第０３３１００４号・老老発第０３３１０１７

号）をもってお示ししているところであるが、通所介護等の提供において

提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費

用であって、その利用者等に負担させることが適当と認められるもの（以

下「その他の日常生活費」という ）の取扱いについては別途通知するこ。

ととされていたところ、今般、その基本的な取扱いについて左記のとおり

定めるとともに、その他の日常生活費の対象となる便宜の範囲について、

別紙によりサービス種類ごとに参考例をお示しするので、御了知の上、管

下市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運

用に遺憾のないようにされたい。

記 記

１ 「その他の日常生活費」の趣旨 １ 「その他の日常生活費」の趣旨

その他の日常生活費 は 利用者 入所者 入居者又は入院患者 以 「その他の日常生活費」は、利用者、入所者又は入院患者（以下「利「 」 、 、 、 （

下「利用者等」という ）又はその家族等の自由な選択に基づき、事業 用者等」という ）又はその家族等の自由な選択に基づき、事業者又は。 。

者又は施設が通所介護等の提供の一環として提供する日常生活上の便宜 施設が通所介護等の提供の一環として提供する日常生活上の便宜に係る

に係る経費がこれに該当する。 経費がこれに該当する。

なお、事業者又は施設により行われる便宜の供与であっても、サービ なお、事業者又は施設により行われる便宜の供与であっても、サービ

スの提供と関係のないもの（利用者等の嗜好品の購入等）については、 スの提供と関係のないもの（利用者等の嗜好品の購入等）については、

その費用は「その他の日常生活費」とは区別されるべきものである。 その費用は「その他の日常生活費」とは区別されるべきものである。

２ 「その他の日常生活費」の受領に係る基準 ２ 「その他の日常生活費」の受領に係る基準
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「その他の日常生活費」の趣旨にかんがみ、事業者又は施設が利用者 「その他の日常生活費」の趣旨にかんがみ、事業者又は施設が利用者

等から「その他の日常生活費」の徴収を行うに当たっては、以下に掲 等から「その他の日常生活費」の徴収を行うに当たっては、以下に掲

げる基準が遵守されなければならないものとする。 げる基準が遵守されなければならないものとする。

① 「その他の日常生活費」の対象となる便宜と、保険給付の対象と ① 「その他の日常生活費」の対象となる便宜と、保険給付の対象と

なっているサービスとの間に重複関係がないこと。 なっているサービスとの間に重複関係がないこと。

② 保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあい ② 保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあい

まいな名目による費用の受領は認められないこと。したがって、お まいな名目による費用の受領は認められないこと。したがって、お

世話料、管理協力費、共益費、施設利用補償金といったあいまいな 世話料、管理協力費、共益費、施設利用補償金といったあいまいな

名目の費用の徴収は認められず、費用の内訳が明らかにされる必要 名目の費用の徴収は認められず、費用の内訳が明らかにされる必要

があること。 があること。

③ 「その他の日常生活費」の対象となる便宜は、利用者等又はその ③ 「その他の日常生活費」の対象となる便宜は、利用者等又はその

家族等の自由な選択に基づいて行われるものでなければならず、事 家族等の自由な選択に基づいて行われるものでなければならず、事

業者又は施設は「その他の日常生活費」の受領について利用者等又 業者又は施設は「その他の日常生活費」の受領について利用者等又

はその家族等に事前に十分な説明を行い、その同意を得なければな はその家族等に事前に十分な説明を行い、その同意を得なければな

らないこと。 らないこと。

④ 「その他の日常生活費」の受領は、その対象となる便宜を行うた ④ 「その他の日常生活費」の受領は、その対象となる便宜を行うた

めの実費相当額の範囲内で行われるべきものであること。 めの実費相当額の範囲内で行われるべきものであること。

⑤ 「その他の日常生活費」の対象となる便宜及びその額は、当該事 ⑤ 「その他の日常生活費」の対象となる便宜及びその額は、当該事

業者又は施設の運営規程において定められなければならず、また、 業者又は施設の運営規程において定められなければならず、また、

サービスの選択に資すると認められる重要事項として、施設の見や サービスの選択に資すると認められる重要事項として、施設の見や

すい場所に掲示されなければならないこと。ただし 「その他の日 すい場所に掲示されなければならないこと。ただし 「その他の日、 、

常生活費」の額については、その都度変動する性質のものである場 常生活費」の額については、その都度変動する性質のものである場

合には 「実費」という形の定め方が許されるものであること。 合には 「実費」という形の定め方が許されるものであること。、 、

（別紙） （別紙）

各サービス種類ごとの「その他の日常生活費」の具体的な範囲につ 各サービス種類ごとの「その他の日常生活費」の具体的な範囲につ

いて いて

（１）通所介護、通所リハビリテーション及び認知症対応型通所介護並 （１）通所介護及び通所リハビリテーション（居宅サービス基準第９６

びに介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション及び介護 条第３項第５号関係）

予防認知症対応型通所介護（居宅サービス基準第９６条第３項第５

号関係及び地域密着基準第４９条第３項第５号関係並びに予防基準

第１００条第３項第４号関係及び地域密着介護予防基準第２２条第
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３項第５号関係）

① 利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なもの ① 利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なもの

を事業者が提供する場合に係る費用 を事業者が提供する場合に係る費用

② 利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを ② 利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを

事業者が提供する場合に係る費用 事業者が提供する場合に係る費用

（２）短期入所生活介護及び短期入所療養介護並びに介護予防短期入所 （２）短期入所生活介護及び短期入所療養介護（居宅サービス基準第１

生活介護及び介護予防短期入所療養介護（居宅サービス基準第１２ ２７条第３項第７号、第１４０条の６第３項第７号、第１４５条第

７条第３項第７号、第１４０条の６第３項第７号、第１４５条第３ ３項第７号及び第１５５条の５第３項第７号関係）

項第７号及び第１５５条の５第３項第７号関係並びに予防基準第１

３５条第３項第７号、第１５５条第３項第７号、第１９０条第３項

第７号及び第２０６条第３項第７号関係）

① 利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なもの ① 利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なもの

を事業者が提供する場合に係る費用 を事業者が提供する場合に係る費用

② 利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを ② 利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを

事業者が提供する場合に係る費用 事業者が提供する場合に係る費用

（３）認知症対応型共同生活介護（居宅サービス基準第１６２条第３項

４号関係）

① 利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なもの

を事業者が提供する場合に係る費用

（３）特定施設入居者生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護 （４）特定施設入所者生活介護（居宅サービス基準第１８２条第３項第

並びに介護予防特定施設入居者生活介護（居宅サービス基準第１８ ３号関係）

２条第３項第３号関係及び地域密着基準第１１７条第３項第３号並 ① 利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なもの

びに予防基準第２３８条第３項第３号関係） を事業者が提供する場合に係る費用

① 利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なもの

を事業者が提供する場合に係る費用 （５）介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設

（４）介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設 サービス（福祉施設基準第９条第３項第６号関係及び第４１条第３

サービス（福祉施設基準第９条第３項第６号関係及び第４１条第３ 項第６号関係、保健施設基準第１１条第３項第６号及び第４２条第

項第６号関係、保健施設基準第１１条第３項第６号及び第４２条第 ３項第６号関係並びに療養施設基準第１２条第３項第６号及び第４

３項第６号関係並びに療養施設基準第１２条第３項第６号及び第４ ２条第３項第６号関係）

２条第３項第６号関係） ① 入所者、入居者又は入院患者（以下「入所者等」という ）の希。

① 入所者、入居者又は入院患者（以下「入所者等」という ）の希 望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを施設が提供。

望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを施設が提供 する場合に係る費用
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する場合に係る費用 ② 入所者等の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なもの

② 入所者等の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なもの を施設が提供する場合に係る費用

を施設が提供する場合に係る費用 ③ 健康管理費（インフルエンザ予防接種に係る費用等）

③ 健康管理費（インフルエンザ予防接種に係る費用等） ④ 預り金の出納管理に係る費用

④ 預り金の出納管理に係る費用 ⑤ 私物の洗濯代

⑤ 私物の洗濯代

５ 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護 地（ ） （

域密着基準第７１条第３項第６号及び地域密着介護予防基準第５２

条第３項第６号関係）

① 利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なもの

を事業者が提供する場合に係る費用

② 利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを

事業者が提供する場合に係る費用

（６）認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介

護（地域密着基準第９６条第３項第４号関係及び第７６条第３項第

４号関係）

① 利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なもの

を事業者が提供する場合に係る費用

（７）留意事項 （６）留意事項

① （１）から（６）の①に掲げる「身の回り品として日常生活に必 ① （１）から（５）の①に掲げる「身の回り品として日常生活に必

要なもの」とは、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考 要なもの」とは、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考

えられる物品（例えば、歯ブラシや化粧品等の個人用の日用品等） えられる物品（例えば、歯ブラシや化粧品等の個人用の日用品等）

であって、利用者等の希望を確認した上で提供されるものをいう。 であって、利用者等の希望を確認した上で提供されるものをいう。

したがって、こうした物品を事業者又は施設がすべての利用者等に したがって、こうした物品を事業者又は施設がすべての利用者に対

対して一律に提供し、すべての利用者等からその費用を画一的に徴 して一律に提供し、すべての利用者からその費用を画一的に徴収す

収することは認められないものである。 ることは認められないものである。

② （１ （２ （４）及び（５）の②に掲げる「教養娯楽として ② （１ （２）及び（５）の②に掲げる「教養娯楽として日常生）、 ）、 ）、

日常生活に必要なもの」とは、例えば、事業者又は施設がサービス 活に必要なもの」とは、例えば、事業者又は施設がサービスの提供

の提供の一環として実施するクラブ活動や行事における材料費等が の一環として実施するクラブ活動や行事における材料費等が想定さ

想定されるものであり、すべての利用者等に一律に提供される教養 れるものであり、すべての利用者又は入所者に一律に提供される教

娯楽に係る費用（共用の談話室等にあるテレビやカラオケ設備の使 養娯楽に係る費用（共用の談話室等にあるテレビやカラオケ設備の

用料等）について 「その他の日常生活費」として徴収することは 使用料等）について 「その他の日常生活費」として徴収すること、 、
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認められないものである。 は認められないものである。

③ （４）の④にいう預り金の出納管理に係る費用を入所者等から徴 ③ （５）の④にいう預り金の出納管理に係る費用を入所者等から徴

収する場合には、 収する場合には、

イ 責任者及び補助者が選定され、印鑑と通帳が別々に保管されて イ 責任者及び補助者が選定され、印鑑と通帳が別々に保管されて

いること、 いること、

ロ 適切な管理が行われていることの確認が複数の者により常に行 ロ 適切な管理が行われていることの確認が複数の者により常に行

える体制で出納事務が行われること、 える体制で出納事務が行われること、

ハ 入所者等との保管依頼書（契約書 、個人別出納台帳等、必要 ハ 入所者等との保管依頼書（契約書 、個人別出納台帳等、必要） ）

な書類を備えていること な書類を備えていること

等が満たされ、適正な出納管理が行われることが要件となる。 等が満たされ、適正な出納管理が行われることが要件となる。

、 、 、 、また 入所者等から出納管理に係る費用を徴収する場合にあっては また 入所者等から出納管理に係る費用を徴収する場合にあっては

その積算根拠を明確にし、適切な額を定めることとし、例えば、預 その積算根拠を明確にし、適切な額を定めることとし、例えば、預

り金の額に対し、月当たり一定割合とするような取扱いは認められ り金の額に対し、月当たり一定割合とするような取扱いは認められ

ないものである。 ないものである。

④ 介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サ ④ 介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設

ービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所者等 サービスの入所者等並びに短期入所生活介護及び短期入所療養介護

並びに短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所生 の利用者のおむつに係る費用については、保険給付の対象とされて

活介護及び介護予防短期入所療養介護の利用者のおむつに係る費用 いることから、おむつ代を始め、おむつカバー代及びこれらに係る

については、保険給付の対象とされていることから、おむつ代を始 洗濯代等おむつに係る費用は一切徴収できないことに留意するこ

め、おむつカバー代及びこれらに係る洗濯代等おむつに係る費用は と。

一切徴収できないことに留意すること。

⑤ 介護老人福祉施設又は地域密着型介護老人福祉施設である特別養 ⑤ 介護老人福祉施設である特別養護老人ホームは、従来から在宅生

護老人ホームは、従来から在宅生活が困難な入所者又は入居者の生 活が困難な入所者の生活の拠点としての機能を有しており、介護サ

活の拠点としての機能を有しており、介護サービスだけでなく、入 ービスだけでなく、入所者の日常生活全般にわたって援助を行って

所者又は入居者の日常生活全般にわたって援助を行ってきたところ きたところであり、入所者の私物の洗濯等も基本的に施設サービス

であり、入所者又は入居者の私物の洗濯等も基本的に施設サービス として行われてきたものである。したがって（５）の⑤の「私物の

として行われてきたものである。したがって（４）の⑤の「私物の 洗濯代」については、入所者の希望により個別に外部のクリーニン

洗濯代」については、入所者又は入居者の希望により個別に外部の グ店に取り継ぐ場合のクリーニング代を除き、費用の徴収はできな

クリーニング店に取り継ぐ場合のクリーニング代を除き、費用の徴 いものであること。なお、このクリーニング代については、サービ

収はできないものであること。なお、このクリーニング代について スの提供とは関係のない実費として徴収することとなること。

は、サービスの提供とは関係のない実費として徴収することとなる

こと。 〔参考〕
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「その他の日常生活費」に係るQ＆Aについて

〔参考〕 平成一二年三月三一日

「その他の日常生活費」に係るQ＆Aについて 各都道府県介護保険担当課（室）あて厚生省老人保健福祉局介護

平成一二年三月三一日 保険制度施行準備室

各都道府県介護保険担当課（室）あて厚生省老人保健福祉局介護 本年三月三〇日付けで「通所介護等における日常生活に要する費用の取

保険制度施行準備室 扱いについて」を厚生省老人保健福祉局企画課長通知（老企第五四号）と

本年三月三〇日付けで「通所介護等における日常生活に要する費用の取 して別添のとおり発出したところであるが 「その他の日常生活費」につ、

扱いについて」を厚生省老人保健福祉局企画課長通知（老企第五四号）と いて想定される照会について、別添の通りQ＆Aを作成しましたので送付し

して別添のとおり発出したところであるが 「その他の日常生活費」につ ます。、

いて想定される照会について、別添の通りQ＆Aを作成しましたので送付し 各位におかれましては、内容を御了知の上、適切に対応していただきま

ます。 すようよろしくお願い申し上げます。

各位におかれましては、内容を御了知の上、適切に対応していただきま

すようよろしくお願い申し上げます。 〔別添〕

「その他の日常生活費」に係るQ＆A

〔別添〕 問1 個人用の日用品について 「一般的に要介護者等の日常生活に最低、

」 。「その他の日常生活費」に係るQ＆A 限必要と考えられるもの としてはどういったものが想定されるのか

問1 個人用の日用品について 「一般的に要介護者等の日常生活に最低 答 歯ブラシ、化粧品、シャンプー、タオル等の日用品であって、利用者、

限必要と考えられるもの としてはどういったものが想定されるのか に一律に提供されるものではなく、利用者個人又はその家族等の選択」 。

答 歯ブラシ、化粧品、シャンプー、タオル等の日用品であって、利用者 により利用されるものとして、事業者（又は施設）が提供するもの等

に一律に提供されるものではなく、利用者個人又はその家族等の選択 が想定される。

により利用されるものとして、事業者（又は施設）が提供するもの等 問2 個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に最低

が想定される。 限必要と考えられるものに限られることとされているが、それ以外の

問2 個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に最低 個人の嗜好に基づくいわゆる「贅沢品」については、費用の徴収がで

限必要と考えられるものに限られることとされているが、それ以外の きないのか。

個人の嗜好に基づくいわゆる「贅沢品」については、費用の徴収がで 答 サービス提供とは関係のない費用として、徴収は可能である。

きないのか。 問3 個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要

答 サービス提供とは関係のない費用として、徴収は可能である。 と考えられるものであれば、例えば病院の売店で利用者が購入する場

問3 個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要 合であってもその費用は「その他の日常生活費」に該当するのか。

と考えられるものであれば、例えば病院の売店で利用者が購入する場 答 このような場合は 「サービス提供の一環として提供される便宜」と、

合であってもその費用は「その他の日常生活費」に該当するのか。 は言い難いので 「その他の日常生活費」に該当しない。、

答 このような場合は 「サービス提供の一環として提供される便宜」と 問4 個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要、

は言い難いので 「その他の日常生活費」に該当しない。 と考えられるものであれば、ある利用者の個別の希望に応じて、事業、
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問4 個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要 者等が当該利用者の代わりにある日用品を購入し、その購入代金を利

と考えられるものであれば、ある利用者の個別の希望に応じて、事業 用者に請求する場合も「その他の日常生活費」に該当するのか。

者等が当該利用者の代わりにある日用品を購入し、その購入代金を利 答 個人のために単に立て替え払いするような場合は、事業者等として提

用者に請求する場合も「その他の日常生活費」に該当するのか。 供する便宜とは言えず、その費用は「その他の日常生活費」に該当しな

、 。答 個人のために単に立て替え払いするような場合は、事業者等として提 いため サービス提供とは関係のない費用として徴収を行うこととなる

供する便宜とは言えず、その費用は「その他の日常生活費」に該当しな 問5 個人専用の家電製品の電気代は、利用者から徴収できないのか。

いため サービス提供とは関係のない費用として徴収を行うこととなる 答 サービス提供とは関係のない費用として、徴収は可能である。、 。

問5 個人専用の家電製品の電気代は、利用者から徴収できないのか。 問6 施設にコインランドリーがある場合、その料金についても「私物の

答 サービス提供とは関係のない費用として、徴収は可能である。 洗濯代」として「その他の日常生活費」に該当するのか。

問6 施設にコインランドリーがある場合、その料金についても「私物の 答 このような場合は、施設が洗濯サービスを提供しているわけではない

洗濯代」として「その他の日常生活費」に該当するのか。 ので、その他の日常生活費には該当しない。

答 このような場合は、施設が洗濯サービスを提供しているわけではない 問7 個人の希望に応じて事業者等が代わって購入する新聞、雑誌等の代

ので、その他の日常生活費には該当しない。 金は、教養娯楽に係る「その他の日常生活費」に該当するか。

問7 個人の希望に応じて事業者等が代わって購入する新聞、雑誌等の代 答 全くの個別の希望に答える場合は事業者等として提供する便宜とは言

金は、教養娯楽に係る「その他の日常生活費」に該当するか。 えず、その費用は「その他の日常生活費」に該当せず、サービス提供と

答 全くの個別の希望に答える場合は事業者等として提供する便宜とは言 は関係のない費用として徴収を行うこととなる。

えず、その費用は「その他の日常生活費」に該当せず、サービス提供と 問8 事業者等が実施するクラブ活動や行事における材料費等は 「その、

は関係のない費用として徴収を行うこととなる。 他の日常生活費」に該当するか。

問8 事業者等が実施するクラブ活動や行事における材料費等は 「その 答 事業者等が、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事、

他の日常生活費」に該当するか。 のうち、一般的に想定されるもの（例えば、作業療法等機能訓練の一環

答 事業者等が、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事 として行われるクラブ活動や入所者等が全員参加する定例行事）におけ

のうち、一般的に想定されるもの（例えば、作業療法等機能訓練の一環 る材料費等は保険給付の対象に含まれることから別途徴収することはで

として行われるクラブ活動や入所者等が全員参加する定例行事）におけ きないが、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事のた

る材料費等は保険給付の対象に含まれることから別途徴収することはで めに調達し、提供する材料であって、利用者に負担させることが適当と

きないが、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事のた 認められるもの（例えば、習字、お花、絵画、刺繍等のクラブ活動等の

めに調達し、提供する材料であって、利用者に負担させることが適当と 材料費）に係る費用は、教養娯楽に要する費用として「その他の日常生

認められるもの（例えば、習字、お花、絵画、刺繍等のクラブ活動等の 活費」に該当する。

材料費）に係る費用は、教養娯楽に要する費用として「その他の日常生 なお、事業者等が実施するクラブ活動や行事であっても、一般的に想

活費」に該当する。 定されるサービスの提供の範囲を超えるもの（例えば、利用者の趣味的

、 ）なお、事業者等が実施するクラブ活動や行事であっても、一般的に想 活動に関し事業者等が提供する材料等や 希望者を募り実施する旅行等

定されるサービスの提供の範囲を超えるもの（例えば、利用者の趣味的 に係る費用については、サービス提供とは関係のない費用として徴収を

活動に関し事業者等が提供する材料等や 希望者を募り実施する旅行等 行うこととなる。、 ）
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に係る費用については、サービス提供とは関係のない費用として徴収を

行うこととなる。
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（ 別 紙 10 ）

○ 介護保険施設等におけるおむつ代に係る利用料の徴収（平成12年老振25号・老健第94号 （抄））

（傍線の部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

（略） （略）

１ 介護保険施設等におけるおむつ代に係る費用については 「通所介護 １ 介護保険施設等におけるおむつ代に係る費用については 「通所介護、 、

等における日常生活に要する費用の取扱いについて （平成１２年３月 等における日常生活に要する費用の取扱いについて （平成１２年３月」 」

３０日老企第５４号）別紙中（７）④において 「介護福祉施設サービ ３０日老企第５４号）別紙中（６）④において 「介護福祉施設サービ、 、

ス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び地域密着型介護 ス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスの入所者等並びに

老人福祉施設入所者生活介護の入所者等並びに短期入所生活介護、短期 短期入所生活介護及び短期入所療養介護の利用者のおむつに係る費用に

入所療養介護、介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介 ついては、保険給付の対象とされていることから、おむつ代を始め、お

護の利用者のおむつに係る費用については、保険給付の対象とされてい むつカバー代及びこれらに係る洗擢代等おむつに係る費用は一切徴収で

ることから、おむつ代を始め、おむつカバー代及びこれらに係る洗擢代 きないことに留意すること 」としているところであること。。

等おむつに係る費用は一切徴収できないことに留意すること 」として。

いるところであること。

２・３ （略） ２・３ （略）
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（ 別 紙 11 ）

○ 介護保険施設等における日常生活費等の受領について（平成12年老振第75号・老健第122号 （抄））

（傍線の部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域密着型 居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者及び介護保険施設（以下「介

サービス事業者、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス事業 護保険施設等」という ）が介護保険の給付対象となる利用料のほかに利。

者（以下「介護保険施設等」という ）が介護保険の給付対象となる利用 用者、入所者又は患者（以下「利用者等」という ）から支払いを受ける。 。

料のほかに利用者、入所者又は患者（以下「利用者等」という ）から支 ことができることとされている費用（以下「日常生活費等」という ）に。 。

払いを受けることができることとされている費用（以下「日常生活費等」 ついては、既に指定居宅サービス等、指定居宅介護支援等及び介護保険施

という ）については、既に指定居宅サービス等、指定居宅介護支援等、 設の運営に関する基準（以下「運営基準」という ）において所要の規定。 。

介護保険施設、指定地域密着型サービス、指定介護予防サービス等及び指 を整備し、解釈通知等によりその取扱いを示しているところであるが、さ

定地域密着型介護予防サービスの運営に関する基準（以下「運営基準」と らに下記事項に関し、貴都道府県内市町村（特別区を含む 、関係団体、。）

いう ）において所要の規定を整備し、解釈通知等によりその取扱いを示 関係機関等に周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされ。

しているところであるが さらに下記事項に関し 貴都道府県内市町村 特 たい。、 、 （

別区を含む 、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、その なお、本通知は、地方自治法第２４５条の４第１項の技術的な助言に該。）

運用に遺憾のないようにされたい。 当するものである。

なお、本通知は、地方自治法第２４５条の４第１項の技術的な助言に該

当するものである。

（略） （略）




